
令
和
三
年
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
第
一
号

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
関
係
特
定
複
合
観
光
施
設
区

域
整
備
法
施
行
規
則

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律

第
八
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る

た
め
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
関
係
特
定
複
合
観
光
施
設
区

域
整
備
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
七
条
）

第
二
章
　
カ
ジ
ノ
事
業
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者

第
一
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許
等

第
一
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許
（
第
八
条―

第
三

十
一
条
）

第
二
款
　
議
決
権
等
の
保
有
者
（
第
三
十
二
条―

第
三
十
六
条
）

第
二
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務

第
一
款
　
総
則
（
第
三
十
七
条―

第
四
十
二
条
）

第

二

款

　

依
存
の
防
止
の
た
め
の
措
置
及
び
入
場

規
制
等
（
第
四
十
三
条―

第
五
十
五

条
）

第
三
款
　
カ
ジ
ノ
行
為
業
務
（
第
五
十
六
条―

第

六
十
二
条
）

第
四
款
　
特
定
金
融
業
務
（
第
六
十
三
条―

第
九

十
条
）

第
五
款
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
（
第
九

十
一
条
・
第
九
十
二
条
）

第
六
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務
に
係
る
契

約
（
第
九
十
三
条―

第
百
条
）

第
七
款
　
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の
た
め

の
措
置
（
第
百
一
条―

第
百
四
条
）

第
八
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

（
第
百
五
条―

第
百
十
四
条
）

第
三
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
従
業
者
（
第
百
十
五
条―

第
百
二
十
三
条
）

第
三
章
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
（
第
百
二
十
四
条―

第
百
五
十
条
）

第
四
章
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
（
第
百
五
十
一
条―

第
百
五
十
四
条
）

第
五
章
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等

第
一
節
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
許
可
等

（
第
百
五
十
五
条―

第
百
七
十
四
条
）

第
二
節
　
型
式
検
定
等
（
第
百
七
十
五
条―

第
百
八

十
八
条
）

第

三

節

　

特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
務
等
に

従
事
す
る
者
の
確
認
等
（
第
百
八
十
九

条
）

第
四
節
　
指
定
試
験
機
関
（
第
百
九
十
条―

第
二
百

二
条
）

第
六
章
　
入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
（
第

二
百
三
条―

第
二
百
六
条
）

第
七
章
　
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金

（
第
二
百
七
条―

第
二
百
十
条
）

第
八
章
　
雑
則
（
第
二
百
十
一
条―

第
二
百
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
監
督
そ
の
他
の

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施

設
区
域
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
委
任
に

基
づ
く
事
項
及
び
法
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要

と
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
令
」
と
は
、
特
定
複
合

観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令

第
七
十
二
号
）
を
い
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
及
び
方
法
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
七
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と

し
、
そ
の
方
法
は
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
バ
カ
ラ
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
行
う

カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
（
カ
ジ
ノ
事

業
者
の
従
業
者
の
う
ち
カ
ジ
ノ
行
為
を
顧
客
と
の
間

で
行
い
、
又
は
顧
客
相
互
間
で
行
わ
せ
る
業
務
に
従

事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
テ
ー
ブ

ル
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
行
為
を
進
行
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
と
バ
ン

カ
ー
側
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
（
二
か
ら
十
ま
で

の
数
字
の
い
ず
れ
か
又
は
Ａ
、
Ｊ
、
Ｑ
若
し
く
は
Ｋ

の
文
字
及
び
ス
ー
ト
（
ダ
イ
ヤ
、
ス
ペ
ー
ド
、
ク
ラ

ブ
又
は
ハ
ー
ト
の
記
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

表
示
さ
れ
た
面
を
表
面
と
す
る
カ
ー
ド
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
の
下
一
桁
の

数
字
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
側
が
大
き
い
こ
と
又

は
双
方
の
側
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
賭
け

る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）

二
　
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と

の
間
で
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

に
よ
り
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合

計
し
た
点
数
が
、
二
十
一
点
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合

計
し
た
点
数
よ
り
も
大
き
い
こ
と
に
対
し
て
賭
け
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ

ャ
ッ
ク
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ
ッ
チ
又
は
ポ
ン

ツ
ー
ン
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う
。
）

三
　
ポ
ー
カ
ー
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
又
は

顧
客
相
互
間
で
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
顧
客
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
そ
の
他
の
対
象

又
は
テ
ー
ブ
ル
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ

に
つ
い
て
、
別
表
第
一
の
第
三
の
３
の
二
又
は
５
四

の
ロ
に
規
定
す
る
手
役
の
強
さ
に
よ
っ
て
賭
け
の
勝

敗
を
決
定
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
、
ス
リ
ー
カ

ー
ド
ポ
ー
カ
ー
、
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー
ナ

ス
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
、
レ
ッ
ト
イ

ッ
ト
ラ
イ
ド
、
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
、
テ
キ
サ
ス
ホ
ー

ル
デ
ム
ポ
ー
カ
ー
又
は
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う
。
）

四
　
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間

で
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ

り
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
一
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
一
枚
の
ト
ラ
ン
プ
よ
り
強
い

こ
と
に
対
し
て
賭
け
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
を

い
う
。
）

五
　
ク
ラ
ッ
プ
ス
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で

行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
転
が
し
た
二
個
の
さ

い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
、
そ
れ
よ
り
前
に
転
が
さ

れ
た
二
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
と
一
致
す
る

こ
と
又
は
七
と
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
賭
け
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）

六
　
シ
ッ
ク
ボ
ー
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で

行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
転
が
し
た
三
個
の
さ

い
こ
ろ
の
出
目
又
は
そ
の
合
計
若
し
く
は
組
合
せ
を

予
想
し
て
賭
け
る
も
の
を
い
う
。
）

七
　
ル
ー
レ
ッ
ト
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で

行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー

ル
の
シ
リ
ン
ダ
ー
に
あ
る
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
の
う
ち

ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
収
ま
る
も
の
に
対
応
す
る
数

字
を
予
想
し
て
賭
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
シ
ン
グ
ル

ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
の

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う
。
）

八
　
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の

間
で
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー

ル
用
ホ
イ
ー
ル
の
回
転
す
る
円
盤
に
あ
る
シ
ン
ボ
ル

（
賭
け
の
対
象
を
表
す
意
匠
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、

第
七
条
第
二
項
の
表
九
の
項
及
び
別
表
第
一
の
第
八

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
表
示
さ
れ
た
区
画
の
う
ち
ク

ラ
ッ
パ
ー
（
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
用
ホ
イ
ー
ル
の
上
部

に
固
定
さ
れ
、
円
盤
の
回
転
を
止
め
る
と
と
も
に
、

当
た
り
の
シ
ン
ボ
ル
を
示
す
も
の
を
い
う
。
第
七
条

第
二
項
の
表
九
の
項
及
び
別
表
第
一
の
第
八
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
示
す
シ
ン
ボ
ル
が
表
示
さ
れ
た
区
画

に
対
応
す
る
シ
ン
ボ
ル
を
予
想
し
て
賭
け
る
も
の
を

い
う
。
）

九
　
パ
イ
ゴ
ウ
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で
行

う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
顧

客
に
配
布
さ
れ
た
四
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
二
枚

ず
つ
二
組
に
分
け
て
形
成
し
た
強
い
側
の
二
枚
の
組

合
せ
及
び
弱
い
側
の
二
枚
の
組
合
せ
が
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
に
配
布
さ
れ
た
四
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
二
枚

ず
つ
二
組
に
分
け
て
形
成
し
た
強
い
側
の
二
枚
の
組

合
せ
及
び
弱
い
側
の
二
枚
の
組
合
せ
よ
り
も
そ
れ
ぞ

れ
強
い
こ
と
に
対
し
て
賭
け
る
こ
と
を
基
本
と
す
る

も
の
を
い
う
。
）

十
　
電
子
ゲ
ー
ム
（
カ
ジ
ノ
事
業
者
と
顧
客
と
の
間
で

行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
っ
て
、
乱
数
発
生
装
置
に
よ

り
発
生
し
た
乱
数
（
以
下
単
に
「
乱
数
」
と
い
う
。
）

を
用
い
て
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
（
前
各
号

に
掲
げ
る
種
類
の
カ
ジ
ノ
行
為
の
方
法
に
従
っ
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

２
　
こ
の
条
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
デ
ッ
キ
　
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩
及
び
意
匠
が

同
じ
で
あ
っ
て
、
表
面
に
記
載
さ
れ
た
数
字
又
は
文

字
及
び
ス
ー
ト
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
組
み
合
わ
さ

れ
た
五
十
二
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
を
い
う
。

二
　
シ
ャ
ッ
フ
ル
　
複
数
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
無
作
為
に

並
べ
替
え
る
こ
と
を
い
う
。

三
　
レ
イ
ア
ウ
ト
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
用
に
供
す
る
テ
ー

ブ
ル
上
に
表
示
さ
れ
た
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
そ
の

他
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
け
る
必
要
な
事
項
の
配
置
を

い
う
。

四
　
引
分
け
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合

で
あ
っ
て
、
賭
け
が
勝
ち
又
は
負
け
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
賭
け
に
係
る
賭
金
は
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
よ
っ
て

回
収
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

五
　
オ
ッ
ズ
　
賭
金
額
に
対
す
る
勝
金
額
（
カ
ジ
ノ
事

業
者
に
よ
り
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
い
て
勝
ち
と
な
っ
た

顧
客
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
（
以
下
「
勝
金
」

と
い
う
。
）
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
比
率
を

い
い
、
勝
金
額
対
賭
金
額
と
表
記
す
る
も
の
と
す

る
。

六
　
ラ
ウ
ン
ド
　
賭
け
の
受
付
の
開
始
か
ら
賭
け
に
参

加
し
て
い
る
全
て
の
顧
客
に
係
る
賭
金
の
回
収
又
は

1



勝
金
の
支
払
の
終
了
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
た
だ

し
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
全
て
の
顧
客
の
勝
敗
が

決
定
し
た
と
き
に
回
収
す
べ
き
賭
金
及
び
支
払
う
べ

き
勝
金
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
と
き
に
そ

の
ラ
ウ
ン
ド
は
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
ペ
ア
　
二
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
同
じ
数
字
又
は
文
字

で
あ
る
組
合
せ
を
い
う
。

八
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
る

ト
ラ
ン
プ
の
集
合
を
い
う
。

九
　
さ
い
こ
ろ
の
出
目
　
転
が
し
た
さ
い
こ
ろ
が
停
止

し
た
と
き
に
、
そ
の
上
面
に
表
示
さ
れ
た
目
（
さ
い

こ
ろ
の
各
面
に
そ
れ
ぞ
れ
表
示
さ
れ
た
一
か
ら
六
ま

で
の
数
を
表
す
記
号
を
い
う
。
第
七
条
第
二
項
の
表

六
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
示
す
数
を
い
う
。

（
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
為
替
取
引
を
仲
介
す
る
金
融

機
関
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
銀
行
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
を
い
う
。
第

七
十
条
第
一
号
及
び
第
七
十
三
条
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

が
適
当
と
認
め
る
者

（
認
可
主
要
株
主
等
）

第
五
条
　
法
第
二
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
持
株
会
社

（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
九
条
第

四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
保
有
す
る
議
決
権
又
は
議
決
権
等
の
保
有
者

が
保
有
す
る
議
決
権
等
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る

法
第
二
条
第
十
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
議
決
権
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券

関
連
業
を
行
う
者
が
、
同
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
引
受
け
に
係
る
業
務
に
よ
り

所
有
す
る
株
式
及
び
こ
れ
に
係
る
議
決
権

二
　
会
社
の
有
す
る
自
己
の
株
式

２
　
法
第
二
条
第
十
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
特
別
の
関
係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
関
係
と
す

る
。

一
　
対
象
議
決
権
等
（
法
第
二
条
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
一
の
者
が
保
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

議
決
権
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
保
有
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
が
対
象

議
決
権
等
を
保
有
し
て
い
る
者
　
当
該
者
と
次
に
掲

げ
る
者
と
の
関
係

イ
　
対
象
議
決
権
等
を
そ
の
者
と
共
同
で
保
有
し
、

又
は
対
象
議
決
権
等
を
そ
の
者
と
共
同
で
行
使
す

る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
（
第
四
項
に
お
い
て

「
共
同
保
有
者
」
と
い
う
。
）

ロ
　
そ
の
配
偶
者

ハ
　
そ
の
被
支
配
会
社

ニ
　
そ
の
支
配
株
主
等

ホ
　
そ
の
支
配
株
主
等
の
他
の
被
支
配
会
社

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
当
該
者
と
同
号
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
の
関
係

３
　
前
項
第
一
号
ニ
及
び
ホ
の
「
支
配
株
主
等
」
と
は
、

会
社
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五

十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
者
を
い
い
、
同

号
の
「
被
支
配
会
社
」
と
は
、
支
配
株
主
等
に
よ
り
そ

の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を

超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
て
い
る
会
社
を
い
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
支
配
株
主
等
と
そ
の
被
支
配
会
社

が
合
わ
せ
て
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議

決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
会
社
を
当
該
支
配
株
主
等
の

被
支
配
会
社
と
、
当
該
支
配
株
主
等
を
当
該
他
の
会
社

の
支
配
株
主
等
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。

４
　
共
同
保
有
者
と
合
わ
せ
て
会
社
の
総
株
主
又
は
総
出

資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保

有
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
そ
れ
ぞ

れ
当
該
会
社
の
支
配
株
主
等
（
前
項
に
規
定
す
る
支
配

株
主
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
当
該

会
社
を
当
該
者
の
被
支
配
会
社
（
前
項
に
規
定
す
る
被

支
配
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
れ

ぞ
れ
み
な
し
て
、
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
配
偶
者
と
合
わ
せ
て
会
社
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者

の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し

て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
当
該
会
社
の

支
配
株
主
等
と
、
当
該
会
社
を
当
該
者
の
被
支
配
会
社

と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

（
施
設
土
地
に
関
す
る
権
利
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
十
六
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
は
、

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
土
地
に
関
す
る
永
小
作

権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
及
び
賃
借
権
と
す

る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
）

第
七
条
　
法
第
二
条
第
十
七
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
機
器
等
の
う
ち
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器

等
の
種
別
、
用
途
及
び
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。

種
別

用
途

機
能

一
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

（
乱
数
を
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

の
決
定
の
た
め
の
偶
然
の
事
情

と
し
て
利
用
す
る
カ
ジ
ノ
行
為

で
あ
っ
て
、
第
三
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
種
類
の
カ
ジ
ノ
行
為
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
以

外
の
も
の
に
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
設
計
さ
れ
た
機
器
等
（
四
の

項
上
欄
に
規
定
す
る
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

電

子

ゲ

ー

ム

に

使

用

す

る
。

カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
の
決

定
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
の

結
果
に
基
づ

く
金
銭
の
支

払
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
に

係
る
会
計
処

理
及
び
こ
れ

ら
の
監
視
を

一
体
的
に
行

う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
で

あ
っ
て
、
乱
数
を
カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
の
決
定
の
た
め
の
偶
然

の
事
情
と
し
て
利
用
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
単
に

「
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
」
と

い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
設
計
さ
れ
た
機
器
等
（
四
の

項
上
欄
に
規
定
す
る
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

電

子

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

に

使

用

す
る
。

カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
の
決

定
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
の

結
果
に
基
づ

く
金
銭
の
支

払
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
に

係
る
会
計
処

理
及
び
こ
れ

ら
の
監
視
を

一
体
的
に
行

う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

三
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
で
あ
っ
て
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ

、
さ
い
こ
ろ
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ

イ
ー
ル
そ
の
他
の
非
電
磁
的
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
用
い
て
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
を
決
定
す
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

単
に
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
」
と
い
う

。
）
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
設

計
さ
れ
た
機
器
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

デ

ィ

ー

ラ

ー

操

作

式

電

子

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

に

使

用

す

る
。

カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
に
基

づ
く
金
銭
の

支
払
、
当
該

カ
ジ
ノ
行
為

に
係
る
会
計

処
理
及
び
こ

れ
ら
の
監
視

を
一
体
的
に

行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

四
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
電
子
ゲ
ー
ム

又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
に

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

た
機
器
等
で
あ
っ
て
、
サ
ー
バ

に
下
欄
に
掲
げ
る
機
能
の
一
部

を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

電

子

ゲ

ー

ム

及

び

電

子

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

に

使

用
す
る
。

カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
の
決

定
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
の

結
果
に
基
づ

く
金
銭
の
支

払
、
当
該
カ

ジ
ノ
行
為
に

係
る
会
計
処

理
及
び
こ
れ

ら
の
監
視
を

サ
ー
バ
及
び

プ
レ
イ
ヤ
ー

端
末
を
用
い

て
一
体
的
に

行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

五
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ

ム
（
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
い
て
金

銭
を
蓄
積
し
、
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
に
基
づ
き
そ
れ
ま
で
の
蓄

積
を
勝
金
と
し
て
支
払
う
も
の

（
以
下
こ
の
項
、
別
表
第
一
及

び
別
表
第
三
に
お
い
て
単
に

「
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
」
と
い
う

。
）
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
設

計
さ
れ
た
機
器
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

プ

ロ

グ

レ

ッ

シ

ブ

に

使

用
す
る
。

プ
ロ
グ
レ
ッ

シ
ブ
に
お
い

て
蓄
積
さ
れ

る
金
銭
の
管

理
、
当
該
金

銭
の
支
払
、

当
該
カ
ジ
ノ

行
為
に
係
る

会
計
処
理
及

び
こ
れ
ら
の

監
視
を
一
体

的
に
行
う
こ

と
が
で
き
る

こ
と
。

六
　
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー

（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
（
ト
ラ
ン

プ
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
使
用
す
る
ト
ラ
ン
プ
を
無
作

為
に
並
べ
替
え
ら
れ
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
た
機
器
等
を
い
う
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
に
お

い
て
同
じ
。
）

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

（

ト

ラ

ン

プ

を

使

用

す

る

も

の

に

限

る
。
）
に

使

用

す

る
。

複
数
枚
の
ト

ラ
ン
プ
を
自

動
で
無
作
為

に
並
べ
替
え

る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

七
　
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ

ー
（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
（
ト
ラ

ン
プ
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
使
用
す
る
ト
ラ
ン
プ
を

収
納
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

（

ト

ラ

ン

プ

を

使

用
次
項
の
表
の

五
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
機

能
並
び
に
ト

ラ
ン
プ
を
配

2



機
器
等
で
あ
っ
て
、
ト
ラ
ン
プ

を
配
布
す
る
際
に
当
該
ト
ラ
ン

プ
の
数
字
及
び
文
字
並
び
に
ス

ー
ト
を
読
み
取
る
機
能
を
有
す

る
も
の
を
い
う
。
別
表
第
三
の

第
七
に
お
い
て
同
じ
。
）

す

る

も

の

に

限

る
。
）
に

使

用

す

る
。

布
す
る
際
の

当
該
ト
ラ
ン

プ
の
数
字
及

び
文
字
並
び

に
ス
ー
ト
の

読
み
取
り
が

で
き
る
こ
と
。

八
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ

ー
（
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
（
さ
い

こ
ろ
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
設

計
さ
れ
た
機
器
等
で
あ
っ
て
、

さ
い
こ
ろ
を
自
動
で
振
る
機
能

を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
別
表

第
一
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て

同
じ
。
）

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

（

さ

い

こ

ろ

を

使

用

す

る

も

の

に

限

る
。
）
に

使

用

す

る
。

さ
い
こ
ろ
を

自
動
で
振
る

こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

九
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
（
バ

ウ
チ
ャ
ー
（
チ
ッ
プ
の
う
ち
、

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
、
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
に
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
票
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
引
換
え
に
行
う
現
金

の
交
付
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
た
機
器
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

バ

ウ

チ

ャ

ー

と

引

換

え

に

行

う

現

金

の

交

付

に

使

用

す

る
。

バ
ウ
チ
ャ
ー

と
引
換
え
に

行
う
現
金
の

交
付
、
当
該

交
付
に
係
る

会
計
処
理
及

び
こ
れ
ら
の

監
視
を
一
体

的
に
行
う
こ

と
が
で
き
る

こ
と
。

十
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

に
基
づ
く
金
銭
の
支
払
、
カ
ジ

ノ
行
為
業
務
に
関
す
る
会
計
事

務
及
び
こ
れ
ら
を
監
視
す
る
業

務
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
設
計

さ
れ
た
機
器
等
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
業
務
を
一
体
的
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

カ

ジ

ノ

行

為

の

結

果

に

基

づ

く

金

銭

の

支

払

、

カ

ジ

ノ

行

為

業

務

に

関

す

る

会

計

事

務

及

び

こ

れ

ら

を

監

視

す

る

業

務
プ
ロ
グ
ラ
ム

又
は
機
器
で

あ
っ
て
、
こ

の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
業

務
を
一
体
的

に
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ

と
。

に

使

用

す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
十
七
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
機
器
等
の
う
ち
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等

の
種
別
、
用
途
及
び
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

種
別

用
途

機
能

一

　

テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

用

チ

ッ

プ

カ
ジ
ノ
行
為
に
お

い
て
そ
の
得
喪
を

争
う
金
銭
に
代
え

て
使
用
す
る
。

円
形
、
だ
円
形
、
概
ね
正
方

形
又
は
概
ね
長
方
形
の
用
具

で
あ
っ
て
、
そ
の
種
類
及
び

枚
数
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
行
為

に
お
け
る
顧
客
の
賭
金
額
又

は
勝
金
額
を
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

二

　

ト

ー

ナ

メ

ン

ト

チ

ッ

プ

ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
の
方
法
に

よ
り
行
う
ポ
ー
カ

ー
に
お
い
て
、
参

加
す
る
顧
客
の
点

数
の
表
示
の
み
に

使
用
す
る
。

円
形
の
用
具
で
あ
っ
て
、
そ

の
保
有
さ
れ
た
種
類
及
び
枚

数
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
行
為
に

お
け
る
顧
客
の
点
数
を
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

　

ト

ラ

ン
プ

バ
カ
ラ
、
ト
ゥ
エ

ン
テ
ィ
ワ
ン
、
ポ

ー
カ
ー
若
し
く
は

カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー
又

は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操

作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
（
ト
ラ

ン
プ
を
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に

お
い
て
使
用
す
る
。

カ
ー
ド
の
表
面
に
表
示
さ
れ

た
数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー

ト
に
よ
り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に

よ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の

決
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

四

　

プ

リ

シ

ャ

ッ

フ

ル

マ

ル

チ

デ

ッ

キ

バ
カ
ラ
、
ト
ゥ
エ

ン
テ
ィ
ワ
ン
若
し

く
は
カ
ジ
ノ
ウ
ォ

ー
又
は
デ
ィ
ー
ラ

ー
操
作
式
電
子
テ

ー

ブ

ル

ゲ

ー

ム

（
ト
ラ
ン
プ
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る

。
）
で
使
用
さ
れ
る

ト
ラ
ン
プ
を
集
約

す
る
。

四
組
か
ら
八
組
ま
で
の
デ
ッ

キ
（
第
三
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
デ
ッ
キ
を
い
う

。
）
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
製
造

時
に
お
い
て
無
作
為
に
並
べ

替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
構
成
す
る
ト
ラ
ン
プ
に

よ
り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
決
定

に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

五

　

デ

ィ

ー

リ

ン

グ
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

（
ト
ラ
ン
プ
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
お
い
て
使
用

デ
ィ
ー
ラ
ー
が
引
こ
う
と
す

る
ト
ラ
ン
プ
以
外
の
ト
ラ
ン

プ
に
触
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、

及
び
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
引
か

シ

ュ

ー

す
る
ト
ラ
ン
プ
を

収
納
す
る
。

れ
る
ま
で
の
間
こ
れ
ら
の
ト

ラ
ン
プ
の
表
面
に
表
示
さ
れ

た
数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー

ト
を
推
測
さ
れ
な
い
よ
う
に

ト
ラ
ン
プ
を
収
納
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

六

　

さ

い

こ
ろ

ク
ラ
ッ
プ
ス
、
シ

ッ
ク
ボ
ー
若
し
く

は
パ
イ
ゴ
ウ
又
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作

式
電
子
テ
ー
ブ
ル

ゲ
ー
ム
（
さ
い
こ

ろ
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
お

い
て
使
用
す
る
。

立
方
体
（
頂
点
に
面
取
り
が

な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
の

用
具
で
あ
っ
て
、
各
面
に
そ

れ
ぞ
れ
表
示
さ
れ
た
目
に
よ

り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
決
定
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

七

　

ル

ー

レ

ッ

ト

ホ

イ

ー

ル

ル
ー
レ
ッ
ト
に
お

い
て
当
た
り
数
字

（
別
表
第
一
の
第
七

の
１
三
ハ
の
（
１
）

に
規
定
す
る
当
た

り
数
字
を
い
う
。

八
の
項
中
欄
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
確

定
に
使
用
す
る
。

シ
リ
ン
ダ
ー
と
こ
れ
を
支
え

る
台
で
構
成
さ
れ
た
用
具
で

あ
っ
て
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー

ル
が
収
ま
る
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ

ト
に
対
応
す
る
数
字
に
よ
り
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
カ
ジ
ノ

行
為
の
結
果
の
決
定
に
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

八

　

ル

ー

レ

ッ

ト

ボ

ー
ル

ル
ー
レ
ッ
ト
に
お

い
て
当
た
り
数
字

の
確
定
に
使
用
す

る
。

球
形
の
用
具
で
あ
っ
て
、
一

の
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
収
ま

り
、
当
該
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト

に
対
応
す
る
数
字
を
明
確
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
よ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
の
決
定
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

九

　

マ

ネ

ー

ホ

イ

ー

ル

用

ホ

イ

ー
ル

マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル

に
お
い
て
当
た
り

シ
ン
ボ
ル
（
別
表

第
一
の
第
八
の
３

の
三
に
規
定
す
る

当
た
り
シ
ン
ボ
ル

を
い
う
。
）
の
確
定

に
使
用
す
る
。

回
転
す
る
円
盤
、
こ
れ
を
支

え
る
台
及
び
ク
ラ
ッ
パ
ー
で

構
成
さ
れ
た
用
具
で
あ
っ
て
、

ク
ラ
ッ
パ
ー
が
示
す
円
盤
に

あ
る
区
画
に
表
示
さ
れ
た
シ

ン
ボ
ル
に
よ
り
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
に
よ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
の
決
定
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

十

　

パ

イ

ゴ

ウ

タ

イ

ル

パ
イ
ゴ
ウ
に
お
い

て
役
の
確
定
に
使

用
す
る
。

直
方
体
の
用
具
で
あ
っ
て
、

一
の
面
に
表
示
さ
れ
た
二
か

ら
十
二
ま
で
の
数
字
の
い
ず

れ
か
を
示
す
点
に
よ
り
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
カ
ジ
ノ
行

為
の
結
果
の
決
定
に
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
二
章
　
カ
ジ
ノ
事
業
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者

第
一
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許
等

第
一
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許

（
免
許
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
四
十
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
四
十
三
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
四
十
一

条
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
の
基
準
に
適
合
す
る
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
ご
と
の
取
得
予
定
時
期
と
す

る
。

２
　
法
第
四
十
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
四
十
三
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
行
お
う
と

す
る
区
画
に
係
る
名
称

二
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
行
お
う
と

す
る
区
画
の
位
置
及
び
設
備
の
配
置

三
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
統
括
管
理

す
る
者
の
氏
名
並
び
に
所
属
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者

（
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
他
の
事
業

者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
事
業

者
）
の
名
称
、
部
署
及
び
役
職
名

四
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の

方
法

ロ
　
酒
類
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
酒
類
の

提
供
の
方
針
及
び
そ
の
周
知
方
法

ハ
　
客
に
遊
興
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

内
容
及
び
時
間
帯

五
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
興
行
の
内
容
、
態
様
及
び
時

間
帯

六
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
給
付
す
る
物
品
の
種
類

ロ
　
酒
類
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
酒
類
の

提
供
の
方
針
及
び
そ
の
周
知
方
法

３
　
申
請
書
の
う
ち
法
第
四
十
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ

る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

４
　
法
第
四
十
条
第
一
項
第
十
二
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
申
請
者
の
役
員
の
役
職
名

及
び
担
当
業
務
と
す
る
。

3



５
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
二
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
三
号
様
式

三
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
　
別
記
第
四
号
様
式

四
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行

為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の

法
定
代
理
人
又
は
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
場

合
の
そ
の
役
員
　
別
記
第
五
号
様
式

五
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
　
別
記
第
六
号
様
式

六
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行

為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の

法
定
代
理
人
又
は
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光

施
設
区
域
の
施
設
土
地
権
利
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

の
そ
の
役
員
　
別
記
第
七
号
様
式

６
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
五
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
予
定
貸
借
対
照
表

四
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
書
類
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
次
に
掲

げ
る
図
面
及
び
書
類
（
当
該
カ
ジ
ノ
施
設
に
つ
い
て

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
ら

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
管
理
す
る
部
分
に
係
る

構
造
及
び
設
備
の
み
を
記
載
し
た
図
面
及
び
書
類
を

除
く
。
）

イ
　
次
条
に
規
定
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
範
囲

（
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
テ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の

カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
設
備
の
配
置
を
含
む
。
）
を

示
す
図
面
並
び
に
当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
及

び
そ
の
算
定
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
の
床
面

積
の
合
計
を
証
す
る
書
類

ハ
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
明
ら
か
に
す

る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

ニ
　
次
条
第
一
号
に
規
定
す
る
ケ
ー
ジ
並
び
に
第
十

条
第
九
号
イ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
室
に
お
け
る
設
備

の
位
置
及
び
仕
様
を
記
載
し
た
図
面

ホ
　
カ
ジ
ノ
施
設
内
に
設
け
る
監
視
設
備
の
種
別
、

位
置
及
び
仕
様
そ
の
他
カ
ジ
ノ
施
設
の
監
視
の
た

め
の
設
備
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
図
面
及
び

書
類

六
　
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を

記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

八
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の

三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
一
号
。
以
下
「
入
管
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
住
民
票
（
国
籍
等
（
住

民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
在
留
資
格
（
入
管
法

第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
入
管
特
例
法
に
定
め
る

特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
も
の
に
限

る
。
第
百
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
百
四

十
九
条
第
三
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明

書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

九
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国

人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者

証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

（２）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
法
定
代
理
人
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住

民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（３）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
（
営
業
に
関
し
成

年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
。
以
下

こ
の
（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
別
記
第
十

号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載

内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
議
決
権
等
の

保
有
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当

該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記

第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

ロ
　
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
の
役
員
の
戸
籍
謄

本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ

て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、

住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類

の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（２）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
別
記
第
八
号
様

式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び

に
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
作
成
し
た
別
記

第
九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

（３）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
の
役
員
が
別
記
第

十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号

様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料

並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号

様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様

式
）
に
よ
る
同
意
書

十
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
と
次
に
掲
げ
る
者
と

の
間
で
、
当
該
申
請
に
係
る
土
地
に
関
す
る
契

約
（
契
約
の
予
定
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
内
容
を
示
す
書
面

（一）
　
申
請
者

（二）
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
に

つ
い
て
認
定
施
設
供
用
事
業
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
認
定
施
設
供
用
事
業
者

（三）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
権
利
を
有
す
る

土
地
に
他
の
施
設
土
地
権
利
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
他
の
施
設
土
地
権
利
者

（四）
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る
施

設
土
地
に
関
す
る
権
利
以
外
の
権
利
を
有
す

る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
を
有
す

る
者

（２）
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る
施
設

土
地
に
関
す
る
権
利
（
登
記
事
項
証
明
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
権
利
を
除
く
。
）
を
証
す
る
書

面
（３）
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国

人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者

証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

（４）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
に
法
定
代
理
人
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住

民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（５）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
（
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
。
以
下
こ

の
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
別
記
第
十
号

様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
施
設
土
地
権
利

者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当
該
法

定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
九

号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

ロ
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
書
類

（２）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
の
役
員
の
戸
籍
謄
本

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
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民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（３）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
別
記
第
八
号
様
式

に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も

の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

（４）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
の
役
員
が
別
記
第
十

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様

式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様

式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）

に
よ
る
同
意
書

７
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
四

十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ
の

他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の
事
業
活
動
に
支
配
的
な

影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る

資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

そ
の
他
の
法
第
三
十
九
条
の
免
許
に
係
る
審
査
に
必
要

な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
専
ら
カ
ジ
ノ
行
為
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
）

第
九
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
（
法
第
四
十
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
部
分
は
、
カ
ジ
ノ
行

為
区
画
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
す

る
。

一
　
チ
ッ
プ
の
交
付
等
又
は
法
第
七
十
三
条
第
十
項
の

規
定
に
よ
る
交
付
に
係
る
業
務
を
行
う
た
め
の
室

（
以
下
「
ケ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）

二
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
を
設
け
る
部
分

三
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係

る
業
務
を
行
う
た
め
の
室

四
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
苦
情
の
処
理
に
係
る
業

務
を
行
う
た
め
の
室

五
　
顧
客
の
た
め
の
案
内
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分

六
　
専
ら
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
の
用
に
供
さ

れ
る
部
分

七
　
通
路
、
階
段
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
）
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
そ
の
他
の
専
ら
通
行
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分

八
　
便
所

九
　
美
術
品
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
の
展
示
の
用

に
供
さ
れ
る
部
分

十
　
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第

三
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
喫
煙
専
用
室

及
び
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
健
康
増
進
法
第
三
十

三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
た
ば
こ
専
用

喫
煙
室
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
室
に
限
る
。
）

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
行
為

の
用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
が
認
め
る
部
分

（
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
八
号
（
法
第
四
十
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
外
観
で
は
な
い
こ
と
。

二
　
内
部
が
外
部
か
ら
容
易
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
二
条
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
区
画
と
当
該
区

画
に
隣
接
す
る
部
分
を
区
画
す
る
壁
、
柱
、
床
及
び

天
井
が
区
画
の
用
途
に
応
じ
て
適
切
な
強
度
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
監
視
設
備
の
見
通
し
を
妨
げ
る
設
備
そ
の
他
の
カ

ジ
ノ
施
設
内
の
監
視
の
支
障
と
な
る
設
備
を
設
け
な

い
こ
と
。

五
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

た
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
写
真
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
な

い
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
行
為
区

画
に
あ
っ
て
は
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
内
部
が
外
部
か
ら
容
易
に
見
通
す
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
本
人
確
認
区
画
又
は
法
第
二
条
第
十
項
第
三
号

に
掲
げ
る
区
画
に
通
じ
る
出
入
口
を
除
き
、
カ
ジ

ノ
行
為
区
画
と
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
隣
接
す

る
部
分
を
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区

画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
の
部
分
に
あ
っ
て

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
に
人
が
容
易
に
侵
入
す

る
こ
と
を
防
止
で
き
る
構
造
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
へ
の
人
の
侵
入
を
監
視

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
　
専
用
の
次
に
掲
げ
る
室
を
設
け
る
こ
と
。

（１）
　
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
室

（２）
　
ケ
ー
ジ

ニ
　
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
室
を
設
け
る
こ
と
。

ホ
　
正
確
な
時
計
又
は
時
刻
を
表
示
す
る
設
備
を
顧

客
が
明
確
に
視
認
で
き
る
よ
う
配
置
す
る
こ
と
。

ヘ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

専
ら
カ
ジ

ノ

行

為

の

用

に

供

さ

れ

る

も

の

と

し

て

前

条

に

規

定

す

る

部

分

以

外

の

部
分

一
　
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
又

は
区
画
線
に
よ
り
当
該
部
分
の

範
囲
を
明
示
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
さ
れ
る

テ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
行

為
に
係
る
設
備
が
カ
ジ
ノ
行
為

の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
適

切
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
さ
れ
て

い
る
ト
ラ
ン
プ
、
さ
い
こ
ろ
そ

の
他
の
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連

機
器
等
並
び
に
電
子
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操

作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
及
び
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ

ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
別
表

第
三
の
第
十
を
除
き
、
以
下

「
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
」

と
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
た
内

容
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

機
能
を
有
す
る
監
視
設
備
を
設

け
る
こ
と
に
よ
り
上
欄
に
掲
げ

る
部
分
を
適
切
に
監
視
で
き
る

こ
と
。

ケ
ー
ジ

一
　
壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
が
適

切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
ケ
ー
ジ
の
出
入
口
に
あ
っ
て

は
、
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外

の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
顧
客
と
相
対
す
る
部
分
に
あ

っ
て
は
、
人
が
容
易
に
侵
入
す

る
こ
と
を
防
止
で
き
る
構
造
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
ケ
ー
ジ
の
状
況
を
適
切
に

監
視
で
き
る
こ
と
。

バ
ウ
チ
ャ

ー

払

戻

機

を

設

け

る

部

分

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

上
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
状
況
を

適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

専
ら
カ
ジ

ノ

行

為

区

画

内

関

連

業

務

の

用

に

供

さ

れ

る

部

分

一
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
上
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
状

況
を
適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と

。
二
　
客
席
を
設
け
て
法
第
二
条
第

十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
よ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
客
席
を
設
け
る
部
分
の

内
部
に
見
通
し
を
妨
げ
る
設
備

を
設
け
な
い
こ
と
。

ロ
　
当
該
客
席
を
設
け
る
部
分
の

出
入
口
に
施
錠
で
き
る
設
備
を

設
け
な
い
こ
と
。

通
路
、
階

段

（

そ

の

踊

場

を

含

む

。
）
、
エ

レ

ベ

ー

タ

ー

、

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

ホ

ー

ル

及

び

エ

ス

カ

レ

ー

タ

ー

そ

の

他

の

専

ら

通

行

の

用

に

供

さ

れ

る

部
分

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

上
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
状
況
を

適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

右
に
掲
げ

る

部

分

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

上
欄
に
掲
げ
る
部
分
（
便
所
そ

の
他
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と

5



以

外

の

部
分

が
適
切
で
な
い
部
分
を
除
く
。
）

の
状
況
を
適
切
に
監
視
で
き
る

こ
と
。

八
　
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
本
人
確
認
区
画
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ

と
。

イ
　
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
又
は
区
画
線
に
よ
り

本
人
確
認
区
画
の
範
囲
を
明
示
す
る
こ
と
。

ロ
　
入
場
者
を
整
理
す
る
た
め
適
切
な
広
さ
で
あ
る

こ
と
。

ハ
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
と
隣
接
す
る
部
分
に
あ
っ
て

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
に
人
が
容
易
に
侵
入
す

る
こ
と
を
防
止
で
き
る
構
造
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す
る
入

場
者
と
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ
う
と

す
る
入
場
者
と
を
整
理
す
る
た
め
適
切
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
本
人
確
認
区

画
の
状
況
を
適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

ホ
　
正
確
な
時
計
又
は
時
刻
を
表
示
す
る
設
備
を
顧

客
が
明
確
に
視
認
で
き
る
よ
う
配
置
す
る
こ
と
。

ヘ
　
通
常
想
定
さ
れ
る
入
場
者
数
に
応
じ
て
、
本
人

確
認
及
び
法
第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
徴
収
を
行

う
た
め
に
適
切
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

九
　
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
法
第
二
条
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
画
に
あ

っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
専
用
の
次
に
掲
げ
る
室
を
設
け
る
こ
と
。

（１）
　
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
を
行
う
た
め
の

室
（
ホ
の
表
に
お
い
て
「
カ
ウ
ン
ト
ル
ー
ム
」

と
い
う
。
）

（２）
　
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
用
チ
ッ
プ
及
び
現
金
の
保

管
を
行
う
た
め
の
室
（
ホ
の
表
に
お
い
て
「
チ

ッ
プ
等
保
管
庫
」
と
い
う
。
）

（３）
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
保
管
を
行
う
た
め
の

室
（
ホ
の
表
に
お
い
て
「
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等

保
管
庫
」
と
い
う
。
）

（４）
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
監
視
及
び
警
備
の
業
務
を

行
う
た
め
の
室
（
ホ
の
表
に
お
い
て
「
監
視
警

備
室
」
と
い
う
。
）

（５）
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
検
査
、
監
査
そ
の
他

の
業
務
を
行
う
た
め
の
室
（
ホ
の
表
に
お
い
て

「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
専
用
室
」
と
い
う
。
）

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
部
分
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
室
の
壁
、

柱
、
床
及
び
天
井
は
、
そ
の
室
の
用
途
に
応
じ
て

適
切
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
区
画
の
出
入
口
に
あ
っ
て
は
、
業
務
上
立

ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ
　
イ
に
掲
げ
る
部
分
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
室
の
出
入

口
に
あ
っ
て
は
、
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者

の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

ホ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

カ

ウ

ン

ト

ル
ー
ム

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

カ
ウ
ン
ト
ル
ー
ム
の
状
況
を
適

切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

チ

ッ

プ

等

保
管
庫

一
　
チ
ッ
プ
及
び
現
金
を
安
全
に

保
管
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
チ
ッ
プ
等
保
管
庫
の
状
況

を
適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

カ

ジ

ノ

関

連

機

器

等

保

管

庫

一
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
及

び
ト
ラ
ン
プ
そ
の
他
保
管
す
る

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
安
全
に

保
管
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
保
管

庫
の
状
況
を
適
切
に
監
視
で
き

る
こ
と
。

監

視

警

備

室

一
　
非
常
用
電
源
設
備
の
設
置
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
監
視
そ

の
他
の
業
務
に
お
い
て
必
要
な

機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
施
設
内
に
設
け
ら
れ

る
監
視
設
備
の
記
録
の
保
存
の

方
法
に
応
じ
て
適
切
に
録
画
及

び
再
生
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

カ

ジ

ノ

管

理

委

員

会

専

用

室

一
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
検

査
、
監
査
そ
の
他
の
業
務
を
行

う
た
め
に
必
要
な
広
さ
及
び
機

能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
非
常
用
電
源
設
備
の
設
置
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
が
検
査
、
監
査
そ

の
他
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必

要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

通

路

そ

の

他

業

務

に

従

事

す

る

者

が

業

務

に

使

用

す

る

部

分

（

カ

ジ

ノ

行

為

粗

収

益

の

集

計

に

関

す

る

業

務

を

行

う

部

分

に

限

る

。
）

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

上
欄
に
掲
げ
る
部
分
の
状
況
を

適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

通

路

そ

の

他

業

務

に

従

事

す

る

者

が

業

務

に

使

用

す

る

部

分

（

右

欄

に

掲

げ

る

部

分

を

除

く
。
）

監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り

上
欄
に
掲
げ
る
部
分
（
便
所
そ

の
他
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と

が
適
切
で
な
い
部
分
を
除
く
。
）

の
状
況
を
適
切
に
監
視
で
き
る

こ
と
。

ヘ
　
カ
ジ
ノ
業
務
に
使
用
す
る
サ
ー
バ
の
管
理
を
行

う
た
め
の
室
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
サ
ー
バ
を
安
全
に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
非
常
用
電
源
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
、
当
該
サ
ー
バ
に
お
い
て
必
要
な
機
能
を

維
持
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（３）
　
監
視
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
室
の

状
況
を
適
切
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

（
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
号
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
別
表
第

二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
の
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
（
法
第
四

十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条

第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
約
款
に
記
載
さ
れ

る
内
容
が
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
健
全
性
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
入
場
者
に
と
っ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
す

る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
入
場
者
又
は
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
の
申

出
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
を
制
限
す
る
措
置

の
対
象
者
は
、
当
該
措
置
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
に
よ
る
悪
影
響
を

防
止
す
る
観
点
か
ら
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て

そ
の
利
用
を
制
限
す
る
措
置
の
対
象
者
は
、
当
該

措
置
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
め
が
あ

る
こ
と
。

ハ
　
入
場
者
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う

と
す
る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ

う
と
す
る
時
ご
と
に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示

し
、
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
方
法
（
当
該
入
場
者
が
本
邦
内
に
住

居
を
有
し
な
い
日
本
人
及
び
外
国
人
並
び
に
本
邦

内
に
住
居
を
有
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
中
長
期
在

留
者
等
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
示
し
、
同
条
第
二

項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
方
法
）
に
よ
り
、
本
人

特
定
事
項
及
び
入
場
禁
止
対
象
者
に
該
当
し
な
い

こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定

め
が
あ
る
こ
と
。

ニ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区

画
に
入
場
し
よ
う
と
す
る
時
ご
と
に
、
法
第
六
十

九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ホ
　
入
場
禁
止
対
象
者
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場

し
、
又
は
滞
在
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
定
め
が
あ

る
こ
と
。
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ヘ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い
て
発

見
し
た
入
場
禁
止
対
象
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
か
ら
退

去
さ
せ
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ト
　
第
百
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
秩
序

を
害
す
る
行
為
を
し
、
又
は
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

者
と
し
て
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
を
禁
止
さ
れ
る

も
の
に
関
す
る
具
体
的
な
定
め
が
あ
る
こ
と
。

チ
　
凶
器
、
発
火
物
そ
の
他
の
危
険
物
の
カ
ジ
ノ
施

設
へ
の
持
込
み
を
禁
止
す
る
旨
及
び
他
人
に
対
す

る
迷
惑
行
為
そ
の
他
の
秩
序
を
害
す
る
行
為
を
禁

止
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

リ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
秩
序
を
害
す
る
行
為
を

し
、
又
は
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
、
カ
ジ
ノ
施

設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
判
断

し
た
も
の
を
、
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
か
ら

退
去
さ
せ
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ヌ
　
入
場
者
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
従
業
者
に
よ
る

質
問
、
所
持
品
の
検
査
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
施
設
及

び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
秩
序
を
確
保
す
る
た
め
に

カ
ジ
ノ
事
業
者
が
講
ず
る
措
置
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ル
　
入
場
者
は
、
災
害
、
公
衆
衛
生
上
の
重
大
な
危

害
そ
の
他
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
安
全
の
確
保
の
た
め
に
講

ず
る
措
置
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定

め
が
あ
る
こ
と
。

ヲ
　
入
場
者
（
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人

を
除
く
。
以
下
こ
の
ヲ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
す
る
場
合
に
お
け
る
入

場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
（
以
下
こ
の

ヲ
に
お
い
て
「
入
場
料
等
」
と
い
う
。
）
の
納
付

に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
入
場
者
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
す
る

場
合
に
は
入
場
料
等
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
定
め

（２）
　
入
場
料
等
を
納
付
し
た
者
が
再
賦
課
基
準
時

ま
で
の
間
に
反
復
し
て
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入

場
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
入
場
料
等
の
納

付
の
対
象
外
で
あ
る
旨
の
定
め

（３）
　
入
場
者
は
、
再
賦
課
基
準
時
に
な
お
カ
ジ
ノ

行
為
区
画
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
は
、
入
場
料

等
を
再
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
め

（４）
　
入
場
料
等
を
再
納
付
し
た
者
が
再
賦
課
基
準

時
か
ら
再
々
賦
課
基
準
時
ま
で
の
間
に
反
復
し

て
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
入
場
料
等
の
納
付
の
対
象
外
で
あ
る

旨
の
定
め

（５）
　
入
場
者
は
、
再
々
賦
課
基
準
時
に
な
お
カ
ジ

ノ
行
為
区
画
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
は
、
入
場

料
等
を
再
々
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の

定
め

（６）
　
入
場
料
等
を
再
々
納
付
し
た
者
が
再
々
賦
課

基
準
時
か
ら
二
十
四
時
間
を
経
過
す
る
時
ま
で

の
間
に
反
復
し
て
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
入
場
料
等
の
納
付
の

対
象
外
で
あ
る
旨
の
定
め

二
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い
て
行
う
各
カ
ジ
ノ
行

為
に
つ
い
て
、
賭
金
額
の
上
限
及
び
下
限
そ
の
他

の
賭
金
額
の
制
限
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め
が

あ
る
こ
と
。

（１）
　
勝
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
な
い
よ

う
賭
金
額
を
調
整
す
る
旨
及
び
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
旨

の
定
め

（２）
　
勝
金
額
に
一
円
以
上
の
端
数
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
顧
客
へ
の
支
払
の
方
法
に
関
す
る
具
体

的
な
定
め

ロ
　
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
カ
ジ
ノ
行
為
を

行
う
に
当
た
っ
て
顧
客
に
遵
守
を
求
め
る
事
項
に

関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
カ

ジ
ノ
行
為
に
係
る
職
務
に
関
し
て
、
金
銭
そ
の

他
の
利
益
の
供
与
を
禁
止
す
る
旨
の
定
め

（２）
　
有
線
通
信
機
械
器
具
又
は
無
線
通
信
機
械
器

具
を
使
用
し
な
が
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と

を
禁
止
す
る
旨
の
定
め

（３）
　
第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
ロ
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
機
器
若

し
く
は
装
置
を
使
用
し
な
が
ら
、
又
は
こ
れ
ら

の
機
器
若
し
く
は
装
置
を
使
用
し
て
い
る
者
を

通
じ
て
当
該
機
器
若
し
く
は
装
置
か
ら
得
た
情

報
の
提
供
を
受
け
な
が
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う

こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
定
め

ハ
　
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
定
め

が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
顧
客
に
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
わ
せ
な
い

旨
の
定
め

（２）
　
第
五
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
顧

客
に
一
時
的
に
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う

促
す
旨
の
定
め

ニ
　
カ
ジ
ノ
行
為
が
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令

に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

場
合
又
は
違
反
し
て
行
わ
れ
た
と
疑
う
に
足
り
る

相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
ラ
ウ

ン
ド
（
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
ラ
ウ

ン
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
う
ち
当
該
違
反

に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
、
賭
金
及
び
勝
金
の
取
扱
い

並
び
に
顧
客
の
処
遇
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め

が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
結
果
が
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て

い
た
顧
客
に
対
し
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
を
告
知
す
る
旨
の
定
め

（２）
　
同
一
の
テ
ー
ブ
ル
又
は
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
が
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
顧
客
以
外
に
カ
ジ

ノ
行
為
を
行
っ
て
い
た
顧
客
が
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

を
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
い
と
き
は
、

当
該
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
い
こ
と
を
告
知
す
る

旨
の
定
め

（３）
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
結
果
が
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て

い
た
顧
客
か
ら
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と

き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に

返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当

該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

す
る
旨
の
定
め

ホ
　
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
カ

ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

そ
の
他
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
を
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
た
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
、

賭
金
及
び
勝
金
の
取
扱
い
並
び
に
顧
客
の
処
遇
に

関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
結
果
が
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て

い
た
顧
客
に
対
し
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
を
告
知
す
る
旨
の
定
め

（２）
　
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
回
収
さ
れ
た
賭
金

が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該

当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が

あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当

す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
旨
の
定
め

（３）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
が
故
障
し
た
こ

と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ

れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
故
障
等
が
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
が
確
定
し
た

後
に
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
結
果
に
基
づ
き

賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行
う
旨
の

定
め

（４）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
が
故
障
し
た
こ

と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ

れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
賭
金

の
返
還
及
び
回
収
並
び
に
勝
金
の
支
払
の
方
法

に
関
す
る
具
体
的
な
定
め

ヘ
　
そ
の
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
（
第
三
条
第
一
項
第
二

号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
に
規
定
す
る
方
法
の
別
を

含
む
。
）
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
の
方
法
そ
の
他
顧
客

に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
の
方
法
に
関
す

る
具
体
的
な
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ト
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た

場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
具
体
的
な
定
め
が

あ
る
こ
と
。

チ
　
チ
ッ
プ
の
交
付
等
及
び
現
金
等
の
支
払
の
方
法

に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
る

顧
客
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
提
示
し
た
と
き

は
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
に
よ
る

支
払
を
受
け
て
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
チ
ッ
プ

の
交
付
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め

（２）
　
チ
ッ
プ
と
引
換
え
に
、
顧
客
に
当
該
チ
ッ
プ

の
価
額
に
相
当
す
る
現
金
又
は
第
五
十
六
条
第

五
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
交
付
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
顧
客
が
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
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基
づ
き
債
務
を
有
す
る
と
き
は
、
チ
ッ
プ
の
価

額
か
ら
当
該
債
務
の
額
を
控
除
す
る
旨
の
定
め

三
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
特
定
金
融
業
務
を
利
用
す
る
際
の
手
続
に
関
す

る
適
切
な
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
特
定
金
融
業
務
（
特
定
資
金
受
入
業
務
を
除

く
。
）
の
利
用
に
関
し
て
顧
客
に
手
数
料
そ
の
他

の
費
用
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
場
合
に

は
、
顧
客
が
支
払
う
手
数
料
そ
の
他
の
費
用
に
関

す
る
適
切
な
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
顧
客
が
チ
ッ
プ
の
交
付
等
を
受
け
る
た
め
の
支

払
に
充
て
よ
う
と
す
る
金
銭
、
チ
ッ
プ
と
引
換
え

に
交
付
さ
れ
た
金
銭
又
は
特
定
資
金
貸
付
契
約
に

基
づ
く
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
に

充
て
よ
う
と
す
る
金
銭
以
外
の
金
銭
を
取
り
扱
わ

な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ニ
　
特
定
資
金
移
動
業
務
の
利
用
に
関
し
て
、
カ
ジ

ノ
事
業
者
の
管
理
す
る
顧
客
の
口
座
及
び
当
該
顧

客
の
指
定
す
る
預
貯
金
口
座
の
名
義
が
い
ず
れ
も

当
該
顧
客
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定

め
が
あ
る
こ
と
。

ホ
　
特
定
資
金
受
入
業
務
の
利
用
に
関
し
て
、
い
か

な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
顧
客
か

ら
手
数
料
を
受
領
し
、
又
は
顧
客
に
利
息
を
支
払

わ
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
特
定
資
金
貸
付
業
務
の
利
用
に
関
し
て
、
次
に

掲
げ
る
定
め
が
あ
る
こ
と
。

（１）
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
又
は
千

万
円
以
上
の
金
銭
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
管
理
す

る
口
座
に
預
け
入
れ
て
い
る
者
以
外
の
者
は
金

銭
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の

定
め

（２）
　
返
済
期
間
が
二
月
を
超
え
る
特
定
資
金
貸
付

契
約
を
締
結
し
な
い
旨
の
定
め

（３）
　
貸
付
金
に
つ
い
て
、
顧
客
か
ら
利
息
を
受
領

し
な
い
旨
の
定
め

（４）
　
顧
客
に
違
約
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
と

す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
約
金
に
係
る
利
率
に

関
す
る
具
体
的
な
定
め

（５）
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
権
に
つ
い

て
そ
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
債
権
の
証
書
を
有
す
る
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
当
該
弁
済
を
し
た
顧
客
に
返

還
す
る
旨
の
定
め

（６）
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の

区
分
に
応
じ
た
返
済
能
力
調
査
の
方
法
に
関
す

る
具
体
的
な
定
め

（７）
　
貸
付
限
度
額
を
超
え
る
特
定
資
金
貸
付
契
約

を
締
結
し
な
い
旨
の
定
め

（８）
　
顧
客
か
ら
法
第
八
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五

項
の
同
意
を
得
る
旨
の
定
め

四
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
取
引
時
確
認
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
当

該
顧
客
と
の
取
引
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
る
旨
の

定
め
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
顧
客
と
の
取
引
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
及

び
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
に
利
用
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該

顧
客
と
の
取
引
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
る
旨
の
定

め
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ロ
の
定
め
に
よ
り
取
引
を
制
限
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
合
理
的

に
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
制
限
を
解
除
す
る

旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ニ
　
顧
客
と
の
取
引
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
及

び
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
に
利
用
さ

れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
合
理
的
に
判
断

さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
と
の
取
引
関
係
を
解

消
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ホ
　
取
引
時
確
認
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
顧

客
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
チ
ッ
プ
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
及
び
チ
ッ
プ

を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の

定
め
が
あ
る
こ
と
。

ト
　
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
外
に
持
ち
出
す

こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

チ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
従
業
者
に
よ
る
質
問
そ
の
他

の
顧
客
が
チ
ッ
プ
を
他
人
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は

チ
ッ
プ
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
、
又
は
チ
ッ
プ
を

カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
外
に
持
ち
出
す
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
に
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
講
ず
る
措
置
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ

と
。

五
　
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
及
び
チ
ッ
プ

と
の
交
換
に
係
る
手
続
及
び
条
件
に
関
す
る
適
切

な
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
の
停
止
、
利

用
制
限
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の

条
件
及
び
内
容
に
関
す
る
適
切
な
定
め
が
あ
る
こ

と
。

（
カ
ジ
ノ
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

者
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
（
９
）

（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第

四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機

能
の
障
害
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に

当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
免
許
状
等
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
免
許
の
年
月
日

二
　
免
許
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日

三
　
免
許
の
番
号

四
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
住
所

五
　
免
許
に
条
件
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
件

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
九
条
の
免
許
を

与
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通

知
す
る
と
と
も
に
、
免
許
状
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
理

由
を
付
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
更
新
）

第
十
五
条
　
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
免
許
の
有
効
期
間
の
満
了

の
日
の
六
月
前
ま
で
の
間
（
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
当
該
期
間
内
に
同
条
第
二
項
の
更
新
の
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期
間
）
と
す

る
。

（
免
許
の
更
新
の
申
請
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
条
第
一
項
第
十
二
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

二
　
免
許
の
番
号

２
　
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
十
二
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
十
三
号
様
式

３
　
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
条
第
二
項
第
十
五
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
予
定
貸
借
対
照
表

四
　
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を

記
載
し
た
書
類

六
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

七
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

八
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
に
当

該
土
地
を
目
的
と
す
る
権
利
の
記
載
が
な
い
と
き

は
、
当
該
権
利
を
証
す
る
書
面

４
　
申
請
者
は
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第

八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
並
び
に
前
項
第
一
号
及
び
第

五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
質
問
票

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
質
問
票
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
質
問
に
対
し
回
答
す
べ
き
内
容
が
申
請

者
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
質
問
票
で
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あ
っ
て

終
の
も
の
に
示
し
た
回
答
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
更
新
質
問
票
に
記
載
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
質
問
に
係
る
回
答
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
回
答
に
係
る
そ
の
記

載
内
容
を
証
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規

定
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
資
料
の

添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
八
条
第
三
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
四
条
の
規

定
は
、
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
四
十
条
（
第
一
項
第
十
一
号
並
び
に
第

二
項
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
一

条
（
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十

号
ま
で
、
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
（
１
）
並

び
に
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
に

お
け
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

読
み
替
え
る
規

定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
八
条
第
七
項
第
十
四
号
ま
で

及
び
前
項
各
号

第
十
号
ま
で
、
第
十
二

号
及
び
第
十
四
号
並
び

に
第
十
六
条
第
三
項

各
号

第
十
四
条
第
一

項
第
一
号

免
許

法
第
四
十
三
条
第
二
項

の
更
新

第
十
四
条
第
二

項

法
第
三
十
九
条

の
免
許

（
完
成
検
査
）

第
十
七
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項

の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
当
該
申
請
に
係
る
カ
ジ
ノ
施
設
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ

施
設
供
用
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
に
係
る
前
二
号
に
掲
げ
る

事
項

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の

検
査
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
検
査
に

合
格
さ
せ
な
い
と
き
の
通
知
に
は
、
そ
の
理
由
を
付
す

も
の
と
す
る
。

（
合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
十
八
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
合
併
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会

社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
後
の
会
社
」
と

い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
合
併
後
の
会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等

基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
含

む
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保

有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又

は
管
理
人
の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
合
併
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
合
併
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
合
併
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
合
併
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七

百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六
条
の
二
又
は
第

八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
株
主
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過
を
記

載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
（
第
三
号
を
除

き
、
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
（
第

三
号
を
除
き
、
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第

三
項
（
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第

七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項

（
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告

を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日

刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
（
同
法
第
二
条
第
三
十
四

号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法

に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た

債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済

し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は

当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併

を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
面

九
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

十
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
合
併
後
の
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び

第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
五
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項

第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
合
併
後
の
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
八
条
第
六
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ロ
　
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
三
　
合
併
後
の
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の

数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者

が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主
要
株
主

等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
係

る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第

一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て

引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）

及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に

お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
八
条
第
六

項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に

掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申

請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
合
併
後
の
会
社
の
事
業
活
動
に

支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に

よ
る
同
意
書
そ
の
他
の
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
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に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

５
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま

で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
申
請

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
の
会
社
」
と
す
る
。

６
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

承
認
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
し
な
い
と
き
は
理
由

を
付
し
て
そ
の
旨
を
、
申
請
者
に
書
面
で
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
十
九
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
分
割
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る
会
社
に
係

る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る

会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の

議
決
権
等
の
保
有
者
を
含
む
。
）
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
主
要
株
主
等
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
並
び

に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
分
割
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
分
割
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
分
割
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
分
割
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各

別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た

こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当

の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

九
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

十
　
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
五

号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す

る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同

項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る
会
社
に

係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び

第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
六
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項

第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る
会
社
の

役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
八
条
第
六
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ロ
　
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
三
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る
会
社
の

主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有

者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者

が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主
要
株
主

等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
係

る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第

一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て

引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）

及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に

お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
八
条
第
六

項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に

掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申

請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承

継
す
る
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配
的
な
影
響
力
を
有
す

る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記

第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
、
当
該
者

が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書
そ
の
他
の
法

第
四
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資

料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま

で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
申
請

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承

継
す
る
会
社
」
と
す
る
。

６
　
前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
事
業
の
譲
渡
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
二
十
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代

表
者
の
氏
名

二
　
事
業
譲
渡
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
事
業
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
す
る
会
社

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
受
会
社
」
と
い
う
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
譲
受
会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準

値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
含
む
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
主
要
株

主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が

法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理

人
の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
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２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の

他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書

五
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
事
業
譲
渡
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第

九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

六
　
譲
受
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び

第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
七
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項

第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七
　
譲
受
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
八
条
第
六
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役

員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ロ
　
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
七
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八
　
譲
受
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議

決
権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
八
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者

が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主
要
株
主

等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含
む
。
）

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
係

る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及
び
（
３
）

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
七
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第

一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て

引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）

及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に

お
い
て
引
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

六
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
八
条
第
六
項

第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲

げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請

書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
譲
受
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配

的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証

す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る

審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

５
　
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま

で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
申
請

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
受
会
社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
位
の
承
継
に
係
る
免
許
状
の
書
換
え
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第

三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状

の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
地
位

を
承
継
し
た
会
社
は
、
設
立
登
記
又
は
変
更
登
記
の
完

了
後
直
ち
に
、
従
前
の
免
許
状
及
び
登
記
事
項
証
明
書

を
添
付
し
た
申
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
は
、
従
前
の
免
許
状
の
訂
正
に
代
え
て
、
新
た
な

免
許
状
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
若
し
く
は
設
備
又
は
こ
れ
ら
の

管
理
方
法
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
既
設
の
設
備
と
同
一
の
位
置
に
お
け
る
同
等
以
上

の
性
能
を
有
す
る
設
備
へ
の
変
更

二
　
写
真
、
装
飾
そ
の
他
の
設
備
の
変
更
で
あ
っ
て
、

善
良
の
風
俗
又
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
す
る
お
そ

れ
の
な
い
変
更

三
　
第
九
条
に
規
定
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
設
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
設
備
（
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す

る
テ
ー
ブ
ル
及
び
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
変
更

（
変
更
の
承
認
）

第
二
十
三
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
四
十
条
第
二
項
各
号

（
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
八
条

第
六
項
各
号
（
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
に

規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
承

認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称
又
は
住
所

二
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
名
称

三
　
業
務
に
係
る
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制

四
　
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は

本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

五
　
役
員
の
役
職
名
又
は
担
当
業
務

六
　
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
款
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
し
た
年
月
日

３
　
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
実
を
証
す
る

書
類
と
す
る
。

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
に
係
る
免
許
状
の
書
換
え
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
免

許
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
従
前
の
免
許
状
を
添
付
し
た
申
出
書
を
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
法
第
四
十
八
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
時
に
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

３
　
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
検
査
）

第
二
十
六
条
　
第
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
第

七
項
の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
二
十
七
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一

項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
案
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二
　
理
由
書

三
　
変
更
箇
所
の
新
旧
対
照
表

四
　
株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の
必

要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

３
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一

項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
方
法
書
及
び
そ
の
変
更
の
認
可
）

第
二
十
八
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
九
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。
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一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
議
決
権
等
の
保
有
者
の
十
分
な

社
会
的
信
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関

す
る
事
項

二
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る

事
項

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務
に
関
し
締
結
す
る
契

約
が
法
第
九
十
四
条
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方

が
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
す
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
十
分
な
社
会
的
信
用
及

び
法
第
百
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
カ
ジ
ノ
業
務
（
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
を
除
く
。
）
又

は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
が
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

を
点
検
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

２
　
前
条
（
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法

第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二

条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
及
び
そ
の
変
更
の
認
可
）

第
二
十
九
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
関

連
景
品
類
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２
　
第
二
十
七
条
（
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定

は
、
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
依
存
防
止
規
程
の
変
更
の
認
可
）

第
三
十
条
　
第
二
十
七
条
（
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
依
存
防
止
規
程
の
変
更
に
係
る
法
第
五
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一

項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
犯
罪
収
益
移
転
防
止
規
程
の
変
更
の
認
可
）

第
三
十
一
条
　
第
二
十
七
条
（
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
規
程
の
変
更
に
係
る

法
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

二
条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
款
　
議
決
権
等
の
保
有
者

（
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取
引
又
は
行
為
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に

よ
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
持
株
会
社
の
議
決
権
等
の

取
得

二
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
法
人

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
法
人
」
と
い
う
。
）

を
当
事
者
と
す
る
合
併
で
当
該
合
併
後
も
当
該
法
人

が
存
続
す
る
も
の

三
　
当
該
法
人
を
当
事
者
と
す
る
分
割

四
　
当
該
法
人
を
当
事
者
と
す
る
事
業
譲
渡

（
認
可
の
申
請
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
十
七
号
様
式

二
　
申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能

力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の
法
定

代
理
人
、
申
請
者
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
の
そ
の
役

員
又
は
申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
認
可
を
受
け
て

法
人
等
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
の

当
該
法
人
等
の
役
員
　
別
記
第
十
八
号
様
式

２
　
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
理
由
書

ロ
　
申
請
者
が
特
定
保
有
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
及
び
法
第
五
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
由

の
生
じ
た
年
月
日
を
証
す
る
書
類

ハ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）

ニ
　
申
請
者
に
法
定
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書

面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別

永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分

を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
）

ホ
　
申
請
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為

能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
法
定
代
理
人
。
以
下
こ
の
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
別
記
第
十
号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の

記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成

し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ

る
同
意
書

二
　
申
請
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別

記
第
九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

ハ
　
申
請
者
の
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、

特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の

身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

ニ
　
申
請
者
の
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載

内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し

た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別

記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

三
　
申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
認
可
を
受
け
て
法
人

等
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類

イ
　
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
法
人
等
が
株
式
移

転
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
又
は

社
員
総
会
の
議
事
録
）
そ
の
他
の
当
該
法
人
等
の

設
立
に
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
面

ロ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー

ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の

他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

ハ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の

記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作

成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
五

十
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
又

は
第
四
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資

料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
八
条
第
一

項
又
は
第
四
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
変
更
の
承
認
）

第
三
十
四
条
　
認
可
主
要
株
主
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
又
は
管

理
人
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
に
係
る
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特

別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分

を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定

款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
）

二
　
別
記
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
変
更
に
係
る
役
員
が

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

三
　
変
更
に
係
る
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記

第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号

様
式
）
に
よ
る
同
意
書

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の

承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
三
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
変
更
と
す
る
。

一
　
認
可
主
要
株
主
等
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
本
籍
（
外
国
人
に
あ

っ
て
は
、
国
籍
等
）

ロ
　
法
定
代
理
人

ハ
　
法
定
代
理
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は
本

籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）
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（２）
　
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）

二
　
認
可
主
要
株
主
等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
又
は
住
所

ロ
　
代
表
者
又
は
管
理
人
（
役
員
の
変
更
を
伴
わ
な

い
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く

は
本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

ニ
　
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

２
　
認
可
主
要
株
主
等
は
、
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

届
出
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又

は
管
理
人
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
し
た
年
月
日

３
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
実
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
株
主
等
の
社
会
的
信
用
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
）

第
三
十
六
条
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
株
式
（
新
株
予
約
権
を
含

む
。
）
又
は
持
分
の
譲
渡
に
承
認
又
は
承
諾
を
要

す
る
こ
と
と
し
、
承
認
又
は
承
諾
に
当
た
っ
て

は
、
譲
受
人
が
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
措
置

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が
十
分

な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
な
い
者
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
議
決
権
等
の
保

有
者
か
ら
当
該
者
を
排
除
す
る
た
め
の
方
法
を
定

め
る
措
置

二
　
都
道
府
県
警
察
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道

府
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係

機
関
と
の
密
接
な
連
絡
を
保
つ
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

収
集
し
、
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
議
決
権
等
の
保
有
者
又
は
議
決

権
等
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
属
性
の
確
認

を
行
う
な
ど
、
こ
れ
ら
の
者
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
議
決
権

等
の
保
有
者
を
記
載
し
た
書
類
は
、
別
記
第
十
九
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
前
項
の
書

類
を
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務

第
一
款
　
総
則

（
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
の
内
容
の
提
供
）

第
三
十
七
条
　
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
カ

ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
の
内
容
の
提
供
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
顧
客
が
容
易
に
了
知
し
得
る
手

段
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
を
公
表
す
る
ほ
か
、

カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
を
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
に
係
る

契
約
の
内
容
と
す
る
旨
を
本
人
確
認
区
画
の
入
口
に
お

い
て
顧
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
、
か
つ
、
顧
客

の
求
め
に
応
じ
、
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
を
交
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
内
の
照
度
の
測
定
方
法
及
び
数
値
）

第
三
十
八
条
　
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
施
設
内

の
照
度
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
区
画
内
の
位
置
に
お
け

る
水
平
面
に
つ
い
て
計
る
も
の
と
す
る
。

カ
ジ
ノ
行
為
区
画

内
の
部
分

区
画
内
の
位
置

専
ら
カ
ジ
ノ
行
為

の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
と
し
て
第
九

条
に
規
定
す
る
部

分
以
外
の
部
分

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
テ
ー

ブ
ル
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
テ
ー
ブ
ル
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
部
分

イ
　
椅
子
が
な
い
テ
ー
ブ
ル
　
当
該

テ
ー
ブ
ル
の
上
面
及
び
当
該
上
面
の

高
さ
に
お
け
る
顧
客
の
通
常
利
用
す

る
部
分

ロ
　
椅
子
が
あ
る
テ
ー
ブ
ル
　
イ
に

規
定
す
る
部
分
並
び
に
椅
子
の
座
面

及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お
け
る
顧

客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

二
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
設

け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

部
分

イ
　
椅
子
が
な
い
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
　
当
該
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
の
前
面
又
は
上
面

ロ
　
椅
子
が
あ
る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
　
イ
に
規
定
す
る
部
分
並
び

に
椅
子
の
座
面
及
び
当
該
座
面
の
高

さ
に
お
け
る
顧
客
の
通
常
利
用
す
る

部
分

ケ
ー
ジ
及
び
バ
ウ

チ
ャ
ー
払
戻
機
を

設
け
る
部
分

チ
ッ
プ
の
交
付
等
又
は
法
第
七
十
三

条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
が
行

わ
れ
る
部
分

法
第
二
条
第
十
一

項
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
の
用
に
供

さ
れ
る
部
分

一
　
客
席
に
食
卓
そ
の
他
の
飲
食
物

を
置
く
設
備
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
設
備
の
上
面
及
び
当
該
上

面
の
高
さ
に
お
け
る
顧
客
の
通
常
利

用
す
る
部
分

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
客

席
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
客
席
の
部
分

イ
　
椅
子
が
あ
る
客
席
　
椅
子
の
座

面
及
び
当
該
座
面
の
高
さ
に
お
け
る

顧
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分

ロ
　
椅
子
が
な
い
客
席
　
顧
客
の
通

常
利
用
す
る
場
所
に
お
け
る
床
面

通
路
、
階
段
（
そ

の
踊
場
を
含
む
。
）
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ

ー
ル
及
び
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
そ
の
他

の
専
ら
通
行
の
用

に
供
さ
れ
る
部
分

並
び
に
便
所

一
　
階
段
に
あ
っ
て
は
、
踏
面
及
び

踊
場
の
中
心
線
の
部
分
（
エ
ス
カ
レ

ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当

す
る
部
分
）

二
　
階
段
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
以

外
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
顧
客
の
通

常
利
用
す
る
部
分
に
お
け
る
床
面

右
に
掲
げ
る
部
分

以
外
の
部
分
（
法

第
二
条
第
十
一
項

第
二
号
の
業
務
の

用
に
供
さ
れ
る
部

分
（
歌
謡
シ
ョ
ー

そ
の
他
の
興
行
を

行
う
舞
台
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び

第
九
条
第
九
号
に

掲
げ
る
部
分
を
除

く
。
）

顧
客
の
通
常
利
用
す
る
部
分
に
お
け

る
床
面

２
　
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
数
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為

区
画
内
の
部
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
専
ら
カ
ジ
ノ
行
為
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て

第
九
条
に
規
定
す
る
部
分
以
外
の
部
分
並
び
に
ケ
ー

ジ
及
び
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
を
設
け
る
部
分
　
百
五

十
ル
ク
ス

二
　
前
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
　
十
ル
ク
ス

（
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
に
関
す
る
業
務
の
手
順

及
び
体
制
の
手
続
の
認
可
）

第
三
十
九
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一

項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
定
め
よ
う
と

す
る
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
に
関
す
る
業
務
の
手

順
及
び
体
制
の
手
続
を
記
載
し
た
書
面
（
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書

面
を
含
む
。
）
を
添
付
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一

項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
方
法
）

第
四
十
条
　
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
網
羅
的
か
つ
正
確
に
集
計
し
、
算
出
し
た

も
の
を
合
計
す
る
方
法
と
す
る
。

一
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
カ
ジ
ノ
行
為
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
　
テ
ー
ブ
ル
ご
と
に
二
十
四
時
間

を
単
位
と
し
た
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
「
集
計
期
間
」
と
い
う
。
）
ご

と
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
か

ら
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
を
控

除
し
た
額
を
全
て
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
算
出
し
、

そ
れ
ら
を
集
計
期
間
の
始
期
の
属
す
る
日
ご
と
に
合

計
し
た
額
を
、
各
月
ご
と
に
合
計
す
る
方
法

イ
　
集
計
期
間
中
に
当
該
テ
ー
ブ
ル
の
チ
ッ
プ
を
顧

客
に
交
付
等
す
る
場
合
（
特
定
資
金
貸
付
業
務
に

係
る
貸
付
け
及
び
特
定
資
金
受
入
業
務
に
係
る
払

戻
し
に
よ
っ
て
交
付
等
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
、

顧
客
か
ら
現
金
に
よ
る
支
払
を
受
け
た
額
、
第
五

十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
支
払
手
段
に
よ
る

支
払
を
受
け
た
額
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類

に
よ
る
支
払
を
受
け
た
額
並
び
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
の
利
用
に
よ
る
支
払
を
受
け
た
額
を
合
計
し

た
額
（
当
該
テ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
チ
ッ
プ
に
よ
る

特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け

た
場
合
に
は
、
当
該
弁
済
の
額
を
控
除
し
た
額
と

す
る
。
）
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ロ
　
集
計
期
間
の
終
期
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
た
め
に
当
該
テ
ー
ブ

ル
に
お
い
て
保
有
す
る
チ
ッ
プ
の
価
額

ハ
　
集
計
期
間
中
に
当
該
テ
ー
ブ
ル
か
ら
チ
ッ
プ
等

保
管
庫
に
回
収
さ
れ
た
チ
ッ
プ
の
価
額

ニ
　
集
計
期
間
の
始
期
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
た
め
に
当
該
テ
ー
ブ

ル
に
お
い
て
保
有
す
る
チ
ッ
プ
の
価
額

ホ
　
集
計
期
間
中
に
チ
ッ
プ
等
保
管
庫
か
ら
当
該
テ

ー
ブ
ル
に
補
充
さ
れ
た
チ
ッ
プ
の
価
額

ヘ
　
集
計
期
間
中
に
当
該
テ
ー
ブ
ル
で
行
わ
れ
た
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
基
づ
く
チ
ッ
プ
の
交
付
等
を

テ
ー
ブ
ル
以
外
の
場
所
で
行
っ
た
場
合
の
当
該
チ

ッ
プ
の
価
額

二
　
ポ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
及
び
テ
キ

サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ

る
も
の
　
テ
ー
ブ
ル
ご
と
の
集
計
期
間
中
に
お
け
る

顧
客
か
ら
受
け
取
っ
た
チ
ッ
プ
の
価
額
を
全
て
の
テ

ー
ブ
ル
に
つ
い
て
算
出
し
、
そ
れ
ら
を
集
計
期
間
の

始
期
の
属
す
る
日
ご
と
に
合
計
し
た
額
を
、
各
月
ご

と
に
合
計
す
る
方
法

三
　
ポ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の

方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
　
行
わ
れ
た
カ
ジ
ノ
行

為
ご
と
に
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
た
額
を
全
て
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
つ
い
て
算
出

し
、
そ
れ
ら
を
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
が
終
了
し
た
時
の

属
す
る
月
ご
と
に
合
計
す
る
方
法

イ
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
に
よ
り
顧
客
か
ら
受
け
取
っ

た
チ
ッ
プ
の
価
額

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
額
に
顧
客
に
払
い
戻
さ
れ
た
チ
ッ

プ
の
価
額
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
払
い

戻
さ
れ
た
チ
ッ
プ
の
価
額

四
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
し
て
行
う
カ
ジ

ノ
行
為
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
ご
と
に
イ
に
掲

げ
る
額
か
ら
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し

た
額
を
控
除
し
た
額
を
、
全
て
の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
つ
い
て
算
出
し
、
そ
れ
ら
を
合
計
す
る

方
法

イ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ｃ
Ｏ

Ｉ
Ｎ
　
Ｉ
Ｎ
」
に
計
上
さ
れ
た
額

ロ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ｃ
Ｏ

Ｉ
Ｎ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
に
計
上
さ
れ
た
額

ハ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ａ
Ｔ

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｐ
Ｏ

Ｔ
Ｓ
」
に
計
上
さ
れ
た
額

ニ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ｍ
Ａ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｅ
Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ

Ｌ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
に
計
上
さ

れ
た
額

ホ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ａ
Ｔ

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｅ
Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ

Ａ
Ｌ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
に
計
上

さ
れ
た
額

ヘ
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ｍ
Ａ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
に
計
上
さ
れ
た
額

ト
　
各
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
「
Ａ
Ｔ

Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｇ
Ｒ
Ｅ

Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
に
計
上
さ
れ

た
額

（
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
の
状
況
の
監
査
）

第
四
十
一
条
　
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監

査
は
、
各
事
業
年
度
中
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計

が
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
並
び
に
法
第
六
十
七
条
第

一
項
の
認
可
を
受
け
た
集
計
に
関
す
る
業
務
の
手
順
及

び
体
制
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
合
意
さ
れ
た
手
続
業
務
に
よ
り
、
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
か

ら
、
前
項
の
監
査
の
結
果
が
記
載
さ
れ
た
報
告
書
を
受

領
し
、
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
（
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
）
に
、
当
該
報

告
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
帳
簿
の
記
録
事
項
等
）

第
四
十
二
条
　
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
帳
簿
は
、
電
磁

的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種

類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
定
め
る
事
項

イ
　
第
四
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
各

集
計
期
間
に
お
け
る
テ
ー
ブ
ル
ご
と
の
同
号
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額

ロ
　
第
四
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
各

集
計
期
間
に
お
け
る
テ
ー
ブ
ル
ご
と
の
顧
客
か
ら

受
け
取
っ
た
チ
ッ
プ
の
価
額

ハ
　
第
四
十
条
第
三
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
行

わ
れ
た
カ
ジ
ノ
行
為
ご
と
の
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
額

ニ
　
第
四
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
各

月
に
お
け
る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
ご
と
の
同

号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
額

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
に
関
し
行
わ
れ
た
業

務
の
手
順
及
び
体
制
の
手
続
の
実
施
状
況

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
は
、
カ
ジ
ノ
行
為

粗
収
益
の
集
計
が
行
わ
れ
た
時
の
属
す
る
月
の
翌
月
十

五
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
帳
簿

に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
保
存
す
べ
き
期
間
中

に
お
け
る
当
該
事
項
の
改
変
又
は
消
去
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
依
存
の
防
止
の
た
め
の
措
置
及
び

入
場
規
制
等

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
）

第
四
十
三
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
は
、
そ
の
事
業
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し

た
各
期
間
の
経
過
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
報
告
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
場
者
の
申
出
に
よ
り
報
告
に
係
る
期
間
に
お
い

て
新
た
に
講
じ
た
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
措
置
の
申
出
日
、
申
出
者
に
関
す
る
事

項
、
当
該
措
置
の
開
始
日
及
び
期
間
の
満
了
予
定

日
、
当
該
措
置
の
種
別
そ
の
他
当
該
措
置
の
実
施
状

況
に
関
す
る
事
項

二
　
入
場
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
の
申
出
に
よ
り

報
告
に
係
る
期
間
に
お
い
て
新
た
に
講
じ
た
次
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
の
申
出

日
、
申
出
者
及
び
当
該
措
置
の
対
象
者
に
関
す
る
事

項
、
当
該
措
置
の
開
始
日
及
び
期
間
の
満
了
予
定

日
、
当
該
措
置
の
種
別
そ
の
他
当
該
措
置
の
実
施
状

況
に
関
す
る
事
項

三
　
報
告
に
係
る
期
間
に
お
い
て
次
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
措
置
の
対
象
者
が
当
該
措
置
に
従
わ
ず
カ
ジ

ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
し
た
事
例
の
概
要

四
　
報
告
に
係
る
期
間
に
お
い
て
入
場
者
の
家
族
そ
の

他
の
関
係
者
か
ら
次
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
申
出
を
受
け
、
当
該
措
置

を
講
じ
な
か
っ
た
件
数

五
　
報
告
に
係
る
期
間
の
末
日
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て

い
る
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
ご
と
の
件
数

六
　
報
告
に
係
る
期
間
に
お
い
て
講
じ
た
第
四
十
五
条

各
項
に
規
定
す
る
措
置
の
種
別
ご
と
の
件
数

七
　
報
告
に
係
る
期
間
に
お
い
て
講
じ
た
第
四
十
六
条

第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
入
場
者
及
び
そ

の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
つ
い
て
、

当
該
相
談
の
方
法
ご
と
の
対
応
件
数

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
が
生
じ
た
と

認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

の
対
象
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
へ
入
場
さ
せ
た
こ
と
。

二
　
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置

の
対
象
者
を
、
当
該
措
置
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
カ
ジ

ノ
施
設
に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
を
超
え

て
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
入
場
さ
せ
た
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
六
十
八
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
の
実
効
性
確
保

に
係
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
こ
と
。

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
）

第
四
十
四
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
場
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
入
場
者
が
カ
ジ
ノ

施
設
に
入
場
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
入
場
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
入
場
者
が
一
月
間

に
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
を

制
限
す
る
こ
と
。

三
　
入
場
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
申
出
が
な

さ
れ
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
、
当
該
入
場
者
に
関
し
て

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対

策
基
本
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

予
防
等
（
発
症
、
進
行
及
び
再
発
の
防
止
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
当

該
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
こ
と
。

四
　
入
場
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
申
出
が
な

さ
れ
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
、
当
該
入
場
者
に
関
し
て

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予
防
等
を
図
る
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
当
該
入
場
者
が
一
月

間
に
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
数

を
制
限
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
か
ら
終
了
ま
で
の
手
続
を
適
切
に
定
め
る
こ

と
。

二
　
申
出
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。

14



三
　
実
施
期
間
は
、
一
年
以
上
の
期
間
で
あ
っ
て
、
当

該
措
置
の
申
出
を
す
る
入
場
者
の
意
向
に
沿
っ
た
期

間
と
す
る
こ
と
。

四
　
申
出
を
す
る
入
場
者
に
対
し
、
当
該
措
置
の
内
容

並
び
に
当
該
措
置
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項

を
説
明
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
が

希
望
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
定
め
た
当
該
措
置
の
実
施
期
間
満
了
前
に
、
当

該
措
置
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
出
か
ら
終
了
ま
で
の
手
続
を
適
切
に
定
め
る
こ

と
。

二
　
申
出
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。

三
　
当
該
措
置
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に

応
じ
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル

等
依
存
症
対
策
基
本
法
第
八
条
に
規
定
す
る
ギ
ャ
ン

ブ
ル
等
依
存
症
問
題
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
専
門
家
の
助
言

を
受
け
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
入
場
者
の
カ
ジ

ノ
施
設
の
利
用
状
況
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
適
切
な
判
断
に
必
要
な
情

報
を
収
集
し
、
当
該
助
言
及
び
情
報
を
勘
案
す
る
こ

と
。

四
　
実
施
期
間
は
、
一
年
以
上
の
期
間
で
あ
っ
て
、
必

要
に
応
じ
て
前
号
の
助
言
を
受
け
、
同
号
の
判
断
に

必
要
な
情
報
を
踏
ま
え
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
相
当
と

認
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
入
場
者
に
弁
明
の
機
会

を
与
え
る
こ
と
。

六
　
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
入
場
者
及
び
申
出
を
す

る
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
当
該
措
置
の
開

始
及
び
終
了
の
判
断
の
結
果
を
通
知
す
る
こ
と
。

七
　
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
入
場
者
に
対
し
、
当
該

措
置
の
内
容
並
び
に
当
該
措
置
の
開
始
及
び
終
了
に

関
す
る
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。

八
　
当
該
措
置
の
申
出
を
し
た
者
又
は
当
該
措
置
の
対

象
者
が
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
開

始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
後
、
当
該
措

置
の
対
象
者
に
関
し
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予

防
等
を
図
る
た
め
に
当
該
措
置
を
継
続
す
る
必
要
が

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
あ

ら
か
じ
め
定
め
た
当
該
措
置
の
実
施
期
間
満
了
前
に

当
該
措
置
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

九
　
前
号
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
ギ

ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
専
門
家
の
助
言

を
受
け
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
入
場
者
の
ギ
ャ

ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
適

切
な
判
断
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
当
該
助
言
及

び
情
報
を
勘
案
す
る
こ
と
。

４
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
の
措
置
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

一
　
顧
客
情
報
を
用
い
て
カ
ジ
ノ
事
業
若
し
く
は
カ
ジ

ノ
施
設
に
関
し
て
勧
誘
を
し
、
又
は
カ
ジ
ノ
行
為
関

連
景
品
類
の
提
供
を
す
る
場
合
は
、
第
一
項
の
措
置

の
対
象
者
に
対
し
て
勧
誘
を
せ
ず
、
又
は
カ
ジ
ノ
行

為
関
連
景
品
類
の
提
供
を
し
な
い
た
め
に
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
顧
客
情
報
を
用
い
ず
に
カ
ジ
ノ
事
業
若
し
く
は
カ

ジ
ノ
施
設
に
関
し
て
勧
誘
を
し
、
又
は
カ
ジ
ノ
行
為

関
連
景
品
類
の
提
供
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

相
手
方
が
第
一
項
の
措
置
の
対
象
者
で
あ
る
と
判
明

し
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
て
当
該
勧
誘
を

継
続
せ
ず
、
又
は
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供

を
し
な
い
こ
と
。

三
　
第
一
項
の
措
置
の
対
象
者
と
特
定
資
金
貸
付
契
約

を
締
結
し
な
い
こ
と
。

５
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
の
措
置
を
効
果
的
に
実

施
す
る
た
め
、
同
項
の
措
置
の
対
象
者
及
び
そ
の
家
族

そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
ギ
ャ

ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
関
連
機
関
等
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

依
存
症
対
策
基
本
法
第
二
十
条
の
関
係
機
関
、
民
間
団

体
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
相

談
窓
口
の
連
絡
先
そ
の
他
の
入
場
者
の
適
切
な
判
断
を

助
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す

る
。

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
）

第
四
十
五
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
お

け
る
顧
客
の
言
動
や
顧
客
の
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
状
況

に
照
ら
し
、
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
に
よ
る
悪
影

響
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
発
見
に
努

め
、
そ
の
者
の
状
況
に
応
じ
、
カ
ジ
ノ
施
設
か
ら
の
退

場
を
促
す
措
置
又
は
休
憩
を
促
す
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
効
果
的
に
実
施

す
る
た
め
、
同
項
の
措
置
の
対
象
者
に
対
し
、
そ
の
状

況
に
応
じ
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
申
出
を

勧
奨
す
る
措
置
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
に
関
す
る
相
談

を
勧
奨
す
る
措
置
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依

存
に
よ
る
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
の
付
随
的
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
）

第
四
十
六
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
に
関
す
る
入
場
者
及
び
そ
の

家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
の
内
容
に
応

じ
、
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
必
要
な

体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

イ
　
相
談
を
受
け
る
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

ロ
　
対
面
、
電
話
及
び
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
相
談
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
カ
ジ
ノ
施
設
の
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
及
び

当
該
カ
ジ
ノ
施
設
の
所
在
す
る
特
定
複
合
観
光
施

設
区
域
内
で
あ
っ
て
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
外
に
お
け

る
相
談
の
た
め
の
室
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
関
連
機
関
等
と
連
携

協
力
を
図
る
こ
と
。

三
　
入
場
者
又
は
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対

し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報
を
、
当
該
イ
及

び
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
を
防
止
す
る
た
め

の
注
意
喚
起
を
行
う
た
め
の
情
報
及
び
カ
ジ
ノ
事

業
者
の
相
談
窓
口
の
連
絡
先
に
関
す
る
情
報
　
本

人
確
認
区
画
の
入
口
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
、

入
場
者
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

掲
示
す
る
ほ
か
、
印
刷
物
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
施
設

内
で
閲
覧
で
き
る
適
切
な
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。

ロ
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置

に
関
す
る
情
報
及
び
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策

関
連
機
関
等
の
相
談
窓
口
の
連
絡
先
に
関
す
る
情

報
　
印
刷
物
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
施
設
内
で
閲
覧
で

き
る
適
切
な
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
。

四
　
前
号
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
日
本
語
及

び
英
語
を
含
む
複
数
の
外
国
語
に
よ
り
行
う
こ
と
。

五
　
入
場
者
に
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
入

場
者
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
使
用
金
額
及
び
利
用

時
間
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
措
置
）

第
四
十
七
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
実
施
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予
防
等

の
た
め
に
必
要
な
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
評
価
の
実
施
）

第
四
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
評
価

は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
措
置
）

第
四
十
九
条
　
法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措

置
の
内
容
及
び
実
施
の
状
況
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
す
る
こ

と
。

二
　
前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
又
は
書
類
に
記
載
さ

れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
保
存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け

る
当
該
事
項
の
改
変
又
は
消
去
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
措

置
に
関
し
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
間
の
相
互
の
連
携
を
図

り
な
が
ら
協
力
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
水
準

の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

（
法
第
六
十
八
条
第
五
項
の
届
出
）

第
五
十
条
　
法
第
六
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
届
出
書
に
同
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
評

価
の
結
果
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
入
退
場
時
の
本
人
確
認
等
）

第
五
十
一
条
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
特
定
の
入
場
者
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

（
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
提
示
を
受
け
る
時
に
お
い
て
有
効

な
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
日
本
人
　
旅
券

二
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
（
次
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
旅
券

三
　
入
管
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
滞
在

の
在
留
資
格
及
び
在
留
期
間
を
決
定
さ
れ
た
者
　
旅

券
及
び
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
（
入
管
法
第
九
条
の
二

第
一
項
の
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
を
い
う
。
）

四
　
船
舶
観
光
上
陸
の
許
可
（
入
管
法
第
十
四
条
の
二

第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
い
う
。
）
を
受
け
た
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者
　
旅
券
の
写
し
が
貼
付
さ
れ
た
同
条
第
四
項
の
船

舶
観
光
上
陸
許
可
書

五
　
乗
員
上
陸
の
許
可
（
入
管
法
第
十
六
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
許
可
を
い
う
。
）
を
受
け
た
者
　
旅
券

又
は
乗
員
手
帳
（
入
管
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る

乗
員
手
帳
を
い
う
。
）
及
び
そ
れ
ら
の
番
号
が
記
載

さ
れ
た
乗
員
上
陸
許
可
書
（
入
管
法
第
十
六
条
第
四

項
の
乗
員
上
陸
許
可
書
を
い
う
。
）

六
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
て
、

入
管
法
別
表
第
二
の
上
欄
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を

有
し
、
か
つ
、
国
籍
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事

由
で
旅
券
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
　
在
留

カ
ー
ド

七
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
て
、

入
管
特
例
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
り
、
か

つ
、
国
籍
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
で
旅
券

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
　
特
別
永
住
者
証

明
書

八
　
本
邦
内
に
住
居
を
有
す
る
外
国
人
（
中
長
期
在
留

者
等
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
　
旅
券

２
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
特
定
の
入
場
者
の
識
別
及
び

当
該
入
場
者
に
係
る
入
場
等
回
数
の
確
認
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す

る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ
う
と
す

る
時
ご
と
に
当
該
入
場
者
か
ら
提
示
を
受
け
る
次
の

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
方
法

イ
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
　
当
該
入
場
者
か
ら
当
該
個

人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
署
名
用
電
子
証
明

書
の
送
信
を
受
け
る
方
法
及
び
次
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
方
法

ロ
　
前
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
旅
券
等
」
と
い
う
。
）
　
当
該
旅
券
等
の

種
類
及
び
当
該
旅
券
等
に
記
載
さ
れ
又
は
表
示
さ

れ
た
事
項
を
確
認
す
る
方
法
（
本
邦
内
に
住
居
を

有
し
な
い
日
本
人
及
び
外
国
人
に
つ
い
て
、
当
該

旅
券
等
に
よ
り
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
方

法
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
本
邦
内
に
住
居
を

有
し
な
い
旨
の
申
告
を
受
け
る
方
法
）
並
び
に
次

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法

二
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す

る
時
ご
と
に
当
該
入
場
者
に
法
第
六
十
九
条
各
号
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

さ
せ
る
方
法

三
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す

る
時
ご
と
に
当
該
入
場
者
の
本
人
特
定
事
項
と
カ
ジ

ノ
事
業
者
が
収
集
及
び
整
理
を
し
た
法
第
四
十
一
条

第
二
項
第
二
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の

号
並
び
に
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
七

号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
本
人

特
定
事
項
そ
の
他
の
暴
力
団
員
等
の
識
別
に
資
す
る

情
報
と
を
照
合
す
る
方
法

３
　
前
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
入
場

者
か
ら
当
該
入
場
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録

さ
れ
た
署
名
用
電
子
証
明
書
の
送
信
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
当
該
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ

う
と
す
る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ
う

と
す
る
時
ご
と
に
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ

た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明

書
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
送
信
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
署
名
用
電
子
証
明
書
が

効
力
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
及
び
次

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
第
二
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
場
者

が
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

五
年
総
務
省
令
第
百
二
十
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
設
定
し
た
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
入
場
者
に
係
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
署
名
用
電
子
証
明
書

の
送
信
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
当
該
入
場

者
が
直
近
に
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
し
た

時
に
こ
の
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
し

た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為

区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す
る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画

か
ら
退
場
し
よ
う
と
す
る
時
ご
と
に
当
該
個
人
番
号
カ

ー
ド
に
記
載
さ
れ
又
は
表
示
さ
れ
た
事
項
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
当
該
入
場
者
か
ら
当
該
事
項
が

新
の
も

の
で
あ
る
こ
と
及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
の
送
信
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
の
申
告
を
受
け
る
方
法
並
び

に
次
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。

５
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
内
に
住
居

を
有
し
な
い
外
国
人
又
は
本
邦
内
に
住
居
を
有
す
る
外

国
人
（
中
長
期
在
留
者
等
を
除
く
。
）
か
ら
旅
券
等
の

提
示
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旅
券
等
が
入
管

法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
外
国
人
に
つ
い
て
法
第
七
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
及
び
記
録
す
べ
き
本
人

特
定
事
項
の
う
ち
国
籍
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
と
す

る
。

６
　
法
第
七
十
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
よ
う
と
す

る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ
う
と
す

る
時
ご
と
に
当
該
入
場
者
か
ら
提
示
を
受
け
る
次
の

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
　
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
第
二
項
第
一
号
イ
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の

い
ず
れ
の
方
法
で
本
人
確
認
を
行
っ
た
か
の
別

（２）
　
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
申
告
の
内
容

ロ
　
旅
券
等
　
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
旅
券
等
の
種
類

（２）
　
当
該
旅
券
等
に
記
載
さ
れ
た
記
号
番
号
そ
の

他
の
当
該
旅
券
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

（３）
　
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
申
告
が
あ

っ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
の
内
容

二
　
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
誓
約
の
内
容

三
　
本
人
確
認
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
従
業
者
の
氏

名
及
び
役
職
名

四
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
記
録
を
作
成
し
た
従
業
者

の
氏
名
及
び
役
職
名

７
　
法
第
七
十
条
第
一
項
の
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
又
は

書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
第
一

項
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者
該
当
性
に
つ
い
て
の
照
会

等
）

第
五
十
二
条
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区

画
に
入
場
し
よ
う
と
す
る
時
及
び
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か

ら
退
場
し
よ
う
と
す
る
時
ご
と
に
当
該
入
場
者
か
ら
提

示
を
受
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一
　
個
人
番
号
カ
ー
ド
　
当
該
入
場
者
に
当
該
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明

書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
対
し
て
送
信
さ
せ
る

方
法

二
　
旅
券
又
は
乗
員
手
帳
　
当
該
入
場
者
の
国
籍
等
、

当
該
入
場
者
か
ら
提
示
を
受
け
た
旅
券
又
は
乗
員
手

帳
の
別
及
び
当
該
旅
券
又
は
乗
員
手
帳
の
番
号
を
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
対
し
て
送
信
す
る
方
法

２
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
照
会
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
照
会
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
回
答
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
照
会
に
係
る
入
場
者
の
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者

該
当
性

二
　
照
会
に
係
る
入
場
者
が
法
第
六
十
九
条
第
四
号
又

は
第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五

十
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
八
号
に
お
い
て

「
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し

な
い
場
合
に
、
当
該
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に

滞
在
す
る
こ
と
に
よ
り
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
日
時
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
把

握
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

４
　
法
第
七
十
条
第
二
項
の
回
答
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
同
項
の
照
会
を
行
っ
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

（
入
退
場
時
の
報
告
）

第
五
十
三
条
　
法
第
七
十
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
入
場
者
の
本
人
特
定
事
項
（
写
真
を
除
く
。
）

二
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
入
場
し
、
又
は
カ

ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
た
日
時

２
　
法
第
七
十
条
第
三
項
の
報
告
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

対
し
行
う
も
の
と
す
る
。

（
入
場
禁
止
対
象
者
に
よ
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
の
防

止
の
た
め
の
措
置
）

第
五
十
四
条
　
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事

業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
場
禁
止
対
象
者
を
発
見
す
る
た
め
、
巡
回
及
び

監
視
カ
メ
ラ
に
よ
る
監
視
を
行
う
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
収

集
及
び
整
理
を
し
、
入
場
禁
止
対
象
者
の
発
見
に
活

用
す
る
こ
と
。

イ
　
暴
力
団
員
等
の
本
人
特
定
事
項
そ
の
他
の
暴
力

団
員
等
の
識
別
に
資
す
る
事
項
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ロ
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
滞
在
す
る
こ
と

に
よ
り
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
る
日
時
に
関
す
る
事
項

三
　
業
務
又
は
公
務
と
し
て
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
し
、

又
は
滞
在
す
る
者
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
お
い
て
識
別

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
入
場
又
は
滞

在
に
係
る
記
録
を
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作

成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

四
　
入
場
禁
止
対
象
者
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
直
ち

に
、
当
該
入
場
禁
止
対
象
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
か
ら
退

去
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
当
該

措
置
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
か
ら
退
去
さ
せ
た
入
場
禁

止
対
象
者
の
本
人
特
定
事
項
及
び
当
該
入
場
禁
止
対

象
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
さ
せ
て
か
ら
退
去
さ
せ

る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
記
録
を
電
磁
的
記
録
又
は

書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

六
　
第
三
号
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
記
録

に
つ
い
て
、
保
存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け
る
当
該
記

録
の
改
変
又
は
消
去
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

七
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
利
用
を
防
止

す
る
た
め
、
平
素
か
ら
都
道
府
県
警
察
と
密
接
に
連

絡
す
る
こ
と
。

八
　
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
滞
在
す
る
こ
と
に

よ
り
入
場
等
回
数
制
限
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
日
時
を
記
載
し
た
も
の
を
当
該
入
場
者
に
対
し

て
交
付
す
る
な
ど
、
当
該
入
場
者
が
当
該
日
時
を
常

時
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
進
的
な
技
術
の
開
発
の
状

況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
導
入
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
入
場
規
制
等
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
五
十
五
条
　
法
第
七
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
の
規
定
の

遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及

び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記

載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
規

定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を

加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も

に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

行
う
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
届
出
書
に
、
行
為
準
則
及
び

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
七
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

行
う
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
届
出
書
に
、
変
更
後
の
行
為

準
則
及
び
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
並

び
に
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
カ
ジ
ノ
行
為
業
務

（
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
基
準
等
）

第
五
十
六
条
　
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
監
視
設
備
を
使
用
し
た
監
視
が
行
わ
れ
て
い
な
い

状
態
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
正
確
な
事
実
の

把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
又
は
違
法
若
し
く
は
不

当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の
発
見
を
困

難
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
カ
ジ
ノ
行
為
を
顧

客
と
の
間
で
行
い
、
又
は
顧
客
相
互
間
で
行
わ
せ
な

い
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
カ
ジ
ノ

行
為
に
係
る
職
務
に
関
し
て
、
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の

他
の
利
益
を
収
受
さ
せ
な
い
こ
と
。

三
　
次
に
掲
げ
る
顧
客
に
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
わ
せ
な
い

こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
し
て
法
令
に
違
反
し
、
又
は

違
反
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当

な
理
由
の
あ
る
顧
客

ロ
　
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
カ
ジ
ノ

行
為
に
関
し
て
正
常
な
行
為
が
で
き
な
い
お
そ
れ

の
あ
る
状
態
に
あ
る
顧
客

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
顧
客
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
事

業
者
の
従
業
者
で
あ
っ
て
カ
ジ
ノ
業
務
に
従
事
す

る
者
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い

顧
客

四
　
著
し
く
顧
客
の
射
幸
心
を
そ
そ
る
こ
と
を
防
止
す

る
観
点
か
ら
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
長
時
間
連
続
し
て
行

っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
言
動
を
勘
案
し
、
引
き
続

き
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

認
め
る
顧
客
に
対
し
、
一
時
的
に
カ
ジ
ノ
行
為
を
行

わ
な
い
よ
う
促
す
こ
と
。

五
　
顧
客
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
電
話
機
そ
の
他
の
有
線
通
信
機
械
器
具
又
は
携

帯
電
話
端
末
そ
の
他
の
無
線
通
信
機
械
器
具
を
使

用
し
な
が
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
機
器
若
し
く
は
装

置
を
使
用
し
な
が
ら
、
又
は
こ
れ
ら
の
機
器
若
し

く
は
装
置
を
使
用
し
て
い
る
者
を
通
じ
て
当
該
機

器
若
し
く
は
装
置
か
ら
得
た
情
報
の
提
供
を
受
け

な
が
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と
。

（１）
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
ト

ラ
ン
プ
の
枚
数
を
数
え
る
機
能

（２）
　
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
若
し
く
は
文

字
又
は
ス
ー
ト
の
組
合
せ
に
対
応
し
て
事
情
の

発
生
確
率
を
分
析
す
る
機
能

（３）
　
（
２
）
に
掲
げ
る
機
能
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
行

為
に
係
る
事
情
の
発
生
確
率
を
分
析
す
る
機
能

ハ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
し
て
か
ら
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
が
終
わ
る
ま
で
の

間
に
、
別
表
第
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
新

た
に
置
き
、
又
は
こ
れ
を
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は

減
少
さ
せ
る
こ
と
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
カ
ジ
ノ
行
為
を
進
行
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
て
指
示
し
た
場
合
以
外
の
場
合
に

お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま

で
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て

い
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
、
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
用
チ
ッ
プ
及
び
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
チ
ッ
プ
を
除
く
。
）
に
触
れ
る
こ
と
。

ホ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
カ
ジ
ノ
行
為
を
進
行
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
て
指
示
し
、
顧
客
が
ト
ラ
ン
プ
、

さ
い
こ
ろ
又
は
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
に
触
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る

テ
ー
ブ
ル
の
上
以
外
の
場
所
で
こ
れ
ら
に
触
れ
、

又
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
こ
れ
ら

に
触
れ
る
こ
と
。

ヘ
　
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為

に
お
い
て
、
顧
客
に
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
て
か

ら
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き

に
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て

い
る
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
内
容
を
公

表
し
、
又
は
当
該
テ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
同
一
の
カ

ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て
い
る
他
の
顧
客
に
伝
達
す
る

こ
と
。

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
ほ
か
、
カ
ジ

ノ
行
為
の
公
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
防
止
す

べ
き
行
為

六
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
一
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
顧
客
が

賭
け
る
こ
と
が
で
き
る
賭
金
額
の
上
限
を
定
め
、
こ

れ
を
超
え
る
金
額
の
賭
金
に
よ
る
賭
け
の
受
付
を
し

な
い
こ
と
。

七
　
現
に
カ
ジ
ノ
行
為
を
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
又
は

顧
客
相
互
間
で
行
わ
せ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
当

該
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と
又
は
行
わ
せ
る
こ
と
を

や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
場

所
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て
い
る
顧
客
に
そ

の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

八
　
カ
ジ
ノ
行
為
が
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
に

違
反
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

又
は
違
反
し
て
行
わ
れ
た
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な

理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
う
ち
当
該
違
反
に
よ
り
影
響
を

受
け
た
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
、
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
前
号
又
は
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

イ
　
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
結
果
が
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て
い
た

顧
客
に
対
し
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ

行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
を
告
知
す
る
こ
と
。

ロ
　
同
一
の
テ
ー
ブ
ル
又
は
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
が
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
顧
客
以
外
に
カ
ジ
ノ
行
為

を
行
っ
て
い
た
顧
客
が
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
し
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
に
係

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
し
な
い
こ
と
を
告
知
す
る
こ
と
。

ハ
　
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
回
収
さ
れ
た
賭
金
が

あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す

る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と

き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客

か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ニ
　
ハ
に
規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定

が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ

れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

十
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
号
ニ
又
は
別
表
第
一
の
規

定
に
よ
り
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
電
磁
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的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
記
録
を
作
成
し
、
イ
に
掲

げ
る
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ
　
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
の
発
生

日
時

ロ
　
当
該
事
実
が
発
生
し
た
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
の

場
所

ハ
　
当
該
事
実
が
発
生
し
た
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類

ニ
　
顧
客
に
返
還
す
べ
き
額
若
し
く
は
支
払
う
べ
き

額
又
は
顧
客
か
ら
回
収
す
べ
き
額

ホ
　
当
該
事
実
が
発
生
し
た
と
き
に
カ
ジ
ノ
行
為
を

行
っ
て
い
た
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
氏
名
（
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
責
任
者
の
氏
名
）

ヘ
　
当
該
事
実
に
係
る
顧
客
を
特
定
す
る
事
項

ト
　
当
該
事
実
の
概
要

十
一
　
前
号
の
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、

保
存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け
る
当
該
事
項
の
改
変
又

は
消
去
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ジ
ノ
行
為

の
方
法
そ
の
他
顧
客
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供

の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
顧
客
と
の
間
で
行
い
、
若
し
く

は
顧
客
相
互
間
で
行
わ
せ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
用
に
供

す
る
場
所
又
は
そ
の
直
近
の
見
や
す
い
箇
所
（
次
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
「
カ
ジ
ノ
行
為
供
用
場

所
等
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
、

名
称
そ
の
他
の
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
供
用
場
所
等
に
、
当
該
カ
ジ
ノ
行
為

に
係
る

高
賭
金
額
及
び

低
賭
金
額
そ
の
他
の
賭

金
額
に
係
る
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
行
為
供
用
場
所
等
に
、
当
該
カ
ジ
ノ
行
為

に
係
る
オ
ッ
ズ
（
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
オ
ッ
ズ
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
九
条

第
二
号
イ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
勝
金

に
係
る
情
報
を
表
示
し
、
又
は
顧
客
の
求
め
に
応

じ
、
オ
ッ
ズ
そ
の
他
の
勝
金
に
係
る
情
報
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

四
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
を
含
む
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
現
在
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金

額
を
当
該
勝
金
額
が
適
用
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
供
用

場
所
等
に
表
示
す
る
こ
と
。

五
　
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
及
び

方
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
記
載
し
た
書
面
を

交
付
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
示
し
、
及
び

行
っ
て
い
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
具
体
的
な
実
施
の
手
順

に
つ
い
て
、
口
頭
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る

こ
と
。

六
　
前
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
情

報
の
提
供
は
、
日
本
語
及
び
英
語
を
含
む
複
数
の
外

国
語
に
よ
り
行
う
こ
と
。

３
　
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
支
払
手
段
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
内
の
金
融
機
関
が
自
己
宛
に
振
り
出
し
た
小

切
手

二
　
国
内
の
金
融
機
関
又
は
外
国
の
金
融
機
関
が
他
の

国
内
の
金
融
機
関
を
支
払
人
と
し
て
振
り
出
し
た
小

切
手

４
　
法
第
七
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
チ
ッ
プ
の
交

付
等
を
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に

お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
チ
ッ

プ
の
交
付
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
チ
ッ
プ
の
交
付
等
に
係
る
業
務

に
従
事
す
る
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
従
事
者
が
、
そ

の
業
務
と
し
て
行
う
方
法

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
上
に

お
い
て
チ
ッ
プ
の
交
付
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る

確
認
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
従
事
者
が
、
そ
の
業
務
と
し

て
行
う
方
法

三
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
用
い
て
行
う
方
法

５
　
法
第
七
十
三
条
第
十
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
内
の
金
融
機
関
が
自
己
宛
に
振
り
出
し
た
小

切
手

二
　
国
内
の
金
融
機
関
が
他
の
国
内
の
金
融
機
関
又
は

外
国
の
金
融
機
関
を
支
払
人
と
し
て
振
り
出
し
た
小

切
手

６
　
法
第
七
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
現
金
又
は
前

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
交
付
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
の
方
法
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
法
第
七
十
三
条
第
十
項
の
規
定

に
よ
る
交
付
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
確
認
特
定
カ

ジ
ノ
業
務
従
事
者
が
、
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
方
法

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
上
に

お
い
て
法
第
七
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

に
係
る
業
務
及
び
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
債
権

の
弁
済
を
受
け
る
業
務
に
従
事
す
る
確
認
特
定
カ
ジ

ノ
業
務
従
事
者
が
、
そ
の
業
務
と
し
て
行
う
方
法

（
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
債
権
の
弁
済
を
受
け

る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
を
用
い
て
行
う
方
法

７
　
法
第
七
十
三
条
第
十
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定

の
遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、

及
び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は

記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該

規
定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更

を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定

の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も

に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定

の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定

の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

８
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
三

条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
法
第
七
十
三
条
第
十
一
項
第
二
号
の

行
為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
軽
微
な
変
更
等
）

第
五
十
七
条
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ト
ラ
ン
プ

二
　
プ
リ
シ
ャ
ッ
フ
ル
マ
ル
チ
デ
ッ
キ

三
　
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
用
チ
ッ
プ

四
　
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ

五
　
さ
い
こ
ろ

六
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル

七
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

２
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
の

搬
出

二
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
部
品
又
は
装
置

（
次
に
掲
げ
る
部
品
又
は
装
置
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
の
同
一
の
設
計
の
も
の
へ
の
交
換

イ
　
中
央
演
算
処
理
装
置
又
は
マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ

ッ
サ

ロ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置

ハ
　
重
要
メ
モ
リ
ー

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
部
品
又
は
装
置
を
格

納
す
る
部
品

（
変
更
の
承
認
等
）

第
五
十
八
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
変
更
後
の
カ
ジ
ノ
関
連
機
器

等
が
適
合
機
器
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二

項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
五
十
九
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
七
十
四
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

四
　
変
更
し
た
年
月
日

２
　
法
第
七
十
四
条
第
四
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
変
更
に
係
る
事
実
を
証
す
る
書
類

と
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
係
る
記
録
）

第
六
十
条
　
法
第
七
十
四
条
第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
種
別

ロ
　
型
式
番
号
及
び
製
造
番
号

ハ
　
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
年
月

日
、
理
由
及
び
取
得
元
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

ニ
　
設
置
場
所
（
設
置
場
所
を
変
更
し
た
場
合
は
、

そ
の
年
月
日
を
含
む
。
）

ホ
　
点
検
又
は
修
理
を
受
け
た
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項

（１）
　
点
検
又
は
修
理
の
年
月
日

（２）
　
点
検
又
は
修
理
の
実
施
者
名

（３）
　
点
検
又
は
修
理
の
内
容

ヘ
　
保
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
年

月
日
（
亡
失
し
た
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
年
月
日
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
時
期
）
及
び
そ
の

理
由
（
廃
棄
し
た
と
き
は
廃
棄
の
方
法
及
び
廃
棄

が
な
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
方
法
、
移
出
し
た
と
き

は
移
出
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
当
該
相
手
方
が
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
製
造
業
者
等
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
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は
、
当
該
相
手
方
の
使
用
の
目
的
を
含
む
。
）
を

含
む
。
）

二
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
種
別

ロ
　
届
出
番
号
及
び
そ
の
数
量

ハ
　
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
年
月

日
、
理
由
及
び
取
得
元
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

ニ
　
設
置
場
所
（
設
置
場
所
を
変
更
し
た
場
合
は
、

そ
の
年
月
日
及
び
そ
の
数
量
を
含
む
。
）

ホ
　
前
号
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

２
　
法
第
七
十
四
条
第
五
項
の
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
又

は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
記
録
に
係
る
カ
ジ
ノ
関
連
機

器
等
を
保
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
第

五
項
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
使
用
禁
止
の
命
令
等
）

第
六
十
一
条
　
法
第
七
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
交

付
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
貼
付
す
る
標

章
の
様
式
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

３
　
法
第
七
十
四
条
第
十
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
七
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
文
書
の
番
号

三
　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
器
等
に
つ
い
て
申
請

者
が
と
っ
た
措
置
の
内
容

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
第
十

項
の
確
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
業
務
の
状
況
等
の
報
告
）

第
六
十
二
条
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
は
、
そ
の
事
業
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し

た
各
期
間
ご
と
に
、
当
該
各
期
間
の
経
過
後
遅
滞
な

く
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
各
月
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
営
業
日
数
及
び
時

間
並
び
に
臨
時
に
カ
ジ
ノ
施
設
の
営
業
を
休
止
し
た

日
時
及
び
そ
の
理
由

二
　
各
月
に
お
け
る
本
人
確
認
を
し
た
入
場
者
の
数

三
　
各
月
の
末
日
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
ご
と

（
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
に
規
定

す
る
方
法
ご
と
。
第
五
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
使
用
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
台
数

四
　
各
月
の
末
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
関
連

機
器
等
の
種
別
並
び
に
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等

の
型
式
番
号
及
び
製
造
番
号
（
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
届
出
番
号
及
び
当
該
届
出

番
号
ご
と
の
数
量
）

イ
　
現
に
カ
ジ
ノ
行
為
業
務
に
使
用
す
る
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等

ロ
　
保
有
す
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
（
イ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

五
　
各
月
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
種
類

ご
と
の
テ
ー
ブ
ル
の
使
用
状
況

六
　
各
月
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
種
類

ご
と
の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
使
用
状
況

七
　
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
方
法
に
よ
り
行
っ
た

ポ
ー
カ
ー
ご
と
の
開
催
日
時
、
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
の
数
並
び
に
賭
金
の
総
額
及
び
勝
金
の
総
額

八
　
各
月
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
ご
と
の
第
五

十
六
条
第
一
項
第
九
号
ニ
又
は
別
表
第
一
の
規
定
に

よ
り
作
成
し
た
記
録
の
件
数
並
び
に
顧
客
に
返
還
す

べ
き
額
及
び
支
払
う
べ
き
額
並
び
に
顧
客
か
ら
回
収

す
べ
き
額
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
額

九
　
法
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反

し
て
カ
ジ
ノ
行
為
業
務
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
っ
た
事

例
の
概
要
（
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
を
と
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
措
置
の
概
要
を
含
む
。
）

十
　
そ
の
他
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る

事
項

第
四
款
　
特
定
金
融
業
務

（
特
定
金
融
業
務
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
六
十
三
条
　
法
第
七
十
六
条
第
四
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
章
第
二
節
第
四
款
の
規
定
の
遵
守
状
況
並

び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
た

結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
類

を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
規
定
に
係
る
措

置
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ

と
。

二
　
法
第
三
章
第
二
節
第
四
款
の
規
定
の
遵
守
の
た
め

に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報

を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
三
章
第
二
節
第
四
款
の
規
定
の
遵
守
の
た
め

に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
三
章
第
二
節
第
四
款
の
規
定
の
遵
守
の
た
め

に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

七
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
七
十
六
条
第
四
項
第
二
号

の
行
為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
金
融
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保

存
）

第
六
十
四
条
　
法
第
七
十
七
条
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特

定
金
融
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
資
金
移
動
業
務
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
各
日
に
お
け
る
未
達
債
務
の
額
及
び
特
定
資
金

移
動
要
履
行
保
証
額

ロ
　
各
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
移
動
要
供
託
額

ハ
　
各
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証

金
の
額
（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
を
供
託
し

て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
各
日
に
お
け
る
顧
客
ご
と
の
特
定
資
金
移
動
業

務
に
関
し
負
担
す
る
債
務
の
額
及
び
当
該
特
定
資

金
移
動
業
務
に
関
し
有
す
る
債
権
の
額
（
第
六
十

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
未
達
債
務
の
額
を
算

出
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
資
金
受
入
業
務
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
各
日
に
お
け
る
特
定
資
金
受
入
残
高
（
顧
客
か

ら
の
特
定
資
金
受
入
業
務
に
係
る
受
入
残
高
か

ら
、
顧
客
か
ら
当
該
顧
客
の
指
定
す
る
預
貯
金
口

座
へ
の
金
銭
の
移
動
に
係
る
依
頼
を
受
け
た
も
の

で
あ
っ
て
未
だ
当
該
移
動
を
完
了
し
て
い
な
い
も

の
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
各
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
受
入
要
供
託
額

ハ
　
各
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
受
入
保
証
金
の

額
（
特
定
資
金
受
入
保
証
金
を
供
託
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。
）

ニ
　
各
日
に
お
け
る
顧
客
ご
と
の
特
定
資
金
受
入

残
高

三
　
特
定
資
金
貸
付
業
務
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
各
日
に
お
け
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
貸

付
金
残
高

ロ
　
各
日
に
お
け
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
延

滞
残
高

ハ
　
各
日
に
お
け
る
顧
客
ご
と
の
特
定
資
金
貸
付
契

約
に
係
る
貸
付
金
残
高
及
び
延
滞
残
高

２
　
法
第
七
十
七
条
の
帳
簿
書
類
は
、
電
磁
的
記
録
又
は

書
面
に
よ
り
作
成
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
金
融

業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
資
金
貸
付
業
務
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
ご
と

に
、
当
該
契
約
に
定
め
ら
れ
た

終
の
返
済
期
日

（
当
該
契
約
に
基
づ
く
債
権
が
弁
済
そ
の
他
の
事
由

に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
債
権
の

消
滅
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間

二
　
特
定
資
金
貸
付
業
務
以
外
の
特
定
金
融
業
務
　
帳

簿
の
閉
鎖
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
の

帳
簿
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
金
融
業
務
に
関
す
る
報
告
書
）

第
六
十
五
条
　
法
第
七
十
八
条
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
八
条
の
特
定
金
融
業
務
に
関
す
る
報
告
書

は
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
前
項
に

規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
、
速
や
か
に
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
供
託
を
し
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
の
報

告
書
に
、
当
該
供
託
に
係
る
供
託
書
正
本
の
写
し
を
添

付
し
て
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
六
十
六
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
一
週
間
と
す
る
。

２
　
未
達
債
務
の
額
は
、
各
日
に
お
け
る
未
達
債
務
の
額

の
算
出
時
点
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
顧
客
に
対

し
て
負
担
す
る
特
定
資
金
移
動
業
務
に
係
る
債
務
の
額

と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
そ

の
行
う
特
定
資
金
移
動
業
務
に
関
し
負
担
す
る
債
務
に

係
る
債
権
者
で
あ
る
顧
客
に
対
し
て
当
該
特
定
資
金
移

動
業
務
に
関
す
る
債
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
顧

客
ご
と
に
算
定
し
た
当
該
債
務
の
額
か
ら
当
該
債
権
の

額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
を
未
達
債
務
の
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
特
定
資
金
移
動
業
務
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金

額
で
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
未
達
債
務
の
額
の
算
出

は
、
各
日
に
お
け
る
外
国
為
替
の
売
買
相
場
に
よ
り
、

外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金
額
を
本
邦
通
貨
で
表
示
さ

れ
た
金
額
に
換
算
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
八
十
二
条
第

一
項
の
権
利
の
実
行
の
手
続
に
関
す
る
費
用
の
額
は
、
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次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一
　
未
達
債
務
の
額
が
一
億
円
以
下
で
あ
る
と
き
　
当

該
未
達
債
務
の
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
未
達
債
務
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
と
き
　
当
該

未
達
債
務
の
額
か
ら
一
億
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
五
百
万
円
を
加
え
た
額

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
債
券
の
種
類
）

第
六
十
七
条
　
法
第
八
十
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
債
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
国
債
証
券
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等

の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十

五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記

録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）

二
　
地
方
債
証
券

三
　
政
府
保
証
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
政
府
が
元
本

の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る

も
の
を
い
う
。
）

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
債
券
の
評
価
額
）

第
六
十
八
条
　
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
債
券

を
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
に
充
て
る
場
合
に
お
け

る
当
該
債
券
の
評
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
券

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
債
券
　
額
面
金
額
（
そ
の

権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に

よ
り
定
ま
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
振
替
口
座
簿
に
記

載
又
は
記
録
さ
れ
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

二
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
債
券
　
額
面
金
額
百
円
に

つ
き
九
十
円
と
し
て
計
算
し
た
額

三
　
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
債
券
　
額
面
金
額
百
円
に

つ
き
九
十
五
円
と
し
て
計
算
し
た
額

２
　
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
し
た
債
券
に
つ
い
て
は
、

そ
の
発
行
価
額
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加

え
た
額
を
額
面
金
額
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。

（
（
額
面
金
額－

発
行
価
額
）
／
発
行
の
日
か
ら
償
還

の
日
ま
で
の
年
数
）×

発
行
の
日
か
ら
供
託
の
日
ま

で
の
年
数

３
　
前
項
の
算
式
に
よ
る
計
算
に
お
い
て
、
発
行
の
日
か

ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数
及
び
発
行
の
日
か
ら
供
託
の

日
ま
で
の
年
数
に
つ
い
て
生
じ
た
一
年
未
満
の
端
数
並

び
に
額
面
金
額
と
発
行
価
額
と
の
差
額
を
発
行
の
日
か

ら
償
還
の
日
ま
で
の
年
数
で
除
し
た
金
額
に
つ
い
て
生

じ
た
一
円
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
内
容
と
な

る
べ
き
事
項
）

第
六
十
九
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
締
結
す
る
特
定
資
金
移

動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ

の
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
相

手
方
が
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
た
め
に

当
該
命
令
に
係
る
額
の
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金

が
遅
滞
な
く
供
託
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
特
定
資
金

移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解

除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

イ
　
直
前
の
基
準
日
に
お
け
る
要
供
託
額
が
、
当
該

基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
等

合
計
額
（
供
託
さ
れ
て
い
る
特
定
資
金
移
動
履
行

保
証
金
及
び
保
全
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。
第
七

十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下

回
る
場
合
で
あ
っ
て
、
保
全
金
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
そ
の
下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額
に
係

る
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
全
部

又
は
一
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ロ
　
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
権
利
（
第
七
十
二

条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
に
お
い
て

「
権
利
」
と
い
う
。
）
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証

金
保
全
契
約
の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

ハ
　
特
定
資
金
移
動
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
特
定
資
金
移
動
業
務
に
関
し
負
担

す
る
債
務
の
履
行
を
完
了
し
た
場
合
と
し
て
第
七

十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

に
、
当
該
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約

の
全
部
の
解
除
を
行
う
と
き
。

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
）

第
七
十
条
　
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行

二
　
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い

う
。
）

三
　
外
国
保
険
会
社
等
（
保
険
業
法
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
い
う
。
）

四
　
引
受
社
員
（
保
険
業
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
の

引
受
社
員
を
い
う
。
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
が
適
当
と
認
め
る
者

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
の
全
部
の
解

除
）

第
七
十
一
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
特
定
資
金
移
動
履
行

保
証
金
保
全
契
約
の
全
部
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
保
全
契

約
解
除
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
の
取
戻
し
が
で
き
る
場

合
の
区
分
及
び
取
戻
可
能
額
等
）

第
七
十
二
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
を
供

託
し
た
者
又
は
そ
の
承
継
人
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
供
託
者
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
の
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
を
次
の
基
準

日
ま
で
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
直
前
の
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
移
動
要
供
託

額
が
、
当
該
基
準
日
に
お
け
る
特
定
資
金
移
動
履
行

保
証
金
等
合
計
額
を
下
回
る
場
合
　
当
該
特
定
資
金

移
動
履
行
保
証
金
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

下
回
る
額
に
達
す
る
ま
で
の
額

二
　
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終
了
し
た
場
合
　
供
託
し

た
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
の
額
か
ら
権
利
の
実

行
の
手
続
に
要
し
た
費
用
を
控
除
し
た
額

２
　
法
第
八
十
一
条
第
三
項
第
三
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
き
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
特
定
資

金
移
動
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
し
、
か
つ
、
知
れ
て
い

る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
こ
れ
を
通
知
し
た
場
合
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
と
す

る
。

一
　
そ
の
行
う
特
定
資
金
移
動
業
務
に
関
し
負
担
す
る

債
務
を
履
行
し
た
と
き
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
債
務
の
履
行
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
官
報
、
時
事
に
関

す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告

に
よ
り
、
そ
の
事
実
を
公
告
し
、
そ
の
公
告
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
債

務
に
係
る
債
権
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
供
託
者
は
、
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
供
託
さ
れ
て
い
る
特
定
資

金
移
動
履
行
保
証
金
の
全
額
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
供
託
者
は
、
そ
の
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
に
つ

い
て
権
利
の
実
行
の
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
、
第

一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
資

金
移
動
履
行
保
証
金
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
権
利
実
行
事
務
代
行
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
）

第
七
十
三
条
　
法
第
八
十
二
条
第
四
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
銀
行

二
　
信
託
会
社
等
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
五
十
四
号
）
第
三
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
一

項
の
免
許
を
受
け
た
信
託
会
社
若
し
く
は
外
国
信
託

会
社
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
）

三
　
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
が
開
始

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
破
産
管
財
人

四
　
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
つ
い
て
更
生
手
続
が
開
始

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
管
財
人

五
　
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
つ
い
て
再
生
手
続
が
開
始

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
管
財
人
（
当
該
再
生
手
続
に

お
い
て
管
財
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
が
適
当
と
認
め
る
金
融
機
関

（
権
利
実
行
事
務
代
行
者
へ
の
委
託
）

第
七
十
四
条
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
権
利
実
行
事
務

代
行
者
に
対
し
、
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
公
示
に
係
る
事
務
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
に
係
る
事
務
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の

調
査
（
同
項
に
規
定
す
る
公
示
又
は
機
会
の
付
与
を
含

む
。
）
に
係
る
事
務
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
配

当
表
の
作
成
、
公
示
又
は
通
知
に
係
る
事
務
、
同
条
第

九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
仮
配
当
に
係
る
事
務

そ
の
他
の
権
利
の
実
行
の
手
続
に
関
す
る
事
務
の
全
部

又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
に
係
る
権
利
の
実
行
）

第
七
十
五
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
資
金
移

動
業
務
に
関
し
負
担
す
る
債
務
に
係
る
債
権
者
は
、
当

該
債
務
に
係
る
債
権
（
既
に
権
利
の
実
行
の
手
続
が
終

了
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
対
し
て
、
そ
の
権
利
の
実
行
の
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の

申
立
て
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
立

人
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
（
当
該
カ

ジ
ノ
事
業
者
が
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約

を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
カ
ジ
ノ
事

20



業
者
及
び
そ
の
契
約
の
相
手
方
。
第
四
項
及
び
第
五
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
あ
っ

た
後
は
、
申
立
人
が
そ
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
た
場
合

に
お
い
て
も
、
権
利
の
実
行
の
手
続
の
進
行
は
、
妨
げ

ら
れ
な
い
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の

期
間
が
経
過
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
権
利
の
調
査
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
及
び
場
所
を

公
示
し
、
か
つ
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
通
知
し
て
、

申
立
人
、
当
該
期
間
内
に
同
項
の
申
出
を
し
た
者
及
び

当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
対
し
、
権
利
の
存
否
及
び
そ
の

権
利
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
債
権
の
額
に
つ
い
て
証
拠

を
提
示
し
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

の
結
果
に
基
づ
き
、
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
期
間
の

末
日
ま
で
に
供
託
さ
れ
た
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金

に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
配
当
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を

公
示
し
、
か
つ
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
配
当
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
百
十
日
を
経
過
し
た
後
、
配
当
表
に

従
い
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
債
券
が
供
託
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
権
利
の
実
行
に
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
換
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
換
価
の
費
用
は
、
換
価
代
金
か
ら
控
除
す

る
。

８
　
第
五
項
及
び
第
六
項
の
場
合
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
資
金
移
動
履

行
保
証
金
の
額
か
ら
法
第
八
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
公
示
の
費
用
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
権
利
実
行

事
務
代
行
者
の
報
酬
そ
の
他
の
特
定
資
金
移
動
履
行
保

証
金
の
還
付
の
手
続
に
必
要
な
費
用
（
前
項
の
換
価
の

費
用
を
除
く
。
）
の
額
を
控
除
し
た
額
に
つ
い
て
配
当

表
を
作
成
し
、
当
該
配
当
表
に
従
い
配
当
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

９
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
権
利
の
実
行
の
手
続
が
開

始
し
、
法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
期
間
が
経
過
し
た
場

合
に
お
い
て
、
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
資
金
移
動
履

行
保
証
金
の
額
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
が

さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
債
権
の
総
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
権
利
の
実
行
の
手
続
に
係
る
債
権
者
に
対

し
、
仮
配
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
仮
配
当
を
す
る
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
仮
配
当
を
す
る
旨

二
　
債
権
者
一
人
当
た
り
又
は
特
定
資
金
移
動
業
務
一

件
当
た
り
の
仮
配
当
の
上
限
の
額

三
　
仮
配
当
の
請
求
期
間

四
　
仮
配
当
の
方
法

五
　
請
求
者
が
仮
配
当
を
請
求
す
る
際
に
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
に
対
し
提
出
又
は
提
示
を
す
べ
き
書
類
そ
の

他
の
も
の

六
　
そ
の
他
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る

事
項

11
　
仮
配
当
を
求
め
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

し
た
請
求
期
間
内
に
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
仮
配
当

を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
請
求

期
間
内
に
請
求
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
災
害
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

12
　
権
利
の
実
行
の
手
続
に
係
る
債
権
者
が
当
該
権
利
の

実
行
の
手
続
に
お
い
て
第
九
項
の
仮
配
当
を
受
け
て
い

る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
の
配
当
の
額
は
、
当
該
仮
配

当
の
額
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額

を
除
く
。
）
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す

る
。

13
　
権
利
の
実
行
の
手
続
に
係
る
債
権
者
が
受
け
た
第
九

項
の
仮
配
当
の
額
が
、
第
六
項
の
配
当
の
額
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
超
え
る
金
額
を
国
庫
に
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
資
金
受
入
保
証
金
の
供
託
）

第
七
十
六
条
　
基
準
日
特
定
資
金
受
入
残
高
は
、
基
準
日

に
お
け
る
顧
客
か
ら
の
特
定
資
金
受
入
業
務
に
係
る
受

入
残
高
か
ら
、
顧
客
か
ら
当
該
顧
客
の
指
定
す
る
預
貯

金
口
座
へ
の
金
銭
の
移
動
に
係
る
依
頼
を
受
け
た
も
の

で
あ
っ
て
未
だ
当
該
移
動
を
完
了
し
て
い
な
い
も
の
を

控
除
し
た
額
と
す
る
。

２
　
特
定
資
金
受
入
業
務
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金

額
で
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
基
準
日
特
定
資
金
受
入

残
高
の
算
出
は
、
基
準
日
に
お
け
る
外
国
為
替
の
売
買

相
場
に
よ
り
、
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金
額
を
本
邦

通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金
額
に
換
算
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

３
　
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
は
、
基

準
日
特
定
資
金
受
入
残
高
が
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る

額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
基
準
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
二
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
資
金
受
入
業
務
に
係
る
準
用
）

第
七
十
七
条
　
第
六
十
七
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規

定
は
、
法
第
八
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
十
条
第

二
項
及
び
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定

に
お
け
る
特
定
資
金
受
入
業
務
に
係
る
特
定
資
金
受
入

保
証
金
、
特
定
資
金
受
入
要
供
託
額
及
び
特
定
資
金
受

入
保
証
金
保
全
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
六
十
九
条
第
二
号
イ
及
び
第
七
十
二
条

第
一
項
第
一
号
中
「
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
等
合

計
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
資
金
受
入
保
証
金
等
合
計

額
」
と
、
同
項
中
「
法
第
八
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
八
十
四
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
特
定
資
金
貸
付
業
務
に
係
る
金
銭
の
預
入
れ
の

低

額
）

第
七
十
八
条
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
千
万
円
と
す

る
。

（
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
締
結
及
び
債
務
の
弁
済
の
費

用
）

第
七
十
九
条
　
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
特
定
資
金
貸
付

契
約
の
締
結
及
び
債
務
の
弁
済
の
費
用
で
あ
っ
て
、
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
租
公
課
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の

二
　
強
制
執
行
の
費
用
そ
の
他
公
の
機
関
が
行
う
手
続

に
関
し
て
そ
の
機
関
に
支
払
う
べ
き
も
の

（
利
息
と
み
な
さ
れ
な
い
費
用
）

第
八
十
条
　
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
顧
客
の
要
請
に
よ

り
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
事
務
の
費
用
と
し
て
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
消
費
税
額
及
び
当
該
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し

て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
額
を
含

む
。
）
と
す
る
。

一
　
金
銭
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
に
交
付
さ
れ
た
書

面
の
再
発
行
及
び
当
該
書
面
の
交
付
に
代
え
て
電
磁

的
方
法
に
よ
り
顧
客
に
提
供
さ
れ
た
事
項
の
再
提
供

の
手
数
料

二
　
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
弁
済
に
お
い
て
、
顧
客

が
弁
済
期
に
弁
済
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
行
う
再
度

の
口
座
振
替
手
続
に
要
す
る
費
用

（
帳
簿
書
類
の
閲
覧
等
請
求
権
者
）

第
八
十
一
条
　
法
第
八
十
五
条
第
七
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
債
務
者
で
あ
っ
た
者

二
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
債
務
者
又
は
債
務
者
で
あ

っ
た
者
の
法
定
代
理
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、

保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

三
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
債
務
者
又
は
債
務
者
で
あ

っ
た
者
の
相
続
人

四
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
債
務
者
若
し
く
は
債
務
者

で
あ
っ
た
者
の
た
め
に
又
は
特
定
資
金
貸
付
契
約
の

債
務
者
若
し
く
は
債
務
者
で
あ
っ
た
者
に
代
わ
っ
て

弁
済
を
し
た
者

五
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
債
務
者
又
は
前
各
号
に
掲

げ
る
者
か
ら
法
第
八
十
五
条
第
七
項
の
請
求
に
つ
い

て
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
者

（
帳
簿
書
類
の
閲
覧
等
の
方
法
）

第
八
十
二
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
七
十
七
条
の
帳

簿
書
類
（
特
定
資
金
貸
付
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
カ
ジ
ノ
施
設
そ
の
他
の
適
当
な
場
所
に
備
え
置
き
、

法
第
八
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
ほ

か
、
請
求
者
の
請
求
に
応
じ
て
閲
覧
又
は
謄
写
（
電
磁

的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
装
置
の

映
像
面
又
は
紙
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄

写
）
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
済
能
力
に
関
す
る
調
査
等
）

第
八
十
三
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
顧
客
の
返
済
能
力
に
関
す
る
事
項

を
調
査
す
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
当
該
顧
客
に
係

る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
収

二
　
預
貯
金

三
　
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
状
況

四
　
借
入
れ
の
状
況
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
当

該
者
か
ら
受
け
る
年
収
の
申
告
そ
の
他
の
適
切
な

方
法

二
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
直

近
の
期
間
に
係
る
源
泉
徴
収
票
（
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
二
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

当
該
者
の
収
入
の
状
況
を
示
す
書
類
又
は
そ
の
写
し

を
確
認
す
る
方
法

３
　
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
　
当

該
者
か
ら
受
け
る
預
貯
金
の
申
告
そ
の
他
の
適
切
な

方
法

二
　
法
第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
　
預

貯
金
口
座
の
残
高
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
者
の
預
貯
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金
の
状
況
を
示
す
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
確
認
す
る

方
法

（
個
人
信
用
情
報
の
提
供
を
必
要
と
し
な
い
契
約
）

第
八
十
四
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
貸
付
限
度
額
そ
の
他
基
本
的
事
項
を

定
め
、
顧
客
の
依
頼
を
受
け
て
当
該
貸
付
限
度
額
の
限

度
内
に
お
い
て
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
契
約

（
第
八
十
八
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
八
十
九
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
資
金
貸
付
基
本
契
約
」
と

い
う
。
）
と
す
る
。

（
個
人
信
用
情
報
に
含
ま
れ
る
事
項
）

第
八
十
五
条
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
顧
客
に
係
る
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
ふ
り
が
な

二
　
住
所

三
　
生
年
月
日

四
　
電
話
番
号

五
　
勤
務
先
の
商
号
又
は
名
称

２
　
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
貸
付
け
の
残
高
の
合
計
額

二
　
元
本
の
支
払
の
遅
延
の
有
無

（
電
磁
的
方
法
）

第
八
十
六
条
　
法
第
八
十
七
条
第
四
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
と
す
る
。

一
　
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
若

し
く
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
又
は
法
第

八
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
同
意
を
得
る

場
合
　
次
に
掲
げ
る
方
法

イ
　
承
諾
若
し
く
は
申
出
を
受
け
る
者
又
は
同
意
を

得
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法

ロ
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に

よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
そ

の
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
次
に
掲
げ
る

方
法

イ
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

（２）
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容

を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
者
の
閲
覧
に

供
し
、
当
該
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記

録
す
る
方
法

ロ
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に

よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情

報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申

出
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
承
諾
又

は
申
出
を
受
け
る
者
が
承
諾
又
は
申
出
を
す
る
者
に

対
し
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承

諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
の
内
容
を
書
面
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
受
信

者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
（
当
該

記
録
を
他
の
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
を
用
い
て
出
力
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ

り
書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
受
信
者
の

電
子
計
算
機
と
し
て
携
帯
電
話
を
用
い
る
も
の
に
あ

っ
て
は
、
送
信
し
た
日
又
は
閲
覧
に
供
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
月
間
、
受
信
者
の
請
求
に
よ

り
、
送
信
者
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
事
項

に
係
る
書
面
の
交
付
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
第
二
号
イ
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と

は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
信
用
情
報
の
提
供
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
記
録
の

作
成
等
）

第
八
十
七
条
　
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
同
意
に
関
す
る

記
録
は
、
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
当

該
同
意
に
基
づ
き
指
定
信
用
情
報
機
関
が
信
用
情
報
を

保
有
し
て
い
る
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
第

六
項
の
同
意
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
取
立
て
行
為
の
規
制
）

第
八
十
八
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
帯
は
、
午
後
九
時
か

ら
午
前
八
時
ま
で
の
間
と
す
る
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
等
は
、
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
て
書
面
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

電
磁
的
方
法
に
よ
り
支
払
を
催
告
す
る
と
き
は
、
当
該

書
面
に
封
を
す
る
方
法
、
本
人
の
み
が
使
用
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
電
子
メ
ー

ル
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
顧
客
の
借
入
れ
に
関
す

る
事
実
が
顧
客
以
外
の
者
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
方
法

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
書
面
に
は
、
同
項
第
一
号

か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
日

本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正

確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
七
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
支
払
の
催
告
時
に
お
け
る
当
該
催
告
に
係
る
残
存

債
務
の
額

二
　
支
払
を
催
告
す
る
金
額
の
内
訳
（
元
本
及
び
違
約

金
の
別
を
い
う
。
）

５
　
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
立
て
を
行
う
者
の
弁
済
受
領
権
限
の
基
礎
と
な

る
事
実

二
　
取
り
立
て
る
債
権
の
発
生
の
原
因
で
あ
る
特
定
資

金
貸
付
契
約
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
次
号
に
定

め
る
事
項
と
同
一
の
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所

ロ
　
契
約
年
月
日

ハ
　
貸
付
け
の
金
額

ニ
　
返
済
期
間

ホ
　
違
約
金
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

内
容

ヘ
　
顧
客
の
氏
名
及
び
住
所
（
契
約
番
号
そ
の
他
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

ト
　
債
務
者
が
負
担
す
べ
き
元
本
以
外
の
金
銭
に
関

す
る
事
項

チ
　
返
済
の
方
法
及
び
返
済
を
受
け
る
場
所

リ
　
期
限
の
利
益
の
喪
失
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

三
　
前
号
に
規
定
す
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
基
本
と

な
る
特
定
資
金
貸
付
基
本
契
約
に
係
る
同
号
イ
、
ロ

及
び
ニ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
貸
付
限

度
額

四
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
事
項

五
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

６
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
等
は
、
法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
顧
客
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
取
立
て
を
す

る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
前
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
当
該
顧
客
に
明
ら
か
に
す
る
と
き
は
、

当
該
事
項
を
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る

八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い

て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
た
書
面
を
交
付
又
は
送
付

す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
を
譲
り
受
け
る
者
に
対
す
る
通
知
）

第
八
十
九
条
　
法
第
八
十
九
条
第
一
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
債
権
に
係
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
係
る
前

条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る

事
項
（
次
号
に
掲
げ
る
事
項
と
同
一
の
内
容
の
も
の

を
除
く
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
の
基
本
と

な
る
特
定
資
金
貸
付
基
本
契
約
に
係
る
前
条
第
五
項

第
二
号
イ
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る
事
項

三
　
譲
渡
年
月
日
及
び
当
該
債
権
の
額

２
　
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
通
知
に
代
え
て
、
次
項
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
債
権
を
譲
り
受
け
る
者
の
承
諾
を

得
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
も
の
を
電
磁

的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
通

知
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
も
の
を
提
供
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
債
権
を
譲
り
受
け
る

者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内

容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
債
権
を
譲
り
受
け
る
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の

申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
る
者

に
対
し
、
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き

も
の
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
る
者
が
再
び
同

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
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（
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
へ
の
規
制
に
係
る
準
用
）

第
九
十
条
　
第
六
十
四
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
七
十
九
条

か
ら
第
八
十
二
条
ま
で
及
び
第
八
十
八
条
（
第
五
項
第

四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
法
第
九
十
条

に
お
い
て
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
七
十
七
条
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
四

項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
八
十
八
条
の
規
定

に
お
け
る
特
定
資
金
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
譲
渡

が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者

が
当
該
債
権
の
取
立
て
を
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
前
条

の
規
定
は
法
第
九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十

九
条
の
規
定
に
お
け
る
当
該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
が

当
該
債
権
を
他
の
者
に
譲
渡
す
る
と
き
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る

規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
八
十
二
条
カ
ジ
ノ
施
設

そ
の
他
の
適

当
な
場
所

営
業
所
又
は
事
務
所
（
営
業

所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い

者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
又

は
居
住
地
）

第
八
十
八
条

第
五
項
第
二

号
イ

カ

ジ

ノ

事

業
者

当
該
特
定
資
金
貸
付
契
約
に

係
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
及
び
当

該
債
権
を
譲
り
受
け
た
者

第
八
十
八
条

第
五
項
第
二

号
ロ

年
月
日

年
月
日
及
び
当
該
特
定
資
金

貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
権
を

譲
り
受
け
た
年
月
日

第
八
十
八
条

第
五
項
第
二

号
ハ

金
額

金
額
及
び
譲
り
受
け
た
債
権

の
金
額

第
八
十
八
条

第
五
項
第
三

号

ロ
及
び
ニ
か

ら
リ
ま
で
に

掲
げ
る
事
項

並
び
に
貸
付

限
度
額

ニ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
掲

げ
る
事
項

第
五
款
　
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務

（
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
の
承
認
等
）

第
九
十
一
条
　
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
行
お
う
と

す
る
区
画
に
係
る
名
称

二
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
行
お
う
と

す
る
区
画
の
位
置
及
び
設
備
の
配
置

三
　
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
統
括
管
理

す
る
者
の
氏
名
、
所
属
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
（
当
該

カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
他
の
事
業
者
に
行

わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
事
業
者
）
の

名
称
並
び
に
所
属
す
る
部
署
及
び
役
職
名

四
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
す
る
飲
食
物
の
種
類
及
び
そ
の
提
供
の

方
法

ロ
　
酒
類
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
酒
類
の

提
供
の
方
針
及
び
そ
の
周
知
方
法

ハ
　
客
に
遊
興
を
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

内
容
及
び
時
間
帯

五
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
興
行
の
内
容
、
態
様
及
び
時

間
帯

六
　
法
第
二
条
第
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
給
付
す
る
物
品
の
種
類

ロ
　
酒
類
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
酒
類
の

提
供
の
方
針
及
び
そ
の
周
知
方
法

２
　
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十

四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
一
条
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
事

業
者
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
承
認
に
係
る

カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
開
始
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
事

業
者
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
の
全
部
又
は

一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
行
為

区
画
内
関
連
業
務
の
種
別

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
行
為

区
画
内
関
連
業
務
を
行
う
区
画
に
係
る
名
称

三
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

四
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

期
間

五
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

６
　
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
休
止
を
届

け
出
た
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
再
開
し
た
と

き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
の
変
更
の
承
認
等
）

第
九
十
二
条
　
法
第
九
十
一
条
第
六
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
六
号
ま
で
（
第
三
号
に
あ
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
行
為

区
画
内
関
連
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
の
変
更
を
伴
う

場
合
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
九
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
変
更
に
係
る
事

項
及
び
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。

３
　
法
第
九
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

二
項
の
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
及
び
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
法

第
九
十
一
条
第
六
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
の
変
更
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

で
あ
っ
て
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
を
統
括
管

理
す
る
者
の
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
別
記
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
り
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務
に
係

る
契
約

（
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
行
う
業
務
の
委
託
）

第
九
十
三
条
　
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
対
す
る
依
存
に
よ
る
悪
影
響
を
防

止
す
る
観
点
か
ら
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と

が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
発
見
及
び
カ

ジ
ノ
施
設
の
利
用
に
関
す
る
相
談
に
係
る
業
務

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
に
関
す
る
広
告
又

は
勧
誘
に
係
る
業
務

三
　
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
監
視
及
び

警
備
に
係
る
業
務
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
公
正
性
の
確
保

の
た
め
に
行
う
監
視
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）

四
　
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
設
備
等
の
保
守
又
は
修
理

そ
の
他
の
管
理
に
係
る
業
務

五
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
清
掃
に
係
る
業
務

六
　
従
業
者
に
対
す
る
福
利
厚
生
に
係
る
業
務

（
委
託
業
務
の
適
正
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
九
十
四
条
　
法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
行
う
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
が

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
業
務
を
委
託
（
二

以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
た
め
の
措
置

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
業
務
を
適

正
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て

改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要

か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
苦
情
を
適
切
か

つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
他
の
適
切
な
第
三
者

に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の

カ
ジ
ノ
事
業
の
健
全
な
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
し
、
当
該
業

務
に
係
る
顧
客
等
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る

場
合
に
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は

解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の

措
置

（
契
約
の
締
結
の
制
限
）

第
九
十
五
条
　
法
第
九
十
四
条
第
一
号
ヘ
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
電
気
通
信
事
業
法

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務

の
提
供
と
す
る
。

（
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
期
間
及
び

金
額
）

第
九
十
六
条
　
法
第
九
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

２
　
法
第
九
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
そ
の
契
約
に
基
づ
き
支
払

う
金
額
の
総
額
で
三
億
円
と
す
る
。

（
契
約
の
認
可
の
申
請
）

第
九
十
七
条
　
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別

記
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、

別
記
第
二
十
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、

当
該
契
約
が
法
第
九
十
四
条
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
当
該
契
約
の
相
手

方
が
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し
た
手
法
及
び
そ
の

結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
点
検
に
お
い
て
カ

ジ
ノ
事
業
者
が
参
考
と
し
た
書
類
と
す
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
九

十
六
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
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類
及
び
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
九
十
五

条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
（
契
約

の
相
手
方
が
当
該
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
出

資
、
融
資
、
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の

事
業
活
動
に
支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
と
な
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証

す
る
資
料
及
び
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様

式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る

同
意
書
を
含
む
。
）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
五
条
第
一

項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
契
約
の
届
出
）

第
九
十
八
条
　
法
第
九
十
九
条
第
一
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
に
係
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
料
の
職
業
紹
介

を
業
と
し
て
営
む
者
と
の
当
該
業
に
係
る
契
約

二
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
又
は
同
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
む

者
と
の
当
該
風
俗
営
業
又
は
当
該
特
定
遊
興
飲
食
店

営
業
に
係
る
契
約

三
　
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を
営
む
者

と
の
当
該
旅
館
業
に
係
る
契
約

四
　
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
設
業
を
営
む
者
と
の
当
該

建
設
業
に
係
る
契
約

五
　
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
又
は
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
営
む

者
と
の
当
該
旅
行
業
又
は
当
該
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配

業
に
係
る
契
約

六
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又

は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を

業
と
し
て
営
む
者
と
の
当
該
業
に
係
る
契
約

七
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派

遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労

働
者
派
遣
事
業
を
営
む
者
と
の
当
該
労
働
者
派
遣
事

業
に
係
る
契
約

八
　
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
解
体
工
事
業
を
営
む
者
と
の
当
該

解
体
工
事
業
に
係
る
契
約

九
　
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十

五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
仲
介

業
を
営
む
者
と
の
当
該
住
宅
宿
泊
仲
介
業
に
係
る

契
約

２
　
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
り
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
相
手

方
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
相
手
方
に
お
い
て
当
該
届
出
に
係
る
契
約
を
締
結

す
る
権
限
を
有
す
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
当
該
契
約
の
概
要

五
　
相
手
方
が
営
む
業
務

３
　
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
契
約
の

締
結
に
当
た
り
、
当
該
契
約
が
法
第
九
十
四
条
第
一
号

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び

当
該
契
約
の
相
手
方
が
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し

た
手
法
及
び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該

点
検
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
参
考
と
し
た
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
委
託
契
約
に
係
る
許
諾
の
認
可
の
申
請
）

第
九
十
九
条
　
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十
七

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、

別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十

六
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
書
類
は
、
再
委
託
に
係
る
契
約
の
許
諾
に
当
た

り
、
当
該
契
約
が
法
第
百
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方
が
同

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
点
検
し
た
手
法
及
び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た

書
類
並
び
に
当
該
点
検
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
参

考
と
し
た
書
類
と
す
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
前
項

に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
条
第
一
項
の
認
可

に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
条
第
一
項
の

認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
契
約
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
百
条
　
法
第
百
二
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
、
第
九
十

九
条
及
び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
状
況
並
び
に
当
該

状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
た
結
果
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作
成

し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
規
定
に
係
る
措
置
の
見

直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
、
第
九
十

九
条
及
び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な

情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
整
理

し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
、
第
九
十

九
条
及
び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な

能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
、
第
九
十

九
条
及
び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な

監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
の
行

為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
款
　
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の

た
め
の
措
置

（
取
引
時
確
認
等
の
措
置
等
に
関
す
る
評
価
）

第
百
一
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
三
号
の
評
価
は
、
毎

事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
実
施
す
る
も
の
と
す

る
。

（
取
引
時
確
認
等
の
措
置
等
の
的
確
な
実
施
の
た
め
の

措
置
）

第
百
二
条
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
自
ら
が
行
う
取
引
（
新
た
な
技
術
を
活
用
し
て
行

う
取
引
そ
の
他
新
た
な
態
様
に
よ
る
取
引
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
、
並
び
に
当
該
取

引
に
よ
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程

度
そ
の
他
の
当
該
調
査
及
び
分
析
結
果
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
面
（
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
「
カ
ジ
ノ
事
業
者
作
成
記
録
等
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
、
少
な
く
と
も
年
一
回
見
直
し
を

行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
作
成
記
録
等
の
内
容
を
勘
案
し
、

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
犯
罪
収
益
移

転
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
記
録
（
第
五
号
に
お
い
て
「
確
認
記
録
」
と
い

う
。
）
及
び
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
記
録
（
第
五
号
に
お
い
て
「
取
引
記

録
」
と
い
う
。
）
を
継
続
的
に
精
査
し
、
顧
客
に
よ

る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程
度
を
評

価
す
る
こ
と
。

三
　
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
、
カ
ジ
ノ

事
業
者
作
成
記
録
等
の
内
容
及
び
前
号
の
危
険
性
の

程
度
を
勘
案
し
、
取
引
時
確
認
等
の
措
置
等
を
行
う

に
際
し
て
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当

該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

四
　
顧
客
と
の
取
引
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
・

総
務
省
・
法
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林

水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
取
引
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
取
引
を
行
う
に
際
し

て
、
当
該
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
従
業
者
に
当

該
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
法
第
百
三
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
取
引
時
確
認
等
の

措
置
等
の
的
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
業
務
を
統

括
管
理
す
る
者
の
承
認
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
の
結
果
に
係

る
記
録
を
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、

確
認
記
録
又
は
取
引
記
録
と
と
も
に
保
存
す
る
こ

と
。

六
　
前
号
の
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
保

存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け
る
当
該
事
項
の
改
変
又
は

消
去
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
取
引
時
確
認
等
の
措
置
等
の
的
確
な
実
施
の
た
め

に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
カ
ジ
ノ
業
務
に
従
事

す
る
者
と
し
て
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

八
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
選
任

し
た
取
引
時
確
認
等
の
措
置
等
の
的
確
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
業
務
を
監
査
す
る
者
に
よ
る
監
査
を
実

施
す
る
こ
と
。

２
　
第
五
十
条
の
規
定
は
、
法
第
百
三
条
第
一
項
第
三
号

の
評
価
に
係
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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六
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
中
「
同
条
第

二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
三
条
第
一
項

第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
チ
ッ
プ
の
譲
渡
等
の
防
止
の
た
め
の
措
置
）

第
百
三
条
　
法
第
百
四
条
第
一
項
の
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
チ
ッ
プ
を
他
人
に
譲
渡
し
よ
う
と
し
、
又
は
チ
ッ

プ
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
顧
客
を
発
見

す
る
た
め
、
巡
回
及
び
監
視
カ
メ
ラ
に
よ
る
監
視
を

行
う
こ
と
。

二
　
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
者
に
譲
渡
し
よ

う
と
し
、
又
は
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
者

か
ら
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
顧
客
を
発
見
し
た
場
合

に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
以

外
の
者
が
他
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
当
該

カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
者
が
他
人
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
及
び
当
該
カ
ジ
ノ
事
業

者
以
外
の
者
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
及
び
そ
れ
ら
の
行
為
を
制
止

す
る
こ
と
。

三
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
措
置

の
相
手
方
と
な
っ
た
顧
客
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外

の
者
の
本
人
特
定
事
項
、
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
行

為
の
概
要
及
び
当
該
行
為
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
の

内
容
に
つ
い
て
の
記
録
を
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に

よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

間
保
存
す
る
こ
と
。

四
　
前
号
の
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
保

存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け
る
当
該
事
項
の
改
変
又
は

消
去
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
法
第
百
四
条
第
二
項
の
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
外
に
持
ち
出
そ
う

と
す
る
顧
客
を
発
見
す
る
た
め
、
巡
回
及
び
監
視
カ

メ
ラ
に
よ
る
監
視
を
行
う
こ
と
。

二
　
顧
客
が
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
か
ら
退
場
し
よ
う
と
す

る
時
に
、
当
該
顧
客
に
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
外
へ
の
チ

ッ
プ
の
持
出
し
の
有
無
に
つ
い
て
申
告
さ
せ
る
こ

と
。

三
　
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
外
に
持
ち
出
そ
う

と
す
る
顧
客
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧

客
に
対
し
、
そ
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

告
げ
、
及
び
そ
の
行
為
を
制
止
す
る
こ
と
。

四
　
前
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
措
置

の
相
手
方
と
な
っ
た
顧
客
の
本
人
特
定
事
項
、
措
置

の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
概
要
及
び
当
該
行
為
に
対

し
て
講
じ
た
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
録
を
電
磁

的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

五
　
前
号
の
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
保

存
す
べ
き
期
間
中
に
お
け
る
当
該
事
項
の
改
変
又
は

消
去
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
チ
ッ
プ
を
他
人
に
譲
渡
し
よ
う

と
し
、
若
し
く
は
チ
ッ
プ
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
よ
う

と
し
、
又
は
チ
ッ
プ
を
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
外
に
持
ち

出
そ
う
と
す
る
顧
客
を
発
見
す
る
た
め
、
先
進
的
な
技

術
の
開
発
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
導
入
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
チ
ッ
プ
の
譲
渡
等
の
禁
止
の
表
示
）

第
百
四
条
　
法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
に
係
る
文
言
を
表
示

し
た
書
面
そ
の
他
の
も
の
を
入
場
者
に
見
や
す
い
よ
う

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
款
　
カ
ジ
ノ
事
業
に
関
す
る
そ
の
他
の

措
置

（
広
告
及
び
勧
誘
の
規
制
）

第
百
五
条
　
法
第
百
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
、
又
は
説
明
す
る
方
法

は
、
広
告
又
は
勧
誘
を
、
文
字
、
図
形
若
し
く
は
記
号

又
は
こ
れ
ら
が
結
合
し
た
も
の
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
当
該
事
項
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
音

声
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
項
を
明
瞭
に

説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
法
第
百
六
条
第
五
項
第
二
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
内
容
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
に
の
め
り
込
む

こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
と
す
る
。

３
　
法
第
百
六
条
第
七
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及

び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記

載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
規

定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を

加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も

に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

４
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
六
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
六
条
第
七
項
第
二
号
の
行

為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
）

第
百
六
条
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
法
令
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
行
為
を
助
長

し
、
若
し
く
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
等
に
関
す
る
記
録

の
作
成
及
び
保
存
）

第
百
七
条
　
法
第
百
八
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
提
供
し
た
カ
ジ
ノ
行

為
関
連
景
品
類
の
内
容
及
び
経
済
的
価
値
に
関
す
る
決

定
の
根
拠
と
な
る
情
報
と
す
る
。

２
　
法
第
百
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録

は
、
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
を
も
っ
て
作
成
し
、
そ
の

作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
八
条
第
二

項
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
が
提
供
す
る
カ
ジ
ノ

行
為
関
連
景
品
類
）

第
百
八
条
　
法
第
百
八
条
第
三
項
の
適
正
な
提
供
の
確
保

の
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す

る
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
に
係
る
契
約

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
す
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
法
第
百
八

条
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
カ
ジ
ノ
行

為
関
連
景
品
類
の
提
供
に
係
る
責
任
者
の
選
任
を

し
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
当
該
者
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す

る
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
に
係
る
契
約
に

お
い
て
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
方
法
及
び

次
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
の
提
供
し
た
カ
ジ

ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
内
容
及
び
経
済
的
価
値
に
つ

い
て
、
定
期
的
に
又
は
随
時
に
報
告
を
受
け
、
把
握

す
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
以
外
の
事
業
者
が
法
令
若
し
く
は

契
約
に
違
反
し
た
と
き
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
き

は
、
速
や
か
に
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
、
当
該
事
業
者
に
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
を
求
め
、
又
は
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
。

（
カ
ジ
ノ
行
為
関
連
景
品
類
の
提
供
に
係
る
規
定
の
遵

守
の
た
め
の
措
置
）

第
百
九
条
　
法
第
百
八
条
第
四
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
法
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及

び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記

載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
規

定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を

加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も

に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の

遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
八
条
第
四
項
第
二
号
の
行

為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
外
国
通
貨
に
よ
り
な
さ
れ
る
取
引
の
換
算
基
準
）

第
百
十
条
　
法
第
百
九
条
、
令
第
十
六
条
及
び
次
条
の
規

定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨

と
の
間
又
は
異
種
の
外
国
通
貨
相
互
間
の
換
算
は
、
次

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
換
算
を
す
べ
き
令

第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
（
次
項
に
お
い

て
単
に
「
取
引
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
る
日
に
お
け

る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
二
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準

外
国
為
替
相
場
又
は
裁
定
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
取
引
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
売
買
を

伴
う
も
の
及
び
金
銭
の
両
替
で
あ
っ
て
本
邦
通
貨
と
外

国
通
貨
と
の
売
買
に
係
る
も
の
の
換
算
は
、
当
該
本
邦

通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
売
買
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
実

勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
現
金
取
引
の
届
出
に
係
る
届
出
事
項
等
）

第
百
十
一
条
　
法
第
百
九
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
現
金
取
引
の
届
出
」
と
い
う
。
）

を
行
う
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
関
す
る
事
項

二
　
当
該
顧
客
に
関
す
る
事
項

２
　
現
金
取
引
の
届
出
の
様
式
は
、
別
記
第
三
十
一
号
様

式
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
現
金
取
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る

事
項
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
希
望
す
る
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
そ
の
他
必
要
な

事
項

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
カ
ジ
ノ
事
業

者
に
対
し
、
識
別
符
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
現
金
取
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え

た
電
子
計
算
機
か
ら
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
に
定
め

る
事
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
識
別

符
号
を
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
秩
序
の
維
持

の
た
め
の
措
置
）

第
百
十
二
条
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ

ノ
事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
犯
罪
行
為
、
他
人
に
対
す
る
迷
惑
行
為
そ
の
他
の

秩
序
を
害
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
秩

序
を
害
す
る
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
、
又
は
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
さ
せ
な
い

こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
秩
序
を
害

す
る
行
為
を
し
、
又
は
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
発

見
す
る
た
め
、
巡
回
及
び
監
視
カ
メ
ラ
に
よ
る
監
視

を
行
う
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
秩
序
を
害

す
る
行
為
を
し
、
又
は
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
発

見
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
制
止
す
る
と
と
も

に
、
当
該
者
を
カ
ジ
ノ
施
設
及
び
そ
の
周
辺
か
ら
退

去
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
法
第
二
条
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
画
に
入
場

し
、
又
は
滞
在
す
る
者
を
カ
ジ
ノ
業
務
、
カ
ジ
ノ
行

為
区
画
内
関
連
業
務
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
業
務
に

従
事
し
て
い
る
者
及
び
業
務
又
は
公
務
と
し
て
入
場

し
、
又
は
滞
在
す
る
者
に
限
る
こ
と
。

五
　
災
害
、
公
衆
衛
生
上
の
重
大
な
危
害
そ
の
他
の
緊

急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
安
全
の
確
保
の

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
　
カ
ジ
ノ
業
務
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
警
察
そ
の
他
の
関
係

機
関
と
密
接
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
た
と
き
又
は
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い
て
犯
罪
行
為

が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措

置
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
又
は
当
該
犯
罪
行
為
が
行
わ

れ
た
疑
い
の
あ
る
状
況
の
概
要
及
び
こ
れ
ら
に
対
し
て

講
じ
た
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
録
を
電
磁
的
記
録

又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
記
録
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

５
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
進
的
な
技
術
の
開
発
の

状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
導
入
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６
　
法
第
百
十
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
措
置
の
実
施
状
況
並
び
に

当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
た
結
果

を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作

成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
措
置
の
見
直
し
を
行

い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情

報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

７
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
十
条
第
二
項
第
二
号
の
行

為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
苦
情
の
処
理
の
た
め
の
措
置
）

第
百
十
三
条
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
カ

ジ
ノ
事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
苦
情
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該

苦
情
に
係
る
事
項
の
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
規
定
に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果
に
基
づ

き
、
カ
ジ
ノ
業
務
又
は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業

務
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果

及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
説

明
を
行
う
こ
と
。

四
　
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
こ

と
。

２
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
業

務
又
は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
に
係
る
苦
情
を

処
理
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記

録
を
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作

成
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
（
氏

名
又
は
連
絡
先
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
そ
の

旨
）

二
　
苦
情
を
受
け
付
け
た
日
時
、
場
所
及
び
苦
情
を
受

け
付
け
た
者
の
氏
名

三
　
苦
情
の
内
容
（
原
因
と
な
っ
た
者
、
カ
ジ
ノ
行
為

又
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
類
及
び
苦
情
に
係
る

事
項
が
発
生
し
た
日
時
を
含
む
。
）

四
　
苦
情
に
係
る
事
項
の
原
因
の
究
明
の
た
め
の
調
査

の
内
容
及
び
結
果

五
　
苦
情
の
受
付
か
ら
申
し
立
て
た
者
へ
の
説
明
に
至

る
ま
で
の
や
り
取
り
の
経
緯

六
　
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容

七
　
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
苦
情
を
申
し
立
て
た

者
に
説
明
し
た
と
き
は
、
当
該
者
に
説
明
し
た
内
容

及
び
日
時

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
記
録
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
百
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
措
置
の
実
施
状
況
並
び

に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
た
結

果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
類
を

作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
措
置
の
見
直
し
を

行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該

情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
措
置
の
的
確
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

５
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
十
一
条
第
二
項
第
二
号

の
行
為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
入
場
禁
止
対
象
者
等
の
利
用
禁
止
等
の
表
示
）

第
百
十
四
条
　
法
第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、

同
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
に
係
る
文
言
を

表
示
し
た
書
面
そ
の
他
の
も
の
を
入
場
者
に
見
や
す
い

よ
う
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
カ
ジ
ノ
事
業
の
従
業
者

（
確
認
の
申
請
）

第
百
十
五
条
　
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
同

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
申
請
対
象
者
を
特
定

カ
ジ
ノ
業
務
に
従
事
さ
せ
る
際
の
部
署
及
び
役
職
を
記

載
し
た
別
記
第
三
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
十
五
条
第
二
項
の
申
請
対
象
者
が
法
第
百
十

六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
別
記
第
三
十
三
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
百
十
五
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
対
象
者
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書

面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永

住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
組
織
図

三
　
申
請
対
象
者
に
対
す
る
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項

第
一
号
の
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
及
び
そ
の
結
果
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
そ
の
他
申
請
対
象
者
が
そ
の
従

26



事
す
る
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
申
請
対
象
者
が
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
こ

と
及
び
法
第
百
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し
た
手
法
及

び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
点
検
に

お
い
て
参
考
と
し
た
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
当
該

書
類

五
　
申
請
対
象
者
が
別
記
第
三
十
四
号
様
式
（
法
第
百

十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
十
号
様
式
）
に
よ

る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ

の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
申
請
対
象

者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
十
四
条
の
確
認
に

係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
）

第
百
十
六
条
　
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百

十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の

機
能
の
障
害
に
よ
り
そ
の
従
事
す
る
特
定
カ
ジ
ノ
業
務

を
的
確
に
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断

及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と

す
る
。

（
確
認
の
通
知
）

第
百
十
七
条
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
十
四
条

の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
従
事
者
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
確
認
番
号

二
　
確
認
に
係
る
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
の
種
別

三
　
確
認
年
月
日

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
十
四
条
の
確
認
を

し
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
、
申
請
者

に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
の
更
新
）

第
百
十
八
条
　
法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
確
認
の
有
効
期
間
の
満

了
の
日
の
三
月
前
ま
で
の
間
（
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
当
該
期
間
内
に
同
条
第
二
項
の
更
新
の
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期
間
）
と

す
る
。

２
　
第
百
十
五
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
百
十
七
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五

条
及
び
第
百
十
六
条
の
規
定
に
お
け
る
法
第
百
十
七
条

第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規

定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
十
五
条
第

一
項

申
請
対
象
者

申
請
対
象
者
の
確
認

番
号
並
び
に
申
請
対

象
者

別
記
第
三
十
二

号
様
式

別
記
第
三
十
五
号
様

式

第
百
十
五
条
第

二
項

別
記
第
三
十
三

号
様
式

別
記
第
三
十
六
号
様

式

前
条
第
一
項
第

二
号

確
認

更
新

前
条
第
一
項
第

三
号

確
認
年
月
日

更
新
年
月
日

３
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
三
項
第
五

号
に
規
定
す
る
質
問
票
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更

新
質
問
票
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
質
問
に
対
し

回
答
す
べ
き
内
容
が
申
請
者
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
た
質
問
票
で
あ
っ
て

終
の
も
の
に
示
し

た
回
答
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
更
新
質

問
票
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
質
問
に
係
る
回

答
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
回
答
に
係
る
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
に
つ

い
て
は
、
法
第
百
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
十
五
条
第
二
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
資

料
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
承
認
）

第
百
十
九
条
　
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別

記
第
三
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
第
百
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
に

規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
承

認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
第
百
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の

承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
確
認
」
と
あ
る
の
は

「
承
認
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
確
認
年
月
日
」
と
あ

る
の
は
「
承
認
年
月
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
百
二
十
条
　
法
第
百
十
八
条
第
五
項
第
三
号
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
き
は
、
所
属
す
る
部
署

又
は
役
職
の
変
更
（
役
職
名
の
変
更
を
含
む
。
）
が
あ

っ
た
と
き
と
す
る
。

２
　
法
第
百
十
八
条
第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
届
出
に
係
る
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
従
事
者

の
氏
名
及
び
確
認
番
号

二
　
届
出
事
由
及
び
当
該
届
出
事
由
の
発
生
の
日

三
　
法
第
百
十
八
条
第
五
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
氏
名
又
は

住
所

四
　
前
項
に
規
定
す
る
と
き
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
所
属
す
る
部
署
又

は
役
職
（
役
職
名
を
含
む
。
）

３
　
法
第
百
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
前

項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
実
を
証
す
る
書
面

を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
事
さ
せ
た
者
の
届
出
）

第
百
二
十
一
条
　
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
届
出
は
、

別
記
第
三
十
八
号
様
式
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
従
事
さ
せ
た
者
の
所
属
す
る
部
署
及
び
役
職

二
　
従
事
さ
せ
た
者
の
法
第
百
二
十
二
条
の
証
明
書
の

番
号

三
　
従
事
さ
せ
た
者
が
業
務
に
従
事
し
始
め
た
年
月
日

３
　
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
従
事
さ
せ
た
者
の
住
民
票
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住

者
証
明
書
、
住
民
票
（
国
籍
等
及
び
在
留
資
格
又
は

入
管
特
例
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
の
記

載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を

証
す
る
書
類
の
写
し
）

二
　
従
事
さ
せ
た
者
が
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点

検
し
た
手
法
及
び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び

に
当
該
点
検
に
お
い
て
参
考
と
し
た
書
類
が
あ
る
場

合
に
は
当
該
書
類

４
　
法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
法
第
百
二

十
二
条
の
証
明
書
の
番
号

二
　
法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
に
よ
る
届
出
事
由
及
び

当
該
届
出
事
由
の
発
生
の
日

三
　
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並

び
に
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

（
カ
ジ
ノ
業
務
等
に
従
事
す
る
者
の
証
明
書
）

第
百
二
十
二
条
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
カ
ジ
ノ
業
務
又
は

カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
に
従
事
す
る
者
に
法
第

百
二
十
二
条
の
証
明
書
を
携
帯
さ
せ
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
証
明
書
を
見
や
す
い
位
置
に
着
用
す
る
方
法

で
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
の

性
質
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が

指
示
す
る
方
法
に
よ
り
携
帯
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
百
二
十
二
条
の
証
明
書
に
は
、
カ
ジ
ノ
業
務
又

は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
に
従
事
す
る
者
の
顔

写
真
（
当
該
証
明
書
の
作
成
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

単
独
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
も
の
）
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
法
第
百
二
十
二
条
の
証
明
書
の

様
式
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
当

該
様
式
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
百
二
十
二
条
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称

二
　
カ
ジ
ノ
業
務
又
は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務

に
従
事
す
る
者
の
氏
名
、
所
属
す
る
部
署
及
び
役
職

三
　
確
認
又
は
届
出
に
係
る
業
務
の
種
別
及
び
内
容

四
　
確
認
の
有
効
期
間

五
　
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
従
事
者
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
確
認
番
号

六
　
カ
ジ
ノ
業
務
（
特
定
カ
ジ
ノ
業
務
を
除
く
。
）
又

は
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
内
関
連
業
務
に
従
事
す
る
者
に

あ
っ
て
は
、
法
第
百
二
十
二
条
の
証
明
書
の
番
号

（
カ
ジ
ノ
事
業
の
従
業
者
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め

の
措
置
）

第
百
二
十
三
条
　
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
二
条

の
規
定
の
遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調

査
し
、
及
び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ

て
、
当
該
規
定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必

要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
二
条
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の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る

と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る

こ
と
。

三
　
法
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
二
条

の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者

を
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
十
四
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
二
条

の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る

こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第

二
号
の
行
為
準
則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業

（
免
許
の
申
請
）

第
百
二
十
四
条
　
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
申
請
者
の
役
員
の

役
職
名
及
び
担
当
業
務
と
す
る
。

２
　
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
三
十
九
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
四
十
号
様
式

三
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
　
別
記
第
四
号
様
式

四
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行

為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の

法
定
代
理
人
又
は
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
場

合
の
そ
の
役
員
　
別
記
第
五
号
様
式

五
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
　
別
記
第
六
号
様
式

六
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行

為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の

法
定
代
理
人
又
は
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光

施
設
区
域
の
施
設
土
地
権
利
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

の
そ
の
役
員
　
別
記
第
七
号
様
式

３
　
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
六
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
予
定
貸
借
対
照
表

四
　
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
引
用

す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
引
用

す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
次
に

掲
げ
る
図
面
及
び
書
類
（
専
ら
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
管

理
す
る
部
分
に
係
る
構
造
及
び
設
備
の
み
を
記
載
し

た
図
面
及
び
書
類
を
除
く
。
）

イ
　
第
九
条
に
規
定
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
範
囲

（
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
テ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の

カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
設
備
の
配
置
を
含
む
。
）
を

示
す
図
面
並
び
に
当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
及

び
そ
の
算
定
方
法
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
の
床
面

積
の
合
計
を
証
す
る
書
類

ハ
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
明
ら
か
に
す

る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図

ニ
　
ケ
ー
ジ
並
び
に
第
十
条
第
九
号
イ
及
び
ヘ
に
掲

げ
る
室
に
お
け
る
設
備
の
位
置
及
び
仕
様
を
記
載

し
た
図
面

ホ
　
カ
ジ
ノ
施
設
内
に
設
け
る
監
視
設
備
の
種
別
、

位
置
及
び
仕
様
そ
の
他
カ
ジ
ノ
施
設
の
監
視
の
た

め
の
設
備
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
図
面
及
び

書
類

六
　
法
第
百
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
第
二
項
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
記
載
し
た

書
類

七
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

八
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

九
　
申
請
者
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決

権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国

人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者

証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

（２）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
に
法
定
代
理
人
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住

民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（３）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
（
営
業
に
関
し
成

年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
。
以
下

こ
の
（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
別
記
第
十

号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載

内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
議
決
権
等
の

保
有
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当

該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記

第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

ロ
　
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
の
役
員
の
戸
籍
謄

本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ

て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、

住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類

の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（２）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
別
記
第
八
号
様

式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た

も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び

に
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
作
成
し
た
別
記

第
九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

（３）
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
の
役
員
が
別
記
第

十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号

様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料

並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号

様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様

式
）
に
よ
る
同
意
書

十
　
当
該
申
請
に
係
る
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
施

設
土
地
権
利
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
と
次
に
掲
げ
る
者
と

の
間
で
、
当
該
申
請
に
係
る
土
地
に
関
す
る
契

約
（
契
約
の
予
定
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
内
容
を
示
す
書
面

（一）
　
申
請
者

（二）
　
認
定
設
置
運
営
事
業
者

（三）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
権
利
を
有
す
る

土
地
に
他
の
施
設
土
地
権
利
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
他
の
施
設
土
地
権
利
者

（四）
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る
施

設
土
地
に
関
す
る
権
利
以
外
の
権
利
を
有
す

る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
を
有
す

る
者

（２）
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る
施
設

土
地
に
関
す
る
権
利
（
登
記
事
項
証
明
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
権
利
を
除
く
。
）
を
証
す
る
書

面
（３）
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国

人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者

証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

（４）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
に
法
定
代
理
人
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住

民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（５）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
（
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
。
以
下
こ

の
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
別
記
第
十
号

様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
施
設
土
地
権
利

者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当
該
法

定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
九

号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

ロ
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
書
類

28



（２）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
の
役
員
の
戸
籍
謄
本

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住

民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

（３）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
別
記
第
八
号
様
式

に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も

の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
施
設
土
地
権
利
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

（４）
　
当
該
施
設
土
地
権
利
者
の
役
員
が
別
記
第
十

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様

式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様

式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）

に
よ
る
同
意
書

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の
事
業
活
動
に
支
配
的

な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す

る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
二
十
四
条
の
免
許
に
係
る
審
査

に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
）

第
百
二
十
五
条
　
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ

（
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
及
び
第
百
二
十
九
条
第
三

項
並
び
に
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二

項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
当
た

っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
免
許
状
等
）

第
百
二
十
六
条
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
二
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
免
許
の
年
月
日

二
　
免
許
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日

三
　
免
許
の
番
号

四
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
住
所

五
　
免
許
に
条
件
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
件

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
二
十
四
条
の
免
許

を
与
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を

通
知
す
る
と
と
も
に
、
免
許
状
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
更
新
）

第
百
二
十
七
条
　
法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
免
許
の
有
効
期
間

の
満
了
の
日
の
六
月
前
ま
で
の
間
（
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
同
条
第
二
項
の
更
新
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期

間
）
と
す
る
。

（
免
許
の
更
新
の
申
請
）

第
百
二
十
八
条
　
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
申
請
者
の
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

二
　
免
許
の
番
号

２
　
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
四
十
一
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
四
十
二
号
様
式

３
　
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
五
条
第
二
項
第
六
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
予
定
貸
借
対
照
表

四
　
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い

て
引
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
の
根
拠
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
第
百
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
第
二
項
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
記
載
し
た

書
類

六
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

七
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

八
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
に
当

該
土
地
を
目
的
と
す
る
権
利
の
記
載
が
な
い
と
き

は
、
当
該
権
利
を
証
す
る
書
面

４
　
申
請
者
は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号

（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
前
項
第
一
号

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
質
問
票

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
質
問
票
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
質
問
に
対
し
回
答
す
べ
き
内
容
が
申
請

者
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
質
問
票
で

あ
っ
て

終
の
も
の
に
示
し
た
回
答
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
更
新
質
問
票
に
記
載
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
質
問
に
係
る
回
答
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
回
答
に
係
る
そ
の
記

載
内
容
を
証
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
二
十
七

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
二

項
の
規
定
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

資
料
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
百
二
十
四
条
第
四
項
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定

は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
六
条
（
第

二
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
法
第
百
二

十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
に

お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
お
け
る
法
第
百
二
十
七

条
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
二
十
四
条
第
四

項

前
項
各
号

第
百
二
十
八
条
第

三
項
各
号

第
百
二
十
六
条
第
一

項
第
一
号

免
許

法
第
百
二
十
七
条

第
二
項
の
更
新

第
百
二
十
六
条
第
二

項

法
第
百
二
十
四

条
の
免
許

（
完
成
検
査
）

第
百
二
十
九
条
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百

二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
申
請
に
係
る
カ
ジ
ノ
施
設
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
係

る
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項

の
検
査
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
検
査

に
合
格
さ
せ
な
い
と
き
の
通
知
に
は
、
そ
の
理
由
を
付

す
も
の
と
す
る
。

（
合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
三
十
条
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百
三

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
合
併
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会

社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
後
の
会
社
」
と

い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
合
併
後
の
会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
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基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
含

む
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保

有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又

は
管
理
人
の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
合
併
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
合
併
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
合
併
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
合
併
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異

議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者

に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供

し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と

又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

十
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
合
併
後
の
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
号
及
び
第

十
四
号
並
び
に
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
四
十
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条

に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
合
併
後
の
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
四
十
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条
に

お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

十
三
　
合
併
後
の
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の

数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の

保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含

む
。
）
が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主

要
株
主
等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保

有
者
に
係
る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及

び
（
３
）
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引

用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並

び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十

六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六

十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
百
二
十
四

条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限

る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
合
併
後
の
会
社
の
事
業
活
動
に

支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に

よ
る
同
意
書
そ
の
他
の
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必

要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号

（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項

（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後

の
会
社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
三
十
一
条
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
分
割
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継
す
る

会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を

承
継
す
る
会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
含
む
。
）
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
主
要
株
主
等

基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人

等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の

氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
分
割
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
分
割
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
分
割
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
分
割
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

30



れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各

別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た

こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当

の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

九
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

十
　
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
五

号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す

る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同

項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継
す

る
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
号
及
び
第

十
四
号
並
び
に
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条

に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継
す

る
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
四
十
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
二
十
六
条

第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
三
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継
す

る
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権

等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の

保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含

む
。
）
が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主

要
株
主
等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保

有
者
に
係
る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及

び
（
３
）
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引

用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並

び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十

六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六

十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四

号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
百
二
十
四

条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限

る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用

事
業
を
承
継
す
る
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配
的
な
影
響

力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事

項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資

料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書
そ

の
他
の
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号

（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項

（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
に

よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継
す
る
会
社
」
と
す

る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
譲
渡
に
よ
る
地
位
の
承
継

の
承
認
）

第
百
三
十
二
条
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代

表
者
の
氏
名

二
　
事
業
譲
渡
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
免
許
の
番
号
及
び
免
許
の
有
効
期
間

四
　
事
業
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
を
承
継

す
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
受
会
社
」

と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

ニ
　
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の

保
有
者
（
譲
受
会
社
が
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準

値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
含
む
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
主
要
株

主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
が

法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理

人
の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の

他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書

五
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
事
業
譲
渡
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第

九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

六
　
譲
受
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
号
及
び
第

十
四
号
並
び
に
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
四
十
五
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条

に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

を
誓
約
す
る
書
面

七
　
譲
受
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
四
十
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条
に

お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

八
　
譲
受
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議

決
権
等
の
保
有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
（
当
該
議
決
権
等
の

保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を
含

む
。
）
が
申
請
者
の
認
可
主
要
株
主
等
（
認
可
主

要
株
主
等
が
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
を

含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
等
の
保

有
者
に
係
る
同
号
イ
（
３
）
並
び
に
ロ
（
２
）
及

び
（
３
）
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ハ
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
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用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引

用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並

び
に
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ニ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
営
業
に
関
し
成
年

者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
そ
の
法

定
代
理
人
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四

十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十

六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る
法
第
六

十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

ホ
　
当
該
議
決
権
等
の
保
有
者
が
法
人
等
で
あ
る
と

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
議
決
権
等

の
保
有
者
の
役
員
が
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
引
用
す
る

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

六
号
イ
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
ロ
（
第
百
二
十
四
条

第
三
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に

提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を

申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
譲
受
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配

的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証

す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資

料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号

（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項

（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
受
会

社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
地
位
の
承
継
に
係
る
免
許
状
の
書
換
え
）

第
百
三
十
三
条
　
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四

十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
施
設

供
用
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
会
社
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
若
し
く
は
設
備
又
は
こ
れ
ら
の

管
理
方
法
の
軽
微
な
変
更
）

第
百
三
十
四
条
　
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二
十

九
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
承
認
）

第
百
三
十
五
条
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百

二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第

一
号
（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
並
び
に
第
百
二
十
四
条
第
三
項
各
号
（
第
九
号
及
び

第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
し

よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
に

規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の

承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
二
十
九
条
第

一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
百
三
十
六
条
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
八
条
第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
名
称
又
は
住
所

二
　
カ
ジ
ノ
施
設
の
名
称

三
　
業
務
に
係
る
組
織
等
の
業
務
執
行
体
制

四
　
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は

本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

五
　
役
員
の
役
職
名
又
は
担
当
業
務

六
　
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
款
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

２
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
は
、
法
第
百
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
免
許
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
し
た
年
月
日

３
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条

第
五
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類

は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
実
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
に
係
る
免
許
状
の
書
換
え
）

第
百
三
十
七
条
　
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
免
許
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ

施
設
供
用
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
八
条
第
五
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
八
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
変
更
の
検
査
）

第
百
三
十
八
条
　
第
百
二
十
九
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二

十
九
条
第
五
項
の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
百
三
十
九
条
　
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
カ
ジ
ノ
施
設

供
用
事
業
者
に
係
る
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
業
務
方
法
書
及
び
そ
の
変
更
の
認
可
）

第
百
四
十
条
　
法
第
百
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
三
条
第
一
項
第
九
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
議
決
権
等
の
保
有
者

の
十
分
な
社
会
的
信
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
に
関
す
る
事
項

二
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
行
う
業
務
に
関
し
締

結
す
る
契
約
が
法
第
九
十
四
条
第
一
号
（
ホ
及
び
ヘ

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び

当
該
契
約
の
相
手
方
が
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点

検
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従

事
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
十
分
な
社
会

的
信
用
及
び
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

四
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
業
務
（
特
定
カ
ジ
ノ
施
設
供
用

業
務
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
者
が
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
に
関
す
る
事
項

２
　
第
二
十
七
条
（
第
二
項
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定

は
、
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
に
係
る
法
第
百
三
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
議
決
権
等
の
保
有
者
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
四
十
一
条
　
前
章
第
一
節
第
二
款
の
規
定
は
、
法
第

百
三
十
一
条
に
お
い
て
令
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
章
第
一
節
第
二
款
の
規
定

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
の
主
要
株
主
等
基

準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
等
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
及
び
保
有
者
に
な
る
法
人
等
の
設
立
を
し
よ
う
と

す
る
者
並
び
に
議
決
権
等
の
保
有
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
委
託
業
務
の
適
正
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
百
四
十
二
条
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
カ
ジ
ノ
施
設
供
用

事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
業
務
を
委
託
（
二

以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
た
め
の
措
置

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
業
務
を
適

正
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て

改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要

か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
苦
情
を
適
切
か

つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
他
の
適
切
な
第
三
者

に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
健
全
な
運
営
に
支
障
が
生

じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
を

図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
当
該
業
務
の
委
託
に
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係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
た
め
の
措
置

（
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
の
期
間
及
び

金
額
）

第
百
四
十
三
条
　
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す

る
。

２
　
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
そ
の
契
約
に
基
づ
き
支

払
う
金
額
の
総
額
で
三
億
円
と
す
る
。

（
契
約
の
認
可
の
申
請
）

第
百
四
十
四
条
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別
記
第

二
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
別
記
第

二
十
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
当
該
契

約
が
法
第
九
十
四
条
第
一
号
（
ホ
及
び
ヘ
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
当
該
契
約
の
相

手
方
が
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し
た
手
法
及
び
そ

の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
点
検
に
お
い
て

カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
参
考
と
し
た
書
類
と
す

る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
三
十
三
条
第

二
項
の
認
可
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
（
契
約
の
相

手
方
が
当
該
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
出
資
、
融

資
、
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の
事
業
活

動
に
支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
と
な
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な

事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資

料
及
び
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

を
含
む
。
）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
三
条
第

二
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
契
約
の
届
出
）

第
百
四
十
五
条
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
令

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
九
十
九
条
第
一
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
業
務
に
係
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
建
設
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
設
業
を

営
む
者
と
の
当
該
建
設
業
に
係
る
契
約

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く

は
運
搬
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

の
処
分
を
業
と
し
て
営
む
者
と
の
当
該
業
に
係
る

契
約

三
　
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
解
体
工
事
業
を

営
む
者
と
の
当
該
解
体
工
事
業
に
係
る
契
約

２
　
第
九
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
令
第
二
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
九
十
八
条
第
三
項
中
「
法
第
九
十
四
条
第
一
号

イ
か
ら
ト
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
九
十
四
条
第

一
号
（
ホ
及
び
ヘ
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
再
委
託
契
約
に
係
る
許
諾
の
認
可
の
申
請
）

第
百
四
十
六
条
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別
記
第
二
十
七
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
別
記
第

四
十
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第

二
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
再
委
託
に
係
る
契
約
の
許
諾
に
当
た
り
、
当
該

契
約
が
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方
が
法
第
百
三
十
三
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し

た
手
法
及
び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該

点
検
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
参
考
と
し

た
書
類
と
す
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
第

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
三
十
三
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
第
一
項
の
認
可
に

係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
三
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
第
一
項
の
認
可
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
契
約
に
係
る
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
百
四
十
七
条
　
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
令

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
百
二
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及

び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に

つ
い
て
調
査
し
、
及
び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要

に
応
じ
て
、
当
該
規
定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行

い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及

び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を

収
集
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び

分
析
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及

び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を

有
す
る
者
を
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

四
　
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
、
第
九
十
九
条
及

び
第
百
条
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を

実
施
す
る
こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
の
行
為
準
則
の
届
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
業
務
従
事
者
の
確
認
等
）

第
百
四
十
八
条
　
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
三
十

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
七
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
そ
の
従
事
す
る
特
定
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
業
務
を

的
確
に
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す

る
。

２
　
第
百
十
五
条
及
び
第
百
十
七
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま

で
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
令

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
百
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
お
け
る

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
確
認
及
び
確
認
特
定
カ
ジ

ノ
施
設
供
用
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え

ら
れ
る
字

句

読
み
替
え
る

字
句

第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第

三
項
第
三
号
（
い
ず
れ
も
第

百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
第
百
十
七
条
第
一
項
第

二
号
（
第
百
十
八
条
第
二
項

及
び
第
百
十
九
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

特
定
カ
ジ

ノ
業
務

特
定
カ
ジ
ノ

施
設
供
用
業

務

第
百
十
五
条
第
一
項

別
記
第
三

十
二
号
様

式

別
記
第
四
十

七
号
様
式

第
百
十
五
条
第
二
項

別
記
第
三

十
三
号
様

式

別
記
第
四
十

八
号
様
式

第
百
十
五
条
第
三
項
第
二
号

（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

カ
ジ
ノ
事

業
者

カ
ジ
ノ
施
設

供
用
事
業
者

第
百
十
五
条
第
三
項
第
三
号

（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
百
二

十
三
条
第

一
項
第
一

号

法
第
百
三
十

五
条
第
三
項

に
お
い
て
準

用
す
る
法
第

百
二
十
三
条

第
一
項
第
一

号

第
百
十
五
条
第
三
項
第
五
号

（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
百
十

四
条
第
三

号

法
第
百
三
十

四
条
第
一
項

第
二
号
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第
百
十
八
条
第
二
項
の
表
第

百
十
五
条
第
一
項
の
項

別
記
第
三

十
五
号
様

式

別
記
第
四
十

九
号
様
式

第
百
十
八
条
第
二
項
の
表
第

百
十
五
条
第
二
項
の
項

別
記
第
三

十
六
号
様

式

別
記
第
五
十

号
様
式

第
百
十
九
条
第
一
項

別
記
第
三

十
七
号
様

式

別
記
第
五
十

一
号
様
式

（
従
事
さ
せ
た
者
の
届
出
）

第
百
四
十
九
条
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
届
出
は
、
別
記
第

五
十
二
号
様
式
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
従
事
さ
せ
た
者
の
所
属
す
る
部
署
及
び
役
職

二
　
従
事
さ
せ
た
者
が
業
務
に
従
事
し
始
め
た
年
月
日

３
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
一
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
従
事
さ
せ
た
者
の
住
民
票
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住

者
証
明
書
、
住
民
票
（
国
籍
等
及
び
在
留
資
格
又
は

入
管
特
例
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
の
記

載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を

証
す
る
書
類
の
写
し
）

二
　
従
事
さ
せ
た
者
が
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
し
た
手
法
及

び
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
点
検
に

お
い
て
参
考
と
し
た
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
当
該

書
類

４
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
一
条
第
四
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た

者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
一
条
第
四
項
に
よ
る
届
出
事
由
及
び
当
該

届
出
事
由
の
発
生
の
日

三
　
法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容

（
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
の
従
業
者
に
係
る
規
定
の
遵

守
の
た
め
の
措
置
）

第
百
五
十
条
　
法
第
百
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第

二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
並
び
に
法
第
百
三
十
五
条

の
規
定
の
遵
守
状
況
並
び
に
当
該
状
況
に
つ
い
て
調

査
し
、
及
び
分
析
し
た
結
果
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
又
は
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ

て
、
当
該
規
定
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
い
、
必

要
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
。

二
　
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
並
び
に
法
第
百
三
十
五
条

の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る

と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
整
理
し
、
及
び
分
析
す
る

こ
と
。

三
　
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
並
び
に
法
第
百
三
十
五
条

の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者

を
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条

及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
並
び
に
法
第
百
三
十
五
条

の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
必
要
な
監
査
を
実
施
す
る

こ
と
。

２
　
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

百
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十

三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
行
為
準

則
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者

（
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取
引
又
は
行
為
）

第
百
五
十
一
条
　
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
施
設
土
地
権
利
者
に
な
る
法
人
の
設
立

二
　
施
設
土
地
権
利
者
に
な
ろ
う
と
す
る
法
人
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
当
該
法
人
」
と
い
う
。
）
を
当

事
者
と
す
る
合
併
で
当
該
合
併
後
も
当
該
法
人
が
存

続
す
る
も
の

三
　
当
該
法
人
を
当
事
者
と
す
る
分
割

四
　
当
該
法
人
を
当
事
者
と
す
る
事
業
譲
渡

五
　
施
設
土
地
権
利
者
に
よ
る
包
括
遺
贈

（
認
可
の
申
請
）

第
百
五
十
二
条
　
法
第
百
三
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
申
請

に
係
る
土
地
が
当
該
申
請
に
係
る
施
設
土
地
に
関
す
る

権
利
以
外
の
権
利
（
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
権
利
を
除
く
。
）
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
権
利
の
種
別
及
び
内
容
並
び
に
当
該
権
利

を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
と
す

る
。

２
　
法
第
百
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
六
号
様
式

二
　
申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能

力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
の
そ
の
法
定

代
理
人
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
そ
の
役
員

又
は
申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
認
可
を
受
け
て
法

人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
の
当
該

法
人
の
役
員
　
別
記
第
七
号
様
式

３
　
法
第
百
三
十
七
条
第
二
項
第
五
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
理
由
書

ロ
　
申
請
者
が
特
定
施
設
土
地
権
利
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
法
第
百
三
十
六
条
第
五
項
に
規

定
す
る
事
由
の
生
じ
た
年
月
日
を
証
す
る
書
類

ハ
　
申
請
者
が
特
定
施
設
土
地
権
利
者
以
外
の
者
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
前
条
に
規
定
す

る
取
引
又
は
行
為
の
内
容
を
証
す
る
書
面

ニ
　
当
該
申
請
に
係
る
施
設
土
地
に
関
す
る
権
利

（
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
を

除
く
。
）
を
証
す
る
書
面

ホ
　
申
請
者
と
次
に
掲
げ
る
者
と
の
間
で
、
当
該
申

請
に
係
る
土
地
に
関
す
る
契
約
（
契
約
の
予
定
を

含
む
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
示
す

書
面

（１）
　
カ
ジ
ノ
事
業
者

（２）
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者

（３）
　
申
請
者
以
外
の
施
設
土
地
権
利
者
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
他
の
施
設
土
地
権
利
者

（４）
　
当
該
申
請
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る
施
設

土
地
に
関
す
る
権
利
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
者

ヘ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）

ト
　
申
請
者
に
法
定
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書

面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別

永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分

を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
）

チ
　
申
請
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為

能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
法
定
代
理
人
。
以
下
こ
の
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
別
記
第
十
号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の

記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成

し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ

る
同
意
書

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
当
該
申
請
に
係
る
前
条
に
規
定
す
る
取
引
又
は

行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準

ず
る
機
関
を
含
む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
当
該
株
主
総
会

又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機

関
に
あ
っ
て
は
、
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
）

ハ
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別

記
第
九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

ニ
　
申
請
者
の
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、

特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の

身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

ホ
　
申
請
者
の
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載

内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し

た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別

記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書
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三
　
申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
認
可
を
受
け
て
法
人

の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
法
人
が
株
式
移

転
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議

事
録
）
そ
の
他
の
当
該
法
人
の
設
立
に
必
要
な
手

続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
当
該
法
人
の
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー

ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の

他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

ハ
　
当
該
法
人
の
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問

票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記

載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成

し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
三
十
六
条
第
一

項
又
は
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
係
る
審
査
に
必
要

な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
六
条
第

一
項
又
は
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
変
更
の
承
認
）

第
百
五
十
三
条
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
は
、
法
第
百
四

十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一

条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
に
係
る
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特

別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分

を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定

款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
）

二
　
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
変
更
に
係
る
役
員
が
法

第
百
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ

る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
面

三
　
変
更
に
係
る
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別
記

第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号

様
式
）
に
よ
る
同
意
書

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
四
十
一
条
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
承

認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
一
条
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
一
項

の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
百
五
十
四
条
　
法
第
百
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と

す
る
。

一
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
本
籍
（
外
国
人
に
あ

っ
て
は
、
国
籍
等
）

ロ
　
法
定
代
理
人

ハ
　
法
定
代
理
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は
本

籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

（２）
　
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）

ニ
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
と
次
に
掲
げ
る
者
と
の

間
で
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
五
項
た
だ

し
書
の
認
可
に
係
る
土
地
に
関
す
る
契
約
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
内
容

（１）
　
カ
ジ
ノ
事
業
者

（２）
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者

（３）
　
申
請
者
以
外
の
施
設
土
地
権
利
者
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
他
の
施
設
土
地
権
利
者

（４）
　
こ
れ
ら
の
認
可
に
係
る
土
地
を
目
的
と
す
る

施
設
土
地
に
関
す
る
権
利
以
外
の
権
利
を
有
す

る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
者

二
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
又
は
住
所

ロ
　
代
表
者
（
役
員
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限

る
。
）

ハ
　
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く

は
本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

ニ
　
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

ホ
　
前
号
ニ
に
規
定
す
る
事
項

２
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
は
、
法
第
百
四
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該

届
出
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
変
更
の
内
容

三
　
変
更
し
た
年
月
日

３
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
実
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等

第
一
節
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
許

可
等

（
許
可
の
申
請
）

第
百
五
十
五
条
　
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
申
請
者
の

役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務
と
す
る
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
五
十
三
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
五
十
四
号
様
式

３
　
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
製
造
所
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
技
術
水
準
が
、

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
（
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
製
造
業
に
係
る
申
請
に
限
る
。
）

四
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

五
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
法
第
百

四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の
事
業
活
動
に
支
配
的

な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す

る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
に
係

る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を
的
確
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
百
五
十
六
条
　
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ

（
３
）
（
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
七
条

第
二
項
並
び
に
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の

障
害
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を
的
確
に

遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思

疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
許
可
書
等
）

第
百
五
十
七
条
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

二
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
許
可
の
年
月
日

二
　
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日

三
　
許
可
の
番
号

四
　
取
り
扱
う
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別

五
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
の
住
所

六
　
製
造
所
の
所
在
地
（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業

の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
許
可
に
条
件
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
件
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２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項

の
許
可
を
与
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
請
者
に
そ

の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
法
第
百
四
十
九
条
に
お

い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
許
可
書
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
理
由
を
付
し
た
書

面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
更
新
）

第
百
五
十
八
条
　
法
第
百
四
十
六
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
許
可
の
有
効
期
間

の
満
了
の
日
の
六
月
前
ま
で
の
間
（
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
同
条
第
二
項
の
更
新
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期

間
）
と
す
る
。

（
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
五
十
九
条
　
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

二
　
許
可
の
番
号

２
　
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
　
別
記
第
五
十
五
号
様
式

二
　
申
請
者
の
役
員
　
別
記
第
五
十
六
号
様
式

３
　
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
資
金
計
画

三
　
製
造
所
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
技
術
水
準
が
、

法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類
（
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
製
造
業
に
係
る
申
請
に
限
る
。
）

四
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

五
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

４
　
申
請
者
は
、
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
並
び
に
前
項

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
質
問
票

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
質
問
票
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
質
問
に
対
し
回
答
す
べ
き
内
容
が
申
請

者
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
質
問
票
で

あ
っ
て

終
の
も
の
に
示
し
た
回
答
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
更
新
質
問
票
に
記
載
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
質
問
に
係
る
回
答
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
回
答
に
係
る
そ
の
記

載
内
容
を
証
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
四
十
六

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
第
二

項
の
規
定
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

資
料
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
百
五
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
規
定

は
、
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
及
び
第
百
四
十
五
条
（
第

二
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
法
第
百
四

十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条

に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
お
け
る
法
第
百
四

十
六
条
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
五
十
五
条
第
四

項

前
項
各
号

第
百
五
十
九
条
第

三
項
各
号

第
百
五
十
七
条
第
一

項
第
一
号

許
可

法
第
百
四
十
六
条

第
二
項
の
更
新

第
百
五
十
七
条
第
二

項

法
第
百
四
十
三

条
第
一
項
の
許

可

（
合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
六
十
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、
法

第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
合
併
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
許
可
の
番
号
及
び
許
可
の
有
効
期
間

四
　
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会

社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
後
の
会
社
」
と

い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
合
併
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
合
併
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
合
併
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
合
併
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異

議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者

に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供

し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と

又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

十
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
合
併
後
の
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
五
十
七
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
合
併
後
の
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
五
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類
に
限
る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
五
十
五
条
第
三
項

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲

げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
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書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
合
併
後
の
会
社
の
事
業
活
動
に

支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に

よ
る
同
意
書
そ
の
他
の
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に

必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の

は
、
「
合
併
後
の
会
社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
六
十
一
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
分
割
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
許
可
の
番
号
及
び
許
可
の
有
効
期
間

四
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を
承

継
す
る
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
分
割
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
分
割
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
分
割
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
分
割
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各

別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た

こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当

の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

九
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

十
　
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
五

号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す

る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同

項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を

承
継
す
る
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
五
十
八
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

十
二
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を

承
継
す
る
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
五
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
一
号
イ
（
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類
に
限
る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
五
十
五
条
第
三
項

第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲

げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出

し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請

書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器

等
製
造
業
等
を
承
継
す
る
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配
的

な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す

る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の

は
、
「
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
を

承
継
す
る
会
社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
譲
渡
に
よ
る
地
位

の
承
継
の
承
認
）

第
百
六
十
二
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代

表
者
の
氏
名

二
　
事
業
譲
渡
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
許
可
の
番
号
及
び
許
可
の
有
効
期
間

四
　
事
業
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等

を
承
継
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
受

会
社
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の

他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書

五
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
事
業
譲
渡
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第

九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

六
　
譲
受
会
社
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
別
記
第
五
十
九
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七
　
譲
受
会
社
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類

（
当
該
役
員
が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
に
係
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
五
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
四
十
九

条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
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及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

六
号
イ
（
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

書
類
に
限
る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ

る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書

に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
譲
受
会
社
の
事
業
活
動
に
支
配

的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証

す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の

は
、
「
譲
受
会
社
」
と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
地
位
の
承
継
に
係
る
許
可
書
の
書
換
え
）

第
百
六
十
三
条
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

五
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う

と
す
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
の
地
位
を
承

継
し
た
会
社
は
、
設
立
登
記
又
は
変
更
登
記
の
完
了
後

直
ち
に
、
従
前
の
許
可
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
を
添

付
し
た
申
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
は
、
従
前
の
許
可
書
の
訂
正
に
代
え
て
、
新
た
な

許
可
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
）

第
百
六
十
四
条
　
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
百
五

十
一
条
又
は
第
百
五
十
四
条
の
規
定
を
遵
守
し
て
カ
ジ

ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造

業
を
遂
行
す
る
た
め
の
既
設
の
構
造
又
は
設
備
と
同
等

以
上
の
性
能
の
構
造
又
は
設
備
へ
の
変
更
及
び
そ
の
増

設
と
す
る
。

（
変
更
の
承
認
）

第
百
六
十
五
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
百
五
十
五
条
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

に
係
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の

承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
七
条
第

一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
百
六
十
六
条
　
法
第
百
四
十
七
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
の
名
称
又
は

住
所

二
　
組
織
図

三
　
役
員
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は

本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
等
）

四
　
役
員
の
役
職
名
又
は
担
当
業
務

五
　
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
款
（
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

２
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、
法
第
百
四
十

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
許
可
の
番
号

三
　
変
更
の
内
容

四
　
変
更
し
た
年
月
日

３
　
法
第
百
四
十
七
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
変
更
に
係
る
事
実
を
証
す
る
書
類

二
　
製
造
所
の
構
造
又
は
設
備
の
軽
微
な
変
更
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
軽
微
な
変
更
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
に
係
る
許
可
書
の
書
換
え
）

第
百
六
十
七
条
　
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
令
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十

八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
書
の
書
換
え
を
受
け

よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、
従

前
の
許
可
書
を
添
付
し
た
申
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
法
第
百
四
十
七
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
時
に
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

３
　
第
百
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
）

第
百
六
十
八
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
予
定
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
案
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二
　
理
由
書

三
　
変
更
箇
所
の
新
旧
対
照
表

四
　
株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の
必

要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

３
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
方
法
書
及
び
そ
の
変
更
の
認
可
）

第
百
六
十
九
条
　
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
に
係
る
業
務
の
一

部
を
他
の
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
行
わ
せ

る
業
務
の
内
容
並
び
に
行
わ
せ
る
者
の
選
定
に
係
る

基
準
及
び
手
続

二
　
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
務
等
に
従
事
す

る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
十
分
な
社
会
的
信

用
及
び
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
事
項

２
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
等
は
、
法
第
百
四
十

八
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
予
定
年
月
日

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
案
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二
　
理
由
書

三
　
変
更
箇
所
の
新
旧
対
照
表

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
八
条
第

二
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
七
十
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者
は
、

法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
合
併
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
認
定
の
番
号
及
び
認
定
の
有
効
期
間

四
　
合
併
後
存
続
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
会

社
又
は
外
国
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併

後
の
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
合
併
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
合
併
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
合
併
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
合
併
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
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定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異

議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者

に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供

し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と

又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

十
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
合
併
後
の
会
社
等
が
外
国
会
社
で
あ
る
と
き

は
、
合
併
に
係
る
外
国
法
令
に
係
る
手
続
の
実
施
状

況
を
示
す
書
類

十
二
　
合
併
後
の
会
社
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
書
類

ロ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類

ハ
　
別
記
第
六
十
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条
第

二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

十
三
　
合
併
後
の
会
社
等
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
役
員

が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
に

係
る
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五

十
五
条
第
三
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
六
十
一
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条

第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
二
号
イ
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に

限
る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
合
併
後
の
会
社
等
の
事
業
活
動

に
支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内

容
を
証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一

号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に

よ
る
同
意
書
そ
の
他
の
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資

料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
の
会
社
等
」

と
す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
七
十
一
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者

は
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

の
氏
名

二
　
分
割
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
認
定
の
番
号
及
び
認
定
の
有
効
期
間

四
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
を

承
継
す
る
会
社
又
は
外
国
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造

業
を
承
継
す
る
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
分
割
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
の

必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
分
割
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

六
　
分
割
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に

当
該
分
割
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式

に
よ
る
同
意
書

七
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

八
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七

百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第

八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条

第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
各

別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以
外
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）
を
し
た

こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当

の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

九
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

十
　
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
五

号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す

る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同

項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業

を
承
継
す
る
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
分
割

に
係
る
外
国
法
令
に
係
る
手
続
の
実
施
状
況
を
示
す

書
類

十
二
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業

を
承
継
す
る
会
社
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
書
類

ロ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類

ハ
　
別
記
第
六
十
二
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条

第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

十
三
　
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業

を
承
継
す
る
会
社
等
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
役
員

が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
に

係
る
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五

十
五
条
第
三
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
六
十
一
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条

第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
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準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

十
二
号
イ
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に

限
る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器

等
外
国
製
造
業
を
承
継
す
る
会
社
等
の
事
業
活
動
に
支

配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様

式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る

同
意
書
そ
の
他
の
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
に
よ
り
カ
ジ

ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
を
承
継
す
る
会
社
等
」
と

す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
の
譲
渡
に
よ
る
地

位
の
承
継
の
承
認
）

第
百
七
十
二
条
　
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者

は
、
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代

表
者
の
氏
名

二
　
事
業
譲
渡
予
定
年
月
日

三
　
承
継
に
係
る
認
定
の
番
号
及
び
認
定
の
有
効
期
間

四
　
事
業
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造

業
を
承
継
す
る
会
社
又
は
外
国
会
社
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
譲
受
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ロ
　
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ハ
　
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の

他
の
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
の

終
の
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書

五
　
事
業
譲
渡
の
当
事
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
が
別

記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並

び
に
当
該
事
業
譲
渡
の
当
事
者
が
作
成
し
た
別
記
第

九
号
様
式
に
よ
る
同
意
書

六
　
譲
受
会
社
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲

げ
る
書
類

ロ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類

ハ
　
別
記
第
六
十
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条

第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

る
書
面

七
　
譲
受
会
社
等
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十

五
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
役
員

が
申
請
者
の
役
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
に

係
る
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五

十
五
条
第
三
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除

く
。
）

ロ
　
別
記
第
六
十
一
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
条

第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

３
　
申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

六
号
イ
（
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限

る
。
）
及
び
ロ
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

書
類
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
書
類
の
内
容
が
既
に
カ
ジ

ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と

き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の

添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
譲
受
会
社
等
の
事
業
活
動
に
支

配
的
な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様

式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る

同
意
書
そ
の
他
の
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

定
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
受
会
社
等
」
と

す
る
。

６
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
地
位
の
承
継
に
係
る
認
定
書
の
書
換
え
）

第
百
七
十
三
条
　
法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第

三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条

第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す

る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
地
位
を
承
継

し
た
会
社
又
は
外
国
会
社
は
、
設
立
登
記
、
変
更
登
記

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為
の
完
了
後
直
ち
に
、
従
前

の
認
定
書
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
を
含
む
。
）
を
添
付
し
た
申
出
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
は
、
従
前
の
認
定
書
の
訂
正
に
代
え
て
、
新
た
な

認
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
等
の
許
可
に
関
す
る
規

定
の
準
用
）

第
百
七
十
四
条
　
第
百
五
十
五
条
か
ら
第
百
五
十
九
条
ま

で
、
第
百
六
十
四
条
か
ら
第
百
六
十
八
条
ま
で
及
び
第

百
六
十
九
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

法
第
百
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
、
令
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
八
条
又
は
令
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
四
十
三
条
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
（
第
一
項
第
二

号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
四
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
九

条
ま
で
の
規
定
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製

造
業
者
及
び
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
並
び
に

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら

れ
る
字
句

読

み

替

え

る

字

句

第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
一
号

別
記
第
五
十

三
号
様
式

別

記

第

六

十

四

号
様
式

第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号

別
記
第
五
十

四
号
様
式

別

記

第

六

十

一

号
様
式

第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
三
号

及
び
第
百
五
十
九
条
第
三
項
第

三
号

書
類
（
カ
ジ

ノ
関
連
機
器

等
製
造
業
に

係
る
申
請
に

限
る
。
）

書
類

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号

並
び
に
同
項
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
七
号
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
第
百
五
十
九
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
五
十
八
条
、
第
百
五
十
九

条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
六
十

五
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第

百
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号

許
可

認
定
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第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
六
号

（
第
百
五
十
九
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

所
在
地
（
カ

ジ
ノ
関
連
機

器
等
製
造
業

の
許
可
に
係

る
も
の
に
限

る
。
）

所
在
地

第
百
五
十
七
条
第
二
項
（
第
百

五
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

百
六
十
七
条
第
一
項

許
可
書

認
定
書

第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号

別
記
第
五
十

五
号
様
式

別

記

第

六

十

五

号
様
式

第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号

別
記
第
五
十

六
号
様
式

別

記

第

六

十

六

号
様
式

第
百
六
十
七
条
第
三
項

第
百
六
十
三

条
第
二
項

第

百

七

十

三

条

第
二
項

第
二
節
　
型
式
検
定
等

（
検
定
の
申
請
）

第
百
七
十
五
条
　
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造

業
者
若
し
く
は
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
又
は
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
別
記
第
六
十
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書

を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別

二
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
す
る
者
の

名
称

三
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
製
造
所
の
所
在
地

四
　
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
百
五

十
条
第
一
項
の
認
定
の
番
号

五
　
型
式
の
名
称

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
者
又
は
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
申
請
に
係
る
型
式
に
属
す
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
諸
元
表

（２）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
構
造
図
、
回

路
図
及
び
動
作
原
理
図

（３）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
並
び
に
電
磁
的

カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
部
品
及
び
装
置
の
構

造
、
材
質
及
び
性
能
の
説
明
を
記
載
し
た
書
類

（４）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
写
真

（５）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
取
扱
説
明
書

（６）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
ソ
ー
ス
コ
ー

ド
の
写
し

（７）
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
つ
い
て
あ
ら

か
じ
め
行
っ
た
技
術
上
の
規
格
へ
の
適
合
状
況

の
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
申
請
に
係
る
型
式
に
属
す
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が

第
百
七
十
七
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
を
説
明
す
る
書
類

二
　
申
請
者
が
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業
者
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
た
者
が

受
け
た
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
認

定
書
の
写
し

３
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
検
定
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
二

台
の
試
験
用
の
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
添
え
て

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
第
百
八
十
条
に
規
定
す
る
試
験
を
受
け
た
型
式
に
つ

い
て
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
書
類
に
代
え
て
、
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
交

付
さ
れ
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
検
定
に
合
格
さ
せ
た
と
き

は
そ
の
旨
を
、
合
格
さ
せ
な
い
と
き
は
理
由
を
付
し
て

そ
の
旨
を
、
申
請
者
に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
技
術
上
の
規
格
）

第
百
七
十
六
条
　
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
規
格
は
、

別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
設
備
等
の
基
準
）

第
百
七
十
七
条
　
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
四

の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

（
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
付
す
表
示
）

第
百
七
十
八
条
　
法
第
百
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
表
示
を
付
す
と
き
は
、
別
記
第
六
十
八
号
様
式
に
よ

る
表
示
を
当
該
検
定
に
合
格
し
た
型
式
の
電
磁
的
カ
ジ

ノ
関
連
機
器
等
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
毀
損
し
な

い
よ
う
付
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
表
示
を
付
す
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
表
示
を
当
該
検
定
に
合

格
し
た
型
式
の
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
電
磁
的

方
法
に
よ
り
記
録
し
、
特
定
の
操
作
に
よ
っ
て
当
該
電

磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
接
続
し
た
他
の
機
器
に
直

ち
に
明
瞭
な
状
態
で
表
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
検
定
の
有
効
期
間
）

第
百
七
十
九
条
　
法
第
百
五
十
二
条
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
試
験
）

第
百
八
十
条
　
法
第
百
七
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

公
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
示
に
係
る
試
験
事
務

を
行
う
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別
に
つ
い
て

検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
試
験
機
関
が
行

う
当
該
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
型
式
に
係
る
検

定
に
必
要
な
試
験
（
以
下
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
対

し
、
当
該
検
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
自
己
確
認
の
方
法
）

第
百
八
十
一
条
　
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
　
製
造
さ
れ
又
は
輸
入
さ
れ
る
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
の
設
計
が
、
別
表
第
二
の
非
電
磁
的
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
確
保
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な

方
法

二
　
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な

方
法

イ
　
製
造
さ
れ
又
は
輸
入
さ
れ
る
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
が
同
項
第
一
号
の
設
計
に
合
致
す
る

も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関

す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
事
項
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

（
自
己
確
認
実
施
製
造
業
者
等
の
届
出
）

第
百
八
十
二
条
　
法
第
百
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
自
己
確
認
実
施
製
造
業
者
等

は
、
別
記
第
六
十
九
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
さ
れ
又
は
輸
入
さ
れ
る
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
の
設
計
図
そ
の
他
の
当
該
非
電
磁
的
カ
ジ

ノ
関
連
機
器
等
の
設
計
が
別
表
第
二
の
非
電
磁
的
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

二
　
製
造
さ
れ
又
は
輸
入
さ
れ
る
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
が
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
設

計
に
合
致
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類

三
　
前
号
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項
が
適
切
で

あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
五
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出

を
し
た
者
に
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
己
確
認
の
記
録
の
保
存
）

第
百
八
十
三
条
　
自
己
確
認
実
施
製
造
業
者
等
は
、
法
第

百
五
十
四
条
第
四
項
の
記
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当

該
記
録
に
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
届

出
番
号
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
百
五
十
四
条
第
四
項
の
記
録
は
、
電
磁
的
記
録

又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
四
条

第
四
項
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
準
用
）

第
百
八
十
四
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
四
条

第
五
項
後
段
に
お
い
て
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
示
）

第
百
八
十
五
条
　
法
第
百
五
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
自
己
確
認
実
施
製
造
業
者
等
の
名
称

二
　
自
己
確
認
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
種
別

ロ
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
名
称

ハ
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
届
出
番
号

ニ
　
届
出
の
年
月
日

２
　
法
第
百
五
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
っ

て
行
う
。

（
検
査
の
記
録
の
作
成
）

第
百
八
十
六
条
　
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
の
記
録
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
検
査
を
行
っ
た
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に

係
る
届
出
番
号
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二
　
検
査
を
行
っ
た
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の

名
称

三
　
検
査
を
行
っ
た
年
月
日

四
　
検
査
を
行
っ
た
責
任
者
の
氏
名

五
　
検
査
の
結
果

２
　
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
記

録
は
、
電
磁
的
記
録
又
は
書
面
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の

作
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
付
す
表
示
）

第
百
八
十
七
条
　
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
表
示
は
、
別
記
第
七
十
号
様
式
に
よ
る
表
示
を
非
電

磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に

毀
損
し
な
い
方
法
で
付
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
表
示
を
付
す
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
非
電

磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
電
磁

的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
付
属
す
る
梱
包
又
は
容
器
そ

の
他
の
も
の
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
す
こ
と
が
で
き

る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
管
理
に
関
す
る
記
録
）

第
百
八
十
八
条
　
法
第
百
五
十
七
条
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
種
別

ロ
　
型
式
番
号
及
び
製
造
番
号

ハ
　
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
年
月

日
、
理
由
及
び
取
得
元
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

ニ
　
保
管
場
所
及
び
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
は
、
そ

の
年
月
日

ホ
　
保
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
年

月
日
（
亡
失
し
た
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
年
月
日
が

明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
時
期
）
及
び
そ
の

理
由
（
廃
棄
し
た
と
き
は
廃
棄
の
方
法
及
び
廃
棄

が
な
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
方
法
、
移
出
し
た
と
き

は
移
出
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
当
該
相
手
方
が
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
製
造
業
者
等
以
外
の
者
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
相
手
方
の
使
用
の
目
的
を
含
む
。
）
を

含
む
。
）

ヘ
　
保
守
又
は
修
理
を
し
た
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
修
理
業
者
の
場
合
に

限
る
。
）

（１）
　
保
守
又
は
修
理
の
年
月
日

（２）
　
保
守
又
は
修
理
の
実
施
者
名

（３）
　
保
守
又
は
修
理
の
内
容

二
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項

イ
　
種
別

ロ
　
届
出
番
号
及
び
そ
の
数
量

ハ
　
前
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
法
第
百
五
十
七
条
の
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
又
は
書

面
に
よ
り
作
成
し
、
記
録
に
係
る
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等

を
保
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
又
は
保
守
若
し
く
は

修
理
を
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
七
条

の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
節
　
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業
務

等
に
従
事
す
る
者
の
確
認
等

第
百
八
十
九
条
　
法
第
百
五
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
五
十
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
そ
の
従
事
す
る
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業

務
等
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

２
　
第
百
十
五
条
及
び
第
百
十
七
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま

で
の
規
定
は
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
令
第

三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
お
け
る
法

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
確
認
及
び
確
認
特
定
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
製
造
業
務
等
従
事
者
に
つ
い
て
、
第
百
二

十
三
条
の
規
定
は
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

令
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
百
二
十
三
条
の
規
定
に
お
け
る
確
認
特
定
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
製
造
業
務
等
従
事
者
に
係
る
措
置
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読

み

替

え

る

字
句

第
百
十
五
条
第
一
項
及

び
第
三
項
第
三
号
（
い

ず
れ
も
第
百
十
八
条
第

特

定

カ

ジ

ノ

業
務

特
定
カ
ジ
ノ
関

連
機
器
等
製
造

業
務
等

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
第
百
十
七
条
第
一
項

第
二
号
（
第
百
十
八
条

第
二
項
及
び
第
百
十
九

条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
十
五
条
第
一
項

別
記
第
三
十
二

号
様
式

別
記
第
七
十
一

号
様
式

第
百
十
五
条
第
二
項

別
記
第
三
十
三

号
様
式

別
記
第
七
十
二

号
様
式

第
百
十
五
条
第
三
項
第

二
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

カ
ジ
ノ
事
業
者
カ
ジ
ノ
関
連
機

器

等

製

造

業

者
等

第
百
十
五
条
第
三
項
第

三
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
百
二
十
三

条

第

一

項

第

一
号

法
第
百
五
十
八

条
第
三
項
に
お

い
て
令
第
三
十

三
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号

第
百
十
五
条
第
三
項
第

五
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
法
第
百
十
四

条
第
三
号
に
掲

げ
る
業
務
に
従

事
さ
せ
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
別
記

第
十
号
様
式
）

に
よ
る

に
よ
る

第
百
十
八
条
第
二
項
の

表
第
百
十
五
条
第
一
項

の
項

別
記
第
三
十
五

号
様
式

別
記
第
七
十
三

号
様
式

第
百
十
八
条
第
二
項
の

表
第
百
十
五
条
第
二
項

の
項

別
記
第
三
十
六

号
様
式

別
記
第
七
十
四

号
様
式

第
百
十
九
条
第
一
項

別
記
第
三
十
七

号
様
式

別
記
第
七
十
五

号
様
式

第
百
二
十
三
条
第
一
項

各
号

法

第

百

十

四

条
、

法
第
百
五
十
八

条
第
一
項
の
規

定
並
び
に
同
条

第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法

、

第

百

十

八

条
、
第
百
二
十

一
条
及
び
第
百

二
十
二
条

及

び

第

百

十

八
条

第
四
節
　
指
定
試
験
機
関

（
指
定
の
申
請
）

第
百
九
十
条
　
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
の
申
請
書
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連

機
器
等
の
種
別

四
　
申
請
者
の
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
申
請
者
の
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当
業
務

六
　
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の

主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
又
は
株
式

の
保
有
者
（
申
請
者
が
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
持
株
会
社
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
又
は
株
式
の
保
有
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
主
要
株
主
等

基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
又
は
株
式
の
保
有
者
が

法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人

の
氏
名
並
び
に
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款

二
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

三
　
別
記
第
七
十
六
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
九
条

第
五
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四
　
申
請
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を

証
す
る
資
料
並
び
に
申
請
者
が
作
成
し
た
別
記
第
九

号
様
式
に
よ
る
同
意
書

五
　
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
百
六

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
二
項

の
議
決
権
等
の
保
有
者
を
記
載
し
た
書
類

六
　
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
九
十

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
措
置
の
具
体
的
内
容
を
記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
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類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
別
記
第
七
十
七
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
九

条
第
五
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す

る
書
面

ハ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

八
　
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
主
要

株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
又
は
株
式
の
保

有
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国

人
に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者

証
明
書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
）

（２）
　
当
該
保
有
者
に
法
定
代
理
人
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留

カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

（
法
定
代
理
人
が
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及

び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
）

（３）
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
六
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
当
該
保
有
者
が
誓
約
す
る
書
面

（４）
　
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
当
該
保
有
者
が
営

業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し

な
い
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
百
六
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項

第
一
号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
当
該
保
有
者

の
法
定
代
理
人
が
誓
約
す
る
書
面

（５）
　
当
該
保
有
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一

の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
。
以
下
こ
の
（
５
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
別
記
第
十
号
様
式
（
当

該
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
別
記

第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項

を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す

る
資
料
並
び
に
当
該
保
有
者
が
作
成
し
た
別
記

第
十
一
号
様
式
（
当
該
法
定
代
理
人
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書

ロ
　
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
保
有
者
の
役
員
の
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
在
留

カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、
旅

券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）

（２）
　
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
六
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
二

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
当
該
保
有
者
が
誓
約
す
る
書
面

（３）
　
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
六
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一

号
ハ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
当
該
保
有
者
の
役

員
が
誓
約
す
る
書
面

（４）
　
当
該
保
有
者
が
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
質

問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ

の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
保
有

者
が
作
成
し
た
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
同

意
書

（５）
　
当
該
保
有
者
の
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に

よ
る
質
問
票
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の

及
び
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
並
び
に
当

該
役
員
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式
（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る

同
意
書

九
　
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た

書
類

十
　
貸
借
対
照
表

十
一
　
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
資
金
計
画

十
三
　
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ

確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ

と
を
説
明
し
た
書
類

３
　
法
第
百
五
十
九
条
第
五
項
第
二
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
試
験
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
に
当
た

っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

４
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ

の
他
の
関
係
を
通
じ
て
申
請
者
の
事
業
活
動
に
支
配
的

な
影
響
力
を
有
す
る
者
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す

る
資
料
、
当
該
者
が
作
成
し
た
別
記
第
十
一
号
様
式

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
同

意
書
そ
の
他
の
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
の
更
新
の
申
請
）

第
百
九
十
一
条
　
法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
更
新
を
受
け

よ
う
と
す
る
指
定
試
験
機
関
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
同
条
第
二
項
各
号

（
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ

れ
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
て

い
る
同
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書

に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

指
定
試
験
機
関
は
、
前
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
号

ハ
に
規
定
す
る
質
問
票
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更

新
質
問
票
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
質
問
に
対
し

回
答
す
べ
き
内
容
が
申
請
者
が
既
に
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
た
質
問
票
で
あ
っ
て

終
の
も
の
に
示
し

た
回
答
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
更
新
質

問
票
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
質
問
に
係
る
回

答
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
回
答
に
係
る
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
資
料
に
つ

い
て
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
資

料
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
百
六
十
条
第
三
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則

で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
第
二
項
の
更
新
を
受
け
よ
う

と
す
る
指
定
試
験
機
関
が
現
に
受
け
て
い
る
指
定
の
有

効
期
間
の
満
了
の
日
の
六
月
前
ま
で
の
間
（
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
同
条
第
二
項
の
更
新

の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け

た
期
間
）
と
す
る
。

４
　
法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及

び
第
五
項
並
び
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

定
は
、
法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
五
十
九
条
第
四

項
及
び
第
五
項
中
「
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

百
六
十
条
第
三
項
の
」
と
、
前
条
第
四
項
中
「
第
二
項

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
百
九
十
二
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
百
六
十
一
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所

二
　
選
任
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
役
職
名
及
び
担
当

業
務

三
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
業
務
に
係
る
人
的
構
成
及
び
組
織
図
を
記
載
し
た

書
面

二
　
選
任
の
役
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人

に
あ
っ
て
は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
、
住
民
票
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書

類
の
写
し
）
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登

記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
）

ロ
　
別
記
第
七
十
七
号
様
式
に
よ
る
法
第
百
五
十
九

条
第
五
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す

る
書
面

ハ
　
当
該
役
員
が
別
記
第
十
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
る
質
問
票
に
必

要
な
事
項
を
記
載
し
た
も
の
及
び
そ
の
記
載
内
容

を
証
す
る
資
料
並
び
に
当
該
役
員
が
作
成
し
た
別

記
第
十
一
号
様
式
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
る
同
意
書

３
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
申
請
者
に
対
し
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項

の
認
可
に
係
る
審
査
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
並
び
に
第
百
九
十
条
第
三
項
及
び
第
五
項

の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
認
可
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
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（
変
更
の
届
出
）

第
百
九
十
三
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す

る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
指
定
試
験
機
関

は
、
そ
の
変
更
が
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登

記
事
項
証
明
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
試
験
機
関
は
、
役
員
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
が
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
は
、
そ
の
役
員
の
戸
籍

謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
票
、

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
（
法
人

に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
事
業
計
画
の
認
可
等
の
申
請
等
）

第
百
九
十
四
条
　
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
指
定
試
験
機
関
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え

て
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
法
第
百
六
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
試
験
機
関
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
変
更
後
の
事
業
計

画
書
及
び
収
支
予
算
書
並
び
に
変
更
箇
所
の
新
旧
対
照

表
を
添
え
て
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
の
理
由

３
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
二
条
第

一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
試
験
事
務
規
程
）

第
百
九
十
五
条
　
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
指
定
試
験
機
関
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
申
請
書
に
試
験
事
務
規
程
を
添
え
て
、
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
試
験
機
関
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
変
更
後
の
試
験
事

務
規
程
及
び
変
更
箇
所
の
新
旧
対
照
表
を
添
え
て
、
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
理
由

３
　
試
験
事
務
規
程
に
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
手
数
料
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
試
験
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関

す
る
事
項

四
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関

す
る
事
項

五
　
特
定
試
験
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
者
の
十
分
な
社
会
的
信
用
及
び
法
第
百
六
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

六
　
特
定
試
験
業
務
に
従
事
す
る
者
の
選
任
及
び
解
任

並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

七
　
試
験
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

八
　
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
交
付
す
る
方
法

に
関
す
る
事
項

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
試
験
事
務
の
実

施
に
関
し
必
要
な
事
項

４
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
三
条
第

一
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
議
決
権
等
の
保
有
者
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
九
十
六
条
　
第
二
章
第
一
節
第
二
款
の
規
定
は
、
法

第
百
六
十
四
条
に
お
い
て
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
章
第
一
節
第
二
款
の

規
定
に
お
け
る
指
定
試
験
機
関
（
株
式
会
社
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
主
要
株
主
等
基
準
値
以
上
の
数
の
議

決
権
又
は
株
式
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
及
び
保

有
者
に
な
る
法
人
等
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
並
び

に
議
決
権
又
は
株
式
の
保
有
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
試
験
業
務
に
従
事
す
る
者
の
確
認
等
）

第
百
九
十
七
条
　
法
第
百
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
七
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
そ
の
従
事
す
る
特
定
試
験
業
務
を
適
正
か
つ
確

実
に
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す

る
。

２
　
第
百
十
五
条
及
び
第
百
十
七
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま

で
の
規
定
は
法
第
百
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第

三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
十
五
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
確
認
及
び
確
認
特
定
試
験
業

務
従
事
者
に
つ
い
て
、
第
百
二
十
三
条
の
規
定
は
法
第

百
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
令
第
三
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
三
条
の
規

定
に
お
け
る
確
認
特
定
試
験
業
務
従
事
者
に
係
る
措
置

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ

る
字
句

読

み

替

え

る

字
句

第
百
十
五
条
第
一
項

（
第
百
十
八
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第

百
十
七
条
第
一
項
第
二

号
（
第
百
十
八
条
第
二

項
及
び
第
百
十
九
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

特
定
カ
ジ
ノ
業

務

特
定
試
験
業
務

第
百
十
五
条
第
一
項

別
記
第
三
十
二

号
様
式

別
記
第
七
十
八

号
様
式

第
百
十
五
条
第
二
項

別
記
第
三
十
三

号
様
式

別
記
第
七
十
九

号
様
式

第
百
十
五
条
第
三
項
第

二
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

カ
ジ
ノ
事
業
者

指
定
試
験
機
関

第
百
十
五
条
第
三
項
第

三
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
百
二
十
三

条
第
一
項
第
一

号

法
第
百
六
十
五

条
第
三
項
に
お

い
て
令
第
三
十

七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号

特
定
カ
ジ
ノ
業

務
を
的
確

特
定
試
験
業
務

を

適

正

か

つ

確
実

第
百
十
五
条
第
三
項
第

五
号
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
法
第
百
十
四
条

第
三
号
に
掲
げ

る
業
務
に
従
事

さ
せ
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
別
記
第

に
よ
る

十
号
様
式
）
に

よ
る

第
百
十
八
条
第
二
項
の

表
第
百
十
五
条
第
一
項

の
項

別
記
第
三
十
五

号
様
式

別
記
第
八
十
号

様
式

第
百
十
八
条
第
二
項
の

表
第
百
十
五
条
第
二
項

の
項

別
記
第
三
十
六

号
様
式

別
記
第
八
十
一

号
様
式

第
百
十
九
条
第
一
項

別
記
第
三
十
七

号
様
式

別
記
第
八
十
二

号
様
式

第
百
二
十
三
条
第
一
項

各
号

法
第
百
十
四
条
、
法
第
百
六
十
五

条
第
一
項
の
規

定
並
び
に
同
条

第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法

、
第
百
十
八
条
、

第
百
二
十
一
条

及
び
第
百
二
十

二
条

及

び

第

百

十

八
条

（
指
定
試
験
機
関
の
試
験
の
結
果
）

第
百
九
十
八
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
を
終
了
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
試
験
を
受
け
た
者
に
対
し
、
試

験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
百
九
十
九
条
　
法
第
百
六
十
七
条
の
帳
簿
は
、
電
磁
的

記
録
又
は
書
面
を
も
っ
て
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
ご

と
に
作
成
し
、
前
条
の
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

の
写
し
と
と
も
に
、
記
録
に
係
る
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連

機
器
等
の
型
式
に
つ
い
て
の
検
定
の
有
効
期
間
の
満
了

の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
検
定

に
合
格
し
て
い
な
い
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
型

式
に
あ
っ
て
は
、
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
交

付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
）

の
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
七
条

の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
帳
簿
の
記
録
事
項
）

第
二
百
条
　
法
第
百
六
十
七
条
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
試
験
を
受
け
た
者
の
名
称

二
　
試
験
を
受
け
た
者
が
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
輸
入
業

者
の
場
合
は
、
申
請
に
係
る
型
式
の
電
磁
的
カ
ジ
ノ

関
連
機
器
等
を
製
造
し
た
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国

製
造
業
者
の
認
定
番
号

三
　
試
験
の
申
請
を
受
理
し
た
日

四
　
試
験
の
申
請
に
係
る
型
式
の
名
称
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五
　
第
百
九
十
八
条
の
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

を
交
付
し
た
日

六
　
手
数
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
）

第
二
百
一
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
百
六
十
八
条
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
事
務
の

範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

２
　
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
八
条
の

許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
試
験
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
二
百
二
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
百
六
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
、
法
第
百
六
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
又
は
法
第
百
七
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
試
験

事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
そ
の
他
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る

事
項第

六
章
　
入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料

（
証
票
の
様
式
等
）

第
二
百
三
条
　
法
第
百
八
十
条
第
一
項
の
証
票
の
う
ち
、

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
交
付
す
る
証
票
は
別
記
第
八
十

三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
認
定
都
道
府
県
等
が
交

付
す
る
証
票
は
別
記
第
八
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

２
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
及
び
認
定
都
道
府
県
等
は
、
カ

ジ
ノ
施
設
の
営
業
の
開
始
ま
で
に
、
法
第
百
八
十
条
第

一
項
の
証
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
項
）

第
二
百
四
条
　
法
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
当
該
月
に
お
け
る
入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等

入
場
料
が
賦
課
（
再
賦
課
及
び
再
々
賦
課
を
含
む
。
）

さ
れ
た
入
場
者
の
数

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
過
誤
納
金
等
の
充
当
）

第
二
百
五
条
　
法
第
百
八
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
に
基
づ
き
納
付
し
た
入
場
料
納
入
金
若
し
く
は
認
定

都
道
府
県
等
入
場
料
納
入
金
の
額
が
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
決
定
し
た
額
を
超
え

る
と
き
の
そ
の
超
え
る
額
又
は
入
場
料
納
入
金
若
し
く

は
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
納
入
金
に
係
る
過
誤
納
金

の
充
当
は
、
未
納
の
も
の
に
延
滞
金
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
入
場
料
納
入
金
又

は
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
納
入
金
か
ら
充
当
す
る
も

の
と
す
る
。

（
加
算
金
の
徴
収
に
係
る
通
知
等
）

第
二
百
六
条
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
百
八
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
金
を
徴
収
す
る
場
合
に

は
、
同
条
第
三
項
の
通
知
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て

三
十
日
を
経
過
す
る
日
を
そ
の
納
付
期
限
と
定
め
、
カ

ジ
ノ
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
納
付
す
べ
き
加
算
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
事
項

二
　
納
付
期
限

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
特
別
加
算
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十
四
条
第
三
項

の
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
項
第
一
号
中
「
加
算
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
加

算
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納

付
金

（
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
）

第
二
百
七
条
　
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
十
六

条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
払
手
段
）

第
二
百
八
条
　
法
第
百
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
払
手
段
は
、
第
五

十
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十

三
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
）

第
二
百
九
条
　
法
第
百
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
月
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額

二
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
種

類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
月
に
お
け
る
当
該
イ
か
ら

ニ
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
額

イ
　
第
四
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
カ

ジ
ノ
行
為
の
種
類
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
カ

ジ
ノ
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

も
の
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
ご
と
の

カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額
及
び
同
号
イ
の
額

（
１
）
　

バ
カ

ラ

（
一
）
　
バ
カ
ラ
（
別
表
第
一
の
第
一

に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
、
（
二
）

に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を

い
う
。
）

（
二
）
　
ノ
ー
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
バ
カ
ラ

（
別
表
第
一
の
第
一
に
規
定
す
る
方

法
の
う
ち
、
同
表
の
第
一
の
８
の

三
に
規
定
す
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

（
２
）
　

ト
ゥ

エ
ン

テ
ィ

ワ
ン

（
一
）
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
（
別
表

第
一
の
第
二
の
１
に
規
定
す
る
方

法
の
う
ち
、
（
二
）
に
規
定
す
る
も

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）

（
二
）
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
（
６
Ｔ

Ｏ
５
）
（
別
表
第
一
の
第
二
の
１
に

規
定
す
る
方
法
の
う
ち
、
同
表
の

第
二
の
１
の
十
二
の
ニ
に
規
定
す

る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）

（
三
）
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ
ッ

チ

（
四
）
　
ポ
ン
ツ
ー
ン

（
３
）
　

ポ
ー

カ
ー

（
一
）
　
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー

（
二
）
　
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー

（
三
）
　
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー

ナ
ス

（
四
）
　
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー

（
五
）
　
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド

（
４
）
　

ル
ー

レ
ッ

ト

（
一
）
　
シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト

（
二
）
　
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト

ロ
　
第
四
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
オ

マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
及
び
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ポ
ー

カ
ー
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額

ハ
　
第
四
十
条
第
三
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
行

わ
れ
た
カ
ジ
ノ
行
為
ご
と
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益

の
額

ニ
　
第
四
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
カ
ジ
ノ
行
為
　
電

子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

種
類
ご
と
の
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額
及
び
同
号

イ
の
額

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
の
申
告

及
び
徴
収
に
関
す
る
準
用
）

第
二
百
十
条
　
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
六
条
の
規
定

は
、
法
第
百
九
十
五
条
に
お
い
て
法
第
八
章
第
二
節
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
章
　
雑
則

（
申
請
書
等
の
内
容
の
変
更
）

第
二
百
十
一
条
　
法
の
規
定
に
基
づ
き
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
し
た
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
の
内
容
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
者
は
速
や
か
に
そ
の

変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
を
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
に
用

い
る
言
語
）

第
二
百
十
二
条
　
法
の
規
定
に
基
づ
き
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

会
に
提
出
す
る
申
請
書
又
は
届
出
書
は
、
日
本
語
で
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
に
つ
い
て
は
、
外
国
語
で
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
法
の
規
定
に
基
づ
き
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
提
出
す

る
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
書
類
は
、
規
則
で
別
に

定
め
る
場
合
を
除
き
、
日
本
語
又
は
英
語
で
作
成
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
英
語
で
作
成

し
た
と
き
は
、
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
言
語
で
書
類

を
作
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
同
項
本
文
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
を
他
の
言
語
で
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項

後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国
製
造
業
者
に
対
す
る
報
告

徴
収
）

第
二
百
十
三
条
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
法
第
二
百
九

条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
外
国

製
造
業
者
に
対
し
て
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
と
き
は
、

そ
の
理
由
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
処
分
の
公
示
）

第
二
百
十
四
条
　
法
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
公
示
は
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
委
託
に
係
る
基
準
）

第
二
百
十
五
条
　
法
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
の
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
委
託
に
係
る
事
務
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
委
託
に
係
る
事
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
と
利
益
が
相
反
す
る
こ
と
と

な
ら
な
い
こ
と
。

四
　
委
託
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
従
業
者
で
あ
っ
て
当

該
委
託
に
係
る
事
務
（
当
該
事
務
が
カ
ジ
ノ
事
業
者

若
し
く
は
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
係
る
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
た
め

に
必
要
な
調
査
又
は
監
督
の
た
め
に
必
要
な
調
査
の

一
部
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
も
の
が
、

当
該
事
務
に
従
事
し
て
い
る
間
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業

者
の
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他

の
委
託
に
係
る
事
務
の
公
正
性
及
び
信
頼
性
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
認
可
主
要
株
主
等
又
は
法
第
五
十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
四
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

ロ
　
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
、
当
該
カ
ジ
ノ
施
設

供
用
事
業
者
の
認
可
主
要
株
主
等
又
は
法
第
百
三

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

ハ
　
認
可
施
設
土
地
権
利
者
又
は
法
第
百
三
十
六
条

第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

（
審
査
費
用
の
概
算
額
の
返
還
の
通
知
）

第
二
百
十
六
条
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
令
第
五
十
条

の
規
定
に
よ
る
返
還
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
返
還

し
よ
う
と
す
る
額
及
び
当
該
額
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
に
対
し
て
返
還
の
請
求
を
す
べ
き
旨
を
法
第
二

百
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
算

額
を
納
付
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
十

九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
二
日
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三

百
四
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
五
日
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
国
際
的
な
不
正
資
金
等
の
移
動
等
に

対
処
す
る
た
め
の
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国

際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九

十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
号
に
規
定
す
る
外
国
為
替

及
び
外
国
貿
易
法
の
目
次
等
の
改
正
規
定
並
び
に
改
正

法
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
施

行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
方
法
（
第
三
条
第
一
項
関

係
）第

一
　
バ
カ
ラ

１
　
使
用
す
る
用
具

４
組
か
ら
８
組
ま
で
の
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩
及

び
意
匠
が
同
じ
デ
ッ
キ
の
集
合
（
以
下
こ
の
第
一

に
お
い
て
「
ス
タ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す

る
。

２
　
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化

ト
ラ
ン
プ
は
、
次
の
一
又
は
二
に
定
め
る
と
お
り
に

初
期
化
を
行
っ
た
ス
タ
ッ
ク
が
納
め
ら
れ
た
デ
ィ

ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
（
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
又

は
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
の
機
能
を
備
え
る
ト
ラ

ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か

ら
引
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
二
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ

ー
に
よ
り
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た
ス
タ
ッ
ク
を

顧
客
に
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
が
見
え
な
い
よ

う
、
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
を
デ
ィ
ー
ラ
ー
側
、

裏
面
を
顧
客
側
に
向
け
て
置
く
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
使
用
す
る
ス
タ
ッ
ク
が
プ
リ
シ

ャ
ッ
フ
ル
マ
ル
チ
デ
ッ
キ
で
あ
る
と
き
は
、

ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
に
よ
り
シ
ャ
ッ
フ

ル
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
又
は
顧
客

が
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
差
し
込
ん
だ
後
、
当
該

カ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
基
準
に
ス
タ
ッ
ク
の
手
前

と
奥
と
を
入
れ
替
え
る
。

ハ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
該
ス
タ
ッ
ク
に
再
度

カ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
差
し
込
み
、
ト
ラ
ン
プ
が

裏
面
を
上
面
と
し
て
引
か
れ
る
よ
う
に
デ
ィ

ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
に
納
め
、
バ
ー
ン
（
１
枚

以
上
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
き
、
次
に
ス
タ
ッ
ク

を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
ト
ラ
ン
プ

を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う

こ
と
を
い
う
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

う
。

二
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
の
機
能
を
備
え
る
ト

ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ス
タ
ッ
ク
を
ト
ラ
ン
プ
が
裏
面

を
上
面
と
し
て
引
か
れ
る
よ
う
に
デ
ィ
ー
リ
ン

グ
シ
ュ
ー
の
機
能
を
備
え
る
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ

フ
ラ
ー
に
納
め
、
当
該
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ

ー
に
よ
り
ス
タ
ッ
ク
が
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た

後
、
バ
ー
ン
を
行
う
。

３
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当
該

区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
並
び
に
８
の
三
に
規

定
す
る
オ
ッ
ズ
を
適
用
す
る
場
合
は
そ
の
オ
ッ
ズ

又
は
ノ
ー
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
バ
カ
ラ
で
あ
る
旨
が
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面

に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置

く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
二
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。

イ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点
数
が
バ
ン
カ
ー
側
の

点
数
よ
り
大
き
い
こ
と
に
対
す
る
賭
け

ロ
　
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の

点
数
よ
り
大
き
い
こ
と
に
対
す
る
賭
け

ハ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点
数
と
バ
ン
カ
ー
側
の

点
数
が
同
じ
こ
と
に
対
す
る
賭
け

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言

す
る
。

５
　

初
の
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

一
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場

合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す

る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
１
枚
ず
つ
４
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
引
き
、
１
枚
目
及
び
３
枚
目
の
ト
ラ
ン

プ
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
と
し
て
、
２
枚
目
及
び
４

枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
を
バ
ン
カ
ー
側
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
配
布
す
る
。

二
　
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
の
種
類
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

点
数
と
す
る
。

イ
　
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
　
１
点

ロ
　
２
か
ら
９
ま
で
の
ト
ラ
ン
プ
　
当
該
ト
ラ

ン
プ
の
数
字
に
対
応
す
る
点
数

ハ
　
１
０
、
Ｊ
、
Ｑ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
　

０
点

三
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
（
以
下
こ
の
第
一
に
お
い
て
「
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
」
と
い
う
。
）
及
び
バ
ン
カ
ー
側
に
配

布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
こ
の
第
一

に
お
い
て
「
バ
ン
カ
ー
手
札
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計

し
た
点
数
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
又
は
バ
ン
カ
ー

手
札
の
点
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
が
１
０
点
以
上
と
な
る
場
合

は
、
当
該
点
数
か
ら
１
０
点
を
減
じ
た
点
数
を

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
又
は
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点
数

と
す
る
。

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
及
び
バ

ン
カ
ー
手
札
の
点
数
を
発
表
す
る
。

６
　
ト
ラ
ン
プ
の
追
加
配
布

一
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
０
点
か
ら
７
点

ま
で
の
場
合
で
あ
っ
て
、
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点

数
が
０
点
か
ら
７
点
ま
で
の
と
き
は
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
の
点
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
行
為
を
行
う
。

イ
　
０
点
か
ら
５
点
ま
で
　
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
引
き
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
に
配
布
す
る
。

ロ
　
６
点
及
び
７
点
　
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点
数

が
０
点
か
ら
５
点
ま
で
の
と
き
に
限
り
、
１

枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配

布
す
る
。

二
　
一
の
イ
の
規
定
に
よ
り
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
に
ト

ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
バ
ン

カ
ー
手
札
の
点
数
が
０
点
か
ら
６
点
ま
で
の
と

き
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
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に
掲
げ
る
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点
数
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る

行
為
を
行
う
。

イ
　
０
点
か
ら
２
点
ま
で
　
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
す
る
。

ロ
　
３
点
　
一
の
イ
の
規
定
に
よ
り
プ
レ
イ
ヤ

ー
側
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
こ
の

二
に
お
い
て
「
追
加
ト
ラ
ン
プ
」
と
い
う
。
）

の
点
数
が
８
点
以
外
の
と
き
に
限
り
、
１
枚

の
ト
ラ
ン
プ
を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布

す
る
。

ハ
　
４
点
　
追
加
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
が
２
点
か

ら
７
点
ま
で
の
と
き
に
限
り
、
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
す
る
。

ニ
　
５
点
　
追
加
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
が
４
点
か

ら
７
点
ま
で
の
と
き
に
限
り
、
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
す
る
。

ホ
　
６
点
　
追
加
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
が
６
点
又

は
７
点
の
と
き
に
限
り
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
引
き
、
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
す
る
。

三
　
一
又
は
二
の
規
定
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
の
追
加

配
布
が
あ
っ
た
場
合
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
又

は
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点
数
に
当
該
追
加
配
布
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
加
え
た
点
数
を
プ
レ

イ
ヤ
ー
側
又
は
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
が
１

０
点
以
上
と
な
る
場
合
は
、
当
該
点
数
か
ら
１

０
点
を
減
じ
た
点
数
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
又
は
バ

ン
カ
ー
側
の
点
数
と
す
る
。

四
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
又
は
バ
ン
カ
ー
側
に
ト
ラ
ン

プ
の
追
加
配
布
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
又
は
バ
ン
カ
ー
手
札
の
点
数
を
プ
レ

イ
ヤ
ー
側
又
は
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
と
す
る
。

７
　
勝
敗
の
決
定

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
及
び
バ
ン

カ
ー
側
の
点
数
並
び
に
当
該
点
数
が
大
き
い
側

又
は
点
数
が
等
し
い
こ
と
を
発
表
す
る
。

二
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
決
定
す
る
。

イ
　
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点
数
が
バ
ン
カ
ー

側
の
点
数
よ
り
大
き
い
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数

が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点
数
よ
り
大
き
い
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
側
の
点
数
と
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
が

同
じ
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と

な
る
。

ロ
　
４
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
が
プ
レ
イ
ヤ
ー

側
の
点
数
よ
り
大
き
い
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点

数
が
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
よ
り
大
き
い
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
プ
レ

イ
ヤ
ー
側
の
点
数
と
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
が

同
じ
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と

な
る
。

ハ
　
４
三
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
の
点
数
と
バ
ン
カ
ー

側
の
点
数
が
同
じ
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

８
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ

た
勝
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭

け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
４
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
９
対
２
０

ハ
　
４
三
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
　
８
対
１

三
　
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
勝
金
額
に
つ
い
て
、
４
三
の
ロ
に
掲
げ
る

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対

し
て
、
１
対
１
（
バ
ン
カ
ー
側
の
点
数
が
６
点

の
と
き
に
限
り
、
１
対
２
）
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
４
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
４
の
二
の
区
画
に
つ
い
て
、
４
三
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
も

の
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け

る
バ
カ
ラ
の
方
法
は
、
１
か
ら
８
ま
で
の
規
定

に
よ
る
ほ
か
、
二
及
び
三
の
規
定
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

イ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ペ
ア
と
な
る
こ
と
に

対
す
る
賭
け

ロ
　
バ
ン
カ
ー
手
札
が
ペ
ア
と
な
る
こ
と
に
対

す
る
賭
け

二
　
一
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
の
勝
敗
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

イ
　
一
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ペ
ア
と
な
っ
た
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け

と
な
る
。

ロ
　
一
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
バ
ン
カ
ー
手
札
が
ペ
ア
と
な
っ
た
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ

以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と

な
る
。

三
　
一
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
勝
ち
と

な
っ
た
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭

金
に
対
し
て
、
１
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算

出
す
る
。

１
０
　
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か

れ
た
場
合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ッ
ト
カ
ー
ド

が
引
か
れ
た
ラ
ウ
ン
ド
の
次
の
ラ
ウ
ン
ド
（
ラ
ウ

ン
ド
の

初
に
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
と
き

は
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
）
が
終
わ
っ
た
後
に
、
使
用

し
て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
ス
タ
ッ
ク
を
初

期
化
す
る
。

１
１
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
チ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減

少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭

金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直
さ
せ
る

こ
と
。

ロ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
次
に
掲
げ

る
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
「
不
適
切
ト
ラ
ン
プ
」

と
い
う
。
）
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
使
用

し
て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
新
た
な
ス

タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る
こ
と
。

（１）
　
裏
面
が
傷
付
き
、
又
は
印
が
付
け
ら
れ

た
状
態
そ
の
他
ト
ラ
ン
プ
の
裏
面
を
見
て

表
面
の
数
字
若
し
く
は
文
字
又
は
ス
ー
ト

を
推
測
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
ト
ラ
ン
プ

（２）
　
当
該
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
に
納
め

た
デ
ッ
キ
の
ト
ラ
ン
プ
以
外
の
ト
ラ
ン
プ

ハ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
２
枚
以
上

の
ト
ラ
ン
プ
が
同
時
に
引
か
れ
た
こ
と
。
　

当
該
ト
ラ
ン
プ
の
順
番
が
特
定
で
き
る
場
合

は
当
該
順
番
に
従
っ
て
使
用
し
、
当
該
順
番

が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に

お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
の
中
に
ト
ラ
ン

プ
が
無
い
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
表
面
を
上

面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　

当
該
ト
ラ
ン
プ
が
ラ
ウ
ン
ド
の
１
枚
目
に
引

か
れ
た
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
場
合
は
当
該
ト
ラ

ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て

扱
い
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ

が
裏
面
を
上
面
と
し
て
引
か
れ
た
も
の
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
。

ヘ
　
５
の
一
に
規
定
す
る
順
番
と
異
な
る
順
番

で
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　
当
該

ト
ラ
ン
プ
を
５
の
一
に
規
定
す
る
順
番
で
配

布
す
る
こ
と
。

ト
　
６
の
一
又
は
二
に
規
定
す
る
条
件
と
異
な

る
条
件
で
ト
ラ
ン
プ
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
又
は

バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　
次
の

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

（１）
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
場
合
　
当
該

ト
ラ
ン
プ
を
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
す
る
こ

と
。

（２）
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
に
配

布
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
場
合
　
当

該
ト
ラ
ン
プ
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
に
配
布
す

る
こ
と
。

（３）
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
又
は

バ
ン
カ
ー
側
の
い
ず
れ
に
も
配
布
す
べ
き

も
の
で
は
な
か
っ
た
場
合
　
当
該
ト
ラ
ン

プ
の
表
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
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き
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
次
の
ラ
ウ
ン
ド
に

お
け
る
１
枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
使
用

し
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
当
該
ト
ラ
ン
プ

を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱

う
こ
と
。

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、

第
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
バ
カ
ラ
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
ト
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭

金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す

る
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

ハ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン

ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
い
て
使
用
し
た
ス
タ
ッ
ク
が
引

き
続
き
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
使
用
し

て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
新
た
な
ス
タ

ッ
ク
を
初
期
化
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当

該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に

返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は

当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客

か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ニ
　
５
の
一
に
規
定
す
る
順
番
と
異
な
る
順
番

で
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
、
又
は
６

の
一
若
し
く
は
二
に
規
定
す
る
条
件
と
異
な

る
条
件
で
ト
ラ
ン
プ
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
側
若
し

く
は
バ
ン
カ
ー
側
に
配
布
さ
れ
、
若
し
く
は

配
布
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン

ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は

当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客

に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き

は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧

客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ホ
　
８
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回
収

し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を

該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
当

該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

ヘ
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と

も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ト
　
８
又
は
９
の
三
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の

支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す

る
顧
客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額

よ
り
多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を

支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す

る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
う
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
２
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
バ
カ
ラ
を
行
う
場
合
の
第
一
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
１
一
の
イ
並
び
に
二

の
イ
、
ロ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
並
び
に
１
３
の
規

定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
３
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
３
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
４
の
一
、
二
及
び
四
、
５
の
一
及
び
四
並
び

に
７
の
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
四
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）

に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
４
の
四
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

三
　
４
の
二
、
８
の
二
及
び
三
並
び
に
９
の
三
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作

装
置
を
使
用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け

に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

四
　
８
の
一
前
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る

賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ
ー

操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
表
示
装

置
に
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

１
３
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用

す
る
バ
カ
ラ
（
デ
ッ
キ
に
相
当
す
る
表
示
を
使
用

し
、
か
つ
、
４
三
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
賭

け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
９
一
の
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
賭
け
以
外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
う
場
合
は
、
第
一
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
一
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
、
２
、
１
０
、
１
１

及
び
１
２
（
一
か
ら
四
ま
で
以
外
の
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の

他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

一
　
１
２
の
一
か
ら
四
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
バ
カ

ラ
を
行
う
場
合
の
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

二
　
５
及
び
６
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
ト

ラ
ン
プ
の
配
布
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
の
表
示
装
置
に
そ
の
結
果
が
表
示
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
の

数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー
ト
は
、
シ
ャ
ッ
フ
ル

さ
れ
た
ス
タ
ッ
ク
を
使
用
し
た
場
合
に
当
該
数

字
又
は
文
字
及
び
ス
ー
ト
が
表
示
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
が
引
か
れ
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す

る
も
の
と
す
る
。

１
４
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
１
２
又
は
１
３
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
、
１
２
又
は
１
３
に
お
い
て

適
用
す
る
第
一
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
バ
カ
ラ

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
実
が
、
６
の
処
理
が
終
了
し
た

後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
配
布
さ
れ

た
ト
ラ
ン
プ
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝
敗

に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行

う
も
の
と
す
る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
　
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン

１
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
の
方
法
は
、
次
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

４
組
か
ら
８
組
ま
で
の
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩

及
び
意
匠
が
同
じ
デ
ッ
キ
の
集
合
（
以
下
こ
の
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１
に
お
い
て
「
ス
タ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
を
使

用
す
る
。

二
　
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化

第
一
の
２
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
に
係

る
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

三
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当

該
区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
、
十
の
ロ
に
定

め
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し
た
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
に
対
し
て
ト
ラ
ン
プ
を
追
加
で
配
布
す
る

条
件
並
び
に
顧
客
が
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
係

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手

札
に
対
す
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
以
下
こ

の
１
に
お
い
て
「
主
た
る
区
画
」
と
い
う
。
）

に
そ
れ
ぞ
れ
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
集
合
を

い
う
。
以
下
こ
の
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
ブ

ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
（

初
に
配
布
さ
れ
た
２
枚

の
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
が
２
１

点
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
１
（
十
三

の
イ
、
十
四
、
十
六
イ
の
（
１
３
）
及
び
十
七

か
ら
十
九
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
オ
ッ
ズ
が
、
業
務
方

法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従

っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

四
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
当
該
区
画
に
係
る
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
十
一
ロ

の
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
１
に
お
い
て

「
手
札
に
対
す
る
賭
け
」
と
い
う
。
）
に
対
応

す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

五
　

初
の
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

イ
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
次
の
（
１
）
又

は
（
２
）
の
う
ち
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し

た
方
法
で
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
。

（１）
　
賭
金
が
置
か
れ
て
い
る
主
た
る
区
画
及

び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て

配
布
し
た
後
、
１
枚
目
を
配
布
し
た
主
た

る
区
画
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
す
る
方

法
（
九
の
ハ
及
び
十
の
イ
に
お
い
て
「
ノ

ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
」
と
い
う
。
）

（２）
　
賭
金
が
置
か
れ
て
い
る
主
た
る
区
画
及

び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て

配
布
し
た
後
、
１
枚
目
を
配
布
し
た
主
た

る
区
画
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
１
枚
を
裏
面
を
上
面
と

し
て
配
布
す
る
方
法
（
八
及
び
十
の
イ
に

お
い
て
「
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
」
と
い

う
。
）

ロ
　
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
は
、
次
の
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
の
種
類

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
点
数
と
す
る
。

（１）
　
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
　
１
点
又
は
１
１
点

（
た
だ
し
、
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点
と

し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
各
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
（
以
下
こ

の
１
に
お
い
て
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
」
と
い
う
。
）
又
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数

（
以
下
こ
の
１
に
お
い
て
「
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
点
数
」
と
い
う
。
）
が
２
１
点
を

超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

直
前
に
配
布
さ
れ
た
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
（
既

に
１
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
は
１
点
と
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点
と

し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が

２
１
点
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト
ラ

ン
プ
は
１
１
点
と
す
る
。
）

（２）
　
２
か
ら
９
ま
で
の
ト
ラ
ン
プ
　
当
該
ト

ラ
ン
プ
の
数
字
に
対
応
す
る
点
数

（３）
　
１
０
、
Ｊ
、
Ｑ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
　

１
０
点

ハ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
表
面
を

上
面
と
し
て
配
布
さ
れ
た
１
枚
目
の
ト
ラ
ン

プ
（
以
下
こ
の
第
二
に
お
い
て
「
ア
ッ
プ
カ

ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
点
数
が
２
点
か
ら
９

点
ま
で
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場
合
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に

係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各

ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

六
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

イ
　
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
に
対
し
て
、

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と
に
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
の

点
数
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目

の
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
の
合
計
が
２
１
点
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
１
に
お

い
て
「
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
。
）
に

参
加
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
す

る
顧
客
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る

主
た
る
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
２
分
の
１
を

上
限
と
す
る
額
の
賭
金
を
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

に
対
応
す
る
区
画
に
置
く
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
し
た
顧
客
は
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目
の
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
が
１
０
点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
２
対

１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

七
　
イ
ー
ブ
ン
マ
ネ
ー

イ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の

ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、

当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す

る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客
に
対
し
て
、

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と
に
、
当
該
賭
金
と
同

額
の
勝
金
（
以
下
こ
の
七
に
お
い
て
「
イ
ー

ブ
ン
マ
ネ
ー
」
と
い
う
。
）
を
受
け
取
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
イ
ー
ブ
ン
マ
ネ
ー
を
受
け
取
る
顧
客
に

つ
い
て
は
、
十
一
及
び
十
二
の
規
定
は
適
用

せ
ず
、
イ
ー
ブ
ン
マ
ネ
ー
を
支
払
う
も
の
と

す
る
。

ロ
　
当
該
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い

る
顧
客
の
全
員
が
イ
ー
ブ
ン
マ
ネ
ー
を
受
け

取
っ
た
と
き
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス

タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用

さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す

る
。

八
　
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
特
例

ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
が
配
布

さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
ア
ッ
プ
カ
ー

ド
が
Ａ
又
は
１
０
点
の
ト
ラ
ン
プ
の
と
き
（
六

又
は
七
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
規
定
に
定
め
る
処
理
を
行
っ
た
後
に

限
る
。
）
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
自
身
に
配
布

さ
れ
た
２
枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
が
顧
客
に

見
え
な
い
よ
う
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ

ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

処
理
を
行
う
。

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

で
あ
る
場
合
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た

２
枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
し
、
直
ち

に
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

で
な
く
、
か
つ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ブ
ラ

ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
　
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
な
い
こ
と
を

発
表
し
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手

札
に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
直
ち
に
勝
敗
の

決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を

初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト

ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で

な
い
こ
と
を
発
表
す
る
。

九
　
顧
客
の
選
択

イ
　
１
人
の
顧
客
が
一
の
主
た
る
区
画
に
賭
金

を
置
い
た
場
合
は
当
該
顧
客
を
、
２
人
以
上
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の
顧
客
が
一
の
主
た
る
区
画
に
賭
金
を
置
い

た
場
合
は
当
該
顧
客
の
う
ち
の
１
人
を
、
当

該
一
の
主
た
る
区
画
に
係
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
対
し
て
ハ
及
び
ニ
の
選
択
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
者
（
以
下
こ
の
九
に
お
い
て
「
決

定
権
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と

に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
を
発
表
す

る
。

ハ
　
決
定
権
者
が
ニ
に
定
め
る
行
為
を
行
っ
て

い
な
い
場
合
（
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル

に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で

な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
決
定
権
者
は
当

該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る

賭
け
へ
の
参
加
を
や
め
る
こ
と
（
以
下
こ
の

１
及
び
３
に
お
い
て
「
サ
レ
ン
ダ
ー
」
と
い

う
。
）
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に

サ
レ
ン
ダ
ー
が
選
択
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
係
る
主
た
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
の

２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
回
収
し
、
残
り

の
賭
金
を
当
該
賭
金
を
置
い
た
顧
客
に
そ
れ

ぞ
れ
返
還
す
る
と
と
も
に
、
次
に
ス
タ
ッ
ク

を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ニ
　
決
定
権
者
が
サ
レ
ン
ダ
ー
を
選
択
し
な
か

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の

点
数
が
２
０
点
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
決
定

権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
繰
り
返
し
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
行
為
が
選
択
さ
れ
た

場
合
は
、
直
ち
に
（
（
１
）
又
は
（
２
）
に

定
め
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加

し
て
い
る
顧
客
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
の

（
一
）
若
し
く
は
（
二
）
又
は
（
２
）
の

（
一
）
若
し
く
は
（
二
）
に
定
め
る
処
理
を

行
っ
た
後
、
直
ち
に
）
当
該
行
為
を
行
う
も

の
と
し
、
決
定
権
者
が
い
ず
れ
の
行
為
も
選

択
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
係
る
こ
の
九
に
お
け
る
顧
客
の
処
理

を
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
２
枚
の
同
じ
点
数

の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
も
の
（
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
が
Ａ
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
（
１
）

に
規
定
す
る
ス
プ
リ
ッ
ト
を
行
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
対

し
て
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
ト
ラ
ン

プ
を
分
け
、
各
ト
ラ
ン
プ
に
対
し
て
そ
れ

ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
さ
せ
、
そ

れ
ぞ
れ
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
２
組
の

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
を
形
成
す
る
こ
と
（
以

下
こ
の
第
二
に
お
い
て
「
ス
プ
リ
ッ
ト
」

と
い
う
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客

は
次
に
定
め
る
処
理
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
（
四
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る
区
画

に
置
い
た
賭
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
１

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
額
の

賭
金
を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
プ

リ
ッ
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
そ
れ
ぞ
れ
同
額
の
賭

金
が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
ス
プ
リ
ッ
ト
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
う
ち
当
該
顧
客
の
当
初
の
賭
金

が
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
を
選
択

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
は
、
当
該
当
初
の
賭
金

に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
当
該
主
た
る

区
画
の
う
ち
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
の
直
近
の
位
置
に
置
く
こ
と

で
、
当
該
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
（
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス
プ
リ
ッ
ト
を

行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

対
し
て
、
賭
金
を
追
加
し
、
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
配
布
さ
せ
る
こ
と
（
以
下
こ
の
第

二
に
お
い
て
「
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
」
と
い

う
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
は
次

に
定
め
る
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る

賭
金
を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
も
の

と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
当

該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初
の
賭

金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
賭
金

を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

（３）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
が

行
わ
れ
た
も
の
及
び
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン

プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス

プ
リ
ッ
ト
を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
配
布
さ
せ
る
こ
と
。

ホ
　
ニ
の
（
２
）
又
は
（
３
）
の
規
定
に
よ
り

ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
が
２
１
点
を
超
え
た
場
合
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に

係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各

ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ヘ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ハ
並
び
に
ニ
の

（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
行
為
に
つ
い

て
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
サ
レ
ン
ダ
ー
　
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
決
定
権
者
は
サ
レ
ン
ダ
ー
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
　
ニ
の
（
１
）
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
の
主
た
る
区
画
に
係
る

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
数
が
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
定
め
る
数
を
超
え
た
場
合
に
、
決
定
権

者
は
ス
プ
リ
ッ
ト
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（３）
　
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
　
ニ
の
（
２
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
（
一
）
又
は

（
二
）
に
定
め
る
と
お
り
行
う
こ
と
。

（一）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
カ
ジ
ノ

事
業
者
が
定
め
る
点
数
で
な
い
場
合

に
、
決
定
権
者
は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（二）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対
し
て
、
決
定
権
者

は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

十
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
追

加
配
布

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
全
て
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
つ
い
て
九
に
規
定
す
る
処
理
を
行
っ
た

後
、
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
場
合
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
ホ
ー
ル

カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
場
合
は
自
身
に
配
布
さ
れ

た
裏
向
き
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
（
１
）
又
は

（
２
）
の
う
ち
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し
た

条
件
に
従
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
対
し

て
ト
ラ
ン
プ
を
追
加
で
配
布
し
、
又
は
配
布

し
な
い
も
の
と
す
る
。

（１）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が
１
６
点
以

下
の
場
合
は
ト
ラ
ン
プ
を
追
加
で
配
布

し
、
１
７
点
以
上
の
場
合
は
ト
ラ
ン
プ
を

配
布
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（２）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が
１
７
点

（
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
１
１
点
と
す
る
Ａ

の
ト
ラ
ン
プ
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）
又

は
１
６
点
以
下
の
場
合
は
ト
ラ
ン
プ
を
追

加
で
配
布
し
、
１
７
点
（
デ
ィ
ー
ラ
ー
手

札
が
１
１
点
と
す
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
含

む
場
合
を
除
く
。
）
又
は
１
８
点
以
上
の

場
合
は
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
し
な
い
も
の
と

す
る
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て

の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点
を
超

え
た
場
合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
勝

敗
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

十
一
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
と
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
を
比
較
す

る
。
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ロ
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
決
定
す
る
。

（１）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
る
。

（一）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ

ッ
ク
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手

札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
な
い
場
合

（二）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

の
点
数
よ
り
高
い
場
合
（
（
一
）
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（三）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

の
点
数
が
２
１
点
を
超
え
た
場
合
（

（
一
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（２）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ

ッ
ク
で
あ
り
、
か
つ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
な
い
場
合

（
（
三
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（二）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
よ
り
高
い
場
合
（
（
一
）
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（三）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
た
場
合

（３）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
の
点
数
が
同
じ
場
合
（
（
１
）
の

（
一
）
又
は
（
２
）
の
（
一
）
若
し
く
は

（
三
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
当
該

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る

賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

十
二
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け

に
参
加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額

の
勝
金
を
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

算
出
さ
れ
た
勝
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と

す
る
。

ロ
　
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
対
し
て
ス
プ
リ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル
ダ

ウ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る
区
画
に
賭
金
を
置

い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
十
一
ロ
（
２
）
の

（
一
）
に
掲
げ
る
場
合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、

当
初
の
賭
金
の
み
を
回
収
し
、
ス
プ
リ
ッ
ト

又
は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ

り
置
か
れ
た
賭
金
は
回
収
し
な
い
も
の
と
す

る
。

ハ
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
主
た
る
区
画

に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
次
の
（
１
）

又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
当
該
区
画
に
係
る
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
　
３

対
２

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

１
対
１

ニ
　
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
当
該
主
た
る
区
画
に
係
る
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
場
合

の
勝
金
額
に
つ
い
て
、
当
該
主
た
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
６
対
５
の
オ
ッ

ズ
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
あ
っ
て
は
七
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

十
三
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
四
の
ハ
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
四
の
ロ
の
区
画
に
つ
い
て
、
四

の
ハ
に
定
め
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
に
加

え
、
主
た
る
区
画
に
配
布
さ
れ
た

初
の
２

枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
ペ
ア
と
な
る
こ
と
に
対
す

る
賭
け
（
以
下
こ
の
十
三
に
お
い
て
「
ペ
ア

サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
の
方
法
は
、

一
か
ら
十
二
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
ロ

か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
当
該
顧
客
が
参
加
し
た
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ

ッ
ト
に
係
る
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
ペ
ア
と
な

っ
た
場
合
に
当
該
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当

該
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

ハ
　
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
ペ
ア
サ
イ
ド

ベ
ッ
ト
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金

に
対
し
て
、
１
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算

出
す
る
。

ニ
　
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
勝
金
額
に
つ
い
て
、
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ

ッ
ト
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に

対
し
て
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

掲
げ
る
当
該
ペ
ア
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
係
る
２

枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
ス
ー
ト
が
同
じ
ペ

ア
　
２
５
対
１

（２）
　
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
ス
ー
ト
が
ダ
イ
ヤ

及
び
ハ
ー
ト
又
は
ス
ペ
ー
ド
及
び
ク
ラ
ブ

で
あ
る
ペ
ア
　
１
２
対
１

（３）
　
ペ
ア
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
　
６
対
１

十
四
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
選
択
事
項

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
に
定

め
、
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
十
二
ハ
の
（
１
）
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

に
よ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
及
び
十
二
の
ニ
に

定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ッ
ズ

に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

イ
　
五
の
イ
に
定
め
る
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
方
法

ロ
　
九
ヘ
の
（
１
）
の
規
定
の
適
用
の
有
無

ハ
　
九
ヘ
の
（
２
）
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
定
め

る
数

ニ
　
九
ヘ
（
３
）
の
（
一
）
の
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
定
め
る
点
数

ホ
　
九
ヘ
（
３
）
の
（
二
）
の
規
定
の
適
用
の

有
無

ヘ
　
十
の
ロ
に
定
め
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
対

す
る
ト
ラ
ン
プ
の
追
加
条
件

十
五
　
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引

か
れ
た
場
合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ッ
ト
カ

ー
ド
が
引
か
れ
た
ラ
ウ
ン
ド
が
終
了
し
た
後

に
、
使
用
し
て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
ス

タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る
。

十
六
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ

て
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ

れ
る
前
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で

に
掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
当
該
（
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
第
二
の
１
の
規
定
に
従
わ
ず
に

顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　

当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は

減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当

該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直

さ
せ
る
こ
と
。

（２）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切

ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も

に
、
使
用
し
て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収

し
、
新
た
な
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る
こ

と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
２
枚
以

上
の
ト
ラ
ン
プ
が
同
時
に
引
か
れ
た
こ

と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
の
順
番
が
特
定
で

き
る
場
合
は
当
該
順
番
に
従
っ
て
使
用

し
、
当
該
順
番
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は

当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。

（４）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
の
中
に
ト
ラ

ン
プ
が
無
い
こ
と
。
　
ス
タ
ッ
ク
の
う
ち

既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
初
期
化
し

て
当
該
ラ
ウ
ン
ド
を
継
続
し
、
当
該
ラ
ウ

ン
ド
が
終
了
し
た
後
に
、
使
用
し
て
い
る

ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
ス
タ
ッ
ク
を
初
期

化
す
る
こ
と
。

（５）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
表
面
を

上
面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ

と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ

た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。
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（６）
　
五
の
イ
に
規
定
す
る
順
番
と
異
な
る
順

番
で
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　

五
の
イ
に
規
定
さ
れ
た
順
番
で
ト
ラ
ン
プ

を
配
布
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
六
か
ら
九

ま
で
に
定
め
る
処
理
の
一
部
が
行
わ
れ
た

後
に
当
該
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。

（７）
　
賭
金
が
置
か
れ
て
い
る
主
た
る
区
画
に

２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
当
該

主
た
る
区
画
の
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
の
当
該
手
札
に
対
す
る
賭
け

に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
し
、
当
該
主
た
る
区
画
に

ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
て
い
る
場
合
は
当

該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

（８）
　
第
二
の
１
の
規
定
に
従
わ
ず
に
ト
ラ
ン

プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ

が
表
向
き
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
当
該

ト
ラ
ン
プ
を
次
に
配
布
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ

と
し
て
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
当

該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

（９）
　
九
に
定
め
る
顧
客
の
選
択
に
先
立
っ
て

六
又
は
七
に
定
め
る
処
理
を
行
う
べ
き
状

況
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
わ
な
か
っ
た
こ

と
。
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚

目
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に
さ
れ
る
前
で

あ
る
場
合
は
顧
客
に
対
し
て
六
又
は
七
に

定
め
る
処
理
を
行
い
、
当
該
ト
ラ
ン
プ
が

表
向
き
に
さ
れ
た
後
で
あ
る
場
合
は
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（１０）
　
顧
客
が
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
若

し
く
は
（
２
）
に
定
め
る
額
よ
り
も
多
い

額
又
は
少
な
い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ

と
。
　
置
か
れ
た
賭
金
が
当
該
定
め
る
額

よ
り
も
多
い
場
合
は
当
該
定
め
る
額
と
の

差
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
し
、
少
な
い
場

合
は
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
当
該
顧

客
に
追
加
で
置
か
せ
る
こ
と
。

（１１）
　
全
て
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対
し
て
九

の
ハ
又
は
ニ
に
定
め
る
処
理
が
行
わ
れ
る

前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
内
容
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
こ
と
（
八
の
ロ
又
は
ハ
の
規
定

に
よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ

ャ
ッ
ク
で
な
い
こ
と
を
発
表
し
た
場
合
を

除
く
。
）
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
九

の
ハ
又
は
ニ
に
定
め
る
処
理
が
行
わ
れ
る

前
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対

す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客
の
当
該
手
札

に
対
す
る
賭
け
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ

た
も
の
と
し
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の

各
ト
ラ
ン
プ
は
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

（１２）
　
九
の
ニ
の
規
定
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
を
配

布
す
べ
き
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
ト
ラ
ン

プ
を
配
布
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
対
し
て
当
該
規
定
に
よ
り
ト
ラ

ン
プ
を
配
布
し
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン

プ
を
配
布
さ
れ
な
か
っ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し

た
顧
客
の
当
該
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
結

果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
当
該

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に

使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
こ

と
。

（１３）
　
（
１
）
か
ら
（
１
２
）
ま
で
に
掲
げ
る

事
実
の
ほ
か
、
第
二
の
１
で
定
め
る
方
法

に
よ
り
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝

金
の
支
払
後
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま

で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速

や
か
に
当
該
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
第
二
の
１
の
規
定
に
従
わ
ず
に

顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金

に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭

金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧

客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負

け
と
な
っ
た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
に
返
還
す
る
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
第
二
の
１
の
規
定
に
従
わ
ず
に

顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
こ

と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少

さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧

客
に
支
払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に

係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合

は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当

該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切

ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も

に
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
使
用
し
た

ス
タ
ッ
ク
が
引
き
続
き
使
用
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
使
用
し
て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回

収
し
、
新
た
な
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ

た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当

す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支

払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金

に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

（４）
　
五
の
イ
に
規
定
す
る
順
番
と
異
な
る
順

番
で
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　

当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ
た

賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払

わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に

相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収

す
る
こ
と
。

（５）
　
顧
客
が
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
若

し
く
は
（
２
）
に
定
め
る
額
よ
り
も
多
い

額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客

が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と
当
該

定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る
勝
金
に
相
当

す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該

顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て

負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と

当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
返
還
す
る
こ

と
。

（６）
　
顧
客
が
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
若

し
く
は
（
２
）
に
定
め
る
額
よ
り
も
少
な

い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
当
該
顧

客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と
当

該
定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る
勝
金
に
相

当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
い
、
当
該

顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て

負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と

当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
回
収
す
る
こ

と
。

（７）
　
九
の
ハ
又
は
十
二
の
イ
若
し
く
は
ロ
の

規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回
収
し
た
こ

と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当

す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
当
該

賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払

う
こ
と
。

（８）
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回

収
し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相

当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す

る
と
と
も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を

支
払
っ
た
と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（９）
　
六
の
ハ
、
七
の
イ
、
十
二
又
は
十
三
の

ハ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の

支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当

す
る
顧
客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定

の
額
よ
り
多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に

勝
金
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場

合
を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客

か
ら
回
収
し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場

合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ

な
か
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額

を
当
該
顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

ハ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ロ
の
（
１
）
か
ら

（
９
）
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る

顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客

が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
七
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
を
行
う
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場
合
の
第
二
の
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
十
六
イ
の
（
１
）
及
び
（
１
０
）
並
び
に

ロ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
５
）
か
ら
（
９
）

ま
で
並
び
に
十
八
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の

と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
三
中

「
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る

の
は
、
「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

ロ
　
四
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
五
の
イ
及
び
ハ
、

六
の
イ
、
七
の
イ
、
八
並
び
に
九
の
ロ
及
び

ホ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
に
よ
る
行
為
又
は
処
理
（
ト
ラ
ン
プ
の
配

布
及
び
操
作
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
に
相
当

す
る
事
項
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置
（
ニ
に

お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）
に

表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
ニ
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す
る
。

ハ
　
四
の
ロ
、
五
の
イ
、
六
の
イ
及
び
ハ
、
九

の
イ
、
ハ
及
び
ニ
、
十
二
の
ロ
か
ら
ニ
ま

で
、
十
三
の
ハ
及
び
ニ
並
び
に
十
六
イ
の

（
７
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
顧
客

が
顧
客
操
作
装
置
を
使
用
し
て
金
銭
を
賭
け

る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
イ

ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金

が
置
か
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

ニ
　
七
の
イ
、
九
の
ハ
並
び
に
十
二
の
イ
前
段

及
び
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
賭

金
の
回
収
及
び
返
還
並
び
に
勝
金
の
支
払
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ

の
結
果
は
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

十
八
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る

ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
（
デ
ッ
キ
に
相
当
す
る
表

示
を
使
用
し
、
か
つ
、
四
の
ハ
に
規
定
す
る
賭

け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
十
三
の
イ
に
規
定

す
る
賭
け
以
外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
う
場
合
は
、
第
二
の
１
に
定
め
る
方
法
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け

る
第
二
の
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

一
、
二
、
十
五
、
十
六
及
び
十
七
（
イ
か
ら
ニ

ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
十
七
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
は
、
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る

ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
を
行
う
場
合
の
第
二
の

１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
十
七
の
ロ
中
「
、
八
並

び
に
九
の
ロ
及
び
ホ
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

ロ
、
八
、
九
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
十
の
イ
並

び
に
十
一
の
イ
」
と
、
「
配
布
及
び
操
作
」

と
あ
る
の
は
「
配
布
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

ロ
　
三
及
び
五
か
ら
十
三
ま
で
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
は
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に

そ
の
結
果
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
表
示
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
又
は
文

字
及
び
ス
ー
ト
は
、
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た
ス

タ
ッ
ク
を
使
用
し
た
場
合
に
同
じ
数
字
又
は

文
字
及
び
ス
ー
ト
が
表
示
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

が
引
か
れ
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る

も
の
と
す
る
。

ハ
　
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
イ
に
お

い
て
準
用
す
る
十
七
の
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
ほ
か
、
顧
客
に
よ
る
行
為
は
顧
客
操

作
装
置
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す

る
。

十
九
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
十
七
又
は
十
八
に
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作

式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し

た
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
十
七
又
は

十
八
に
お
い
て
適
用
す
る
第
二
の
１
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
実
が
、
十
の
処
理
が

終
了
し
た
後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
に
従
っ
て
決
定

し
た
賭
け
の
勝
敗
に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及

び
勝
金
の
支
払
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
イ
の
た
だ
し
書
に
定

め
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難

で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成

し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ
ッ
チ
の
方
法
は
、
次

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

６
組
か
ら
８
組
ま
で
の
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩

及
び
意
匠
が
同
じ
デ
ッ
キ
の
集
合
（
以
下
こ
の

２
に
お
い
て
「
ス
タ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
を
使

用
す
る
。

二
　
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化

第
一
の
２
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

三
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当

該
区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
に
対
し
て
ト
ラ
ン
プ
を
追
加
で
配
布
す
る

条
件
並
び
に
顧
客
が
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
係

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手

札
に
対
す
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
以
下
こ

の
２
に
お
い
て
「
主
た
る
区
画
」
と
い
う
。
）

に
そ
れ
ぞ
れ
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
集
合
を

い
う
。
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
ブ

ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
（

初
に
配
布
さ
れ
た
２
枚

の
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
が
２
１

点
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
２
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
オ
ッ
ズ
が
、
業
務

方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に

従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

四
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
当
該
区
画
に
係
る
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
（
２
四
の
ハ
に
規
定
す
る
一
対
の

区
画
に
そ
れ
ぞ
れ
配
布
さ
れ
た
２
枚
目
の
ト

ラ
ン
プ
に
つ
い
て
２
八
の
ニ
に
規
定
す
る
ス

イ
ッ
チ
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
区
画
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ト
ラ
ン
プ
の

集
合
を
含
む
。
２
六
の
イ
及
び
２
八
の
ニ
を

除
き
、
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
２
の
十
に
お
い
て
準

用
す
る
１
十
一
ロ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ

の
２
に
お
い
て
「
手
札
に
対
す
る
賭
け
」
と

い
う
。
）
に
対
応
す
る
も
の
と
し
、
主
た
る

区
画
は
２
個
を
一
対
の
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
規
定
に
よ
り
賭
け
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
顧
客
は
、
一
対
の
も
の

で
あ
る
２
個
の
区
画
（
以
下
こ
の
２
に
お
い

て
「
一
対
の
区
画
」
と
い
う
。
）
の
両
方
に

同
額
の
賭
金
を
置
く
こ
と
で
、
当
該
２
個
の

主
た
る
区
画
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

五
　

初
の
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

イ
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
次
の
（
１
）
又

は
（
２
）
の
う
ち
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し

た
方
法
で
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
。

（１）
　
賭
金
が
置
か
れ
て
い
る
主
た
る
区
画
及

び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て

配
布
し
た
後
、
１
枚
目
を
配
布
し
た
主
た

る
区
画
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
す
る
方

法
（
２
八
の
ハ
及
び
２
九
の
イ
に
お
い
て

「
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
」
と
い
う

。
）

（２）
　
賭
金
が
置
か
れ
て
い
る
主
た
る
区
画
及

び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て

配
布
し
た
後
、
１
枚
目
を
配
布
し
た
主
た

53



る
区
画
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
１
枚
を
裏
面
を
上
面
と

し
て
配
布
す
る
方
法
（
２
の
七
及
び
２
九

の
イ
に
お
い
て
「
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー

ル
」
と
い
う
。
）

ロ
　
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
は
、
次
の
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
の
種
類

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
点
数
と
す
る
。

（１）
　
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
　
１
点
又
は
１
１
点

（
た
だ
し
、
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点
と

し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
各
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
（
以
下
こ

の
２
に
お
い
て
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
」
と
い
う
。
）
又
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数

（
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
「
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
点
数
」
と
い
う
。
）
が
２
１
点
を

超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

直
前
に
配
布
さ
れ
た
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
（
既

に
１
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
は
１
点
と
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点
と

し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が

２
１
点
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト
ラ

ン
プ
は
１
１
点
と
す
る
。
）

（２）
　
２
か
ら
９
ま
で
の
ト
ラ
ン
プ
　
当
該
ト

ラ
ン
プ
の
数
字
に
対
応
す
る
点
数

（３）
　
１
０
、
Ｊ
、
Ｑ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
　

１
０
点

六
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

イ
　
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
に
対
し
て
、

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と
に
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
の

点
数
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目

の
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
の
合
計
が
２
１
点
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
２
に
お

い
て
「
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
。
）
に

参
加
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
す

る
顧
客
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る

主
た
る
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
２
分
の
１
を

上
限
と
す
る
額
の
賭
金
を
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

に
対
応
す
る
区
画
に
置
く
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
し
た
顧
客
は
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目
の
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
が
１
０
点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
２
対

１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

七
　
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
特
例

ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
が
配
布

さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
ア
ッ
プ
カ
ー

ド
が
Ａ
又
は
１
０
点
の
ト
ラ
ン
プ
の
と
き
（
六

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
規
定
に
定
め
る
処
理
を
行
っ
た
後
に
限
る
。
）

は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
２

枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
が
顧
客
に
見
え
な
い

よ
う
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ

ク
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
処
理
を
行
う
。

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

で
あ
る
場
合
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た

２
枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
し
、
直
ち

に
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
デ
ィ
ー

ラ
ー
手
札
が
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
な
い
こ

と
を
発
表
す
る
。

八
　
顧
客
の
選
択

イ
　
１
人
の
顧
客
が
一
対
の
区
画
に
賭
金
を
置

い
た
場
合
は
当
該
顧
客
を
、
２
人
以
上
の
顧

客
が
一
対
の
区
画
に
賭
金
を
置
い
た
場
合
は

当
該
顧
客
の
う
ち
の
１
人
を
、
当
該
一
対
の

区
画
に
係
る
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対

し
て
ハ
、
ニ
及
び
ヘ
の
選
択
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
者
（
以
下
こ
の
八
に
お
い
て
「
決
定

権
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と

に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
を
発
表
す

る
。

ハ
　
決
定
権
者
が
ヘ
に
定
め
る
行
為
を
行
っ
て

い
な
い
場
合
（
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル

に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で

な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
決
定
権
者
は
一

対
の
区
画
に
係
る
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
い
ず
れ
か
又
は
両
方
に
対
す
る
賭
け
へ
の

参
加
を
や
め
る
こ
と
（
以
下
こ
の
２
に
お
い

て
「
サ
レ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
。
）
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
サ
レ
ン
ダ
ー
が
選

択
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る

区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
の
２
分
の
１
に
相
当

す
る
額
を
回
収
し
、
残
り
の
賭
金
を
当
該
賭

金
を
置
い
た
顧
客
に
そ
れ
ぞ
れ
返
還
す
る
と

と
も
に
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す
る
ま

で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各
ト
ラ

ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て

扱
う
も
の
と
す
る
。

ニ
　
決
定
権
者
が
サ
レ
ン
ダ
ー
又
は
ヘ
に
定
め

る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
一
対
の

区
画
に
係
る
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
２
枚
目
に
配
布
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
を
交
換
す
る
こ
と
（
ホ
に
お
い
て

「
ス
イ
ッ
チ
」
と
い
う
。
）
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ホ
　
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
つ
い
て
決
定
権
者
が
サ
レ
ン
ダ
ー
又

は
ス
イ
ッ
チ
を
選
択
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
か
つ
、
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
の
点
数
が
２

点
か
ら
９
点
ま
で
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場

合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
勝

敗
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ
ッ
ク

を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ヘ
　
決
定
権
者
が
サ
レ
ン
ダ
ー
を
行
わ
な
か
っ

た
主
た
る
区
画
に
係
る
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
が
２
０
点
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
決

定
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
繰
り
返
し

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
行
為
が
選
択
さ
れ

た
場
合
は
、
直
ち
に
（
（
１
）
又
は
（
２
）

に
定
め
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参

加
し
て
い
る
顧
客
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）

の
（
一
）
若
し
く
は
（
二
）
又
は
（
２
）
の

（
一
）
若
し
く
は
（
二
）
に
定
め
る
処
理
を

行
っ
た
後
、
直
ち
に
）
当
該
行
為
を
行
う
も

の
と
し
、
決
定
権
者
が
い
ず
れ
の
行
為
も
選

択
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
係
る
こ
の
八
に
お
け
る
顧
客
の
選
択

を
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
２
枚
の
同
じ
点
数

の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
も
の
（
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
が
Ａ
で
あ
り
、
か
つ
、
ス
プ
リ
ッ
ト

を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
に
対
し
て
、
ス
プ
リ
ッ
ト
を

行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客

は
次
に
定
め
る
処
理
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
（
四
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該

手
札
に
係
る
主
た
る
区
画
に
置
い
た
賭

金
を
い
う
。
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
当
該

主
た
る
区
画
に
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
ス
プ
リ
ッ
ト
に
よ

り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
そ
れ
ぞ
れ
同
額
の
賭
金
が
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
ス
プ
リ
ッ
ト
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
う
ち
当
該
顧
客
の
当
初
の
賭
金

が
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
を
選
択

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
は
、
当
該
当
初
の
賭
金

に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
当
該
主
た
る

区
画
の
う
ち
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
の
直
近
の
位
置
に
置
く
こ
と

で
、
当
該
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
（
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス
プ
リ
ッ
ト
を

行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

対
し
て
、
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
行
う
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
は
次
に
定
め

る
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
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賭
金
を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
も
の

と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
当

該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初
の
賭

金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
賭
金

を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

（３）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
が

行
わ
れ
た
も
の
及
び
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン

プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス

プ
リ
ッ
ト
を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
配
布
さ
せ
る
こ
と
。

ト
　
ヘ
の
（
２
）
又
は
（
３
）
の
規
定
に
よ
り

ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
が
２
１
点
を
超
え
た
場
合
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に

係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各

ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

チ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ハ
並
び
に
ヘ
の

（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
行
為
に
つ
い

て
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
サ
レ
ン
ダ
ー
　
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
サ
レ
ン
ダ
ー
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
　
ヘ
の
（
１
）
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
の
主
た
る
区
画
に
係
る

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
数
が
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
定
め
る
数
を
超
え
た
場
合
に
、
決
定
権

者
は
ス
プ
リ
ッ
ト
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（３）
　
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
　
ヘ
の
（
２
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
（
一
）
又
は

（
二
）
に
定
め
る
と
お
り
行
う
こ
と
。

（一）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
カ
ジ
ノ

事
業
者
が
定
め
る
点
数
で
な
い
場
合

に
、
決
定
権
者
は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（二）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対
し
て
、
決
定
権
者

は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

九
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
追

加
配
布

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
全
て
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
つ
い
て
八
に
規
定
す
る
処
理
を
行
っ
た

後
、
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
場
合
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
ホ
ー
ル

カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
場
合
は
自
身
に
配
布
さ
れ

た
裏
向
き
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
が
１
７
点
（
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
１
１
点

と
す
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
含
む
場
合
に
限

る
。
）
又
は
１
６
点
以
下
の
場
合
は
ト
ラ
ン

プ
を
追
加
で
配
布
し
、
１
７
点
（
デ
ィ
ー
ラ

ー
手
札
が
１
１
点
と
す
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を

含
む
場
合
を
除
く
。
）
又
は
１
８
点
以
上
の

場
合
は
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
し
な
い
も
の
と
す

る
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て

の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点
を
超

え
た
場
合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
勝

敗
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

十
　
勝
敗
の
決
定

１
の
十
一
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
勝
敗
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
十
一
ロ
（
１
）

の
（
三
）
中
「
２
１
点
を
超
え
た
」
と
あ
る
の

は
「
２
２
点
を
超
え
た
」
と
、
同
ロ
の
（
３
）

中
「
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
又
は

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が
２
２
点
で
あ
る
場

合
（
（
１
）
の
（
一
）
又
は
（
２
）
の
（
三
）

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

十
一
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け

に
参
加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額

の
勝
金
を
支
払
う
。

ロ
　
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
対
し
て
ス
プ
リ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル
ダ

ウ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る
区
画
に
賭
金
を
置

い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
十
に
お
い
て
準
用
す

る
１
十
一
ロ
（
２
）
の
（
一
）
に
掲
げ
る
場

合
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
初
の
賭
金
の
み

を
回
収
し
、
ス
プ
リ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ

ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
置
か
れ
た
賭
金

は
回
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ハ
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
主
た
る
区
画

に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
１
対
１
の
オ

ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

十
二
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
四
の
ハ
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
四
の
ロ
の
区
画
に
つ
い
て
、

同
四
の
ハ
に
定
め
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の

に
加
え
、
一
対
の
区
画
に

初
に
配
布
さ
れ

た
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
特
定
の
組
合
せ
と
な

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
十
二
に

お
い
て
「
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
」
と
い

う
。
）
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ

ャ
ッ
ク
ス
イ
ッ
チ
の
方
法
は
、
一
か
ら
十
一

ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
ロ
又
は
ハ

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
当
該
顧
客
が
参
加
し
た
マ
ッ
チ
サ
イ
ド

ベ
ッ
ト
に
係
る
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
次
に
掲

げ
る
組
合
せ
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
マ
ッ
チ

サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
当
該
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ
ッ

ト
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

（１）
　
同
じ
数
字
又
は
文
字
の
ト
ラ
ン
プ
４
枚

の
組
合
せ

（２）
　
同
じ
数
字
又
は
文
字
の
ト
ラ
ン
プ
３
枚

を
含
む
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（

（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（３）
　
ペ
ア
２
組
を
含
む
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の

組
合
せ
（
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

。
）

（４）
　
ペ
ア
１
組
を
含
む
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の

組
合
せ
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ
　
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
次
の
（
１
）
か

ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ

ッ
ト
に
係
る
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
の

区
分
に
応
じ
て
、
当
該
マ
ッ
チ
サ
イ
ド
ベ
ッ

ト
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
４
）

ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
ロ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
組
合
せ
　
４
０

対
１

（２）
　
ロ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
組
合
せ
　
５

対
１

（３）
　
ロ
の
（
３
）
に
掲
げ
る
組
合
せ
　
８

対
１

（４）
　
ロ
の
（
４
）
に
掲
げ
る
組
合
せ
　
１

対
１

十
三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
選
択
事
項

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
に
定

め
、
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
五
の
イ
に
定
め
る
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
方
法

ロ
　
八
チ
の
（
１
）
の
規
定
の
適
用
の
有
無

ハ
　
八
チ
の
（
２
）
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
定
め

る
数

ニ
　
八
チ
（
３
）
の
（
一
）
の
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
定
め
る
点
数

ホ
　
八
チ
（
３
）
の
（
二
）
の
規
定
の
適
用
の

有
無

十
四
　
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

１
の
十
五
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

十
五
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
十
六
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

十
六
中
「
第
二
の
１
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
の

２
」
と
、
「
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
２
五
の

イ
」
と
、
同
十
六
イ
の
（
６
）
中
「
六
か
ら
九

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
六
、
七
又
は
八
」

と
、
同
イ
の
（
９
）
中
「
九
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
八
」
と
、
「
六
又
は
七
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
六
」
と
、
同
イ
の
（
１
０
）
中
「
六
の

イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
２
四

の
ロ
、
２
六
の
イ
又
は
２
八
ヘ
の
（
１
）
」
と
、

同
イ
の
（
１
１
）
中
「
九
の
ハ
又
は
ニ
」
と
あ

る
の
は
「
２
八
の
ハ
、
ニ
又
は
ヘ
」
と
、
「
八

の
ロ
又
は
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
２
七
の
ロ
」

55



と
、
同
イ
の
（
１
２
）
中
「
九
の
ニ
」
と
あ
る

の
は
「
２
八
の
ヘ
」
と
、
同
十
六
ロ
の
（
５
）

及
び
（
６
）
中
「
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
」

と
あ
る
の
は
「
２
四
の
ロ
、
２
六
の
イ
又
は
２

八
ヘ
の
（
１
）
」
と
、
同
ロ
の
（
７
）
中
「
九

の
ハ
又
は
十
二
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
２
八
の

ハ
又
は
２
十
一
の
イ
」
と
、
同
ロ
の
（
９
）
中

「
六
の
ハ
、
七
の
イ
、
十
二
又
は
十
三
の
ハ
」

と
あ
る
の
は
「
２
六
の
ハ
、
２
の
十
一
又
は
２

十
二
の
ハ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
六
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

１
の
十
七
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
十
七

中
「
第
二
の
１
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
の
２
」

と
、
「
十
六
イ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
１
十
六
イ
の
（
１
）
」

と
、
「
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
十
七
」
と
、

同
十
七
の
イ
中
「
三
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

三
」
と
、
同
十
七
の
ロ
中
「
四
の
イ
、
ロ
及
び

ニ
、
五
の
イ
及
び
ハ
、
六
の
イ
、
七
の
イ
、
八

並
び
に
九
の
ロ
及
び
ホ
」
と
あ
る
の
は
「
２
四

の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
２
五
の
イ
、
２
六
の
イ
、

２
の
七
並
び
に
２
八
の
ロ
、
ホ
及
び
ト
」
と
、

「
四
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
２
四
の
ニ
」
と
、

同
十
七
の
ハ
中
「
四
の
ロ
、
五
の
イ
、
六
の
イ

及
び
ハ
、
九
の
イ
、
ハ
及
び
ニ
、
十
二
の
ロ
か

ら
ニ
ま
で
、
十
三
の
ハ
及
び
ニ
並
び
に
十
六
イ

の
（
７
）
」
と
あ
る
の
は
「
２
四
の
ロ
及
び
ハ
、

２
五
の
イ
、
２
六
の
イ
及
び
ハ
、
２
八
の
イ
、

ハ
及
び
ヘ
、
２
十
一
の
ロ
及
び
ハ
、
２
十
二
の

ハ
並
び
に
２
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
１
十

六
イ
の
（
７
）
」
と
、
同
十
七
の
ニ
中
「
七
の

イ
、
九
の
ハ
並
び
に
十
二
の
イ
前
段
」
と
あ
る

の
は
「
２
八
の
ハ
並
び
に
２
十
一
の
イ
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
七
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

１
の
十
八
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
十
八
中
「
四
の
ハ
」
と

あ
る
の
は
「
２
四
の
ハ
」
と
、
「
十
三
の
イ
」

と
あ
る
の
は
「
２
十
二
の
イ
」
と
、
「
第
二
の

１
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
の
２
」
と
、
「
一
、

二
、
十
五
、
十
六
及
び
十
七
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
一
、
２
の
二
、
２
の
十
四
、
２
の
十
五

に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
十
六
及
び
２
の
十
六

に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
十
七
」
と
、
同
十
八

の
イ
中
「
十
七
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
十

六
に
お
い
て
準
用
す
る
１
十
七
の
イ
」
と
、

「
十
七
の
ロ
中
「
、
八
並
び
に
九
の
ロ
及
び
ホ
」

と
あ
る
の
は
「
同
十
七
の
ロ
中
「
並
び
に
２
八

の
ロ
、
ホ
及
び
ト
」
と
、
「
及
び
ロ
、
八
、
九

の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
十
の
イ
並
び
に
十
一
の

イ
」
と
あ
る
の
は
「
、
２
八
の
ロ
、
ホ
及
び

ト
、
２
九
の
イ
並
び
に
２
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
１
十
一
の
イ
」
と
、
同
十
八
の
ロ
中
「
三

及
び
五
か
ら
十
三
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

三
、
２
の
五
か
ら
九
ま
で
、
２
の
十
に
お
い
て

準
用
す
る
１
の
十
一
並
び
に
２
の
十
一
及
び
十

二
」
と
、
同
十
八
の
ハ
中
「
九
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
八
」
と
、
「
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
１
十
七
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

十
八
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
十
九
の
規
定
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
ス
イ

ッ
チ
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す

る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
十
九
の
イ
中
「
十
七
又
は
十
八
」
と

あ
る
の
は
「
２
の
十
六
又
は
十
七
」
と
、
「
第

二
の
１
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
の
２
」
と
、
同

イ
の
た
だ
し
書
中
「
十
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

九
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
ポ
ン
ツ
ー
ン
の
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

４
組
か
ら
８
組
ま
で
の
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩

及
び
意
匠
が
同
じ
デ
ッ
キ
（
１
０
の
ト
ラ
ン
プ

を
除
く
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

集
合
（
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
「
ス
タ
ッ
ク
」

と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
。

二
　
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化

第
一
の
２
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
ス
タ

ッ
ク
の
初
期
化
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

三
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当

該
区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
に
対
し
て
ト
ラ
ン
プ
を
追
加
で
配
布
す
る

条
件
並
び
に
顧
客
が
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
係

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
四
の
ハ
に
規
定
す
る
手

札
に
対
す
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
以
下
こ

の
３
に
お
い
て
「
主
た
る
区
画
」
と
い
う
。
）

に
そ
れ
ぞ
れ
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
集
合
を

い
う
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
ポ

ン
ツ
ー
ン
（

初
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
が
２
１
点
で
あ

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
３
（
３
五
の
ハ
、

３
九
ロ
（
１
）
の
（
一
）
及
び
（
２
）
の

（
一
）
並
び
に
十
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に

限
る
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
オ

ッ
ズ
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア

ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

四
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
当
該
区
画
に
係
る
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
九
ロ
の

（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に

対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
「
手

札
に
対
す
る
賭
け
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

五
　

初
の
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

イ
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
賭
金
が
置
か
れ

て
い
る
主
た
る
区
画
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身

に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表

面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
た
後
、
１
枚
目
を

配
布
し
た
主
た
る
区
画
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配

布
す
る
。

ロ
　
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
は
、
次
の
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
の
種
類

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
点
数
と
す
る
。

（１）
　
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
　
１
点
又
は
１
１
点

（
た
だ
し
、
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点
と

し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
各
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数
（
以
下
こ

の
３
に
お
い
て
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
」
と
い
う
。
）
又
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
各
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
を
合
計
し
た
点
数

（
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
「
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
点
数
」
と
い
う
。
）
が
２
１
点
を

超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

直
前
に
配
布
さ
れ
た
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
（
既

に
１
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対
し
て

ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
含
ま
れ
る
Ａ
の

ト
ラ
ン
プ
は
１
点
と
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手

札
に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
を
１
１
点

と
し
た
と
き
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数

が
２
１
点
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当

該
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
含
ま
れ
る
Ａ
の
ト

ラ
ン
プ
は
１
１
点
と
す
る
。
）

（２）
　
２
か
ら
９
ま
で
の
ト
ラ
ン
プ
　
当
該
ト

ラ
ン
プ
の
数
字
に
対
応
す
る
点
数

（３）
　
Ｊ
、
Ｑ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
　
１
０
点

ハ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
で
あ

る
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け

の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ

ッ
ク
を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ

イ
ヤ
ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

六
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

イ
　
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
に
対
し
て
、

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と
に
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
の

点
数
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目

の
ト
ラ
ン
プ
の
点
数
の
合
計
が
２
１
点
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
３
に
お

い
て
「
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
。
）
に

参
加
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
す
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る
顧
客
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る

主
た
る
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
２
分
の
１
を

上
限
と
す
る
額
の
賭
金
を
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス

に
対
応
す
る
区
画
に
置
く
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
参
加
し
た
顧
客
は
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
目
の
ト
ラ

ン
プ
の
点
数
が
１
０
点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
イ
ン
シ
ュ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
２
対

１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

七
　
顧
客
の
選
択

イ
　
１
人
の
顧
客
が
一
の
主
た
る
区
画
に
賭
金

を
置
い
た
場
合
は
当
該
顧
客
を
、
２
人
以
上

の
顧
客
が
一
の
主
た
る
区
画
に
賭
金
を
置
い

た
場
合
は
当
該
顧
客
の
う
ち
の
１
人
を
、
当

該
一
の
主
た
る
区
画
に
係
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手

札
に
対
し
て
ハ
及
び
ニ
の
選
択
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
者
（
以
下
こ
の
七
に
お
い
て
「
決

定
権
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
ご
と

に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
を
発
表
す

る
。

ハ
　
ア
ッ
プ
カ
ー
ド
が
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
又
は
Ｊ
の

ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
決
定
権

者
が
ニ
に
定
め
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と

き
は
、
決
定
権
者
は
サ
レ
ン
ダ
ー
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
　
決
定
権
者
が
サ
レ
ン
ダ
ー
を
選
択
し
な
か

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の

点
数
が
２
０
点
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
決
定

権
者
は
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

定
め
る
行
為
を
繰
り
返
し
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
は
、
行
為
が
選
択
さ
れ
た
場
合
は
、
直
ち

に
（
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
行
為
に

あ
っ
て
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る

手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
の
（
一
）
若
し
く

は
（
二
）
又
は
（
２
）
の
（
一
）
若
し
く
は

（
二
）
に
定
め
る
処
理
を
行
っ
た
後
、
直
ち

に
）
当
該
行
為
を
行
う
も
の
と
し
、
決
定
権

者
が
い
ず
れ
の
行
為
も
選
択
し
な
か
っ
た
場

合
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
こ
の

七
に
お
け
る
顧
客
の
選
択
を
終
了
す
る
も
の

と
す
る
。

（１）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
２
枚
の
同
じ
点
数

の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
も
の
（
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
が
Ａ
で
あ
り
、
か
つ
、
ス
プ
リ
ッ
ト

を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
に
対
し
て
ス
プ
リ
ッ
ト
を
行

う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
は

次
に
定
め
る
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
（
四
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る
区
画

に
置
い
た
賭
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
３

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
額
の

賭
金
を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
プ

リ
ッ
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
そ
れ
ぞ
れ
同
額
の
賭

金
が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
ス
プ
リ
ッ
ト
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
２
組
の
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
の
う
ち
当
該
顧
客
の
当
初
の
賭
金

が
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
を
選
択

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
顧
客
は
、
当
該
当
初
の
賭
金

に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
当
該
主
た
る

区
画
の
う
ち
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
の
直
近
の
位
置
に
置
く
こ
と

で
、
当
該
選
択
し
な
か
っ
た
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
（
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス
プ
リ
ッ
ト
を

行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

対
し
て
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
行
う
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
は
次
に
定
め
る

処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（一）
　
当
該
決
定
権
者
は
、
当
該
決
定
権
者

の
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初

の
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る

賭
金
を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
も
の

と
す
る
。

（二）
　
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札

に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
決
定

権
者
以
外
の
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
当

該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初
の
賭

金
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
賭
金

を
当
該
主
た
る
区
画
に
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

（３）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
（
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
が

行
わ
れ
た
も
の
及
び
２
枚
の
Ａ
の
ト
ラ
ン

プ
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
つ
い
て
ス

プ
リ
ッ
ト
を
行
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ

を
配
布
さ
せ
る
こ
と
。

ホ
　
ニ
（
２
）
の
（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定

に
よ
り
賭
金
を
置
い
た
顧
客
は
、
ダ
ブ
ル
ダ

ウ
ン
を
行
っ
た
後
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点

数
が
２
０
点
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
置

い
た
賭
金
の
撤
回
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
顧
客
が
当
該
選

択
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
当
初
の

賭
金
を
回
収
す
る
と
と
も
に
、
次
に
ス
タ
ッ

ク
を
初
期
化
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ

た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ヘ
　
ニ
の
（
２
）
又
は
（
３
）
の
規
定
に
よ
り

ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
が
２
１
点
を
超
え
た
場
合
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
直
ち
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に

係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
に
ス
タ
ッ
ク
を
初
期
化
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
各

ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

ト
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ニ
の
（
１
）
及
び

（
２
）
に
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
、
次
の

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
及
び

（
２
）
に
定
め
る
と
お
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
（
１
）

の
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
定
め
る
数
並
び
に

（
２
）
の
（
一
）
及
び
（
二
）
の
規
定
の
適

用
の
有
無
を
一
に
定
め
、
業
務
方
法
書
に
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
　
ニ
の
（
１
）
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
の
主
た
る
区
画
に
係
る

プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
数
が
カ
ジ
ノ
事
業
者

が
定
め
る
数
を
超
え
た
場
合
に
、
決
定
権

者
は
ス
プ
リ
ッ
ト
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
　
ニ
の
（
２
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
（
一
）
又
は

（
二
）
に
定
め
る
と
お
り
行
う
こ
と
。

（一）
　
３
枚
以
上
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
プ
レ

イ
ヤ
ー
手
札
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
数
が

２
０
点
以
下
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、

決
定
権
者
は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（二）
　
ス
プ
リ
ッ
ト
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
対
し
て
、
決
定
権
者

は
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

八
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
追

加
配
布

２
の
九
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
デ
ィ
ー

ラ
ー
手
札
に
対
す
る
ト
ラ
ン
プ
の
追
加
配
布
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

九
の
イ
中
「
八
」
と
あ
る
の
は
「
七
」
と
、

「
後
、
ノ
ー
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
ル
ー
ル
の
場
合
は
」

と
あ
る
の
は
「
後
、
」
と
、
「
し
、
ホ
ー
ル
カ
ー

ド
ル
ー
ル
の
場
合
は
自
身
に
配
布
さ
れ
た
裏
向

き
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
す
る
。
」
と
あ
る

の
は
「
す
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点

数
と
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
を
比
較
す

る
。

ロ
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
決
定
す
る
。

（１）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
る
。

（一）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

で
あ
る
場
合
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
が
ポ

ン
ツ
ー
ン
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

（二）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
０
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

の
点
数
よ
り
高
い
場
合

57



（三）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
０
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

の
点
数
が
２
１
点
を
超
え
た
場
合

（２）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
当
該
プ
レ
イ
ヤ

ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
ず
、
か
つ
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

の
点
数
よ
り
高
い
場
合
（
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
が
ポ
ン
ツ
ー
ン
で
あ
る
場
合
を
含

む
。
）

（二）
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
点
数
が
２
１
点

を
超
え
た
場
合

（３）
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
の
点
数
が
同
じ
場
合
（
点
数
が
２
０

点
を
超
え
る
場
合
を
除
く
。
）
に
当
該
プ

レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
係
る
手
札
に
対
す
る
賭

け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

十
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客

に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払

う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た
勝

金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
対
し
て
サ
レ
ン
ダ
ー
が
行
わ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
ポ
ン
ツ

ー
ン
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
初
の
賭
金
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
を
回
収
し
、
残
り
の
賭

金
を
当
該
賭
金
を
置
い
た
顧
客
に
返
還
す
る

も
の
と
す
る
。

ハ
　
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

手
札
に
対
し
て
ス
プ
リ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル
ダ

ウ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
プ
レ
イ

ヤ
ー
手
札
に
係
る
主
た
る
区
画
に
賭
金
を
置

い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
九
ロ
（
２
）
の

（
一
）
に
掲
げ
る
場
合
（
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

が
ポ
ン
ツ
ー
ン
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に

あ
っ
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
初
の
賭
金

の
み
を
回
収
し
、
ス
プ
リ
ッ
ト
又
は
ダ
ブ
ル

ダ
ウ
ン
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
置
か
れ
た

賭
金
は
回
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ニ
　
手
札
に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
主
た
る
区
画

に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
次
の
（
１
）

か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
区
画
に
係

る
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
の
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま

で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
次
の
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
　
３
対
２

（一）
　
ポ
ン
ツ
ー
ン
で
あ
る
場
合

（二）
　
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
点
数
が
２
１
点
で
あ
る
場
合

（三）
　
６
、
７
及
び
８
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る

場
合
（
（
２
）
の
（
二
）
及
び
（
３
）

の
（
二
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（四）
　
３
枚
の
７
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
場
合

（
（
２
）
の
（
三
）
及
び
（
３
）
の

（
三
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（２）
　
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
　
２
対
１

（一）
　
６
枚
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
点
数
が
２
１
点
で
あ
る
場
合

（二）
　
６
、
７
及
び
８
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が

全
て
同
じ
ス
ー
ト
で
あ
る
場
合
（
（
３
）

の
（
二
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（三）
　
３
枚
の
７
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
全
て
同

じ
ス
ー
ト
で
あ
る
場
合
（
（
３
）
の

（
三
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（３）
　
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
　
３
対
１

（一）
　
７
枚
以
上
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
点
数
が
２
１
点
で
あ
る
場
合

（二）
　
６
、
７
及
び
８
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の

ス
ー
ト
が
全
て
ス
ペ
ー
ド
で
あ
る
場
合

（三）
　
３
枚
の
７
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
ス
ー
ト

が
全
て
ス
ペ
ー
ド
で
あ
る
場
合

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場

合
以
外
の
場
合
　
１
対
１

ホ
　
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
札
に
対
す

る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客
が
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン

が
行
わ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札
に
か
か
る
手

札
に
対
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た

場
合
の
賭
金
額
は
、
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
手
札

に
係
る
賭
金
（
ダ
ブ
ル
ダ
ウ
ン
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
よ
り
置
か
れ
た
賭
金
を
含
む
。
）
に

対
し
て
、
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す

る
。

十
一
　
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

１
の
十
五
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
カ
ッ

ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

十
二
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
十
六
（
イ
の
（
１
１
）
を
除
く
。
）
の
規
定

は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対

す
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
十
六
中
「
第
二
の
１
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
の
３
」
と
、
「
五
の
イ
」
と
あ
る
の

は
「
３
五
の
イ
」
と
、
同
十
六
イ
の
（
６
）
中

「
六
か
ら
九
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
３
の
六
又

は
３
の
七
」
と
、
同
イ
の
（
９
）
中
「
九
」
と

あ
る
の
は
「
３
の
七
」
と
、
「
六
又
は
七
」
と

あ
る
の
は
「
３
の
六
」
と
、
同
イ
の
（
１
０
）

中
「
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の

は
「
３
六
の
イ
又
は
３
七
ニ
の
（
１
）
」
と
、

同
イ
の
（
１
２
）
中
「
九
の
ニ
」
と
あ
る
の
は

「
３
七
の
ニ
」
と
、
同
十
六
ロ
の
（
５
）
及
び

（
６
）
中
「
六
の
イ
又
は
九
ニ
の
（
１
）
」
と
あ

る
の
は
「
３
六
の
イ
又
は
３
七
ニ
の
（
１
）
」

と
、
同
ロ
の
（
７
）
中
「
九
の
ハ
又
は
十
二
の

イ
若
し
く
は
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
３
七
の
ハ
若

し
く
は
ホ
又
は
３
十
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
、

同
ロ
の
（
９
）
中
「
六
の
ハ
、
七
の
イ
、
十
二

又
は
十
三
の
ハ
若
し
く
は
ニ
」
と
あ
る
の
は

「
３
六
の
ハ
又
は
３
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

十
三
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

１
の
十
七
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
デ
ィ

ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
十
七
中
「
第
二
の
１
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
の
３
」
と
、
「
十
六
イ
の

（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
３
の
十
二
に
お
い
て
準

用
す
る
１
十
六
イ
の
（
１
）
」
と
、
「
十
八
」
と

あ
る
の
は
「
３
の
十
四
」
と
、
同
十
七
の
イ
中

「
三
」
と
あ
る
の
は
「
３
の
三
」
と
、
同
十
七

の
ロ
中
「
四
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
五
の
イ
及
び

ハ
、
六
の
イ
、
七
の
イ
、
八
並
び
に
九
の
ロ
及

び
ホ
」
と
あ
る
の
は
「
３
四
の
イ
、
ロ
及
び

ニ
、
３
五
の
イ
及
び
ハ
、
３
六
の
イ
並
び
に
３

七
の
ロ
及
び
ヘ
」
と
、
「
四
の
ニ
」
と
あ
る
の

は
「
３
四
の
ニ
」
と
、
同
十
七
の
ハ
中
「
四
の

ロ
、
五
の
イ
、
六
の
イ
及
び
ハ
、
九
の
イ
、
ハ

及
び
ニ
、
十
二
の
ロ
か
ら
ニ
ま
で
、
十
三
の
ハ

及
び
ニ
並
び
に
十
六
イ
の
（
７
）
」
と
あ
る
の

は
「
３
四
の
ロ
、
３
五
の
イ
、
３
六
の
イ
及
び

ハ
、
３
七
の
イ
、
ニ
及
び
ホ
、
３
十
の
ロ
か
ら

ホ
ま
で
並
び
に
３
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る

１
十
六
イ
の
（
７
）
」
と
、
同
十
七
の
ニ
中

「
七
の
イ
、
九
の
ハ
並
び
に
十
二
の
イ
前
段
及

び
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
３
七
の
ホ
及
び
３
十
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

十
四
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

１
の
十
八
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
十
八
中
「
四
の
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
３

四
の
ハ
」
と
、
「
十
三
の
イ
に
規
定
す
る
賭
け
」

と
あ
る
の
は
「
そ
れ
」
と
、
「
第
二
の
１
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
の
３
」
と
、
「
一
、
二
、
十

五
、
十
六
及
び
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
３
の

一
、
３
の
二
、
３
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

１
の
十
五
、
３
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
１

の
十
六
及
び
３
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
１

の
十
七
」
と
、
同
十
八
の
イ
中
「
十
七
の
イ
」

と
あ
る
の
は
「
３
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

１
十
七
の
イ
」
と
、
「
十
七
の
ロ
中
「
、
八
並

び
に
九
の
ロ
及
び
ホ
」
と
あ
る
の
は
「
同
十
七

の
ロ
中
「
並
び
に
３
七
の
ロ
及
び
ヘ
」
と
、

「
及
び
ロ
、
八
、
九
の
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
十
の

イ
並
び
に
十
一
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
、
３
七

の
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
３
九
の
イ
」

と
、
同
十
八
の
ロ
中
「
三
及
び
五
か
ら
十
三
」

と
あ
る
の
は
「
３
の
三
及
び
３
の
五
か
ら
十
」

と
、
同
十
八
の
ハ
中
「
九
」
と
あ
る
の
は
「
３

の
七
」
と
、
「
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
３
の
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
１
十
七
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
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十
五
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
十
九
の
規
定
は
、
ポ
ン
ツ
ー
ン
に
係
る
デ
ィ

ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に

係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
十
九
の

イ
中
「
十
七
又
は
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
３
の

十
三
又
は
十
四
」
と
、
「
第
二
の
１
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
の
３
」
と
、
同
イ
の
た
だ
し
書
中

「
十
」
と
あ
る
の
は
「
３
の
八
に
お
い
て
準
用

す
る
２
の
九
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
　
ポ
ー
カ
ー

１
　
使
用
す
る
用
具

１
組
の
デ
ッ
キ
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
し
て
ポ
ー
カ
ー

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
１
の
規
定
は
適

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
デ
ッ
キ
の
シ
ャ
ッ
フ
ル

ト
ラ
ン
プ
は
、
各
ラ
ウ
ン
ド
の
前
に
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ

ッ
フ
ラ
ー
に
よ
り
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た
デ
ッ
キ
が

納
め
ら
れ
た
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
引
か
れ

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
し
て
ポ
ー
カ
ー
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
２
の
規
定
は
適
用
し
な
い

も
の
と
す
る
。

３
　
手
役

一
　
第
三
（
５
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
手
役
」

と
は
、
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
種
類
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ヌ
ま
で

に
定
め
る
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
を
い

う
。

イ
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
同
じ
ス
ー
ト
で

あ
る
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
及
び
１
０
の
ト
ラ
ン

プ
の
組
合
せ

ロ
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
同
じ
ス
ー
ト

で
あ
る
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
又
は
文
字

が
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、
１
０
、
９
、
８
、

７
、
６
、
５
、
４
、
３
、
２
及
び
Ａ
の
並
び

順
に
お
い
て
連
続
す
る
組
合
せ

ハ
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
同
じ
数
字
又

は
文
字
で
あ
る
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
含
む
５

枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ

ニ
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
同
じ
数
字
又
は
文
字
で
あ

る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
及
び
１
組
の
ペ
ア
の
組

合
せ

ホ
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
同
じ
ス
ー
ト
で
あ
る
５
枚

の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（
イ
及
び
ロ
に
定
め

る
組
合
せ
を
除
く
。
）

ヘ
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
数
字

又
は
文
字
が
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、
１
０
、

９
、
８
、
７
、
６
、
５
、
４
、
３
、
２
及
び

Ａ
の
並
び
順
に
お
い
て
連
続
す
る
組
合
せ

（
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

ト
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
同
じ
数
字
又

は
文
字
で
あ
る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
含
む
５

枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（
ハ
及
び
ニ
に
定

め
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

チ
　
ツ
ー
ペ
ア
　
２
組
の
ペ
ア
を
含
む
５
枚
の

ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（
ハ
及
び
ニ
に
定
め
る

組
合
せ
を
除
く
。
）

リ
　
ワ
ン
ペ
ア
　
１
組
の
ペ
ア
を
含
む
５
枚
の

ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（
ハ
、
ニ
、
ト
及
び
チ

に
定
め
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

ヌ
　
フ
ァ
イ
ブ
オ
ッ
ズ
　
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲

げ
る
組
合
せ
以
外
の
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組

合
せ

二
　
手
役
の
強
さ
は
、
一
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲

げ
る
順
序
と
し
、
同
じ
種
類
の
手
役
の
強
さ

は
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の
種

類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
ト
ラ
ン
プ

の
強
さ
の
順
位
は
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、
１

０
、
９
、
８
、
７
、
６
、
５
、
４
、
３
及
び
２

の
順
序
と
す
る
。

イ
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
同
じ
数
字
又

は
文
字
で
あ
る
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
よ
り
強

い
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。

ロ
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
同
じ
数
字
又
は
文
字
で
あ

る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
よ
り
強
い
側
の
手
役

が
強
い
も
の
と
す
る
。

ハ
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
同
じ
数
字
又

は
文
字
で
あ
る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が
よ
り
強

い
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。

ニ
　
ツ
ー
ペ
ア
　
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア

が
含
ま
れ
る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
し
、

も
強
い
ペ
ア
の
ト
ラ
ン
プ
が
同
じ
強
さ
で

あ
る
場
合
は
他
方
の
ペ
ア
の
ト
ラ
ン
プ
が
よ

り
強
い
側
の
手
役
が
、
両
方
の
ペ
ア
の
ト
ラ

ン
プ
が
同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合
は
５
枚
の
ト

ラ
ン
プ
の
う
ち
２
組
の
ペ
ア
で
あ
る
ト
ラ
ン

プ
を
除
い
た
ト
ラ
ン
プ
が
よ
り
強
い
側
の
手

役
が
、
強
い
も
の
と
す
る
。

ホ
　
ワ
ン
ペ
ア
　
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア

が
含
ま
れ
る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
し
、

ペ
ア
の
ト
ラ
ン
プ
が
同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合

は
、
ペ
ア
で
あ
る
ト
ラ
ン
プ
を
除
い
た
ト
ラ

ン
プ
が
よ
り
強
い
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と

す
る
。

ヘ
　
フ
ァ
イ
ブ
オ
ッ
ズ
　
同
じ
強
さ
の
ト
ラ
ン

プ
を
除
き
、
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ

る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
種
類
以
外
の
種

類
の
手
役
　
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ

る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
及
び
ス
ト
レ

ー
ト
に
つ
い
て
は
、
５
、
４
、
３
、
２
及
び

Ａ
の
組
合
せ
が

も
弱
い
も
の
と
す
る
。

４
　
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
は
、

第
三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
ベ

ッ
ト
に
係
る
区
画
並
び
に
当
該
区
画
を
表
す
名

称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た

レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
き
、
又
は
投
入
す
る
こ
と
で
、
賭
金

を
置
き
、
又
は
投
入
し
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て

は
、
ハ
の
（
１
）
に
規
定
す
る
ア
ン
テ
ィ
に

参
加
し
た
顧
客
に
限
り
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ハ
の

（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
係
る
賭
金
に
相
当

す
る
額
に
対
し
、
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭

け
に
係
る
賭
金
の
総
額
に
対
す
る
ハ
の

（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
係
る
勝
金
の
総
額

の
比
率
が
１
を
超
え
な
い
範
囲
で
カ
ジ
ノ
事

業
者
が
選
択
し
て
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る

率
を
乗
じ
た
額
を
、
当
該
カ
ジ
ノ
行
為
に
使

用
さ
れ
る
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ

っ
て
顧
客
に
払
い
出
す
も
の
と
し
て
管
理
す

る
額
（
以
下
こ
の
別
表
第
一
に
お
い
て
「
累

積
金
額
」
と
い
う
。
）
に
加
え
る
も
の
と
す

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応

す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ

の
手
役
（
以
下
こ
の
４
に
お
い
て
「
顧
客

の
手
役
」
と
い
う
。
）
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
の
手
役
よ
り
も
強
い
こ
と
に
対
す
る

賭
け
（
以
下
こ
の
４
に
お
い
て
「
ア
ン
テ

ィ
」
と
い
う
。
）

（２）
　
顧
客
の
手
役
が
３
一
の
イ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
手
役
の
い
ず
れ
か
と
な
る
こ
と

に
対
す
る
賭
け

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨

を
宣
言
し
た
後
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
裏
面
を
上
面
と
し
て
配
布

し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
う
ち
１
枚
を
表
向
き

に
す
る
。

四
　
顧
客
の
選
択

顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
確
認

し
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
を
選
択

し
、
当
該
選
択
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
処
理
を
行
う
。

イ
　
賭
け
へ
の
参
加
を
や
め
る
こ
と
（
以
下
こ

の
第
三
に
お
い
て
「
フ
ォ
ー
ル
ド
」
と
い

う
。
）
。
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト

ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面
を
上
面
と
し

て
置
く
。
こ
の
と
き
、
当
該
ト
ラ
ン
プ
及
び

当
該
顧
客
の
賭
金
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
回

収
さ
れ
る
。

ロ
　
賭
け
を
続
け
る
こ
と
。
　
顧
客
は
、
自
身

に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に

裏
面
を
上
面
と
し
て
置
き
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上

の
ベ
ッ
ト
に
係
る
区
画
に
、
ア
ン
テ
ィ
に
対

応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
の
２
倍
に
相

当
す
る
額
の
賭
金
を
置
く
。

五
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
全
て
の
顧
客
が
四
に
規
定
す
る
処
理
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
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札
を
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
係
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に

定
め
る
処
理
を
行
う
。

（１）
　
手
役
が
フ
ァ
イ
ブ
オ
ッ
ズ
で
あ
り
、
か

つ
、
Ａ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ
て

い
な
い
場
合
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
手
札
の
手
役
が
フ
ァ
イ
ブ
オ
ッ
ズ
で

あ
り
、
か
つ
、
Ａ
及
び
Ｋ
の
ト
ラ
ン
プ
が

含
ま
れ
て
い
な
い
旨
を
発
表
す
る
。

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手

役
を
発
表
す
る
。

ロ
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
決
定
す
る
。

（１）
　
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
（
フ
ォ
ー

ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
（
２
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
イ
の
（
１
）
に
掲

げ
る
場
合
、
又
は
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手

役
よ
り
顧
客
の
手
役
が
強
い
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
手
札
の
手
役
よ
り
顧
客
の
手
役
が
弱
い

場
合
（
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手
役
と
顧
客
の

手
役
が
同
じ
強
さ
の
場
合
（
イ
の
（
２
）

に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

（２）
　
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加

し
た
顧
客
は
、
顧
客
の
手
役
が
３
一
の
イ

か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の
い
ず
れ
か

と
な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

六
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
（
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
負
け
と
な

っ
た
場
合
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
し
て
ベ
ッ

ト
に
係
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
を
含
む
。
）

を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参
加
し

た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を

支
払
う
。

ロ
　
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

の
勝
金
額
は
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に

掲
げ
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
及
び
（
２
）

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
五
イ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
　
ア
ン

テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金

に
対
し
て
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出

し
た
額

（２）
　
五
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
　
（
１
）

に
定
め
る
額
に
、
次
の
（
一
）
か
ら

（
九
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客
の
手
役
の
区

分
に
応
じ
、
ベ
ッ
ト
に
係
る
区
画
に
置
か

れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
一
）
か
ら
（
九
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ

ズ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額

（一）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
２
５
０

対
１

（二）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
５
０

対
１

（三）
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
２
０

対
１

（四）
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
７
対
１

（五）
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
５
対
１

（六）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
４
対
１

（七）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
３
対
１

（八）
　
ツ
ー
ペ
ア
　
２
対
１

（九）
　
ワ
ン
ペ
ア
又
は
フ
ァ
イ
ブ
オ
ッ
ズ
　

１
対
１

ハ
　
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
次
の

（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客
の

手
役
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

算
出
し
た
額
と
す
る
。
な
お
、
累
積
金
額
か

ら
顧
客
に
対
し
て
支
払
う
（
１
）
又
は

（
２
）
に
定
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が
、

プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
金
額
が
蓄
積
さ
れ
る
前

の
金
額
（
以
下
こ
の
別
表
第
一
に
お
い
て

「
リ
セ
ッ
ト
金
額
」
と
い
う
。
）
を
下
回
る
と

き
は
、
累
積
金
額
を
リ
セ
ッ
ト
金
額
に
し
、

賭
金
の
蓄
積
を
継
続
す
る
こ
と
と
す
る
。

（１）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
そ
の
時
点
に

お
け
る
当
該
手
役
に
係
る
累
積
金
額
の
全

部
に
相
当
す
る
額

（２）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
そ
の
時
点

に
お
け
る
当
該
手
役
に
係
る
累
積
金
額
の

１
０
分
の
１
に
相
当
す
る
額

（３）
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
当
該
顧
客

が
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応

す
る
区
画
に
置
き
、
又
は
投
入
し
た
賭
金

（
（
４
）
及
び
（
５
）
に
お
い
て
単
に
「
賭

金
」
と
い
う
。
）
の
５
０
０
倍
に
相
当
す

る
額

（４）
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
賭
金
の
１
０
０
倍
に
相

当
す
る
額

（５）
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
賭
金
の
５
０
倍
に
相
当

す
る
額

七
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ

て
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ

れ
る
前
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に

掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定
め
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
１
人
の
顧
客
が
２
以
上
の
ア
ン
テ
ィ
に

対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置
き
、
若
し
く

は
２
人
以
上
の
顧
客
が
１
の
ア
ン
テ
ィ
に

対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。

　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
当
該
顧
客
に

係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
第
三
の
４
の
規
定
に
従
わ
ず
に

顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　

当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は

減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当

該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直

さ
せ
る
こ
と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
、
デ
ィ
ー
リ
ン

グ
シ
ュ
ー
の
中
に
ト
ラ
ン
プ
が
無
い
こ

と
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
に

対
し
て
誤
っ
た
数
の
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ

れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

（４）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
表
面
を
上

面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。

　
表
面
を
上
面
と
し
て
引
か
れ
た
ト
ラ
ン

プ
が
１
枚
の
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既

に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
い
、

２
枚
以
上
の
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お

け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（５）
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

に
触
れ
る
前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
ト
ラ

ン
プ
が
表
向
き
に
さ
れ
た
こ
と
。
　
表
向

き
に
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
１
枚
の
場
合
は

当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
も
の

と
し
て
新
た
に
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
配
布

し
、
２
枚
以
上
の
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（６）
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

に
触
れ
た
後
、
全
て
の
顧
客
が
四
に
規
定

す
る
処
理
を
行
う
前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札

の
２
枚
以
上
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に
な

っ
た
こ
と
。
　
四
に
規
定
す
る
処
理
を
行

う
前
の
顧
客
の
ア
ン
テ
ィ
に
係
る
カ
ジ
ノ

行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

（７）
　
全
て
の
顧
客
が
四
に
規
定
す
る
処
理
を

行
う
前
に
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト

ラ
ン
プ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
以
外
の
顧
客
で
四
に
規
定
す

る
処
理
を
行
う
前
の
顧
客
の
ア
ン
テ
ィ
に

係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（８）
　
顧
客
が
四
の
ロ
に
定
め
る
額
よ
り
も
多

い
額
又
は
少
な
い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ

と
。
　
置
か
れ
た
賭
金
が
当
該
定
め
る
額

よ
り
も
多
い
場
合
は
当
該
定
め
る
額
と
の

差
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
し
、
少
な
い
場

合
は
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
当
該
顧

客
に
追
加
で
置
か
せ
る
こ
と
。

（９）
　
（
１
）
か
ら
（
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
の
ほ
か
、
第
三
の
４
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　

当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
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結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝

金
の
支
払
後
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま

で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速

や
か
に
当
該
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
１
人
の
顧
客
が
２
以
上
の
ア
ン
テ
ィ
に

対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置
き
、
又
は
２

人
以
上
の
顧
客
が
１
の
ア
ン
テ
ィ
に
対
応

す
る
区
画
に
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
当
該
顧
客
に
係
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当

該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客

に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と

き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す

る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、

又
は
増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が

当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
っ
た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金

に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
新
た
に

置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
こ
と
。

（３）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ

せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に

係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を

当
該
顧
客
に
支
払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該

賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る

額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（４）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ

る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該

当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝

金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る

額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ

と
。

（５）
　
顧
客
が
四
の
ロ
に
定
め
る
額
よ
り
も
多

い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
当
該
顧

客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と
当

該
定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る
勝
金
に
相

当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当

該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い

て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金

と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
返
還
す
る

こ
と
。

（６）
　
顧
客
が
四
の
ロ
に
定
め
る
額
よ
り
も
少

な
い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
当
該

顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金
と

当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る
勝
金
に

相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
い
、
当

該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い

て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭
金

と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
回
収
す
る

こ
と
。

（７）
　
四
の
イ
又
は
六
の
イ
の
規
定
に
従
わ
ず

に
賭
金
を
回
収
し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金

に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還

す
る
と
と
も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る

額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

（８）
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回

収
し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相

当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す

る
と
と
も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を

支
払
っ
た
と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（９）
　
六
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧
客

に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り

多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支

払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該

当
す
る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該

顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

ハ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ロ
の
（
１
）
か
ら

（
９
）
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る

顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客

が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー
を
行
う
場
合
の
第
三
の
４
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
七
イ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び

（
８
）
並
び
に
ロ
（
（
４
）
を
除
く
。
）
並
び
に

九
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

イ
　
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
中

「
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る

の
は
、
「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

ロ
　
二
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
三
並
び
に
五
の
イ

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
ニ
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う

。
）
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二

の
ニ
中
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し

て
、
賭
け
」
と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す

る
。

ハ
　
二
の
ロ
、
四
の
ロ
及
び
六
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置
を
使

用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対

応
す
る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
、
又
は
投
入

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

ニ
　
四
の
イ
及
び
六
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
る
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、

そ
の
結
果
は
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

九
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る

カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
（
デ
ッ
キ
に

相
当
す
る
表
示
を
使
用
し
、
か
つ
、
二
ハ
の

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
を
行
う
行

為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
以
外
の
追
加
の
賭
け
を

行
わ
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
は
、
第
三
の
４
に
定

め
る
方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
け
る
第
三
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
七
及
び
八
（
イ
か
ら
ニ
ま
で
以
外
の

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の

と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
八
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
カ

リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
を
行
う
場
合

の
第
三
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

ロ
　
二
か
ら
六
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に
そ
の
結
果

が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
さ

れ
る
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー

ト
は
、
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
た
デ
ッ
キ
を
使
用

し
た
場
合
に
当
該
数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー

ト
が
引
か
れ
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す

る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
三
、
四
及
び
五
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
イ
に
お
い
て
準
用
す
る
八
の
ロ
か

ら
ニ
ま
で
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
行
為
は
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
、
顧
客

に
よ
る
行
為
は
顧
客
操
作
装
置
を
使
用
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該

行
為
に
相
当
す
る
事
項
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

十
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
八
又
は
九
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
カ

ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
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そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
八
又
は
九
に
お
い

て
適
用
す
る
第
三
の
４
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
カ
リ
ビ
ア
ン
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
実
が
、
五
の
イ
の
規

定
に
よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が
表
向
き
に
さ

れ
た
後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
配

布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭

け
の
勝
敗
に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金

の
支
払
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
イ
の
た
だ
し
書
に
定

め
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難

で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成

し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
は
、
第
三
の

１
及
び
２
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
プ

レ
イ
に
係
る
区
画
並
び
に
当
該
区
画
を
表
す
名

称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た

レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応

す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ

の
手
役
（
以
下
こ
の
５
に
お
い
て
「
顧
客

の
手
役
」
と
い
う
。
）
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
の
手
役
よ
り
も
強
い
こ
と
に
対
す
る

賭
け
（
以
下
こ
の
５
に
お
い
て
「
ア
ン
テ

ィ
」
と
い
う
。
）

（２）
　
顧
客
の
手
役
が
四
イ
の
（
１
）
か
ら

（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の
い
ず
れ
か

と
な
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨

を
宣
言
し
た
後
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
裏
面
を
上
面
と
し
て
配
布

す
る
。

四
　
手
役

イ
　
手
役
は
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で

に
掲
げ
る
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
定
め
る
３

枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
を
い
う
。

（１）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
同
じ
ス
ー

ト
で
あ
る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
又
は

文
字
が
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、
１
０
、

９
、
８
、
７
、
６
、
５
、
４
、
３
、
２
及

び
Ａ
の
並
び
順
に
お
い
て
連
続
す
る
組

合
せ

（２）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
同
じ
数
字

又
は
文
字
で
あ
る
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組

合
せ

（３）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
数

字
又
は
文
字
が
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、
１

０
、
９
、
８
、
７
、
６
、
５
、
４
、
３
、

２
及
び
Ａ
の
並
び
順
に
お
い
て
連
続
す
る

組
合
せ
（
（
１
）
に
定
め
る
組
合
せ
を
除

く
。
）

（４）
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
同
じ
ス
ー
ト
で
あ
る
３

枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
（
（
１
）
に
定

め
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

（５）
　
ワ
ン
ペ
ア
　
ペ
ア
を
含
む
３
枚
の
ト
ラ

ン
プ
の
組
合
せ
（
（
２
）
に
掲
げ
る
組
合

せ
を
除
く
。
）

（６）
　
ノ
ー
ペ
ア
　
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で

に
掲
げ
る
組
合
せ
以
外
の
３
枚
の
ト
ラ
ン

プ
の
組
合
せ

ロ
　
手
役
の
強
さ
は
、
イ
の
（
１
）
か
ら

（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
順
序
と
し
、
同
じ
種

類
の
手
役
の
強
さ
は
、
次
の
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の
種
類
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
ト
ラ
ン

プ
の
強
さ
の
順
位
は
、
Ａ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
Ｊ
、

１
０
、
９
、
８
、
７
、
６
、
５
、
４
、
３
及

び
２
の
順
序
と
す
る
。

（１）
　
ワ
ン
ペ
ア
　
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
の
ペ

ア
が
含
ま
れ
る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と

し
、
ペ
ア
で
あ
る
ト
ラ
ン
プ
が
同
じ
強
さ

で
あ
る
場
合
は
、
ペ
ア
で
あ
る
ト
ラ
ン
プ

を
除
き
、
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ

る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。

（２）
　
ノ
ー
ペ
ア
　
同
じ
強
さ
の
ト
ラ
ン
プ
を

除
き
、
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ
る

側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す
る
。

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
種
類
以

外
の
種
類
の
手
役
　
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ

が
含
ま
れ
る
側
の
手
役
が
強
い
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ

及
び
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
３
、
２

及
び
Ａ
の
組
合
せ
が

も
弱
い
も
の
と
す

る
。

五
　
顧
客
の
選
択

イ
　
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
は
、
自
身
に

配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
確
認
し
、
次
の

（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
行
為
を
選
択

し
、
当
該
選
択
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
処
理
を
行
う
。

（１）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布

さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面

を
上
面
と
し
て
置
く
。
こ
の
と
き
、
当
該

ト
ラ
ン
プ
及
び
当
該
顧
客
の
賭
金
は
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
回
収
さ
れ
る
。

（２）
　
賭
け
を
続
け
る
こ
と
。
　
顧
客
は
、
自

身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル

上
に
裏
面
を
上
面
と
し
て
置
き
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
プ
レ
イ
に
係
る
区
画
に
、
ア
ン

テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金

に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
置
く
。

ロ
　
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し

た
顧
客
（
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
て
い
な
い
顧

客
に
限
る
。
）
は
、
顧
客
の
手
役
が
四
イ
の

（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の

い
ず
れ
か
と
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
ト
ラ
ン

プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面
を
上
面
と
し
て
置

く
。

六
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
全
て
の
顧
客
が
五
に
規
定
す
る
処
理
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手

札
を
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
に
係
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に

定
め
る
処
理
を
行
う
。

（１）
　
手
役
が
ノ
ー
ペ
ア
で
あ
り
、
か
つ
、

Ａ
、
Ｋ
又
は
Ｑ
の
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま
れ
て

い
な
い
場
合
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
手
札
の
手
役
が
ノ
ー
ペ
ア
で
あ
り
、

か
つ
、
Ａ
、
Ｋ
又
は
Ｑ
の
ト
ラ
ン
プ
が
含

ま
れ
て
い
な
い
旨
を
発
表
す
る
。

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手

役
を
発
表
す
る
。

ロ
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
決
定
す
る
。

（１）
　
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
（
フ
ォ
ー

ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
（
２
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
イ
の
（
１
）
に
掲

げ
る
場
合
、
又
は
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手

役
よ
り
顧
客
の
手
役
が
強
い
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
手
札
の
手
役
よ
り
顧
客
の
手
役
が
弱
い

場
合
（
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
手
役
と
顧
客
の

手
役
が
同
じ
強
さ
の
場
合
（
イ
の
（
２
）

に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

（２）
　
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加

し
た
顧
客
は
、
手
札
が
四
イ
の
（
１
）
か

ら
（
５
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

負
け
と
な
る
。

七
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
（
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
負
け
と
な

っ
た
場
合
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
し
て
プ
レ

イ
に
係
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
を
含
む
。
）
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を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参
加
し

た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を

支
払
う
。

ロ
　
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

の
勝
金
額
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に

掲
げ
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）

に
定
め
る
額
と
す
る
。

（１）
　
六
イ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
場
合
　
ア
ン

テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金

に
対
し
て
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出

し
た
額

（２）
　
六
イ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
　
（
１
）

に
定
め
る
額
に
、
プ
レ
イ
に
係
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
１
対
１
の
オ
ッ

ズ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額

ハ
　
二
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
次
の

（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客
の

手
役
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め

る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
４
０
対
１

（２）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
３
０
対
１

（３）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
６
対
１

（４）
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
４
対
１

（５）
　
ワ
ン
ペ
ア
　
１
対
１

ニ
　
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
を

除
き
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
を
含
む
。
）
の
手
役
が
四
イ
の
（
１
）
か

ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た
場
合

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
次
の
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
当
該
顧
客
の
手
役
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
顧
客
の
ア
ン
テ
ィ
に
対

応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
そ

れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定

め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
勝
金
を

支
払
う
も
の
と
す
る
。

（１）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
５
対
１

（２）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
４
対
１

（３）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
１
対
１

八
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
ハ
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
二
の
ロ
の
区
画
に
つ
い
て
、
二

の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
に
加

え
、
顧
客
の
手
役
が
四
イ
の
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
手
役
の
い
ず
れ
か
と

な
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
５
に

お
い
て
「
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ

ト
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ス

リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
は
、
一
か
ら

七
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
ロ
及
び
ハ
の

規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
二
の
ロ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
ロ
中
「
置
く
」
と
あ

る
の
は
「
置
き
、
又
は
投
入
す
る
」
と
、

「
置
い
た
」
と
あ
る
の
は
「
置
き
、
又
は
投

入
し
た
」
と
、
「
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は

「
で
き
る
。
た
だ
し
、
八
の
イ
に
規
定
す
る

プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
（
以
下

こ
の
ロ
に
お
い
て
単
に
「
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ

ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
二
ハ
の
（
１
）
に
規
定
す
る
ア
ン
テ
ィ

又
は
同
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加

し
た
顧
客
に
限
り
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
し
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ

シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
賭
金
に
相
当

す
る
額
に
対
し
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ

ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
賭
金
の
総
額
に
対
す
る
プ

ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
勝

金
の
総
額
の
比
率
が
１
を
超
え
な
い
範
囲
で

カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し
て
業
務
方
法
書
に

記
載
す
る
率
を
乗
じ
た
額
を
累
積
金
額
に
加

え
る
も
の
と
す
る
。
」
と
す
る
。

ロ
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
参

加
し
た
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
手
役
が
四
イ

の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
と

な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
次

の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
掲
げ
る
顧
客
の

手
役
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

算
出
し
た
額
と
す
る
。
な
お
、
累
積
金
額
か

ら
顧
客
に
対
し
て
支
払
う
（
１
）
の
（
一
）

に
定
め
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が
リ
セ
ッ
ト

金
額
を
下
回
る
と
き
は
、
累
積
金
額
を
リ
セ

ッ
ト
金
額
に
し
、
賭
金
の
蓄
積
を
継
続
す
る

こ
と
と
す
る
。

（１）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
次
の

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客

の
手
役
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に
定
め
る
額

（一）
　
Ａ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
の
ト
ラ
ン
プ
（
ス
ー

ト
が
全
て
ス
ペ
ー
ド
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
組
合
せ
　
そ
の
時
点
に
お
け

る
累
積
金
額
の
全
部
に
相
当
す
る
額

（二）
　
Ａ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合

せ
（
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、

ス
ー
ト
が
全
て
同
じ
も
の
に
限
る
。
）
　

当
該
顧
客
が
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ

ク
ポ
ッ
ト
に
対
応
す
る
区
画
に
置
き
、

又
は
投
入
し
た
賭
金
（
以
下
こ
の
ハ
に

お
い
て
単
に
「
賭
金
」
と
い
う
。
）
の

２
５
０
倍
に
相
当
す
る
額

（三）
　
（
一
）
及
び
（
二
）
に
掲
げ
る
組
合

せ
以
外
の
組
合
せ
　
賭
金
の
３
５
倍
に

相
当
す
る
額

（２）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
賭
金
の
３

０
倍
に
相
当
す
る
額

（３）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
賭
金
の
３
倍
に
相
当
す

る
額

九
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

４
の
七
の
規
定
は
、
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
に

係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
七
中

「
四
の
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
５
五
イ
の
（
２
）
」

と
、
同
七
イ
の
（
２
）
及
び
（
９
）
中
「
第
三

の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
５
」
と
、
同
イ

の
（
６
）
及
び
（
７
）
中
「
四
」
と
あ
る
の
は

「
５
の
五
」
と
、
同
ロ
の
（
７
）
中
「
四
の
イ

又
は
六
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
５
五
イ
の

（
１
）
又
は
５
七
の
イ
」
と
、
同
ロ
の
（
９
）

中
「
六
」
と
あ
る
の
は
「
５
の
七
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

十
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

４
の
八
の
規
定
は
、
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
に

係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
八
中
「
第
三

の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
５
」
と
、
「
七

イ
」
と
あ
る
の
は
「
５
の
九
に
お
い
て
準
用
す

る
４
七
イ
」
と
、
「
九
」
と
あ
る
の
は
「
５
の

十
一
」
と
、
同
八
の
イ
中
「
一
」
と
あ
る
の
は

「
５
の
一
」
と
、
同
八
の
ロ
中
「
二
の
イ
、
ロ

及
び
ニ
、
三
並
び
に
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は

「
５
二
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
５
の
三
並
び
に
５

六
の
イ
」
と
、
「
二
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
５

二
の
ニ
」
と
、
同
八
の
ハ
中
「
二
の
ロ
、
四
の

ロ
及
び
六
」
と
あ
る
の
は
「
５
二
の
ロ
（
５
八

の
イ
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
５
五
イ
の
（
２
）
、
５
の
七
及
び
５

八
ハ
の
（
１
）
」
と
、
同
八
の
ニ
中
「
四
の
イ

及
び
六
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
５
五
イ
の

（
１
）
及
び
５
七
の
イ
及
び
ニ
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

十
一
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

４
の
九
の
規
定
は
、
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
に

係
る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
九
中
「
二
ハ
の
（
１
）
」
と
あ

る
の
は
「
５
二
ハ
の
（
１
）
」
と
、
「
そ
れ
ら
」

と
あ
る
の
は
「
５
八
の
イ
に
規
定
す
る
賭
け
」

と
、
「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
５
」

と
、
「
七
及
び
八
」
と
あ
る
の
は
「
５
の
九
に

お
い
て
準
用
す
る
４
の
七
及
び
５
の
十
に
お
い

て
準
用
す
る
４
の
八
」
と
、
同
イ
中
「
八
」
と

あ
る
の
は
「
５
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
４

八
」
と
、
同
ロ
中
「
二
か
ら
六
」
と
あ
る
の
は

「
６
の
二
か
ら
八
」
と
、
同
ハ
中
「
三
、
四
及

び
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
５
の
三
、
５
の
五

及
び
５
六
の
イ
」
と
、
「
イ
に
お
い
て
準
用
す

る
八
の
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
５
の
十
に
お
い
て

準
用
す
る
４
八
の
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

十
二
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

４
の
十
の
規
定
は
、
ス
リ
ー
カ
ー
ド
ポ
ー
カ
ー
に

係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
十
の
イ
中
「
八
又
は
九
」
と
あ
る
の
は
「
５

の
十
又
は
５
の
十
一
」
と
、
「
第
三
の
４
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
の
５
」
と
、
同
イ
の
た
だ
し
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書
中
「
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
５
六
の
イ
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー
ナ
ス
の
方
法
は
、

第
三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に

フ
ロ
ッ
プ
、
タ
ー
ン
及
び
リ
バ
ー
に
係
る
区
画

並
び
に
当
該
区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
、
八

の
ロ
に
規
定
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択
し
た

勝
ち
と
な
っ
た
二
ハ
の
（
１
）
に
規
定
す
る
ア

ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に

対
し
て
勝
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
手
役
の
条

件
、
八
の
ニ
に
規
定
す
る
オ
ッ
ズ
を
適
用
す
る

場
合
は
そ
の
オ
ッ
ズ
並
び
に
九
の
ニ
の
規
定
を

適
用
す
る
場
合
は
そ
の
旨
が
、
業
務
方
法
書
に

記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表

示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
ハ
の
（
２
）
に
規
定
す
る
ボ

ー
ナ
ス
に
つ
い
て
は
、
ハ
の
（
１
）
に
規
定

す
る
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
に
限
り
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応

す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ

並
び
に
四
の
ロ
及
び
五
の
ロ
（
六
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
配
布
さ
れ
た
５

枚
の
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
こ
の
６
に
お
い
て

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を

合
わ
せ
た
７
枚
の
ト
ラ
ン
プ
か
ら
形
成
し

得
る

も
強
い
手
役
（
以
下
こ
の
６
に
お

い
て
「
顧
客
の
手
役
」
と
い
う
。
）
が
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
の
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
及

び
５
枚
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
を
合
わ

せ
た
７
枚
の
ト
ラ
ン
プ
か
ら
形
成
し
得
る

も
強
い
手
役
（
以
下
こ
の
６
に
お
い
て

「
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
手
役
」
と
い
う
。
）
よ
り

も
強
い
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の

６
に
お
い
て
「
ア
ン
テ
ィ
」
と
い
う
。
）

（２）
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ

が
ペ
ア
又
は
Ａ
及
び
Ｊ
、
Ｑ
若
し
く
は
Ｋ

の
組
合
せ
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
６
に
お
い
て
「
ボ
ー
ナ
ス
」

と
い
う
。
）

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨

を
宣
言
し
た
後
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
裏
面
を
上
面
と
し
て
配
布

す
る
。

四
　
顧
客
の
１
回
目
の
選
択

イ
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

を
確
認
し
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲

げ
る
行
為
を
選
択
し
、
当
該
選
択
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に

定
め
る
処
理
を
行
う
。

（１）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布

さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面

を
上
面
と
し
て
置
く
。
こ
の
と
き
、
当
該

ト
ラ
ン
プ
及
び
当
該
顧
客
の
賭
金
（
ボ
ー

ナ
ス
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金

を
除
く
。
）
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
回
収

さ
れ
る
。

（２）
　
賭
け
を
続
け
る
こ
と
（
五
及
び
十
に
お

い
て
「
フ
ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
。

　
顧
客
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
フ
ロ
ッ
プ

に
係
る
区
画
に
、
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る

区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
の
２
倍
に
相
当
す

る
額
の
賭
金
を
置
く
。

ロ
　
全
て
の
顧
客
が
イ
に
規
定
す
る
処
理
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
し
、
テ
ー
ブ

ル
の
中
央
に
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上

面
と
し
て
配
布
す
る
。

五
　
顧
客
の
２
回
目
の
選
択

イ
　
フ
ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
を
行
っ
た
顧
客
は
、
次

の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
い
ず
れ
か

の
行
為
を
選
択
し
て
行
う
。

（１）
　
賭
金
を
追
加
し
な
い
で
賭
け
を
続
け
る

こ
と
。

（２）
　
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
タ
ー
ン
に
係
る
区
画

に
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を
置
い
て

賭
け
を
続
け
る
こ
と
。

ロ
　
フ
ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
を
行
っ
た
全
て
の
顧
客

が
イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
っ
た
後
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
は
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用

し
た
も
の
と
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
１
枚

の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
配
布
す

る
。

六
　
顧
客
の
３
回
目
の
選
択

五
の
規
定
は
、
顧
客
の
３
回
目
の
選
択
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
五
中
「
フ

ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
五
の
イ
に
規

定
す
る
行
為
」
と
、
五
イ
の
（
２
）
中
「
タ
ー

ン
」
と
あ
る
の
は
「
リ
バ
ー
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

七
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
六
の
規
定
に
よ
り
準
用

す
る
五
の
ロ
の
規
定
に
よ
る
ト
ラ
ン
プ
の
配

布
を
行
っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
を
表
向

き
に
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
手
役
を
発
表
す

る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
各
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル
ド

を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）
に
配
布
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
し
、
顧
客
の
手
役
を

デ
ィ
ー
ラ
ー
の
手
役
と
比
較
す
る
。

ハ
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
決
定
す
る
。

（１）
　
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
は
、
顧
客

の
手
役
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
手
役
よ
り
強
い

場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
顧
客
の
手
役
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
手
役

よ
り
弱
い
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負

け
と
な
り
、
顧
客
の
手
役
と
デ
ィ
ー
ラ
ー

の
手
役
が
同
じ
強
さ
の
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

（２）
　
（
１
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ー

ナ
ス
に
参
加
し
た
顧
客
は
、
当
該
顧
客
に

配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
ペ
ア
又
は
Ａ
及

び
Ｊ
、
Ｑ
若
し
く
は
Ｋ
の
組
合
せ
と
な
っ

た
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。

八
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
（
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
負
け
と
な

っ
た
場
合
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
し
て
フ
ロ

ッ
プ
、
タ
ー
ン
又
は
リ
バ
ー
に
係
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
を
含
む
。
）
を
回
収
し
、
勝

ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客
に
対

し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た
勝
金
額
に

１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
ア
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
し
て
フ
ロ

ッ
プ
、
タ
ー
ン
及
び
リ
バ
ー
に
係
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
１
対

１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
合
計
し

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
顧
客
の
手
役
が
次

の
（
１
）
又
は
（
２
）
の
う
ち
カ
ジ
ノ
事
業

者
が
選
択
し
た
手
役
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

額
に
、
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か

れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
１
対
１
の
オ
ッ
ズ
に

よ
り
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（１）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
、
ス
ト
レ
ー
ト

フ
ラ
ッ
シ
ュ
、
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン

ド
、
フ
ル
ハ
ウ
ス
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
又
は
ス

ト
レ
ー
ト

（２）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
、
ス
ト
レ
ー
ト

フ
ラ
ッ
シ
ュ
、
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン

ド
、
フ
ル
ハ
ウ
ス
又
は
フ
ラ
ッ
シ
ュ

ハ
　
ボ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

の
勝
金
額
は
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま

で
に
掲
げ
る
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
ボ
ー
ナ
ス
に
対

応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に

定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
Ａ
の
ペ
ア
　
３
０
対
１

（２）
　
Ａ
及
び
Ｋ
の
組
合
せ
（
同
じ
ス
ー
ト
の

も
の
に
限
る
。
）
　
２
５
対
１

（３）
　
Ａ
及
び
Ｊ
又
は
Ｑ
の
組
合
せ
（
同
じ
ス

ー
ト
の
も
の
に
限
る
。
）
　
２
０
対
１

（４）
　
Ａ
及
び
Ｋ
の
組
合
せ
（
（
２
）
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
　
１
５
対
１

（５）
　
Ｊ
、
Ｑ
又
は
Ｋ
の
ペ
ア
　
１
０
対
１
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（６）
　
Ａ
及
び
Ｊ
又
は
Ｑ
の
組
合
せ
（
（
３
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
５
対
１

（７）
　
２
か
ら
１
０
ま
で
の
ペ
ア
　
３
対
１

ニ
　
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
ボ
ー
ナ
ス
に
参
加
し
た
顧
客
に
配
布

さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が

い
ず
れ
も
Ａ
の
ペ
ア
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

顧
客
に
対
し
、
ボ
ー
ナ
ス
に
対
応
す
る
区
画

に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
１
，
０
０
０
対

１
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
ハ
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
二
の
ロ
の
区
画
に
つ
い
て
、
二

の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
に
加

え
、
顧
客
の
手
役
が
３
一
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
手
役
の
い
ず
れ
か
と
な
る
こ
と
に

対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
６
に
お
い
て
「
プ

ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
」
と
い

う
。
）
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
テ
キ
サ
ス
ホ

ー
ル
デ
ム
ボ
ー
ナ
ス
の
方
法
は
、
一
か
ら
八

ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
ロ
か
ら
ホ
ま
で

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
二
の
ロ
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
ロ
中
「
置
く
」
と

あ
る
の
は
「
置
き
、
又
は
投
入
す
る
」
と
、

「
置
い
た
」
と
あ
る
の
は
「
置
き
、
又
は
投

入
し
た
」
と
、
同
ロ
の
た
だ
し
書
中
「
ボ
ー

ナ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
ボ
ー
ナ
ス
及
び
九
の

イ
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク

ポ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
単
に
「
プ

ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
」
と
い

う
。
）
」
と
、
「
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
で
き
る
も
の
と
し
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト

に
係
る
賭
金
に
相
当
す
る
額
に
対
し
、
プ
ロ

グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
賭
金

の
総
額
に
対
す
る
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ

ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
勝
金
の
総
額
の
比
率
が
１

を
超
え
な
い
範
囲
で
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選
択

し
て
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
率
を
乗
じ
た

額
を
累
積
金
額
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。
」

と
す
る
。

ロ
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
参

加
し
た
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客

を
除
く
。
）
は
、
当
該
顧
客
の
手
役
（
当
該

顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
含
ま
な
い

で
形
成
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
３
一
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
手
役
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の

場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
次

の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
顧
客

の
手
役
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

算
出
し
た
額
と
す
る
。
な
お
、
累
積
金
額
か

ら
顧
客
に
対
し
て
支
払
う
（
１
）
に
定
め
る

額
を
差
し
引
い
た
額
が
リ
セ
ッ
ト
金
額
を
下

回
る
と
き
は
、
累
積
金
額
を
リ
セ
ッ
ト
金
額

に
し
、
賭
金
の
蓄
積
を
継
続
す
る
こ
と
と
す

る
。

（１）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
次
の
（
一
）

か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
に
定
め
る
額

（一）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
顧
客
に
配

布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
及
び
四
の
ロ
の
規

定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
か
ら

形
成
さ
れ
た
場
合
　
そ
の
時
点
に
お
け

る
当
該
手
役
に
係
る
累
積
金
額
の
全
部

に
相
当
す
る
額

（二）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
が
顧
客
に
配

布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
四
の
ロ
及
び
五

の
ロ
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
か
ら
形
成
さ
れ
た
場
合
（
（
一
）

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
そ
の
時
点

に
お
け
る
当
該
手
役
に
係
る
累
積
金
額

の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額

（三）
　
（
一
）
及
び
（
二
）
に
掲
げ
る
場
合

以
外
の
場
合
　
そ
の
時
点
に
お
け
る
当

該
手
役
に
係
る
累
積
金
額
の
２
０
分
の

１
に
相
当
す
る
額

（２）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
当
該
顧
客

が
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に

対
応
す
る
区
画
に
置
き
、
又
は
投
入
し
た

賭
金
（
（
３
）
及
び
（
４
）
に
お
い
て
単

に
「
賭
金
」
と
い
う
。
）
の
２
５
０
倍
に

相
当
す
る
額

（３）
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
賭
金
の
１

０
０
倍
に
相
当
す
る
額

（４）
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
賭
金
の
１
０
倍
に
相
当

す
る
額

ニ
　
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト

に
参
加
し
た
顧
客
に
つ
い
て
、
ロ
に
規
定
す

る
場
合
に
加
え
、
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
を
含
ま
な
い
で
形
成
さ
れ
た
手
役
が
ロ

イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
四
イ
の
（
１
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
の
プ
ロ
グ

レ
ッ
シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
係
る
賭
金

は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
回
収
さ
れ
な
い
も

の
と
す
る
。

ホ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
含
ま
な

い
で
形
成
さ
れ
た
手
役
が
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ

シ
ュ
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ

ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
の
勝
金
額
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る

当
該
手
役
に
係
る
累
積
金
額
を
プ
ロ
グ
レ
ッ

シ
ブ
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
に
参
加
し
た
顧
客
の

人
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

十
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ

て
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ

れ
る
前
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で

に
掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
当
該
（
１
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
１
人
の
顧
客
が
２
以
上
の
ア
ン
テ
ィ
に

対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置
き
、
若
し
く

は
２
人
以
上
の
顧
客
が
１
の
ア
ン
テ
ィ
に

対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。

　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
当
該
顧
客
に

係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
第
三
の
６
の
規
定
に
従
わ
ず

に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ

と
。
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、

若
し
く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、

又
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上

の
当
該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置

き
直
さ
せ
る
こ
と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
、
デ
ィ
ー
リ
ン

グ
シ
ュ
ー
の
中
に
ト
ラ
ン
プ
が
無
い
こ

と
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
に

対
し
て
誤
っ
た
数
の
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ

れ
、
若
し
く
は
誤
っ
た
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
カ
ー
ド
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（４）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
表
面
を
上

面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。

　
表
面
を
上
面
と
し
て
引
か
れ
た
ト
ラ
ン

プ
が
１
枚
の
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既

に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
い
、

２
枚
以
上
の
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お

け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（５）
　
第
三
の
６
の
規
定
に
従
わ
ず
に
ト
ラ
ン

プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ

が
表
向
き
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
当

該
ト
ラ
ン
プ
を
次
に
配
布
さ
れ
る
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合

は
、
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

（６）
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

に
触
れ
る
前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
ト
ラ

ン
プ
が
表
向
き
に
さ
れ
た
こ
と
。
　
表
向

き
に
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
１
枚
の
場
合
は

当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
も
の

と
し
て
新
た
に
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
配
布

し
、
２
枚
以
上
の
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（７）
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

に
触
れ
た
後
、
全
て
の
顧
客
が
四
の
イ
に

規
定
す
る
行
為
を
行
う
前
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
カ
ー
ド
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　
四
の

イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
前
の
顧
客
に

係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（８）
　
フ
ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
を
行
っ
た
全
て
の
顧

客
が
五
の
イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
前

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
が
４
枚
以
上
配

布
さ
れ
た
こ
と
。
　
五
の
イ
に
規
定
す
る

行
為
を
行
う
前
の
フ
ロ
ッ
プ
ベ
ッ
ト
を
行
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っ
た
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（９）
　
五
の
イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
っ
た
全

て
の
顧
客
が
六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の

イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
前
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
が
５
枚
配
布
さ
れ
た
こ

と
。
　
六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の
イ
に

規
定
す
る
行
為
を
行
う
前
の
五
の
イ
に
規

定
す
る
行
為
を
行
っ
た
顧
客
に
係
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
。

（１０）
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

に
触
れ
た
後
、
全
て
の
顧
客
が
フ
ォ
ー
ル

ド
又
は
六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の
イ
に

規
定
す
る
行
為
を
行
う
前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー

手
札
の
全
部
又
は
一
部
の
ト
ラ
ン
プ
が
表

向
き
に
な
っ
た
こ
と
。
　
こ
れ
ら
の
行
為

を
行
っ
た
顧
客
以
外
の
顧
客
に
係
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
。

（１１）
　
全
て
の
顧
客
が
フ
ォ
ー
ル
ド
又
は
六
に

お
い
て
準
用
す
る
五
の
イ
に
規
定
す
る
行

為
を
行
う
前
に
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ

た
ト
ラ
ン
プ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
。
　
当
該
顧
客
及
び
フ
ォ
ー
ル
ド
又
は

六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の
イ
に
規
定
す

る
行
為
を
行
っ
た
顧
客
以
外
の
顧
客
に
係

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（１２）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
ト

ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
前
に
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
既
に
使
用
し
た
も
の
と
し
な
か
っ
た

こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
の
後
に

顧
客
の
選
択
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
配
布
し
た
ト
ラ
ン
プ
の

う
ち

初
に
配
布
し
た
も
の
を
既
に
使
用

し
た
も
の
と
し
て
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
追

加
で
配
布
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ

て
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行

為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す

る
こ
と
。

（１３）
　
顧
客
が
四
イ
の
（
２
）
又
は
五
イ
の

（
２
）
（
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
定
め
る
額
よ
り
も
多
い
額
又
は

少
な
い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
置

か
れ
た
賭
金
が
当
該
定
め
る
額
よ
り
も
多

い
場
合
は
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
当

該
顧
客
に
返
還
し
、
少
な
い
場
合
は
当
該

定
め
る
額
と
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
追
加

で
置
か
せ
る
こ
と
。

（１４）
　
（
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ
る

事
実
の
ほ
か
、
第
三
の
６
の
規
定
に
よ
り

テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー
ナ
ス
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
４
七
の
ロ
及
び
ハ
の
規
定
は
、
テ
キ
サ
ス

ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー
ナ
ス
に
係
る
不
適
切
な
事

象
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
ロ
の
（
５
）
及
び

（
６
）
中
「
四
の
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
６
四

イ
の
（
２
）
又
は
６
五
イ
の
（
２
）
（
６
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
、
同
ロ
の
（
７
）
中
「
四
の
イ
又
は
六
の

イ
」
と
あ
る
の
は
「
６
四
イ
の
（
１
）
、
６

八
の
イ
又
は
６
九
の
ニ
」
と
、
同
ロ
の

（
９
）
中
「
六
」
と
あ
る
の
は
「
６
の
八
又

は
６
九
の
ハ
若
し
く
は
ホ
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

十
一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

４
の
八
の
規
定
は
、
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー

ナ
ス
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
八
中

「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
６
」
と
、

「
七
イ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
８
）
並
び
に

ロ
」
と
あ
る
の
は
「
６
十
イ
の
（
１
）
、
（
２
）

及
び
（
１
３
）
、
同
十
の
ロ
に
お
い
て
準
用
す

る
４
七
の
ロ
」
と
、
「
九
」
と
あ
る
の
は
「
６

の
十
二
」
と
、
同
八
の
イ
中
「
一
」
と
あ
る
の

は
「
６
の
一
」
と
、
同
八
の
ロ
中
「
二
の
イ
、

ロ
及
び
ニ
、
三
並
び
に
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は

「
６
二
の
イ
、
ロ
（
６
の
九
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
ニ
、
６

の
三
並
び
に
６
七
の
イ
」
と
、
「
二
の
ニ
」
と

あ
る
の
は
「
６
二
の
ニ
」
と
、
同
八
の
ハ
中

「
二
の
ロ
、
四
の
ロ
及
び
六
」
と
あ
る
の
は

「
６
の
一
、
６
二
の
ロ
（
６
九
の
イ
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
６
四

の
イ
、
６
五
イ
の
（
２
）
（
６
の
六
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

６
の
八
」
と
、
同
八
の
ニ
中
「
四
の
イ
及
び
六

の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
６
四
イ
の
（
１
）
、
６

八
の
イ
及
び
ニ
並
び
に
６
九
の
ニ
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

十
二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

４
の
九
の
規
定
は
、
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー

ナ
ス
に
係
る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
九
中
「
二
ハ
の
（
１
）
」

と
あ
る
の
は
「
６
二
ハ
の
（
１
）
」
と
、
「
そ
れ

ら
」
と
あ
る
の
は
「
６
九
の
イ
に
規
定
す
る
賭

け
」
と
、
「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

の
６
」
と
、
「
七
及
び
八
」
と
あ
る
の
は
「
６

十
の
イ
、
同
十
の
ロ
に
お
い
て
準
用
す
る
４
七

の
ロ
及
び
ハ
並
び
に
６
の
十
一
に
お
い
て
準
用

す
る
４
の
八
」
と
、
同
九
の
イ
中
「
八
の
イ
」

と
あ
る
の
は
「
６
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

４
八
の
イ
」
と
、
同
九
の
ロ
中
「
二
か
ら
六
」

と
あ
る
の
は
「
６
の
二
か
ら
九
」
と
、
同
九
の

ハ
中
「
三
、
四
及
び
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は

「
６
の
四
、
６
五
の
ロ
（
６
の
六
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

６
七
の
イ
及
び
ロ
」
と
、
「
八
」
と
あ
る
の
は

「
６
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
４
八
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
三
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

４
の
十
の
規
定
は
、
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ボ
ー

ナ
ス
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す

る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
十
の
イ
中
「
八
又
は
九
」
と
あ
る
の

は
「
６
の
十
一
又
は
６
の
十
二
」
と
、
「
第
三

の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
６
」
と
、
同
イ

の
た
だ
し
書
中
「
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
６

七
の
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
は
、

第
三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に

第
３
ス
ト
リ
ー
ト
、
第
４
ス
ト
リ
ー
ト
及
び
第

５
ス
ト
リ
ー
ト
に
係
る
区
画
並
び
に
当
該
区
画

を
表
す
名
称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に
記

載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
２
枚

の
ト
ラ
ン
プ
及
び
三
の
規
定
に
よ
り
テ
ー
ブ

ル
の
中
央
に
配
布
さ
れ
た
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ

（
以
下
こ
の
７
に
お
い
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
合
わ
せ
た
５
枚
の

ト
ラ
ン
プ
の
手
役
（
以
下
こ
の
７
に
お
い
て

「
顧
客
の
手
役
」
と
い
う
。
）
が
、
Ｊ
の
ト
ラ

ン
プ
の
ペ
ア
を
含
む
ワ
ン
ペ
ア
又
は
こ
れ
よ

り
強
い
手
役
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
７
に
お
い
て
「
ア
ン
テ
ィ
」
と

い
う
。
）
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨

を
宣
言
し
た
後
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
裏

面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
中
央

に
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
裏
面
を
上
面
と
し
て
配

布
す
る
。

四
　
顧
客
の
１
回
目
の
選
択

イ
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

を
確
認
し
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲

げ
る
行
為
を
選
択
し
、
当
該
選
択
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に

定
め
る
処
理
を
行
う
。

（１）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布

さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面

を
上
面
と
し
て
置
く
。
こ
の
と
き
、
当
該

ト
ラ
ン
プ
及
び
当
該
顧
客
の
賭
金
は
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
回
収
さ
れ
る
。
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（２）
　
賭
け
を
続
け
る
こ
と
。
　
顧
客
は
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
第
３
ス
ト
リ
ー
ト
に
係
る

区
画
に
、
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
又
は
そ
の

２
倍
若
し
く
は
３
倍
に
相
当
す
る
額
の
賭

金
を
置
く
。

ロ
　
全
て
の
顧
客
が
イ
に
規
定
す
る
処
理
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
ー
ド
の
う
ち
１
枚
を
表
向
き
に
す
る
。

五
　
顧
客
の
２
回
目
の
選
択

四
の
規
定
は
、
顧
客
の
２
回
目
の
選
択
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
イ
中

「
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を

確
認
し
」
と
あ
る
の
は
「
四
イ
の
（
２
）
に
定

め
る
処
理
を
行
っ
た
顧
客
は
」
と
、
同
イ
の

（
２
）
中
「
第
３
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
あ
る
の
は

「
第
４
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
、
四
の
ロ
中
「
全
て
」

と
あ
る
の
は
「
四
イ
の
（
２
）
に
定
め
る
処
理

を
行
っ
た
全
て
」
と
、
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
」
と

あ
る
の
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
裏
向
き
の
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六
　
顧
客
の
３
回
目
の
選
択

四
の
規
定
は
、
顧
客
の
３
回
目
の
選
択
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
イ
中

「
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を

確
認
し
」
と
あ
る
の
は
「
五
に
お
い
て
準
用
す

る
四
イ
の
（
２
）
に
定
め
る
処
理
を
行
っ
た
顧

客
は
」
と
、
同
イ
の
（
２
）
中
「
第
３
ス
ト
リ

ー
ト
」
と
あ
る
の
は
「
第
５
ス
ト
リ
ー
ト
」

と
、
四
の
ロ
中
「
全
て
」
と
あ
る
の
は
「
五
に

お
い
て
準
用
す
る
四
イ
の
（
２
）
に
定
め
る
処

理
を
行
っ
た
全
て
」
と
、
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
」

と
あ
る
の
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
裏
向
き
の
」

と
、
「
の
う
ち
１
枚
を
表
向
き
」
と
あ
る
の
は

「
を
表
向
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
六
に
お
い
て
準
用
す
る

四
イ
の
（
２
）
に
定
め
る
処
理
を
行
っ
た
各

顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に

し
、
顧
客
の
手
役
を
確
認
す
る
。

ロ
　
ア
ン
テ
ィ
に
参
加
し
た
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル

ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）
は
、
当
該
顧

客
の
手
役
が
、
Ｊ
の
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア
を
含

む
ワ
ン
ペ
ア
又
は
こ
れ
よ
り
強
い
手
役
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
５
の
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア
を
含
む
ワ
ン
ペ

ア
又
は
こ
れ
よ
り
弱
い
手
役
で
あ
る
場
合
に

当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
６
か
ら

１
０
ま
で
の
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア
を
含
む
ワ
ン

ペ
ア
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引

分
け
と
な
る
。

八
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客

に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払

う
。

ロ
　
勝
金
額
は
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま

で
に
掲
げ
る
顧
客
の
手
役
の
区
分
に
応
じ
、

ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に
第
３
ス

ト
リ
ー
ト
、
第
４
ス
ト
リ
ー
ト
及
び
第
５
ス

ト
リ
ー
ト
に
係
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら

（
９
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出

す
る
。

（１）
　
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
５
０
０
対
１

（２）
　
ス
ト
レ
ー
ト
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
１
０
０

対
１

（３）
　
フ
ォ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
４
０
対
１

（４）
　
フ
ル
ハ
ウ
ス
　
１
０
対
１

（５）
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
　
６
対
１

（６）
　
ス
ト
レ
ー
ト
　
４
対
１

（７）
　
ス
リ
ー
オ
ブ
ア
カ
イ
ン
ド
　
３
対
１

（８）
　
ツ
ー
ペ
ア
　
２
対
１

（９）
　
Ｊ
、
Ｑ
、
Ｋ
又
は
Ａ
の
ト
ラ
ン
プ
の
ペ

ア
を
含
む
ワ
ン
ペ
ア
　
１
対
１

九
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

６
の
十
（
イ
の
（
５
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
２
）

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ

ド
ポ
ー
カ
ー
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る

措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
十
の
イ
中
「
第
三
の
６
」
と
あ
る
の
は

「
第
三
の
７
」
と
、
同
イ
の
（
３
）
中
「
顧
客

若
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
顧

客
」
と
、
同
イ
の
（
７
）
中
「
四
の
イ
に
規
定

す
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
７
四
の
イ
に
規
定

す
る
処
理
」
と
、
「
が
配
布
さ
れ
た
」
と
あ
る

の
は
「
の
１
枚
以
上
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に

な
っ
た
」
と
、
同
イ
の
（
８
）
中
「
フ
ロ
ッ
プ

ベ
ッ
ト
」
と
あ
る
の
は
「
７
四
イ
の
（
２
）
に

定
め
る
処
理
」
と
、
「
五
の
イ
に
規
定
す
る
行

為
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
７
四
の
イ
に
規
定
す
る
処
理
」
と
、
「
が
４

枚
以
上
配
布
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
の
２
枚

以
上
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に
な
っ
た
」
と
、

同
イ
の
（
９
）
中
「
五
の
イ
に
規
定
す
る
行
為

を
行
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
７
四
イ
の
（
２
）
に
定
め
る
処
理
を

行
っ
た
」
と
、
「
六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の

イ
に
規
定
す
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
六

に
お
い
て
準
用
す
る
７
四
の
イ
に
規
定
す
る
処

理
」
と
、
「
が
５
枚
配
布
さ
れ
た
」
と
あ
る
の

は
「
の
全
て
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に
な
っ

た
」
と
、
同
イ
の
（
１
１
）
中
「
六
に
お
い
て

準
用
す
る
五
の
イ
に
規
定
す
る
行
為
」
と
あ
る

の
は
「
７
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
７
四
イ
の

（
２
）
に
定
め
る
処
理
」
と
、
同
イ
の
（
１
３
）

中
「
四
イ
の
（
２
）
又
は
五
イ
の
（
２
）
（
六

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
７
四
イ
の
（
２
）
（
７
の
五
及
び
六
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

」
と
、
同
十
の
ロ
中
「
６
四
イ
の
（
２
）
又
は

６
五
イ
の
（
２
）
（
６
の
六
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
７
四
イ
の

（
２
）
（
７
の
五
及
び
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
６
四
イ
の

（
１
）
、
６
八
の
イ
又
は
６
九
の
ニ
」
と
あ
る
の

は
「
７
四
イ
の
（
１
）
（
７
の
五
及
び
六
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
７
八
の
イ
」
と
、
「
６
の
八
又
は
６
九
の

ハ
若
し
く
は
ホ
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
八
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

４
の
八
の
規
定
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
八
中

「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
７
」
と
、

「
七
イ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
８
）
並
び
に

ロ
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
九
に
お
い
て
準
用
す

る
６
十
イ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
１
３
）
並

び
に
ロ
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
４
七

の
ロ
」
と
、
「
九
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
十
一
」

と
、
同
八
の
イ
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
「
７
の

一
」
と
、
同
八
の
ロ
中
「
二
の
イ
、
ロ
及
び

ニ
、
三
並
び
に
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
７
二

の
イ
、
ロ
及
び
ニ
並
び
に
７
の
三
」
と
、
「
宣

言
又
は
発
表
」
と
あ
る
の
は
「
宣
言
」
と
、

「
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
宣
言
す
る
」
と
、
「
二
の
ニ
」
と
あ
る
の
は

「
７
二
の
ニ
」
と
、
同
八
の
ハ
中
「
二
の
ロ
、

四
の
ロ
及
び
六
」
と
あ
る
の
は
「
７
二
の
ロ
、

７
四
イ
の
（
２
）
（
７
の
五
及
び
六
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

７
八
の
ロ
」
と
、
「
置
か
れ
、
又
は
投
入
さ
れ

た
」
と
あ
る
の
は
「
置
か
れ
た
」
と
、
同
八
の

ニ
中
「
四
の
イ
及
び
六
の
イ
」
と
あ
る
の
は

「
７
四
イ
の
（
１
）
（
７
の
五
及
び
六
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

７
八
の
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
一
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合

４
の
九
の
規
定
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー
に
係
る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
九
中
「
二
ハ
の
（
１
）

及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
７
二

の
ハ
に
規
定
す
る
」
と
、
「
そ
れ
ら
」
と
あ
る

の
は
「
そ
れ
」
と
、
「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
の
７
」
と
、
「
七
及
び
八
」
と
あ
る

の
は
「
７
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
６
の
十

（
イ
の
（
５
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
２
）
の
除

く
。
）
及
び
７
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
４
の

八
」
と
、
同
九
の
イ
中
「
八
の
イ
」
と
あ
る
の

は
「
７
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
４
八
の
イ
」

と
、
同
九
の
ロ
中
「
二
か
ら
六
」
と
あ
る
の
は

「
７
の
二
か
ら
七
」
と
、
同
九
の
ハ
中
「
三
、

四
及
び
五
」
と
あ
る
の
は
「
７
の
四
（
７
の
五

及
び
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
７
七
」
と
、
「
八
」
と
あ
る
の

は
「
７
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
４
八
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
二
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

４
の
十
の
規
定
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
ド
ポ
ー

カ
ー
に
係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す

る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
十
の
イ
中
「
八
又
は
九
」
と
あ
る
の

は
「
７
の
十
又
は
７
の
十
一
」
と
、
「
第
三
の

４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
７
」
と
、
同
イ
の

た
だ
し
書
中
「
五
の
イ
の
規
定
に
よ
り
デ
ィ
ー
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ラ
ー
手
札
が
表
向
き
に
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は

「
７
七
の
イ
の
処
理
が
終
了
し
た
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
の
方
法
は
、
第
三
の
１

か
ら
３
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当

該
区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法

書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ

て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭

金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
ハ
に
定
め
る
賭
け
に
つ
い
て

は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
一
組
の
も
の
と

す
る
３
個
の
区
画
の
全
て
に
同
額
の
賭
金
を

置
い
た
顧
客
に
限
り
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
ロ
の
区
画
は
、
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
３
枚

の
ト
ラ
ン
プ
及
び
８
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
７
の
三
の
規
定
に
よ
り
テ
ー
ブ
ル
の
中
央

に
配
布
さ
れ
た
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
こ

の
８
に
お
い
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
」

と
い
う
。
）
を
合
わ
せ
た
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ

の
手
役
（
以
下
こ
の
８
に
お
い
て
「
顧
客
の

手
役
」
と
い
う
。
）
が
、
１
０
の
ト
ラ
ン
プ

の
ペ
ア
を
含
む
ワ
ン
ペ
ア
又
は
こ
れ
よ
り
強

い
手
役
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
に
対
応

す
る
も
の
と
し
、
１
番
目
の
区
画
、
２
番
目

の
区
画
及
び
３
番
目
の
区
画
の
３
個
の
区
画

を
一
組
の
も
の
と
す
る
。

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を

宣
言
す
る
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

７
の
三
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
に
係

る
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
三
中
「
２
枚
」
と
あ
る

の
は
「
３
枚
」
と
、
「
３
枚
」
と
あ
る
の
は

「
２
枚
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
　
顧
客
の
１
回
目
の
選
択

イ
　
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

を
確
認
し
、
賭
金
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
又

は
減
少
さ
せ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し

て
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
伝
え
る
。
賭
金
を
減
少
さ

せ
る
こ
と
を
伝
え
た
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
当
該
顧
客
が
１
番
目
の
区
画
に
置
い
た

賭
金
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
。

ロ
　
全
て
の
顧
客
が
イ
に
規
定
す
る
選
択
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
ー
ド
の
う
ち
の
１
枚
を
表
向
き
に
す
る
。

五
　
顧
客
の
２
回
目
の
選
択

四
の
規
定
は
、
顧
客
の
２
回
目
の
選
択
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
イ
中

「
顧
客
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を

確
認
し
」
と
あ
る
の
は
「
四
の
イ
に
規
定
す
る

選
択
を
行
っ
た
顧
客
は
」
と
、
「
１
番
目
」
と

あ
る
の
は
「
２
番
目
」
と
、
四
の
ロ
中
「
全

て
」
と
あ
る
の
は
「
四
の
イ
に
規
定
す
る
選
択

を
行
っ
た
全
て
」
と
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー

ド
の
う
ち
の
１
枚
」
と
あ
る
の
は
「
裏
向
き
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

六
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
五
に
お
い
て
準
用
す
る

四
の
イ
に
規
定
す
る
選
択
を
行
っ
た
各
顧
客

に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
表
向
き
に
し
、

顧
客
の
手
役
を
確
認
す
る
。

ロ
　
二
の
ロ
に
定
め
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
当
該
顧
客
の
手
役
が
１
０
の
ト
ラ
ン
プ

の
ペ
ア
を
含
む
ワ
ン
ペ
ア
又
は
こ
れ
よ
り
強

い
手
役
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
り
、
９
の
ト
ラ
ン
プ
の
ペ
ア
を
含

む
ワ
ン
ペ
ア
又
は
こ
れ
よ
り
弱
い
手
役
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

七
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

７
の
八
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
に
係

る
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
八
の
ロ
中

「
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に
第
３
ス

ト
リ
ー
ト
、
第
４
ス
ト
リ
ー
ト
及
び
第
５
ス
ト

リ
ー
ト
に
係
る
区
画
に
置
か
れ
た
」
と
あ
る
の

は
「
一
組
の
も
の
で
あ
る
１
番
目
の
区
画
、
２

番
目
の
区
画
及
び
３
番
目
の
区
画
の
う
ち
、
勝

敗
の
決
定
の
時
点
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
る
」

と
、
同
ロ
の
（
１
）
中
「
５
０
０
」
と
あ
る
の

は
「
１
，
０
０
０
」
と
、
同
ロ
の
（
２
）
中

「
１
０
０
」
と
あ
る
の
は
「
２
０
０
」
と
、
同

ロ
の
（
３
）
中
「
４
０
」
と
あ
る
の
は
「
５

０
」
と
、
同
ロ
の
（
４
）
中
「
１
０
」
と
あ
る

の
は
「
１
１
」
と
、
同
ロ
の
（
５
）
中
「
６
」

と
あ
る
の
は
「
８
」
と
、
同
ロ
の
（
６
）
中

「
４
」
と
あ
る
の
は
「
５
」
と
、
同
ロ
の
（
９
）

中
「
Ｊ
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
、
Ｊ
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

八
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

６
の
十
（
イ
の
（
５
）
、
（
８
）
、
（
１
０
）
及
び

（
１
２
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ

ト
ラ
イ
ド
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措

置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
十
の
イ
中
「
第
三
の
６
」
と
あ
る
の
は

「
第
三
の
８
」
と
、
同
イ
の
（
１
）
中
「
ア
ン

テ
ィ
に
対
応
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
一
組
の
も

の
と
す
る
３
個
の
」
と
、
同
イ
の
（
３
）
中

「
顧
客
若
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
あ
る
の
は

「
顧
客
」
と
、
同
イ
の
（
７
）
中
「
四
の
イ
に

規
定
す
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
８
四
の
イ
に

規
定
す
る
選
択
」
と
、
「
が
配
布
さ
れ
た
」
と

あ
る
の
は
「
の
１
枚
以
上
の
ト
ラ
ン
プ
が
表
向

き
に
な
っ
た
」
と
、
同
イ
の
（
９
）
中
「
五
の

イ
に
規
定
す
る
行
為
を
行
っ
た
」
と
あ
る
の
は

「
８
四
の
イ
に
規
定
す
る
選
択
を
行
っ
た
」
と
、

「
六
に
お
い
て
準
用
す
る
五
の
イ
に
規
定
す
る

行
為
」
と
あ
る
の
は
「
８
の
五
に
お
い
て
準
用

す
る
８
四
の
イ
に
規
定
す
る
選
択
」
と
、
「
が

５
枚
配
布
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
の
全
て
の

ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に
な
っ
た
」
と
、
同
イ
の

（
１
１
）
中
「
フ
ォ
ー
ル
ド
又
は
六
に
お
い
て

準
用
す
る
五
の
イ
に
規
定
す
る
行
為
」
と
あ
る

の
は
「
８
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
８
四
の
イ

に
規
定
す
る
選
択
」
と
、
同
イ
の
（
１
３
）
中

「
四
イ
の
（
２
）
又
は
五
イ
の
（
２
）
（
六
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
８
二
の
ロ
」
と
、
同
十
の
ロ
中
「
お
い
て
」

と
あ
る
の
は
「
お
い
て
、
同
ロ
の
（
１
）
中

「
ア
ン
テ
ィ
に
対
応
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
一

組
の
も
の
と
す
る
３
個
の
」
と
」
と
、
「
６
四

イ
の
（
２
）
又
は
６
五
イ
の
（
２
）
（
６
の
六

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
８
二
の
ロ
」
と
、
「
６
四
イ
の
（
１
）
、

６
八
の
イ
又
は
６
九
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
８

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
７
八
の
イ
」
と
、

「
６
の
八
又
は
６
九
の
ハ
若
し
く
は
ホ
」
と
あ

る
の
は
「
８
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
７
の

八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

４
の
八
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
に
係

る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
八
中
「
第
三
の

４
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
８
」
と
、
「
七
イ

の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
８
）
並
び
に
ロ
」
と

あ
る
の
は
「
８
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
６
十

イ
の
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
１
３
）
並
び
に
ロ

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
４
七
の
ロ
」

と
、
「
九
」
と
あ
る
の
は
「
８
の
十
」
と
、
同

八
の
イ
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
「
８
の
一
」

と
、
同
八
の
ロ
中
「
二
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
三

並
び
に
五
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
８
二
の
イ
、

ロ
及
び
ニ
並
び
に
８
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

７
の
三
」
と
、
「
宣
言
又
は
発
表
」
と
あ
る
の

は
「
宣
言
」
と
、
「
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
宣
言
す
る
」
と
、
「
二
の
ニ
」

と
あ
る
の
は
「
８
二
の
ニ
」
と
、
同
八
の
ハ
中

「
二
の
ロ
、
四
の
ロ
及
び
六
」
と
あ
る
の
は

「
８
二
の
ロ
、
８
四
の
イ
（
８
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
８
の
七
に
お

い
て
準
用
す
る
７
八
の
ロ
」
と
、
「
又
は
投
入

さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
減
少
さ
れ
た
」

と
、
同
八
の
ニ
中
「
四
の
イ
及
び
六
の
イ
」
と

あ
る
の
は
「
８
四
の
イ
（
８
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
８
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
７
八
の
イ
」
と
、
「
回
収
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
回
収
及
び
返
還
並
び
に
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

４
の
九
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
に
係

る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
九
中
「
二
ハ
の
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
８
二
の
ハ

に
規
定
す
る
」
と
、
「
そ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
そ
れ
」
と
、
「
第
三
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
の
８
」
と
、
「
七
及
び
八
」
と
あ
る
の
は

「
８
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
６
の
十
（
イ
の

（
５
）
、
（
８
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
２
）
を
除

く
。
）
及
び
８
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
４
の

八
」
と
、
同
九
の
イ
中
「
八
の
イ
」
と
あ
る
の
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は
「
８
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
４
八
の
イ
」

と
、
同
九
の
ロ
中
「
二
か
ら
六
ま
で
」
と
あ
る

の
は
「
８
の
二
、
８
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

７
の
三
、
８
の
四
（
８
の
五
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
８
の

六
」
と
、
同
九
の
ハ
中
「
三
、
四
及
び
五
の

イ
」
と
あ
る
の
は
「
８
の
四
（
８
の
五
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
８
六
の
イ
」
と
、
「
八
」
と
あ
る
の
は
「
８

の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
４
八
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

十
一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

４
の
十
の
規
定
は
、
レ
ッ
ト
イ
ッ
ト
ラ
イ
ド
に
係

る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

十
の
イ
中
「
八
又
は
九
」
と
あ
る
の
は
「
８
の

九
又
は
８
の
十
」
と
、
「
第
三
の
４
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
の
８
」
と
、
同
イ
の
た
だ
し
書
中

「
五
の
イ
の
規
定
に
よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
手
札
が

表
向
き
に
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
８
六
の
イ

の
処
理
が
終
了
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

９
　
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
は
、
第
三
の
１
か
ら

３
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
以
下

こ
の
９
に
お
い
て
単
に
「
区
画
」
と
い
う
。
）

の
表
示
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ

ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と

す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
ラ
ウ
ン

ド
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
始
ま
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
ラ
ウ
ン
ド
を
開
始
す
る
旨

を
宣
言
し
た
と
き
に
テ
ー
ブ
ル
に
着
席
し
て

い
る
顧
客
が
２
人
以
上
い
る
場
合
、
当
該
顧

客
の
う
ち
の
１
人
は
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画

に
賭
金
を
置
き
、
当
該
顧
客
の
左
隣
の
顧
客

は
当
該
賭
金
の
２
倍
に
相
当
す
る
額
の
賭
金

（
以
下
こ
の
９
に
お
い
て
「
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
イ

ン
ド
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
イ
ン
ド

が
置
か
れ
た
と
き
に
テ
ー
ブ
ル
に
着
席
し
て

い
る
顧
客
は
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
賭

け
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業

者
は
、
賭
け
に
参
加
す
る
た
め
に
賭
金
を
置

く
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
顧
客
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区

画
に
賭
金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
け
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
顧
客
の
第
一
の
選
択

イ
　
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
イ
ン
ド
が
置
か
れ
た
後
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を

裏
面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
顧
客
は
、
自

身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
を
確
認

す
る
。

ロ
　
選
択
権
保
有
者
（
賭
け
に
参
加
し
て
い
る

顧
客
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
（
３
）
に
規

定
す
る
フ
ォ
ー
ル
ド
又
は
七
の
イ
に
規
定
す

る
オ
ー
ル
イ
ン
（
以
下
こ
の
三
及
び
四
に
お

い
て
単
に
「
オ
ー
ル
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を

行
っ
た
顧
客
以
外
の
顧
客
を
い
う
。
以
下
こ

の
９
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
ビ
ッ
グ
ブ
ラ

イ
ン
ド
を
置
い
た
顧
客
の
左
隣
の
顧
客
か
ら

時
計
回
り
に
、
次
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ

か
を
選
択
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
ビ
ッ
グ
ブ

ラ
イ
ン
ド
を
置
い
た
選
択
権
保
有
者
は
、
自

身
の
順
番
ま
で
の
間
に
（
２
）
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
顧
客
が
い
な
か
っ
た
場
合
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
そ
れ
ま
で
に
１
人
の
顧
客
が
レ
イ
ア
ウ

ト
上
の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
の

う
ち

大
の
も
の
と
そ
れ
ま
で
に
自
身
が

置
い
た
賭
金
の
累
積
額
の
差
額
を
、
レ
イ

ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置
く
こ
と
（
以
下
こ

の
９
に
お
い
て
「
コ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
。

（２）
　
そ
れ
ま
で
に
１
人
の
顧
客
が
レ
イ
ア
ウ

ト
上
の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
の

う
ち

大
の
も
の
と
そ
れ
ま
で
に
自
身
が

置
い
た
賭
金
の
累
積
額
の
差
額
よ
り
も
大

き
な
額
の
賭
金
を
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区

画
に
置
く
こ
と
（
以
下
こ
の
９
に
お
い
て

「
レ
イ
ズ
」
と
い
う
。
）
。

（３）
　
配
布
さ
れ
た
４
枚
の
ト
ラ
ン
プ
（
以
下

こ
の
９
に
お
い
て
「
手
札
」
と
い
う
。
）

を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
裏
面
を
上
面

と
し
て
置
く
こ
と
（
以
下
こ
の
９
に
お
い

て
「
フ
ォ
ー
ル
ド
」
と
い
う
。
）
。

ハ
　
ロ
に
定
め
る
顧
客
の
選
択
は
、
全
て
の
選

択
権
保
有
者
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置

い
た
賭
金
の
累
積
額
が
同
額
と
な
る
ま
で
の

間
、
繰
り
返
し
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に

ニ
に
定
め
る
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
処

理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（１）
　
そ
れ
ま
で
に
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧

客
以
外
の
顧
客
が
１
人
と
な
っ
た
場
合
　

勝
敗
の
決
定
を
行
う
。

（２）
　
そ
れ
ま
で
に
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧

客
が
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
ー
ル
イ
ン

を
行
っ
た
顧
客
が
置
い
た
賭
金
の
累
積
額

の
う
ち

大
の
も
の
以
上
の
賭
金
の
累
積

額
の
顧
客
が
１
人
と
な
っ
た
場
合
又
は
全

て
の
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客

を
除
く
。
）
が
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
場

合
　
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既
に
使

用
し
た
も
の
と
し
、
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を

表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に

配
布
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既

に
使
用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中

央
に
配
布
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い

て
既
に
使
用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト

ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル

の
中
央
に
配
布
し
た
後
、
勝
敗
の
決
定
を

行
う
。

ニ
　
全
て
の
選
択
権
保
有
者
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上

の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
が
同
額
と

な
っ
た
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
フ
ォ
ー
ル

ド
を
行
っ
た
顧
客
の
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を

既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
と

と
も
に
、
そ
れ
ま
で
に
区
画
に
置
か
れ
た
全

て
の
賭
金
を
集
積
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
各
顧
客
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上

の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
は
、
０
と

な
る
も
の
と
す
る
。

四
　
顧
客
の
第
二
の
選
択

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引

い
て
既
に
使
用
し
た
も
の
と
し
、
３
枚
の
ト

ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の

中
央
に
配
布
す
る
。

ロ
　
選
択
権
保
有
者
は
、
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
イ
ン
ド

を
置
い
た
顧
客
の
右
隣
の
顧
客
（
以
下
こ
の

９
に
お
い
て
「
ス
モ
ー
ル
ブ
ラ
イ
ン
ド
」
と

い
う
。
）
（
賭
け
に
参
加
し
て
い
る
顧
客
が
２

人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ビ
ッ
グ
ブ
ラ
イ
ン

ド
を
置
い
た
顧
客
）
か
ら
時
計
回
り
に
、
次

に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
行

う
。
た
だ
し
、
（
１
）
及
び
（
５
）
に
掲
げ

る
行
為
は
そ
れ
ま
で
に
（
１
）
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
顧
客
が
い
な
か
っ
た
場
合
に
限

り
、
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
行
為
は

そ
れ
ま
で
に
（
１
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う

顧
客
が
い
た
場
合
に
限
り
、
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（１）
　
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置
く

こ
と
。

（２）
　
コ
ー
ル

（３）
　
レ
イ
ズ

（４）
　
フ
ォ
ー
ル
ド

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
行

為
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ハ
　
ロ
に
定
め
る
顧
客
の
選
択
は
、
全
て
の
選

択
権
保
有
者
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置

い
た
賭
金
の
累
積
額
が
同
額
と
な
り
、
又
は

全
て
の
選
択
権
保
有
者
が
ロ
の
（
５
）
に
掲

げ
る
行
為
を
選
択
す
る
ま
で
の
間
、
繰
り
返

し
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
直
ち
に
ニ
に
定
め

る
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
処
理
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（１）
　
そ
れ
ま
で
に
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧

客
以
外
の
顧
客
が
１
人
と
な
っ
た
場
合
　

勝
敗
の
決
定
を
行
う
。

（２）
　
そ
れ
ま
で
に
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧

客
が
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
ー
ル
イ
ン

を
行
っ
た
顧
客
が
置
い
た
賭
金
の
累
積
額

の
う
ち

大
の
も
の
以
上
の
賭
金
の
累
積

額
の
顧
客
が
１
人
と
な
っ
た
場
合
又
は
全

て
の
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客

を
除
く
。
）
が
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
場
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合
　
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既
に
使

用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を

表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に

配
布
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既

に
使
用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中

央
に
配
布
し
た
後
、
勝
敗
の
決
定
を
行

う
。

ニ
　
全
て
の
選
択
権
保
有
者
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上

の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
が
同
額
と

な
っ
た
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
フ
ォ
ー
ル

ド
を
行
っ
た
顧
客
の
手
札
の
各
ト
ラ
ン
プ
を

既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
と

と
も
に
、
ロ
の
規
定
に
よ
り
区
画
に
置
か
れ

た
全
て
の
賭
金
と
三
の
ニ
の
規
定
に
よ
り
集

積
し
た
賭
金
を
集
積
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
各
顧
客
が
レ
イ
ア
ウ
ト

上
の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積
額
は
、
０

と
な
る
も
の
と
す
る
。

ホ
　
全
て
の
選
択
権
保
有
者
が
ロ
の
（
５
）
に

掲
げ
る
行
為
を
選
択
し
た
場
合
、
三
の
ニ
の

規
定
に
よ
り
集
積
し
た
賭
金
を
ニ
の
規
定
に

よ
り
集
積
し
た
も
の
と
み
な
す
。

五
　
顧
客
の
第
三
の
選
択

四
の
規
定
は
、
顧
客
の
第
三
の
選
択
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
イ
中

「
３
枚
」
と
あ
る
の
は
「
１
枚
」
と
、
四
ハ
の

（
２
）
中
「
配
布
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引

い
て
既
に
使
用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央

に
配
布
し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
配
布
し
た

後
」
と
、
四
の
ニ
及
び
ホ
中
「
三
の
ニ
」
と
あ

る
の
は
「
四
の
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

六
　
顧
客
の
第
四
の
選
択

四
の
規
定
は
、
顧
客
の
第
四
の
選
択
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
四
の
イ
中

「
３
枚
」
と
あ
る
の
は
「
１
枚
」
と
、
四
ハ
の

（
２
）
中
「
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既
に

使
用
し
た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表

面
を
上
面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
配
布

し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
引
い
て
既
に
使
用
し

た
も
の
と
し
、
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上

面
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
配
布
し
た
後
、

勝
敗
」
と
あ
る
の
は
「
勝
敗
」
と
、
四
の
ニ
及

び
ホ
中
「
三
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
五
に
お
い

て
準
用
す
る
四
の
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

七
　
オ
ー
ル
イ
ン

イ
　
顧
客
は
、
賭
金
を
置
こ
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
顧
客
が
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
で
賭

け
る
こ
と
が
で
き
る
賭
金
の
全
て
を
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
区
画
に
置
く
こ
と
（
以
下
こ
の
９

に
お
い
て
「
オ
ー
ル
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
二
、
三
及
び
四
（
五
及
び
六
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
額
が

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
置
く
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
賭
金
の
額
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

た
も
の
と
し
て
処
理
す
る
。

ロ
　
顧
客
が
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
場
合
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
三
の
ニ
又
は
四
の
ニ
（
五
及

び
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
賭
金
の
集
積
に
代
え
て
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
顧
客
が
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置
い
た
賭
金
の
累
積

額
は
、
０
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
（
一
）
に
掲
げ
る
額
に
（
二
）
に
掲
げ

る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ

ラ
ウ
ン
ド
（
賭
け
の
受
付
の
開
始
又
は
直

前
の
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
に
よ
っ
て
始
ま
り

賭
金
の
集
積
（
こ
の
七
の
規
定
に
よ
り
処

理
が
行
わ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
っ

て
終
わ
る
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
９
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
オ
ー

ル
イ
ン
よ
り
前
に
処
理
さ
れ
た
オ
ー
ル
イ

ン
が
あ
る
場
合
は
、
（
一
）
に
掲
げ
る
額

に
（
二
）
に
掲
げ
る
額
を
加
え
、
（
三
）

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
）
を
当
該

オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
集
積
額
と
す

る
。

（一）
　
オ
ー
ル
イ
ン
が
行
わ
れ
た
直
前
の
ベ

ッ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
終
了
し
た
時

点
に
お
け
る
集
積
し
た
賭
金
の
額
（
そ

の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
賭
金
を
集
積
し

て
い
な
い
場
合
は
、
０
）

（二）
　
こ
の
ロ
に
定
め
る
処
理
を
行
う
時
点

に
お
け
る
各
顧
客
の
賭
金
の
累
積
額
の

う
ち
、
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
の

賭
金
の
累
積
額
と
同
額
ま
で
の
部
分
の

総
額

（三）
　
当
該
オ
ー
ル
イ
ン
が
行
わ
れ
た
ベ
ッ

テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
当
該
オ

ー
ル
イ
ン
よ
り
前
に
処
理
さ
れ
た
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
集
積
額
の
総
額

（２）
　
一
の
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い

て
複
数
の
顧
客
が
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
１
）
の
処
理
は
、

オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
の
う
ち
賭
金

の
累
積
額
が

も
小
さ
い
額
の
顧
客
が
行

っ
た
も
の
か
ら
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
に

賭
金
の
累
積
額
が
同
じ
顧
客
が
２
人
以
上

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
１
）
の
処
理

は
、
こ
れ
ら
の
顧
客
が
行
っ
た
オ
ー
ル
イ

ン
に
つ
い
て
一
度
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（３）
　
一
の
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
開
始

時
に
選
択
権
保
有
者
で
あ
っ
た
全
て
の
顧

客
（
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除

く
。
）
が
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
（
１
）
の
処
理
は
、
オ
ー
ル

イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
の
う
ち
賭
金
の
累
積

額
が

も
大
き
い
額
の
顧
客
が
行
っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
賭
金
の
累
積
額
が

も
大
き
い

額
の
顧
客
が
２
人
以
上
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
（
１
）
の
処
理
は
、
こ
れ
ら
の
顧

客
が
行
っ
た
オ
ー
ル
イ
ン
に
つ
い
て
一
度

に
行
う
も
の
と
す
る
。

（４）
　
一
の
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い

て

後
に
処
理
さ
れ
た
オ
ー
ル
イ
ン
を
行

っ
た
顧
客
の
賭
金
の
累
積
額
を
超
え
る
額

の
累
積
額
の
賭
金
を
置
い
た
顧
客
が
い
る

場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
（
一
）
又

は
（
二
）
に
掲
げ
る
当
該
顧
客
の
人
数
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
一
）
又

は
（
二
）
に
定
め
る
処
理
を
行
う
。

（一）
　
１
人
　
当
該
顧
客
の
賭
金
の
累
積
額

か
ら

後
に
処
理
さ
れ
た
オ
ー
ル
イ
ン

を
行
っ
た
顧
客
の
賭
金
の
累
積
額
を
減

じ
て
得
た
額
の
賭
金
を
、
当
該
顧
客
に

返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
２
人
以
上
　
そ
れ
ぞ
れ
の
顧
客
の
賭

金
の
累
積
額
か
ら

後
に
処
理
さ
れ
た

オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
の
賭
金
の

累
積
額
を
減
じ
て
得
た
額
に
係
る
賭
金

を
、
当
該
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
が

終
了
し
た
時
点
に
お
け
る
集
積
し
た
賭

金
と
す
る
。

ハ
　
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
は
、
そ
の
ラ

ウ
ン
ド
の
終
了
ま
で
の
間
、
三
の
ロ
及
び
四

の
ロ
（
五
及
び
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
定
め
る
選
択
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

八
　
勝
敗
の
決
定

賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決

定
す
る
。

イ
　
勝
敗
の
決
定
の
時
点
に
お
け
る
賭
金
の
集

積
額
が
０
円
で
な
い
場
合
の
賭
け
の
勝
敗

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す

る
。

（１）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
わ
な
か
っ
た
顧
客

（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）

が
１
人
の
場
合
、
当
該
顧
客
は
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
り
、
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ

た
顧
客
は
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
３
）
の
規
定
に

よ
り
勝
敗
を
決
定
す
る
と
き
は
、
勝
ち
と

な
っ
た
顧
客
の
手
札
の
う
ち
の
２
枚
の
ト

ラ
ン
プ
及
び
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
配
布
さ

れ
た
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
（
以
下
こ
の
９
に

お
い
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
の
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ

り
形
成
し
得
る
手
役
の
う
ち

も
強
い
手

役
（
以
下
こ
の
八
及
び
九
に
お
い
て
単
に

「
手
役
」
と
い
う
。
）
を
発
表
す
る
。

（２）
　
（
１
）
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に

お
け
る
顧
客
（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧

客
を
除
く
。
以
下
こ
の
（
２
）
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル

ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
（
二
）
及

び
（
三
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

の
１
人
の
手
札
を
表
向
き
に
さ
せ
、
当

該
顧
客
の
手
役
を
発
表
す
る
。

（二）
　
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
た
顧
客
以
外
の
顧
客
は
自
身
の

手
札
を
表
向
き
に
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は

当
該
顧
客
の
手
役
を
発
表
す
る
。
た
だ

し
、
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
が
い
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な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
顧
客
の
手
役
が

既
に
手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
の
手

役
よ
り
弱
い
場
合
は
、
当
該
顧
客
は
自

身
の
手
札
を
表
向
き
に
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

（三）
　
（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り

手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該

顧
客
の
手
役
が
他
の
手
札
を
表
向
き
に

し
た
顧
客
の
手
役
よ
り
強
い
場
合
又
は

手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
が
い
な
い

場
合
に
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、

当
該
顧
客
の
手
役
が
手
札
を
表
向
き
に

し
た
他
の
顧
客
の
手
役
よ
り
弱
い
場
合

に
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。
た
だ

し
、
２
人
以
上
の
顧
客
の
手
役
の
強
さ

が
同
じ
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
手
役
が

手
札
を
表
向
き
に
し
た
他
の
顧
客
の
手

役
よ
り
強
い
と
き
は
、
当
該
２
人
以
上

の
顧
客
は
い
ず
れ
も
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
る
。

（四）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
及
び

（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
手

札
を
表
向
き
に
し
な
か
っ
た
顧
客
は
、

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

（３）
　
（
１
）
又
は
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
賭

け
の
勝
敗
を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の
勝
敗

が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い
る
場
合

は
、
当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
勝
敗
が
決

定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
の
う
ち

も
後

に
処
理
さ
れ
た
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た

顧
客
の
手
札
を
表
向
き
に
さ
せ
、
当
該

顧
客
の
手
役
を
発
表
す
る
。

（二）
　
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
手
役

が
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
手
役
の
う

ち

も
強
い
手
役
と
比
較
し
て
、
こ
れ

よ
り
強
い
場
合
又
は
こ
れ
と
同
じ
強
さ

の
場
合
に
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
こ
れ
よ
り
弱
い
場
合
に
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。

（三）
　
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
賭
け
の
勝
敗

を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の
勝
敗
が
決
定

さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い
る
場
合
は
、

当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗
は
、
（
一
）

及
び
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
決
定
す

る
。

ロ
　
イ
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
の
賭
け
の

勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定

す
る
。

（１）
　
イ
の
（
２
）
の
規
定
は
、
顧
客
（
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
処
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

顧
客
（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
わ
な
か
っ
た
顧

客
を
含
む
。
）
及
び

後
に
処
理
さ
れ
た

オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
に
限
る
。
）

の
賭
け
の
勝
敗
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
（
２
）
の
（
二
）

中
「
す
る
。
た
だ
し
、
オ
ー
ル
イ
ン
を
行

っ
た
顧
客
が
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
顧

客
の
手
役
が
既
に
手
札
を
表
向
き
に
し
た

顧
客
の
手
役
よ
り
弱
い
場
合
は
、
当
該
顧

客
は
自
身
の
手
札
を
表
向
き
に
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
す
る
。
」

と
、
同
（
２
）
の
（
三
）
中
「
場
合
又
は

手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
が
い
な
い
場

合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
」
と
、
同

（
２
）
の
（
四
）
中
「
顧
客
及
び
（
一
）

又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
な
か
っ
た
顧
客
」
と
あ
る
の
は

「
顧
客
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（２）
　
イ
の
（
３
）
の
規
定
は
、
（
１
）
に
お

い
て
準
用
す
る
イ
の
（
２
）
の
規
定
に
よ

り
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の

勝
敗
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗

の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

九
　
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
金
の
集
積
額
（
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
集
積
額
を
含
む
。
）

の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
１
０
０
分
の
９
０
以

上
１
未
満
の
範
囲
内
で
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選

択
し
て
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
勝
金
に
充
て
る
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た

勝
金
に
充
て
る
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
１
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に

対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払
う
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た
勝
金
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
ス
モ
ー
ル
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
右

隣
の
顧
客
か
ら
時
計
回
り
に

も
近
い
顧
客

（
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
限
る
。
）
に
当
該
切

り
捨
て
た
端
数
の
総
額
を
勝
金
と
し
て
支
払

う
も
の
と
す
る
。

ハ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る

顧
客
の
勝
金
額
は
、
当
該
（
１
）
か
ら

（
４
）
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

す
る
。

（１）
　
八
イ
の
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
勝
ち
と

な
っ
た
顧
客
　
勝
敗
の
決
定
が
行
わ
れ
た

時
点
に
お
け
る
勝
金
に
充
て
る
額
に
、
全

て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る

額
の
総
額
を
加
え
、
当
該
顧
客
よ
り
後
に

勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る
勝
金
額
の
総

額
を
減
じ
て
得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

（２）
　
八
イ
（
２
）
の
（
三
）
の
規
定
に
よ
り

勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
　
勝
敗
の
決
定
が
行

わ
れ
た
時
点
に
お
け
る
勝
金
に
充
て
る
額

に
、
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に

充
て
る
額
の
総
額
を
加
え
、
当
該
顧
客
よ

り
後
に
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る
勝
金

額
の
総
額
を
減
じ
、
同
（
三
）
の
規
定
に

よ
り
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
の
人
数
で
除
し

て
得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

（３）
　
八
イ
（
３
）
の
（
二
）
の
規
定
（
八
ロ

の
（
２
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
よ
り
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
　
当

該
顧
客
が
行
っ
た
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝

金
に
充
て
る
額
に
、
当
該
オ
ー
ル
イ
ン
よ

り
前
に
処
理
さ
れ
た
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン

に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
総
額
を
加

え
、
当
該
顧
客
よ
り
後
に
勝
ち
と
な
っ
た

顧
客
に
係
る
勝
金
額
の
総
額
を
減
じ
、
当

該
顧
客
の
手
役
と
同
じ
強
さ
の
手
役
の
顧

客
（
当
該
顧
客
よ
り
先
又
は
同
時
に
勝
ち

と
な
っ
た
顧
客
に
限
る
。
）
の
人
数
に
１

を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
を
勝
金
額

と
す
る
。

（４）
　
八
ロ
の
（
１
）
に
お
い
て
準
用
す
る
八

イ
（
２
）
の
（
三
）
の
規
定
に
よ
り
勝
ち

と
な
っ
た
顧
客
　
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に

係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
総
額
か
ら
、
当

該
顧
客
よ
り
後
に
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に

係
る
勝
金
額
の
総
額
を
減
じ
、
同
（
三
）

の
規
定
に
よ
り
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
の
人

数
で
除
し
て
得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

十
　
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ
ー

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
を
ハ
イ
ロ

ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ
ー
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
そ
の
旨
を
業
務
方
法
書

に
記
載
す
る
も
の
と
し
、
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
の

方
法
は
、
一
か
ら
七
ま
で
及
び
十
四
に
定
め
る

ほ
か
、
十
一
か
ら
十
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

十
一
　
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ
ー
の
ロ
ー
ハ

ン
ド

イ
　
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
を
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ

ア
ベ
タ
ー
の
方
法
で
行
う
場
合
に
お
い
て

「
ロ
ー
ハ
ン
ド
」
と
は
、
顧
客
の
手
札
の
う

ち
の
２
枚
の
ト
ラ
ン
プ
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
ー
ド
の
う
ち
の
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
か
ら
形

成
し
得
る
５
枚
の
ト
ラ
ン
プ
の
組
合
せ
で
あ

っ
て
、
同
じ
数
字
又
は
文
字
で
あ
る
ト
ラ
ン

プ
を
含
ま
ず
、
か
つ
、
Ａ
又
は
２
か
ら
８
ま

で
の
数
字
の
い
ず
れ
か
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ
り

形
成
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、

も
強
い
も
の

を
い
う
。

ロ
　
イ
に
定
め
る
組
合
せ
の
強
さ
は
、
同
じ
強

さ
の
ト
ラ
ン
プ
を
除
き
、

も
弱
い
ト
ラ
ン

プ
を
比
較
し
て
よ
り
強
い
ト
ラ
ン
プ
が
含
ま

れ
る
も
の
が
強
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
三
の
３
の
二
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
ト
ラ
ン
プ
の
強
さ
の
順
位
は
、

Ａ
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
、
７
及
び
８
の

順
序
と
す
る
。

十
二
　
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ
ー
に
お
け
る

勝
敗
の
決
定

オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
を
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ

ー
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る
勝
敗

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

イ
　
勝
敗
の
決
定
の
時
点
に
お
け
る
賭
金
の
集

積
額
が
０
円
で
な
い
場
合
の
賭
け
の
勝
敗

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す

る
。

（１）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
わ
な
か
っ
た
顧
客

（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）

が
１
人
の
場
合
、
当
該
顧
客
は
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
り
、
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
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た
顧
客
は
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
３
）
の
規
定
に

よ
り
勝
敗
を
決
定
す
る
と
き
は
、
勝
ち
と

な
っ
た
顧
客
の
手
札
を
表
向
き
に
さ
せ
、

当
該
顧
客
の
手
札
の
う
ち
の
２
枚
の
ト
ラ

ン
プ
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
の
う
ち

の
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ
り
形
成
し
得
る

手
役
の
う
ち

も
強
い
手
役
（
以
下
こ
の

十
二
及
び
十
三
に
お
い
て
「
ハ
イ
ハ
ン

ド
」
と
い
う
。
）
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
あ

る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
発
表
す
る
。

（２）
　
（
１
）
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に

お
け
る
顧
客
（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧

客
を
除
く
。
以
下
こ
の
（
２
）
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
（
フ
ォ
ー
ル

ド
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
（
二
）
か

ら
（
四
）
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
の
１
人
の
手
札
を
表
向
き
に
さ

せ
、
当
該
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
、
及
び

ロ
ー
ハ
ン
ド
が
あ
る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン

ド
を
発
表
す
る
。

（二）
　
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
た
顧
客
以
外
の
顧
客
は
自
身
の

手
札
を
表
向
き
に
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は

当
該
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
、
及
び
ロ
ー

ハ
ン
ド
が
あ
る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン
ド
を

発
表
す
る
。
た
だ
し
、
オ
ー
ル
イ
ン
を

行
っ
た
顧
客
が
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
、
及
び
ロ
ー

ハ
ン
ド
が
あ
る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン
ド

が
、
既
に
手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客

の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
そ

れ
ぞ
れ
よ
り
弱
い
場
合
は
、
当
該
顧
客

は
自
身
の
手
札
を
表
向
き
に
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

（三）
　
（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り

手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該

顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
が
他
の
手
札
を
表

向
き
に
し
た
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
よ
り

強
い
場
合
又
は
手
札
を
表
向
き
に
し
た

顧
客
が
い
な
い
場
合
に
ハ
イ
ハ
ン
ド
に

係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
当

該
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
が
手
札
を
表
向

き
に
し
た
他
の
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
よ

り
弱
い
場
合
に
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。
た
だ
し
、

２
人
以
上
の
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
の
強

さ
が
同
じ
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ハ
イ

ハ
ン
ド
が
手
札
を
表
向
き
に
し
た
他
の

顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
よ
り
強
い
と
き

は
、
当
該
２
人
以
上
の
顧
客
は
い
ず
れ

も
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
る
。

（四）
　
（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り

手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該

顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
他
の
手
札
を
表

向
き
に
し
た
顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
よ
り

強
い
場
合
、
他
の
手
札
を
表
向
き
に
し

た
顧
客
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
な
い
場
合
又

は
手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧
客
が
い
な

い
場
合
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に

つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
当
該
顧
客
の
ロ

ー
ハ
ン
ド
が
手
札
を
表
向
き
に
し
た
他

の
顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
よ
り
弱
い
場
合

又
は
当
該
顧
客
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
な
い

場
合
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ

い
て
負
け
と
な
る
。
た
だ
し
、
２
人
以

上
の
顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
強
さ
が
同

じ
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ロ
ー
ハ
ン
ド

が
手
札
を
表
向
き
に
し
た
他
の
顧
客
の

ロ
ー
ハ
ン
ド
よ
り
強
い
と
き
は
、
当
該

２
人
以
上
の
顧
客
は
い
ず
れ
も
ロ
ー
ハ

ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

る
。

（五）
　
フ
ォ
ー
ル
ド
を
行
っ
た
顧
客
及
び

（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
手

札
を
表
向
き
に
し
な
か
っ
た
顧
客
は
、

ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

（３）
　
（
１
）
又
は
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
賭

け
の
勝
敗
を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の
勝
敗

が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い
る
場
合

は
、
当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（一）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
勝
敗
が
決

定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
の
う
ち

も
後

に
処
理
さ
れ
た
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た

顧
客
の
手
札
を
表
向
き
に
さ
せ
、
当
該

顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
、
及
び
ロ
ー
ハ
ン

ド
が
あ
る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
発
表

す
る
。

（二）
　
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
ハ
イ

ハ
ン
ド
が
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
ハ

イ
ハ
ン
ド
の
う
ち

も
強
い
も
の
と
比

較
し
て
、
こ
れ
よ
り
強
い
場
合
又
は
こ

れ
と
同
じ
強
さ
の
場
合
に
ハ
イ
ハ
ン
ド

に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、

こ
れ
よ
り
弱
い
場
合
に
ハ
イ
ハ
ン
ド
に

係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

（三）
　
（
一
）
の
規
定
に
よ
り
手
札
を
表
向

き
に
し
た
顧
客
は
、
当
該
顧
客
の
ロ
ー

ハ
ン
ド
が
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
ロ

ー
ハ
ン
ド
の
う
ち

も
強
い
も
の
と
比

較
し
て
強
い
場
合
若
し
く
は
同
じ
強
さ

の
場
合
又
は
そ
れ
ま
で
に
ロ
ー
ハ
ン
ド

が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ロ
ー
ハ

ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
当
該
顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
そ
れ

ま
で
に
発
表
さ
れ
た
ロ
ー
ハ
ン
ド
よ
り

弱
い
場
合
又
は
当
該
顧
客
に
ロ
ー
ハ
ン

ド
が
な
い
場
合
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

（四）
　
（
二
）
及
び
（
三
）
の
規
定
に
よ
り

賭
け
の
勝
敗
を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の

勝
敗
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い

る
場
合
は
、
当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗

は
、
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
規
定

に
よ
り
決
定
す
る
。

ロ
　
イ
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
の
賭
け
の

勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定

す
る
。

（１）
　
イ
の
（
２
）
の
規
定
は
、
顧
客
（
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
処
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

顧
客
（
オ
ー
ル
イ
ン
を
行
わ
な
か
っ
た
顧

客
を
含
む
。
）
及
び

後
に
処
理
さ
れ
た

オ
ー
ル
イ
ン
を
行
っ
た
顧
客
に
限
る
。
）

の
賭
け
の
勝
敗
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
（
２
）
の
（
二
）

中
「
す
る
。
た
だ
し
、
オ
ー
ル
イ
ン
を
行

っ
た
顧
客
が
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
顧

客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
、
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
が

あ
る
場
合
は
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
、
既
に
手
札

を
表
向
き
に
し
た
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及

び
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
弱
い
場

合
は
、
当
該
顧
客
は
自
身
の
手
札
を
表
向

き
に
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る

の
は
「
す
る
。
」
と
、
同
（
２
）
の
（
三
）

中
「
場
合
又
は
手
札
を
表
向
き
に
し
た
顧

客
が
い
な
い
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場

合
」
と
、
同
（
２
）
の
（
四
）
中
「
場

合
、
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
又
は
」

と
、
「
場
合
又
は
手
札
を
表
向
き
に
し
た

顧
客
が
い
な
い
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場

合
」
と
、
同
（
２
）
の
（
五
）
中
「
顧
客

及
び
（
一
）
又
は
（
二
）
の
規
定
に
よ
り

手
札
を
表
向
き
に
し
な
か
っ
た
顧
客
」
と

あ
る
の
は
「
顧
客
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（２）
　
イ
の
（
３
）
の
規
定
は
、
（
１
）
に
お

い
て
準
用
す
る
イ
の
（
２
）
の
規
定
に
よ

り
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
し
た
後
に
賭
け
の

勝
敗
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
顧
客
が
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
顧
客
の
賭
け
の
勝
敗

の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

十
三
　
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ
ー
に
お
け
る

勝
金
の
支
払

オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
を
ハ
イ
ロ
ー
エ
イ
ト
オ
ア
ベ
タ

ー
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る
勝
金
の

支
払
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
金
の
集
積
額
（
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
集
積
額
を
含
む
。
）

の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
１
０
０
分
の
９
０
以

上
１
未
満
の
範
囲
内
で
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
選

択
し
て
業
務
方
法
書
に
記
載
す
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
勝
金
に
充
て
る
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た

勝
金
に
充
て
る
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
１
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。

ロ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に

対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払
う
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ハ
の
（
２
）
、
（
４
）

又
は
（
６
）
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
勝

金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
の
う
ち

も

強
い
ハ
イ
ハ
ン
ド
の
顧
客
（
当
該
顧
客
が
２

人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
顧
客
の
う
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ち
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
含
ま
れ
る
ト
ラ
ン
プ
の
う

ち
、
第
三
の
３
の
二
た
だ
し
書
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り

も
強
い
も
の
の
ス
ー
ト
が
、

ス
ペ
ー
ド
、
ハ
ー
ト
、
ダ
イ
ヤ
、
ク
ラ
ブ
の

順
序
に
従
い
、
よ
り
先
順
位
の
も
の
で
あ
る

顧
客
）
に
当
該
切
り
捨
て
た
端
数
の
総
額
を

勝
金
と
し
て
支
払
う
も
の
と
し
、
ハ
の

（
３
）
、
（
５
）
又
は
（
７
）
の
規
定
に
よ
り

算
出
さ
れ
た
勝
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
ロ
ー
ハ
ン

ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧

客
の
う
ち

も
強
い
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
顧
客

（
当
該
顧
客
が
２
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ

れ
ら
の
顧
客
の
う
ち
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
含
ま
れ

る
ト
ラ
ン
プ
の
う
ち
、
第
三
の
３
の
二
た
だ

し
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

も
強
い
も

の
の
ス
ー
ト
が
、
ク
ラ
ブ
、
ダ
イ
ヤ
、
ハ
ー

ト
、
ス
ペ
ー
ド
の
順
序
に
従
い
、
よ
り
先
順

位
の
も
の
で
あ
る
顧
客
）
に
当
該
切
り
捨
て

た
端
数
の
総
額
を
勝
金
と
し
て
支
払
う
も
の

と
す
る
。

ハ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る

顧
客
の
勝
金
額
は
、
当
該
（
１
）
か
ら

（
７
）
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

す
る
。

（１）
　
十
二
イ
の
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
勝
ち

と
な
っ
た
顧
客
　
勝
敗
の
決
定
が
行
わ
れ

た
時
点
に
お
け
る
勝
金
に
充
て
る
額
に
、

全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て

る
額
の
総
額
を
加
え
た
額
か
ら
、
当
該
顧

客
よ
り
後
に
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る

勝
金
額
の
総
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
勝
金

額
と
す
る
。

（２）
　
十
二
イ
（
２
）
の
（
三
）
の
規
定
に
よ

り
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
顧
客
　
勝
敗
の
決
定
が
行
わ

れ
た
時
点
に
お
け
る
勝
金
に
充
て
る
額
の

２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端

数
を
切
り
上
げ
た
額
と
し
、
同
（
２
）
の

（
四
）
の
規
定
に
よ
り
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係

る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勝
金
に
充
て

る
額
と
す
る
。
）
に
、
全
て
の
オ
ー
ル
イ

ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り

上
げ
た
額
と
し
、
（
３
）
又
は
（
５
）
の

規
定
に
よ
る
勝
金
額
の
算
出
に
使
用
さ
れ

な
い
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る

額
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
と
す
る
。
）
の

総
額
を
加
え
、
当
該
顧
客
よ
り
後
に
ハ
イ

ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
顧
客
に
係
る
勝
金
額
の
総
額
を
減

じ
、
同
（
三
）
の
規
定
に
よ
り
勝
ち
と
な

っ
た
顧
客
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
を
勝

金
額
と
す
る
。

（３）
　
十
二
イ
（
２
）
の
（
四
）
の
規
定
に
よ

り
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
顧
客
　
勝
敗
の
決
定
が
行
わ

れ
た
時
点
に
お
け
る
勝
金
に
充
て
る
額
の

２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
、
全
て
の
オ
ー

ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
）
の
総
額
を
加
え
、
当
該

顧
客
よ
り
後
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る
勝

金
額
の
総
額
を
減
じ
、
同
（
四
）
の
規
定

に
よ
り
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
の
人
数
で
除

し
て
得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

（４）
　
十
二
イ
（
３
）
の
（
二
）
（
十
二
ロ
の

（
２
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
（
４
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
り
ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に

つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
　
当
該
顧
客

が
行
っ
た
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充

て
る
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
当

該
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
と
し
、

当
該
顧
客
よ
り
先
又
は
同
時
に
ロ
ー
ハ
ン

ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た

顧
客
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
勝
金

に
充
て
る
額
と
す
る
。
）
に
、
当
該
オ
ー

ル
イ
ン
よ
り
前
に
処
理
さ
れ
た
全
て
の
オ

ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
２

分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数

を
切
り
上
げ
た
額
と
し
、
（
３
）
（
十
二
ロ

の
（
２
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
（
７
）
）
又
は
（
５
）
の
規
定
に

よ
る
勝
金
額
の
算
出
に
使
用
さ
れ
な
い
オ

ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
に
つ

い
て
は
、
当
該
額
と
す
る
。
）
の
総
額
を

加
え
、
当
該
顧
客
よ
り
後
に
ハ
イ
ハ
ン
ド

に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧

客
に
係
る
勝
金
額
の
総
額
を
減
じ
、
当
該

顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
と
同
じ
強
さ
の
ハ
イ

ハ
ン
ド
の
顧
客
（
当
該
顧
客
よ
り
先
又
は

同
時
に
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
限
る
。
）

の
人
数
に
１
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た

額
を
勝
金
額
と
す
る
。

（５）
　
十
二
イ
（
３
）
の
（
三
）
（
十
二
ロ
の

（
２
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
　
当

該
顧
客
が
行
っ
た
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝

金
に
充
て
る
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

額
（
当
該
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

に
、
当
該
オ
ー
ル
イ
ン
よ
り
前
に
処
理
さ

れ
た
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に

充
て
る
額
の
総
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す

る
額
（
当
該
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
た

額
）
の
総
額
を
加
え
、
当
該
顧
客
よ
り
後

に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る
勝
金
額
の
総
額

を
減
じ
、
当
該
顧
客
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
と
同

じ
強
さ
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
顧
客
（
当
該
顧

客
よ
り
先
又
は
同
時
に
勝
ち
と
な
っ
た
顧

客
に
限
る
。
）
の
人
数
に
１
を
加
え
た
数

で
除
し
て
得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

（６）
　
十
二
ロ
の
（
１
）
に
お
い
て
準
用
す
る

十
二
イ
（
２
）
の
（
三
）
の
規
定
に
よ
り

ハ
イ
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
っ
た
顧
客
　
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に

係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
２
分
の
１
に
相

当
す
る
額
（
当
該
額
に
１
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
上
げ

た
額
と
し
、
（
５
）
又
は
（
７
）
の
規
定

に
よ
る
勝
金
額
の
算
出
に
使
用
さ
れ
な
い

オ
ー
ル
イ
ン
に
係
る
勝
金
に
充
て
る
額
に

つ
い
て
は
、
当
該
額
と
す
る
。
）
の
総
額

か
ら
、
当
該
顧
客
よ
り
後
に
ハ
イ
ハ
ン
ド

に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧

客
に
係
る
勝
金
額
の
総
額
を
減
じ
、
同

（
三
）
の
規
定
に
よ
り
勝
ち
と
な
っ
た
顧

客
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
を
勝
金
額
と

す
る
。

（７）
　
十
二
ロ
の
（
１
）
に
お
い
て
準
用
す
る

十
二
イ
（
２
）
の
（
四
）
の
規
定
に
よ
り

ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
っ
た
顧
客
　
全
て
の
オ
ー
ル
イ
ン
に

係
る
勝
金
に
充
て
る
額
の
総
額
の
２
分
の

１
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
の
総
額
か
ら
、
当
該
顧
客

よ
り
後
に
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
係
る
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
係
る
勝
金
額

の
総
額
を
減
じ
、
同
（
四
）
の
規
定
に
よ

り
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
の
人
数
で
除
し
て

得
た
額
を
勝
金
額
と
す
る
。

十
四
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ

て
、
賭
金
の
集
積
が
行
わ
れ
る
前
に
次
の

（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を

認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
（
１
）

か
ら
（
７
）
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
第
三
の
９
の
規
定
に
従
わ
ず
に
顧
客
が

賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
、

若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧

客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し
く
は
増

加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画
に
置

き
直
さ
せ
る
こ
と
。

（２）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切

ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
、
デ
ィ
ー
リ

ン
グ
シ
ュ
ー
等
の
中
に
ト
ラ
ン
プ
が
な
い

こ
と
、
又
は
顧
客
に
対
し
て
誤
っ
た
数
の

ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
、
若
し
く
は
誤
っ

た
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
ー
ド
が
配
布
さ

れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
表
面
を

上
面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ

と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
、
ラ
ウ
ン
ド
に

お
い
て
表
面
を
上
面
と
し
て
引
か
れ
た
１

枚
目
の
ト
ラ
ン
プ
で
あ
る
場
合
は
当
該
ト
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ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
扱
い
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（４）
　
第
三
の
９
の
規
定
に
従
わ
ず
に
ト
ラ
ン

プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ

が
、
表
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
当
該
ト

ラ
ン
プ
を
次
に
配
布
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
と

し
て
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（５）
　
顧
客
が
自
身
の
手
札
に
触
れ
る
前
に
デ

ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き
に

さ
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
１
枚

の
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
と
と
も
に
、

新
た
に
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
配
布
し
、
２

枚
以
上
の
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（６）
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
ト

ラ
ン
プ
を
配
布
す
る
前
に
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
を
既
に
使
用
し
た
も
の
と
し
な
か
っ
た

こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
の
後
に

顧
客
の
選
択
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
当
該
配
布
し
た
ト
ラ
ン
プ
の
う

ち

初
に
配
布
し
た
も
の
を
既
に
使
用
し

た
も
の
と
し
て
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
追
加

で
配
布
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る

こ
と
。

（７）
　
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
の
ほ
か
、
第
三
の
９
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
オ
マ
ハ
ポ
ー
カ
ー
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
集
積
後
に
次

の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
実

を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該

（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
措
置
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
第
三
の
９
の
規
定
に
従
わ
ず
に
顧
客
が

賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

こ
と
。
　
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
か
ら
そ
の
額
に
九

の
イ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減

じ
て
得
た
額
を
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
か
ら

回
収
し
、
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返

還
す
る
こ
と
。

（２）
　
顧
客
が
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　

減
少
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
し
、
減
少
さ
せ
た
賭
金
に

相
当
す
る
額
か
ら
そ
の
額
に
九
の
イ
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た

額
を
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
支
払
う
こ

と
。

（３）
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切

ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金

に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
し
、

支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝

金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら

回
収
す
る
こ
と
。

（４）
　
九
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧
客

に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り

多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支

払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該

当
す
る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該

顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

ハ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ロ
の
（
１
）
か
ら

（
４
）
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る

顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客

が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
０
　
テ
キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ポ
ー
カ
ー
の
方
法

は
、
９
（
十
か
ら
十
三
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
９
中

「
こ
の
９
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
の
１
０
に
お
い

て
準
用
す
る
第
三
の
９
」
と
、
「
第
三
の
９
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
の
１
０
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
の
９
」
と
、
同
９
三
の
イ
及
び
ロ
の
（
３
）
中

「
４
枚
」
と
あ
る
の
は
「
２
枚
」
と
、
同
９
八
イ

（
１
）
中
「
う
ち
の
２
枚
」
と
あ
る
の
は
「
２
枚
」

と
、
「
の
う
ち
の
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ
り
」
と

あ
る
の
は
「
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

１
１
　
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
方
法
は
、
次
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ
を
使
用
す
る
。

二
　
賭
け
の
受
付

イ
　
顧
客
は
、
三
の
ロ
に
規
定
す
る
ゲ
ー
ム
の

開
始
前
、
又
は
そ
の
開
始
後
で
あ
っ
て
四
の

ロ
の
規
定
に
よ
る
勝
敗
の
決
定
前
の
あ
ら
か

じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た

期
限
ま
で
に
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
対
し
賭
金

を
預
け
る
こ
と
で
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
イ
の
規
定
に
よ
り
預

け
ら
れ
た
賭
金
を
集
積
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
ゲ
ー
ム
の
実
施

イ
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
は
、
同
じ
賭
け
に

参
加
す
る
顧
客
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
条

件
に
従
っ
た
点
数
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ

の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
は
、
ト
ー
ナ
メ
ン

ト
チ
ッ
プ
を
使
用
し
、
９
に
定
め
る
オ
マ
ハ

ポ
ー
カ
ー
又
は
１
０
に
定
め
る
テ
キ
サ
ス
ホ

ー
ル
デ
ム
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
に
よ
り
、
金
銭

の
得
喪
を
争
う
こ
と
に
代
え
て
、
ト
ー
ナ
メ

ン
ト
チ
ッ
プ
に
表
示
さ
れ
た
点
数
の
得
喪
を

争
う
こ
と
（
以
下
こ
の
１
１
に
お
い
て
「
ゲ

ー
ム
」
と
い
う
。
）
を
繰
り
返
し
行
う
も
の

と
す
る
。

ハ
　
９
（
九
の
イ
、
十
三
の
イ
並
び
に
十
四
の

ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ポ
ー
カ

ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
ゲ
ー
ム
を
オ
マ
ハ
ポ
ー

カ
ー
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
９
中
「
賭

け
の
」
と
あ
る
の
は
「
ゲ
ー
ム
の
」
と
、

「
賭
金
」
と
あ
る
の
は
「
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ

ッ
プ
」
と
、
「
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
相
当
す
る
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
「
こ
の
９
に
お

い
て
「
」
と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お

い
て
準
用
す
る
こ
の
９
に
お
い
て
「
」
と
、

「
賭
け
に
参
加
」
と
あ
る
の
は
「
ゲ
ー
ム
に

参
加
」
と
、
「
こ
の
９
に
お
い
て
同
じ
」
と

あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
９
に
お
い
て
同
じ
」
と
、
「
累
積
額
」

と
あ
る
の
は
「
累
積
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
「
同

額
」
と
あ
る
の
は
「
同
ポ
イ
ン
ト
」
と
、

「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
得
た
ポ
イ
ン
ト
」

と
、
「
集
積
額
」
と
あ
る
の
は
「
集
積
ポ
イ

ン
ト
」
と
、
「
総
額
」
と
あ
る
の
は
「
総
ポ

イ
ン
ト
」
と
、
「
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
０
」

と
、
「
賭
け
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
ゲ

ー
ム
に
つ
い
て
」
と
、
「
勝
金
の
支
払
」
と

あ
る
の
は
「
勝
利
ポ
イ
ン
ト
の
支
払
」
と
、

「
勝
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
勝
利
ポ
イ
ン
ト
」

と
、
「
額
の
勝
金
」
と
あ
る
の
は
「
勝
利
ポ

イ
ン
ト
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ
」
と
、

「
１
円
」
と
あ
る
の
は
「
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ

ッ
プ
の
う
ち

も
小
さ
い
ポ
イ
ン
ト
」
と
、

「
勝
金
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
勝
利
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
」
と
、
９
の
一
か
ら
十
四
ま
で

以
外
の
部
分
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
２
中

「
ラ
ウ
ン
ド
」
と
あ
る
の
は
「
ゲ
ー
ム
ラ
ウ

ン
ド
（
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
９
二
の
イ
に
規
定
す
る
ゲ
ー
ム
ラ

ウ
ン
ド
を
い
う
。
）
」
と
す
る
」
と
、
９
の
一

中
「
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
以
下
こ
の
９

に
お
い
て
単
に
「
区
画
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
区
画
」
と
、
９
二
の
イ
中
「
ラ
ウ

ン
ド
」
と
あ
る
の
は
「
ゲ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド

（
ゲ
ー
ム
の
受
付
の
開
始
か
ら
ゲ
ー
ム
に
参

加
し
て
い
る
全
て
の
顧
客
に
係
る
勝
利
ポ
イ

ン
ト
の
支
払
の
終
了
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

た
だ
し
、
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
て
い
る
全
て
の

顧
客
の
勝
敗
が
決
定
し
た
と
き
に
支
払
う
べ

き
勝
利
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
と
き
に
当
該
ゲ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
は

終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
以
下
１
１
三
の
ハ

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
の
９
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
同
二
の
ロ
中
「
ラ
ウ
ン
ド
」
と

あ
る
の
は
「
ゲ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
」
と
、
「
２

倍
」
と
あ
る
の
は
「
ポ
イ
ン
ト
の
２
倍
」

と
、
９
三
の
ロ
中
「
七
の
イ
」
と
あ
る
の
は

「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
９

七
の
イ
」
と
、
「
こ
の
三
」
と
あ
る
の
は

「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
９

の
三
」
と
、
同
ロ
の
（
１
）
及
び
（
２
）
中

「
差
額
」
と
あ
る
の
は
「
差
分
」
と
、
同
ロ

の
（
２
）
中
「
大
き
な
額
」
と
あ
る
の
は
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「
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
９
四
の
ニ
及
び

ホ
並
び
に
９
の
五
並
び
に
六
中
「
三
の
ニ
」

と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用

す
る
９
三
の
ニ
」
と
、
同
五
及
び
六
中
「
四

の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お

い
て
準
用
す
る
９
の
四
の
規
定
」
と
、
「
四

の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
同
四
の
イ
」
と
、

「
四
ハ
の
（
２
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
四
ハ
の

（
２
）
」
と
、
「
、
四
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
、

同
四
の
ニ
」
と
、
同
五
中
「
「
四
の
ニ
」
と

あ
る
の
は
「
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用

す
る
９
四
の
ニ
」
と
、
同
六
中
「
五
に
お
い

て
準
用
す
る
四
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
１
１

三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９
の
五
に
お
い

て
準
用
す
る
９
四
の
ニ
」
と
、
９
の
七
中

「
そ
の
ラ
ウ
ン
ド
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
ゲ

ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
」
と
、
「
賭
け
る
」
と
あ
る

の
は
「
置
く
」
と
、
「
二
、
三
及
び
四
（
五
」

と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用

す
る
９
の
二
、
三
及
び
四
（
１
１
三
の
ハ
に

お
い
て
準
用
す
る
９
の
五
」
と
、
「
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
同
七
の

ロ
中
「
三
の
ニ
又
は
四
の
ニ
（
五
」
と
あ
る

の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９

三
の
ニ
又
は
四
の
ニ
（
１
１
三
の
ハ
に
お
い

て
準
用
す
る
９
の
五
」
と
、
同
ロ
の
（
１
）

中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
ポ

イ
ン
ト
」
と
、
「
こ
の
七
」
と
あ
る
の
は

「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
七
」

と
、
同
ロ
の
（
２
）
中
「
小
さ
い
額
」
と
あ

る
の
は
「
小
さ
い
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
同
ロ
の

（
３
）
中
「
大
き
い
額
」
と
あ
る
の
は
「
大

き
い
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
同
ロ
の
（
４
）
中

「
超
え
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
超
え
る
ポ
イ

ン
ト
」
と
、
同
七
の
ハ
中
「
三
」
と
あ
る
の

は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９

三
」
と
、
「
五
」
と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の

ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９
の
五
」
と
、
９
の

八
中
「
こ
の
八
及
び
九
」
と
あ
る
の
は
「
１

１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９
の
八
及
び

九
」
と
、
９
九
の
ハ
中
「
勝
金
に
充
て
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ

の
集
積
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
９
九
ハ
の
（
１
）

か
ら
（
３
）
ま
で
の
規
定
中
「
八
イ
」
と
あ

る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る

９
八
イ
」
と
、
「
八
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
同

八
ロ
」
と
、
同
ハ
の
（
４
）
中
「
八
ロ
」
と

あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す

る
９
八
ロ
」
と
、
９
の
十
中
「
一
か
ら
七
」

と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用

す
る
９
の
一
か
ら
七
」
と
、
「
十
一
」
と
あ

る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る

９
の
十
一
」
と
、
９
の
十
二
中
「
こ
の
十

二
」
と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て

準
用
す
る
９
の
十
二
」
と
、
９
十
三
の
ハ
中

「
勝
金
に
充
て
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
ト
ー

ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ
の
集
積
ポ
イ
ン
ト
」
と
、

「
加
え
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
た
ポ
イ

ン
ト
」
と
、
「
当
該
額
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
「
切
り
上
げ
た
額
」
と

あ
る
の
は
「
切
り
上
げ
た
ポ
イ
ン
ト
」
と
、

「
切
り
捨
て
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
切
り
捨

て
た
ポ
イ
ン
ト
」
と
、
同
ハ
の
（
１
）
か
ら

（
５
）
ま
で
の
規
定
中
「
十
二
イ
」
と
あ
る

の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９

十
二
イ
」
と
、
「
十
二
ロ
」
と
あ
る
の
は

「
同
十
二
ロ
」
と
、
同
ハ
の
（
６
）
及
び

（
７
）
中
「
十
二
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
１
１

三
の
ハ
に
お
い
て
準
用
す
る
９
十
二
ロ
」

と
、
９
の
十
四
中
「
ラ
ウ
ン
ド
」
と
あ
る
の

は
「
ゲ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
」
と
、
「
第
三
の
９
」

と
あ
る
の
は
「
１
１
三
の
ハ
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
の
９
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

ニ
　
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
ゲ
ー
ム
を
テ

キ
サ
ス
ホ
ー
ル
デ
ム
ポ
ー
カ
ー
の
方
法
に
よ

り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
ハ
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
の
９
（
九
の
イ
、
十
か
ら
十
三

ま
で
並
び
に
十
四
の
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
９
中
「
１
１
三
の
ハ
」
と
あ
る
の
は

「
１
１
三
の
ニ
に
お
い
て
準
用
す
る
１
１
三

の
ハ
」
と
、
「
４
枚
」
と
あ
る
の
は
「
２
枚
」

と
、
「
う
ち
の
２
枚
」
と
あ
る
の
は
「
２
枚
」

と
、
「
の
う
ち
の
３
枚
の
ト
ラ
ン
プ
に
よ
り
」

と
あ
る
の
は
「
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

四
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
三
の
ハ
又
は
ニ
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ゲ
ー
ム
を
繰
り
返
し
行

い
、
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
顧
客
の
保
有
す
る

点
数
の
有
無
又
は
多
寡
そ
の
他
の
点
数
の
保

有
状
況
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ

ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受

け
た
方
法
に
よ
り
顧
客
の
順
位
を
決
定
す

る
。

ロ
　
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
顧
客
は
、
ゲ
ー
ム
に

参
加
す
る
人
数
に
応
じ
て
勝
金
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
カ

ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
順
位
よ

り
先
順
位
の
場
合
は
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
る
。

ハ
　
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
の
ハ
又
は

ニ
の
規
定
に
よ
り
行
う
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
特

定
の
手
役
で
あ
っ
た
こ
と
、
他
の
ゲ
ー
ム
に

参
加
す
る
顧
客
の
保
有
す
る
全
て
の
点
数
を

喪
失
さ
せ
た
こ
と
そ
の
他
の
偶
然
の
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
条
件
を
満
た
し

た
顧
客
は
、
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

る
。

ニ
　
ロ
又
は
ハ
の
規
定
に
よ
り
ゲ
ー
ム
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
る
顧
客
以
外
の
顧
客
は
、
ゲ
ー

ム
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

五
　
勝
金
の
支
払

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
集
積

し
た
賭
金
の
額
に
対
し
、
１
０
０
分
の
７
０
以

上
１
未
満
の
範
囲
内
で
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額
を
勝
金
の
総
額
と
し
、
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
顧
客
に
対
し
、
賭
け
に
参
加
す
る

人
数
に
応
じ
た
勝
金
の
総
額
に
対
す
る
比
率
に

よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
額
そ
の
他
の
あ
ら
か
じ
め

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
額
の
勝

金
を
支
払
う
。

六
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
三
の
１
１
で
定
め
る
方
法

と
異
な
る
方
法
で
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
が

行
わ
れ
、
又
は
そ
の
方
法
に
よ
り
ポ
ー
カ
ー
ト

ー
ナ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

事
実
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
の
承
認
を
受
け
た
事
実
を
認
識
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
、
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

七
　
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
、
四
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
、
五
及
び
六
に
定
め
る
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
ポ
ー
カ
ー
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
実

施
す
る
に
当
た
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ら
の
承

認
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
カ
ジ
ノ
管

理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
　
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー

１
　
使
用
す
る
用
具

４
組
か
ら
８
組
ま
で
の
寸
法
並
び
に
裏
面
の
色
彩
及

び
意
匠
が
同
じ
デ
ッ
キ
の
集
合
（
以
下
こ
の
第
四

に
お
い
て
「
ス
タ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す

る
。

２
　
ス
タ
ッ
ク
の
初
期
化

第
一
の
２
の
規
定
は
、
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー
に
係
る
ス
タ

ッ
ク
の
初
期
化
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当
該

区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に

記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置

く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て
は
、
三
の
イ

に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客
に
限
り
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
二
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。

イ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
よ
り
強
い
こ
と
に
対
す
る
賭
け

ロ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
が

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
１
枚
の
ト
ラ
ン

プ
と
同
じ
強
さ
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言

す
る
。

５
　
ト
ラ
ン
プ
の
配
布

一
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場

合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す

る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
賭
け
に
参
加
し
て
い
る

顧
客
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
に
対
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表
面
を
上
面
と
し
て

配
布
す
る
。

二
　
ト
ラ
ン
プ
の
強
さ
の
順
位
は
、
Ａ
、
Ｋ
、

Ｑ
、
Ｊ
、
１
０
、
９
、
８
、
７
、
６
、
５
、

４
、
３
及
び
２
の
順
序
と
す
る
。
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６
　
勝
敗
の
決
定

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
と
各
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
を
比

較
す
る
。

二
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
決
定
す
る
。

イ
　
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
当
該
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

よ
り
強
い
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
よ
り
弱
い
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

負
け
と
な
る
。
た
だ
し
、
顧
客
に
配
布
さ
れ

た
ト
ラ
ン
プ
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
と
同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合
は
、
８

の
規
定
に
従
う
。

ロ
　
４
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
当
該
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

が
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と

同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

７
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
。

二
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に

対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に

よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
４
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
０
対
１

８
　
追
加
の
賭
け

顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配

布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
顧
客
の
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
顧
客
は
、
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
を
選
択

し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
又
は
顧
客
は
当
該
選
択
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と

お
り
処
理
す
る
。

イ
　
賭
け
を
終
え
る
こ
と
。
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、

当
該
顧
客
が
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
４
三
の
イ
に

掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
い
た
賭

金
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
回
収
し
、

残
り
の
賭
金
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
。

ロ
　
顧
客
に
追
加
で
配
布
さ
れ
た
１
枚
の
ト
ラ

ン
プ
が
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
追
加
で
配
布
さ
れ
た

１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
よ
り
も
強
い
こ
と
に
対
す

る
賭
け
（
以
下
こ
の
８
に
お
い
て
「
追
加
の

賭
け
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
こ
と
。
　
当

該
顧
客
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
４
三
の
イ
に

掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
、
当
該
区

画
に
置
い
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
を

置
く
。

二
　
一
の
ロ
を
選
択
し
た
顧
客
が
い
る
と
き
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
該
顧
客
及
び
デ
ィ
ー
ラ
ー
自

身
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
表

面
を
上
面
と
し
て
配
布
し
、
そ
の
強
さ
を
比
較

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
賭
け
の
勝
敗

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

イ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
よ
り
強
い

場
合
又
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ

ン
プ
と
同
じ
強
さ
で
あ
る
場
合
に
、
当
該
顧

客
は
追
加
の
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、

４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け

と
な
る
。

ロ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
よ
り
弱
い
場

合
に
、
顧
客
は
４
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
及

び
追
加
の
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

三
　
追
加
の
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

の
勝
金
額
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
一
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
置
か

れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
及
び

ロ
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
よ
り
強
い
場

合
　
１
対
１

ロ
　
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
同
じ
強
さ

で
あ
る
場
合
　
２
対
１

９
　
カ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合

第
一
の
１
０
の
規
定
は
、
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー
に
係
る
カ

ッ
ト
カ
ー
ド
が
引
か
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

１
０
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
リ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減

少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭

金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直
さ
せ
る

こ
と
。

ロ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン

ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
使
用
し

て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
新
た
な
ス
タ

ッ
ク
を
初
期
化
す
る
こ
と
。

ハ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
２
枚
以
上

の
ト
ラ
ン
プ
が
同
時
に
引
か
れ
た
こ
と
。
　

当
該
ト
ラ
ン
プ
の
順
番
が
特
定
で
き
る
場
合

は
当
該
順
番
に
従
っ
て
使
用
し
、
当
該
順
番

が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に

お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
の
中
に
ト
ラ
ン

プ
が
無
い
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け

る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
表
面
を
上

面
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　

当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

ヘ
　
第
四
の
規
定
に
従
わ
ず
に
ト
ラ
ン
プ
が
引

か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
が
表
向
き

に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を

次
に
配
布
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
使
用

し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
当
該
ト
ラ
ン
プ
を

既
に
使
用
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
こ

と
。

ト
　
８
一
の
ロ
を
選
択
し
た
顧
客
が
同
ロ
に
定

め
る
額
よ
り
も
多
い
額
又
は
少
な
い
額
の
追

加
の
賭
金
を
置
い
た
こ
と
。
　
置
か
れ
た
賭

金
が
当
該
定
め
る
額
よ
り
も
多
い
場
合
は
当

該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
返
還

し
、
少
な
い
場
合
は
当
該
定
め
る
額
と
の
差

額
を
当
該
顧
客
に
追
加
で
置
か
せ
る
こ
と
。

チ
　
８
一
の
ロ
を
選
択
し
な
か
っ
た
顧
客
に
対

し
て
追
加
で
ト
ラ
ン
プ
が
配
布
さ
れ
た
こ

と
。
　
当
該
ト
ラ
ン
プ
を
既
に
使
用
さ
れ
た

ト
ラ
ン
プ
と
し
て
扱
う
こ
と
。

リ
　
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、

第
四
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　

当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
チ
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭

金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す

る
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

ハ
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
等
か
ら
不
適
切
ト

ラ
ン
プ
が
引
か
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン

ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
い
て
使
用
し
た
ス
タ
ッ
ク
が
引

き
続
き
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
使
用
し

て
い
る
ス
タ
ッ
ク
を
回
収
し
、
新
た
な
ス
タ

ッ
ク
を
初
期
化
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当

該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に

返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は

当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客

か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ニ
　
８
一
の
ロ
を
選
択
し
た
顧
客
が
同
ロ
に
定

め
る
額
よ
り
も
多
い
額
の
賭
金
を
置
い
た
こ
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と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た

賭
金
と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る
勝

金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭

金
と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
返
還
す
る

こ
と
。

ホ
　
８
一
の
ロ
を
選
択
し
た
顧
客
が
同
ロ
に
定

め
る
額
よ
り
も
少
な
い
額
の
賭
金
を
置
い
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ

た
賭
金
と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
に
係
る

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払

い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
置
か
れ
た
賭

金
と
当
該
定
め
る
額
と
の
差
額
を
回
収
す
る

こ
と
。

ヘ
　
７
の
一
又
は
８
一
の
イ
の
規
定
に
従
わ
ず

に
賭
金
を
回
収
し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に

相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る

と
と
も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

ト
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と

も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

チ
　
７
又
は
８
の
三
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の

支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す

る
顧
客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額

よ
り
多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を

支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す

る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
う
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
１
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
カ
ジ
ノ
ウ
ォ
ー
を
行
う
場
合
の
第

四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
０
一
の
イ
及

び
ト
並
び
に
二
（
ハ
を
除
く
。
）
並
び
に
１
２
の

規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
３
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
３
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
４
の
一
、
二
及
び
四
並
び
に
５
の
一
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
宣

言
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
宣
言
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
四
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）

に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
４
の
四
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す
る
。

三
　
４
の
二
、
７
の
二
並
び
に
８
の
一
及
び
三
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作

装
置
を
使
用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け

に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

四
　
７
の
一
及
び
８
一
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
る
賭
金
の
回
収
及
び
返
還
並
び
に
勝
金

の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル

ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と

し
、
そ
の
結
果
は
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。

１
２
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
カ

ジ
ノ
ウ
ォ
ー
（
デ
ッ
キ
に
相
当
す
る
表
示
を
使
用

し
、
か
つ
、
４
三
の
イ
及
び
ロ
並
び
に
８
に
規
定

す
る
賭
け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
以
外

の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
は
、
第

四
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
第
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
１
、
２
、
９
、
１
０
及
び
１
１
（
一
か
ら

四
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
１
１
の
一
か
ら
四
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
カ
ジ

ノ
ウ
ォ
ー
を
行
う
場
合
の
第
四
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

１
１
の
二
中
「
並
び
に
５
の
一
」
と
あ
る
の
は

「
、
５
の
一
、
６
の
一
並
び
に
８
の
二
」
と
、

「
宣
言
は
」
と
あ
る
の
は
「
宣
言
又
は
処
理

（
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
を
除
く
。
）
は
」
と
、
「
宣

言
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
宣
言
し
、
又
は
処
理

す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
４
の
三
、
５
の
一
、
６
及
び
８
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
配
布
は
、
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に

そ
の
結
果
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表

示
さ
れ
る
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
又
は
文
字
及
び
ス

ー
ト
は
、
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
た
ス
タ
ッ
ク
を
使
用

し
た
場
合
に
当
該
数
字
又
は
文
字
及
び
ス
ー
ト

が
表
示
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
引
か
れ
る
確
率
と

同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
す
る
。

１
３
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
１
１
又
は
１
２
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
、
１
１
又
は
１
２
に
お
い
て

適
用
す
る
第
四
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
カ
ジ
ノ

ウ
ォ
ー
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実

を
認
識
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
実
が
、
６
の
処
理
（
６

二
の
イ
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
８
一
の
イ
又
は
８
の
二
前
段
の
処
理
）
が

終
了
し
た
後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

配
布
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭

け
の
勝
敗
に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の

支
払
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
　
ク
ラ
ッ
プ
ス

１
　
使
用
す
る
用
具

２
個
の
さ
い
こ
ろ
を
使
用
す
る
。

２
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に
そ

れ
ぞ
れ
３
三
の
ホ
に
規
定
す
る
カ
ム
、
同
三
の
ト

に
規
定
す
る
ド
ン
ト
カ
ム
及
び
同
三
の
リ
に
規
定

す
る
プ
レ
イ
ス
に
係
る
４
、
５
、
６
、
８
、
９
及

び
１
０
の
各
数
字
並
び
に
同
三
の
ヲ
に
規
定
す
る

ハ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
係
る
４
、
６
、
８
及
び
１
０
の

各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に
当
該
区
画
（
同

三
の
ト
に
規
定
す
る
ド
ン
ト
カ
ム
及
び
同
三
の
リ

に
規
定
す
る
プ
レ
イ
ス
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す

る
区
画
を
除
く
。
）
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
が
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面

に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

３
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
顧
客
が

ロ
ー
ル
（
さ
い
こ
ろ
を
転
が
す
こ
と
を
い
う
。

以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
前

に
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
三
に
規
定
す
る
位
置
に

賭
金
を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
位
置
に

対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
位
置
に
賭
金
が
置
か

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
の
イ
に
規
定
す
る
パ

ス
ラ
イ
ン
及
び
三
の
ハ
に
規
定
す
る
ド
ン
ト
パ

ス
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル

（
４
の
一
の
規
定
に
よ
る
ロ
ー
ル
を
い
う
。
以

下
こ
の
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
前
に

限
り
、
賭
金
を
新
た
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

イ
　
三
の
イ
に
規
定
す
る
パ
ス
ラ
イ
ン
又
は
三

の
ホ
に
規
定
す
る
カ
ム
　
そ
れ
ぞ
れ
ポ
イ
ン

ト
（
４
の
二
の
規
定
に
よ
り
決
定
す
る
ポ
イ

ン
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
（
５
の
四
に
規

定
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の

二
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
決
定
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
当
該
賭
金
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

ロ
　
三
の
ハ
に
規
定
す
る
ド
ン
ト
パ
ス
又
は
三

の
ト
に
規
定
す
る
ド
ン
ト
カ
ム
　
そ
れ
ぞ
れ
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ポ
イ
ン
ト
又
は
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ

て
い
る
間
に
当
該
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
場
合

は
、
そ
の
間
に
こ
れ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

ハ
　
三
の
ヘ
に
規
定
す
る
カ
ム
オ
ッ
ズ
、
三
の

リ
に
規
定
す
る
プ
レ
イ
ス
、
三
の
ヌ
に
規
定

す
る
バ
イ
又
は
三
の
ヲ
に
規
定
す
る
ハ
ー
ド

ウ
ェ
イ
　
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
賭
け
を
行
う
旨
を
示
す
印
が
賭
金
の
上

に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
ら
の

賭
け
は
行
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

ニ
　
三
の
リ
に
規
定
す
る
プ
レ
イ
ス
、
三
の
ヌ

に
規
定
す
る
バ
イ
、
三
の
ル
に
規
定
す
る
レ

イ
又
は
三
の
ヲ
に
規
定
す
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ

イ
　
賭
け
を
行
わ
な
い
旨
を
示
す
印
が
賭
金

の
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
印
が

置
か
れ
て
い
る
間
の
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、

当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
は
行
わ
れ
な
い
も
の

と
す
る
。

三
　
賭
金
を
置
く
位
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ネ
ま
で

に
掲
げ
る
賭
け
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
イ
か
ら
ネ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
係
る
２
個
の
さ
い

こ
ろ
の
出
目
の
合
計
（
以
下
こ
の
第
五
に
お

い
て
単
に
「
出
目
の
合
計
」
と
い
う
。
）
が

７
若
し
く
は
１
１
で
あ
る
こ
と
又
は
５
の
一

の
規
定
に
よ
る
ロ
ー
ル
（
以
下
こ
の
第
五
に

お
い
て
「
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
」
と
い
う
。
）

に
係
る
出
目
の
合
計
が
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数

字
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の

第
五
に
お
い
て
「
パ
ス
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）

　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

ロ
　
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
こ
と
に
対

す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
パ

ス
ラ
イ
ン
オ
ッ
ズ
」
と
い
う
。
）
　
レ
イ
ア
ウ

ト
に
表
示
さ
れ
た
区
画
の
外
で
あ
っ
て
、
当

該
賭
け
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
顧
客
の
パ
ス

ラ
イ
ン
に
係
る
賭
金
の
直
近
の
位
置

ハ
　
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
２
若
し
く
は
３
で
あ
る
こ
と
又
は
シ
ー
ケ

ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に

お
い
て
「
ド
ン
ト
パ
ス
」
と
い
う
。
）
　
当
該

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

ニ
　
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
７
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ

の
第
五
に
お
い
て
「
ド
ン
ト
パ
ス
オ
ッ
ズ
」

と
い
う
。
）
　
ド
ン
ト
パ
ス
に
対
応
す
る
区
画

内
で
あ
っ
て
、
賭
け
に
参
加
し
よ
う
と
す
る

顧
客
の
ド
ン
ト
パ
ス
に
係
る
賭
金
の
直
近
の

位
置

ホ
　
当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
シ
ー
ケ
ン
ス

ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
若
し
く
は

１
１
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ

て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る

こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お

い
て
「
カ
ム
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対

応
す
る
区
画
内

ヘ
　
当
該
賭
金
に
係
る
カ
ム
に
対
応
す
る
カ
ム

ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間
の
ロ
ー

ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン

ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
カ
ム
オ
ッ
ズ
」

と
い
う
。
）
　
賭
け
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
顧

客
の
カ
ム
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
た
カ
ム
ポ
イ

ン
ト
に
対
応
す
る
カ
ム
に
係
る
数
字
に
対
応

す
る
区
画
内
で
あ
っ
て
当
該
顧
客
の
カ
ム
に

係
る
賭
金
の
直
近
の
位
置

ト
　
当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
シ
ー
ケ
ン
ス

ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
２
若
し
く
は

３
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て

い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

７
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の

第
五
に
お
い
て
「
ド
ン
ト
カ
ム
」
と
い
う
。
）

　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

チ
　
当
該
賭
金
に
係
る
ド
ン
ト
カ
ム
に
対
応
す

る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間

の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る

こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お

い
て
「
ド
ン
ト
カ
ム
オ
ッ
ズ
」
と
い
う
。
）
　

賭
け
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
顧
客
の
ド
ン
ト

カ
ム
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
た
カ
ム
ポ
イ
ン
ト

に
対
応
す
る
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る
数
字
に
対

応
す
る
区
画
内
で
あ
っ
て
、
当
該
顧
客
の
ド

ン
ト
カ
ム
に
係
る
賭
金
の
直
近
の
位
置

リ
　
出
目
の
合
計
が
４
、
５
、
６
、
８
、
９
又

は
１
０
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と

に
対
す
る
賭
け
（
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝

金
額
が
７
二
の
ホ
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
第

五
に
お
い
て
「
プ
レ
イ
ス
」
と
い
う
。
）
　
プ

レ
イ
ス
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の

う
ち
選
択
し
た
数
字
に
対
応
す
る
区
画
内

ヌ
　
出
目
の
合
計
が
４
、
５
、
６
、
８
、
９
又

は
１
０
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と

に
対
す
る
賭
け
（
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝

金
額
が
７
二
の
ヘ
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
第

五
に
お
い
て
「
バ
イ
」
と
い
う
。
）
　
カ
ム
又

は
プ
レ
イ
ス
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区

画
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
に
対
応
す
る
区

画
内

ル
　
出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
レ
イ
」

と
い
う
。
）
　
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る
各
数
字
に

対
応
す
る
区
画
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
に
対

応
す
る
区
画
内

ヲ
　
出
目
の
合
計
が
４
、
６
、
８
又
は
１
０
の

う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と
（
２
個
の

さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
同
じ
場
合
に
限
る
。
）

に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て

「
ハ
ー
ド
ウ
ェ
イ
」
と
い
う
。
）
　
ハ
ー
ド
ウ

ェ
イ
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の
う

ち
選
択
し
た
数
字
の
区
画
内

ワ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
２
、
３
、
４
、
９
、
１
０
、
１

１
又
は
１
２
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」

と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

カ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
１
１
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭

け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
イ
レ
ブ

ン
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区

画
内

ヨ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
お
け
る

出
目
の
合
計
が
２
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭

け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
ツ
ー
ク
ラ

ッ
プ
ス
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
内

タ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
３
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
ス
リ
ー
ク
ラ

ッ
プ
ス
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
内

レ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
１
２
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭

け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
ト
ゥ
エ
ル

ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に

対
応
す
る
区
画
内

ソ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
２
、
３
又
は
１
２
で
あ
る
こ
と

に
対
す
る
賭
け
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て

「
エ
ニ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
」
と
い
う
。
）
　
当
該

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

ツ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
７
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
エ
ニ
ー
セ
ブ

ン
」
と
い
う
。
）
　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区

画
内

ネ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
２
、
３
、
１
１
又
は
１
２
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
の
勝
金
額
が
７
二
の
タ
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

に
よ
り
算
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下

こ
の
第
五
に
お
い
て
「
ク
ラ
ッ
プ
ス
ア
ン
ド

イ
レ
ブ
ン
」
と
い
う
。
）
　
イ
レ
ブ
ン
に
対
応

す
る
区
画
及
び
エ
ニ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応

す
る
区
画
の
中
間
の
位
置

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
を
行

う
。

イ
　
バ
イ
に
参
加
す
る
た
め
に
賭
金
が
置
か
れ

た
場
合
　
当
該
賭
金
の
１
０
０
分
の
５
に
相

当
す
る
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
当
該
賭
金

か
ら
回
収
し
、
バ
イ
に
係
る
賭
金
で
あ
る
旨

を
示
す
印
を
当
該
賭
金
の
上
に
置
く
。

ロ
　
レ
イ
に
参
加
す
る
た
め
に
賭
金
が
置
か
れ

た
場
合
　
当
該
賭
金
に
つ
い
て
、
レ
イ
が
勝

ち
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
賭
金
に
対
し
て
支

払
わ
れ
る
勝
金
の
１
０
０
分
の
５
に
相
当
す

る
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
当
該
賭
金
か
ら

回
収
し
、
レ
イ
に
係
る
賭
金
で
あ
る
旨
を
示

す
印
を
当
該
賭
金
の
上
に
置
く
。

ハ
　
バ
イ
又
は
レ
イ
に
対
応
す
る
位
置
に
置
か

れ
た
賭
金
が
減
少
さ
れ
た
場
合
　
イ
又
は
ロ

の
規
定
に
よ
り
回
収
さ
れ
た
額
の
う
ち
減
少

さ
れ
た
賭
金
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
を
、

当
該
賭
金
を
置
い
た
顧
客
に
返
還
す
る
。

４
　
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル

一
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
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て
、
パ
ス
ラ
イ
ン
又
は
ド
ン
ト
パ
ス
に
対
応
す

る
位
置
に
賭
金
を
置
い
た
顧
客
の
う
ち
１
人
に

２
個
の
さ
い
こ
ろ
を
渡
し
、
当
該
顧
客
に
ロ
ー

ル
さ
せ
た
後
、
出
目
の
合
計
を
発
表
す
る
。

二
　
出
目
の
合
計
が
４
、
５
、
６
、
８
、
９
又
は

１
０
で
あ
る
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
当
該
数
字

を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
決
定
し
、
カ
ム
に
係
る
各

数
字
に
対
応
す
る
区
画
の
う
ち
当
該
数
字
に
対

応
す
る
区
画
内
又
は
そ
の
直
近
に
印
を
置
く
。

５
　
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル

一
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し

て
、
当
該
ポ
イ
ン
ト
に
係
る
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー

ル
を
行
っ
た
顧
客
（
当
該
顧
客
が
ロ
ー
ル
を
行

わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
賭
け
に
参
加
し
て

い
る
顧
客
で
あ
っ
て
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
指
名
す
る

者
）
に
２
個
の
さ
い
こ
ろ
を
渡
し
、
当
該
顧
客

に
ロ
ー
ル
さ
せ
た
後
、
出
目
の
合
計
を
発
表
す

る
。

二
　
出
目
の
合
計
が
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
又
は

７
で
あ
る
場
合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
該
ポ
イ

ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間
を
終
了
す
る
旨

を
宣
言
し
、
４
の
二
の
規
定
に
よ
り
置
い
た
印

を
カ
ム
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
か
ら

離
れ
た
位
置
に
置
く
。

三
　
４
の
二
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
ポ
イ
ン

ト
は
、
二
の
規
定
に
よ
る
処
理
が
行
わ
れ
る
ま

で
の
間
、
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

四
　
カ
ム
又
は
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る
賭
金
が
置
か

れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
出
目
の
合
計
が

４
、
５
、
６
、
８
、
９
又
は
１
０
で
あ
る
場

合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
当
該
数
字
を
当
該
カ
ム

又
は
ド
ン
ト
カ
ム
に
対
応
す
る
ポ
イ
ン
ト
（
以

下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
」
と

い
う
。
）
と
し
て
決
定
し
、
当
該
カ
ム
に
係
る

賭
金
を
カ
ム
に
係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画

の
う
ち
当
該
数
字
に
対
応
す
る
区
画
内
に
、
当

該
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る
賭
金
を
ド
ン
ト
カ
ム
に

係
る
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の
う
ち
当
該
数

字
に
対
応
す
る
区
画
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
移
動
さ

せ
る
。

五
　
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間

は
、
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
対
応
す
る
カ
ム
又

は
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る
賭
金
に
つ
い
て
第
五
の

７
の
規
定
に
よ
る
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
勝
敗
の
決
定

賭
け
の
勝
敗
は
、
次
の
一
か
ら
十
九
ま
で
に
掲
げ
る

賭
け
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
か
ら
十

九
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

一
　
パ
ス
ラ
イ
ン
　
顧
客
は
、
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー

ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
若
し
く
は
１
１
で

あ
る
場
合
又
は
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
カ
ム

ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
２
、
３

若
し
く
は
１
２
で
あ
る
場
合
又
は
シ
ー
ケ
ン
ス

ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以

外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な

る
。

二
　
パ
ス
ラ
イ
ン
オ
ッ
ズ
　
顧
客
は
、
シ
ー
ケ
ン

ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
ポ
イ
ン
ト
と

同
じ
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

勝
ち
と
な
り
、
７
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な

る
。

三
　
ド
ン
ト
パ
ス
　
顧
客
は
、
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー

ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
２
若
し
く
は
３
で
あ

る
場
合
又
は
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目

の
合
計
が
７
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
り
、
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
係
る

出
目
の
合
計
が
７
若
し
く
は
１
１
で
あ
る
場
合

又
は
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

四
　
ド
ン
ト
パ
ス
オ
ッ
ズ
　
顧
客
は
、
シ
ー
ケ
ン

ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
ポ
イ

ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な

る
。

五
　
カ
ム
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後

の
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

７
若
し
く
は
１
１
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
賭
金

に
係
る
賭
け
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決

定
さ
れ
て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の

合
計
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、

当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー

ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
２
、
３
若
し
く
は
１

２
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に

対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る

期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
７
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分

け
と
な
る
。

六
　
カ
ム
オ
ッ
ズ
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
に
係
る

カ
ム
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ

て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ
る
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
７
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、

そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

七
　
ド
ン
ト
カ
ム
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
を
置
い

た
直
後
の
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の

合
計
が
２
若
し
く
は
３
で
あ
る
場
合
又
は
当
該

賭
金
に
係
る
賭
け
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト

が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
７
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
り
、
当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後

の
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

７
若
し
く
は
１
１
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
賭
金

に
係
る
賭
け
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決

定
さ
れ
て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の

合
計
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
数
字
で
あ

る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分

け
と
な
る
。

八
　
ド
ン
ト
カ
ム
オ
ッ
ズ
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金

に
係
る
ド
ン
ト
カ
ム
に
対
応
す
る
カ
ム
ポ
イ
ン

ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
期
間
の
ロ
ー
ル
に
係
る

出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
と

同
じ
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。

九
　
プ
レ
イ
ス
又
は
バ
イ
　
顧
客
は
、
出
目
の
合

計
が
選
択
し
た
数
字
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
当

該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
７
で
あ
る
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ

以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い

て
引
分
け
と
な
る
。

十
　
レ
イ
　
顧
客
は
、
出
目
の
合
計
が
７
で
あ
る

場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
選

択
し
た
数
字
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で

あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な

る
。

十
一
　
ハ
ー
ド
ウ
ェ
イ
　
顧
客
は
、
出
目
の
合
計

が
選
択
し
た
数
字
と
同
じ
で
あ
る
場
合
（
２
個

の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
同
じ
場
合
に
限
る
。
）

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
７
又
は

選
択
し
た
数
字
と
同
じ
で
あ
る
場
合
（
２
個
の

さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以

外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て

引
分
け
と
な
る
。

十
二
　
フ
ィ
ー
ル
ド
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
を
置

い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

２
、
３
、
４
、
９
、
１
０
、
１
１
又
は
１
２
で

あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
三
　
イ
レ
ブ
ン
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
を
置
い

た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が
１
１

で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
四
　
ツ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金

を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計

が
２
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当

該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
五
　
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
顧
客
は
、
当
該
賭

金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合

計
が
３
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に

当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
六
　
ト
ゥ
エ
ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
顧
客
は
、
当

該
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目

の
合
計
が
１
２
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ

い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る

場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
七
　
エ
ニ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
顧
客
は
、
当
該
賭

金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合

計
が
２
、
３
又
は
１
２
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字

で
あ
る
場
合
は
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

十
八
　
エ
ニ
ー
セ
ブ
ン
　
顧
客
は
、
当
該
賭
金
を

置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出
目
の
合
計
が

７
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

79



な
り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

十
九
　
ク
ラ
ッ
プ
ス
ア
ン
ド
イ
レ
ブ
ン
　
顧
客

は
、
当
該
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係

る
出
目
の
合
計
が
２
、
３
、
１
１
又
は
１
２
で

あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

７
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ

た
勝
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

二
　
次
の
イ
か
ら
タ
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭

け
に
対
応
す
る
位
置
に
置
か
れ
た
賭
金
（
バ
イ

又
は
レ
イ
に
あ
っ
て
は
、
バ
イ
又
は
レ
イ
に
係

る
賭
金
で
あ
る
旨
を
示
す
印
が
置
か
れ
て
い
る

賭
金
）
（
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
に
お
け
る
カ
ム

オ
ッ
ズ
、
プ
レ
イ
ス
、
バ
イ
又
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ

イ
に
あ
っ
て
は
賭
け
を
行
う
旨
を
記
す
印
が
置

か
れ
て
い
る
賭
金
に
限
り
、
プ
レ
イ
ス
、
バ

イ
、
レ
イ
又
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
あ
っ
て
は
賭

け
を
行
わ
な
い
旨
を
記
す
印
が
置
か
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

イ
か
ら
タ
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出

す
る
。

イ
　
パ
ス
ラ
イ
ン
及
び
ド
ン
ト
パ
ス
　
１
対
１

ロ
　
カ
ム
及
び
ド
ン
ト
カ
ム
　
１
対
１

ハ
　
パ
ス
ラ
イ
ン
オ
ッ
ズ
及
び
カ
ム
オ
ッ
ズ
　

次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）

か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
ポ
イ
ン
ト
（
カ
ム
オ
ッ
ズ
に
つ
い
て
は

カ
ム
ポ
イ
ン
ト
。
（
２
）
及
び
（
３
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
６
又
は
８
の
場
合
　

６
対
５

（２）
　
ポ
イ
ン
ト
が
５
又
は
９
の
場
合
　
３

対
２

（３）
　
ポ
イ
ン
ト
が
４
又
は
１
０
の
場
合
　
２

対
１

ニ
　
ド
ン
ト
パ
ス
オ
ッ
ズ
及
び
ド
ン
ト
カ
ム
オ

ッ
ズ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
ポ
イ
ン
ト
（
ド
ン
ト
カ
ム
オ
ッ
ズ
に
つ

い
て
は
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
。
（
２
）
及
び

（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
６
又
は
８
の

場
合
　
５
対
６

（２）
　
ポ
イ
ン
ト
が
５
又
は
９
の
場
合
　
２

対
３

（３）
　
ポ
イ
ン
ト
が
４
又
は
１
０
の
場
合
　
１

対
２

ホ
　
プ
レ
イ
ス
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま

で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ

（１）
　
選
択
し
た
数
字
が
６
又
は
８
の
場
合
　

７
対
６

（２）
　
選
択
し
た
数
字
が
５
又
は
９
の
場
合
　

７
対
５

（３）
　
選
択
し
た
数
字
が
４
又
は
１
０
の
場

合
　
９
対
５

ヘ
　
バ
イ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
オ

ッ
ズ

（１）
　
選
択
し
た
数
字
が
６
又
は
８
の
場
合
　

６
対
５

（２）
　
選
択
し
た
数
字
が
５
又
は
９
の
場
合
　

３
対
２

（３）
　
選
択
し
た
数
字
が
４
又
は
１
０
の
場

合
　
２
対
１

ト
　
レ
イ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
オ

ッ
ズ

（１）
　
選
択
し
た
数
字
が
６
又
は
８
の
場
合
　

５
対
６

（２）
　
選
択
し
た
数
字
が
５
又
は
９
の
場
合
　

２
対
３

（３）
　
選
択
し
た
数
字
が
４
又
は
１
０
の
場

合
　
１
対
２

チ
　
ハ
ー
ド
ウ
ェ
イ
　
次
の
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る

オ
ッ
ズ

（１）
　
選
択
し
た
数
字
が
６
又
は
８
の
場
合
　

９
対
１

（２）
　
選
択
し
た
数
字
が
４
又
は
１
０
の
場

合
　
７
対
１

リ
　
フ
ィ
ー
ル
ド
　
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
出
目
の
合
計
が
３
、
４
、
９
、
１
０
又

は
１
１
の
場
合
　
１
対
１

（２）
　
出
目
の
合
計
が
２
又
は
１
２
の
場
合
　

２
対
１

ヌ
　
イ
レ
ブ
ン
　
１
５
対
１

ル
　
ツ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
３
０
対
１

ヲ
　
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
１
５
対
１

ワ
　
ト
ゥ
エ
ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
３
０
対
１

カ
　
エ
ニ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
　
７
対
１

ヨ
　
エ
ニ
ー
セ
ブ
ン
　
４
対
１

タ
　
ク
ラ
ッ
プ
ス
ア
ン
ド
イ
レ
ブ
ン
　
次
の

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
及
び

（
２
）
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
出
目
の
合
計
が
１
１
の
場
合
　
７
対
１

（２）
　
出
目
の
合
計
が
２
、
３
又
は
１
２
の
場

合
　
３
対
１

８
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
区
画

に
つ
い
て
、
３
の
三
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す

る
も
の
に
加
え
、
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す

る
も
の
又
は
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
係
る
２
、

３
、
１
１
若
し
く
は
１
２
の
各
数
字
に
対
応
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
け
る
ク
ラ
ッ
プ
ス
の
方
法
は
、
１
か
ら
７
ま

で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
二
及
び
三
の
規
定
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
２
、
３
、
１
１
又
は
１
２
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
置
か
れ
た
賭
金
が

二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
賭
金
を
置
い
た
直
後
の
ロ
ー
ル
に
係
る
出

目
の
合
計
が
２
、
３
、
１
１
又
は
１
２
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
（
置
か
れ
た
賭
金
が

三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）

二
　
一
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に

置
か
れ
た
賭
金
は
、
当
該
賭
金
の
４
分
の
１
に

相
当
す
る
額
の
賭
金
が
イ
レ
ブ
ン
、
ツ
ー
ク
ラ

ッ
プ
ス
、
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
及
び
ト
ゥ
エ
ル

ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
そ
れ
ぞ
れ

置
か
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
第
五
の
６
及
び
７

の
規
定
を
適
用
す
る
。

三
　
一
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
係
る
２
、
３
、
１

１
又
は
１
２
の
各
数
字
に
対
応
す
る
区
画
に
置

か
れ
た
賭
金
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
賭
金
が
置
か
れ
た
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
定
め
る
も
の
と
み
な
し
て
第
五
の
６
及
び
７

の
規
定
を
適
用
す
る
。

イ
　
２
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
　
ツ
ー
ク
ラ

ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
当
該
賭
金
の
５

分
の
２
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
が
置
か
れ
、

イ
レ
ブ
ン
、
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
及
び
ト
ゥ

エ
ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
そ

れ
ぞ
れ
当
該
賭
金
の
５
分
の
１
に
相
当
す
る

額
の
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の

ロ
　
３
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
　
ス
リ
ー
ク

ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
当
該
賭
金
の

５
分
の
２
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
が
置
か

れ
、
イ
レ
ブ
ン
、
ツ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
及
び
ト

ゥ
エ
ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
賭
金
の
５
分
の
１
に
相
当
す

る
額
の
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の

ハ
　
１
１
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
　
イ
レ
ブ

ン
に
対
応
す
る
位
置
に
当
該
賭
金
の
５
分
の

２
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
が
置
か
れ
、
ツ
ー

ク
ラ
ッ
プ
ス
、
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
及
び
ト

ゥ
エ
ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
賭
金
の
５
分
の
１
に
相
当
す

る
額
の
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の

ニ
　
１
２
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
　
ト
ゥ
エ

ル
ブ
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
当
該

賭
金
の
５
分
の
２
に
相
当
す
る
額
の
賭
金
が

置
か
れ
、
イ
レ
ブ
ン
、
ツ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
及

び
ス
リ
ー
ク
ラ
ッ
プ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
賭
金
の
５
分
の
１
に
相
当
す

る
額
の
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の

９
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る

事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
さ
い
こ
ろ
が
有

80



効
に
転
が
ら
な
か
っ
た
旨
を
宣
言
し
、
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
カ
ム
ア
ウ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
顧
客
が

パ
ス
ラ
イ
ン
又
は
ド
ン
ト
パ
ス
に
参
加
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

（２）
　
４
の
一
又
は
５
の
一
の
規
定
に
よ
り
デ

ィ
ー
ラ
ー
が
さ
い
こ
ろ
を
渡
し
た
顧
客
以

外
の
顧
客
が
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
こ
と
。

（３）
　
２
個
の
さ
い
こ
ろ
が
別
々
に
ロ
ー
ル
さ

れ
た
こ
と
。

（４）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
当
該
さ
い
こ

ろ
を
ロ
ー
ル
し
た
顧
客
の
真
向
か
い
又
は

そ
の
付
近
の
テ
ー
ブ
ル
の
縁
に
当
た
ら
ず

に
静
止
し
た
こ
と
。

（５）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
動
き
が
妨
害

さ
れ
た
こ
と
。

（６）
　
さ
い
こ
ろ
が
静
止
し
た
後
に
お
い
て
１

個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
上
面
が
テ
ー
ブ
ル

の
上
面
と
平
行
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

（７）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
テ
ー
ブ
ル
の

上
面
と
接
し
な
い
で
止
ま
っ
た
こ
と
。

（８）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
破
損
し
た
こ

と
。

（９）
　
（
１
）
か
ら
（
８
）
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
の
ほ
か
、
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
に
つ

い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
適
正
で
な
い
と
判

断
す
る
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

ロ
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
に
顧
客

が
パ
ス
ラ
イ
ン
に
係
る
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
又
は
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い

る
間
に
顧
客
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
に
係
る

カ
ム
に
係
る
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　

当
該
顧
客
に
対
し
、
減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た

位
置
に
置
き
直
さ
せ
る
こ
と
。

ハ
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
に
ド
ン

ト
パ
ス
に
係
る
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
顧
客
が

そ
の
間
に
当
該
賭
金
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
又

は
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
に

当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
に
係
る
ド
ン
ト
カ
ム
に

係
る
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
顧
客
が
そ
の
間
に

当
該
賭
金
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧

客
に
対
し
、
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
す
る

こ
と
。

ニ
　
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、
さ
い

こ
ろ
が
ロ
ー
ル
さ
れ
て
か
ら
顧
客
が
賭
金
を

新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は

減
少
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
に
対
し
、

新
た
に
置
き
、
若
し
く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

を
返
還
し
、
又
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ

ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た
位

置
に
置
き
直
さ
せ
る
こ
と
。

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、

第
五
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
ク
ラ
ッ
プ
ス
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
顧
客
が
ロ
ー
ル
し
た
後
に
一
イ
の
（
１
）
、

（
２
）
、
（
５
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
こ
と

が
発
生
し
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お

け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ

た
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返

還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当

該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か

ら
回
収
す
る
こ
と
。

ロ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る

こ
と
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客

が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と

な
っ
た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ

せ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返

還
す
る
こ
と
。

（１）
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
に
顧

客
が
パ
ス
ラ
イ
ン
に
係
る
賭
金
を
新
た
に

置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
こ
と
。

（２）
　
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間

に
顧
客
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
に
係
る
カ

ム
に
係
る
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増

加
さ
せ
た
こ
と
。

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
事
実
の

ほ
か
、
さ
い
こ
ろ
が
ロ
ー
ル
さ
れ
て
か
ら

顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
た
こ
と
。

ハ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る

こ
と
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ

た
場
合
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払

わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
に
支
払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該

賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た

場
合
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を

当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（１）
　
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
に
顧

客
が
パ
ス
ラ
イ
ン
に
係
る
賭
金
を
減
少
さ

せ
た
こ
と
。

（２）
　
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間

に
顧
客
が
当
該
カ
ム
ポ
イ
ン
ト
に
係
る
カ

ム
に
係
る
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
事
実
の

ほ
か
、
さ
い
こ
ろ
が
ロ
ー
ル
さ
れ
て
か
ら

顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た
こ

と
。

ニ
　
７
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回
収

し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を

該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
当

該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

ホ
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と

も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ヘ
　
７
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧
客
に
支

払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り
多
い
場

合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支
払
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
は
そ
の

差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
所
定
の
額

よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金

が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
は

そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
０
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
ク
ラ
ッ
プ
ス
を
行
う
場
合
の
第
五

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
９
一
の
ロ
か
ら
ニ

ま
で
及
び
二
の
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
１
１
の
規

定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
２
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
３
の
一
、
４
の
一
、
５
の
一
及
び
二
並
び
に

９
一
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
以
下
こ
の
１
０
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」

と
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

４
の
一
中
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し

て
、
パ
ス
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
パ
ス
ラ
イ

ン
」
と
、
５
の
一
中
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
と

す
る
。

三
　
３
か
ら
８
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置
を
使
用
し
て
金
銭

を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
位
置
に
賭

金
が
置
か
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四
　
３
二
の
ハ
及
び
ニ
、
３
四
の
イ
及
び
ロ
、
４

の
二
、
５
の
二
並
び
に
７
の
二
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
賭
け
を
行
う
旨
若
し
く
は
行
わ

な
い
旨
又
は
バ
イ
若
し
く
は
レ
イ
に
係
る
賭
金

で
あ
る
旨
を
示
す
印
又
は
ポ
イ
ン
ト
の
決
定
に

係
る
印
は
、
表
示
装
置
に
そ
れ
に
相
当
す
る
事

項
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
置
か
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

五
　
３
の
四
及
び
７
の
一
前
段
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
賭
金
の
回
収
及
び
返
還
並
び

に
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
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の
と
し
、
そ
の
結
果
は
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

六
　
５
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
る
カ
ム
又
は
ド
ン
ト
カ
ム
に
係
る

賭
金
の
移
動
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
事
項
が
表

示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

１
１
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
ク

ラ
ッ
プ
ス
（
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
表
示
を
使
用

し
、
か
つ
、
３
三
の
イ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
賭

け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
８
一
の
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
賭
け
以
外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
し
て

行
う
場
合
は
、
第
五
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
五
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
、
９
及
び
１
０
（
一

か
ら
六
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は

適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
１
０
の
一
か
ら
六
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
ク
ラ

ッ
プ
ス
を
行
う
場
合
の
第
五
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
１

０
の
二
中
「
、
５
の
一
及
び
二
並
び
に
９
一
の

イ
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
二
並
び
に
５
の
一
、

二
及
び
四
」
と
、
「
、
そ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は

「
そ
れ
ら
」
と
、
「
事
項
が
、
」
と
あ
る
の
は

「
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
そ
れ
ら
以
外

の
行
為
は
当
該
行
為
に
相
当
す
る
事
項
が
、
そ

れ
ぞ
れ
」
と
、
「
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案

し
て
、
パ
ス
ラ
イ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
パ
ス
ラ

イ
ン
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧

客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
パ
ス
ラ
イ
ン

又
は
ド
ン
ト
パ
ス
に
対
応
す
る
位
置
に
賭
金
を

置
い
た
顧
客
の
う
ち
１
人
に
２
個
の
さ
い
こ
ろ

を
渡
し
、
当
該
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
顧
客
」
」

と
、
「
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当

該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
」
と
あ
る
の
は
「

「
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
当
該
ポ
イ
ン
ト
に
係
る
カ
ム
ア
ウ
ト

ロ
ー
ル
を
行
っ
た
顧
客
（
当
該
顧
客
が
ロ
ー
ル

を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
賭
け
に
参
加

し
て
い
る
顧
客
で
あ
っ
て
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
指
名

す
る
者
）
に
２
個
の
さ
い
こ
ろ
を
渡
し
、
当
該

顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
顧
客
」
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に

定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発
生
装

置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝
敗
を
決

定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
３
か
ら
８

ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
械

式
乱
数
発
生
装
置
に
よ
る
値
の
出
力
を
顧
客
に

よ
る
ロ
ー
ル
と
み
な
し
、
当
該
出
力
し
た
値
を

顧
客
が
転
が
し
た
さ
い
こ
ろ
の
出
目
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
さ
い
こ
ろ
の
出
目

と
み
な
す
出
力
し
た
値
は
、
顧
客
が
さ
い
こ
ろ

を
転
が
し
た
場
合
に
当
該
出
目
と
な
る
確
率
と

同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
二
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
３

か
ら
８
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
顧

客
が
さ
い
こ
ろ
を
転
が
す
行
為
は
、
そ
の
結
果

が
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示

装
置
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
さ

れ
る
さ
い
こ
ろ
の
出
目
は
、
顧
客
が
さ
い
こ
ろ

を
転
が
し
た
場
合
に
当
該
出
目
と
な
る
確
率
と

同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
３
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
顧

客
が
ロ
ー
ル
（
さ
い
こ
ろ
を
転
が
す
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

う
前
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
が
表
示
さ
れ
る
ま
で
の
間
」
と
、
同

二
の
た
だ
し
書
中
「
に
よ
る
ロ
ー
ル
」
と
あ
る

の
は
「
に
よ
る
ロ
ー
ル
（
さ
い
こ
ろ
を
転
が
す

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
す
る
。

１
２
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
１
１
に
定
め
る
場
合
（
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す

る
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
す
る
値
に
基

づ
き
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、

ラ
ウ
ン
ド
中
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
（
た
だ
し
、
イ
に
掲
げ
る

事
実
に
あ
っ
て
は
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支

払
が
行
わ
れ
る
前
に
認
識
し
た
場
合
に
限
り
、

ロ
に
掲
げ
る
事
実
に
あ
っ
て
は
賭
金
の
回
収
又

は
勝
金
の
支
払
後
に
認
識
し
た
場
合
に
限
る
。
）

は
、
速
や
か
に
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
措
置

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
が
値
を
出
力
す
る

と
き
に
次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ

と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行

為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る

こ
と
。

（１）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
機

械
式
乱
数
発
生
装
置
の
一
部
が
転
が
ら
な

か
っ
た
こ
と
。

（２）
　
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発

生
装
置
の
一
部
が
静
止
し
た
後
に
お
い

て
、
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る

機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
一
部
の
上
面
が

当
該
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
底
と
平
行

と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

（３）
　
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発

生
装
置
の
一
部
が
静
止
し
た
後
に
お
い

て
、
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る

機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
一
部
の
上
面
が

確
認
で
き
な
い
こ
と
。

（４）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
機

械
式
乱
数
発
生
装
置
の
一
部
が
破
損
し
た

こ
と
。

ロ
　
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
が
値
を
出
力
す
る

と
き
に
イ
の
（
４
）
に
掲
げ
る
こ
と
が
発
生

し
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収

さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相

当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支

払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に

相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す

る
こ
と
。

二
　
１
０
又
は
１
１
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
、
１
０
又
は
１
１
に
お
い
て

適
用
す
る
第
五
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
ク
ラ
ッ

プ
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を

認
識
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
実
が
、
４
の
一
又
は
５

の
一
の
処
理
が
終
了
し
た
後
に
発
生
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
ロ
ー
ル
さ
れ
た
さ
い
こ
ろ
の
出

目
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝
敗
に
従
っ
た

賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行
う
も
の
と

す
る
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
ロ
の
後
段
又
は
二
の

た
だ
し
書
に
定
め
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の

特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不

明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を

作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
　
シ
ッ
ク
ボ
ー

１
　
使
用
す
る
用
具

３
個
の
さ
い
こ
ろ
及
び
こ
れ
ら
を
入
れ
た
電
子
さ
い

こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
使
用
す
る
。

２
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当
該

区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に

記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

３
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置

く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
二
の
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す

る
も
の
と
す
る
。

イ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
１
０

以
下
で
あ
る
こ
と
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出

目
が
全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
対
す
る

賭
け

ロ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
１
１

以
上
で
あ
る
こ
と
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出

目
が
全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
対
す
る

賭
け

ハ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
１
個
以
上
の
さ

い
こ
ろ
の
出
目
が
１
か
ら
６
ま
で
の
数
字
の

う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
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ニ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
４
か

ら
１
７
ま
で
の
数
字
の
う
ち
選
択
し
た
数
字

で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

ホ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
２
個
以
上
の
さ

い
こ
ろ
の
出
目
が
１
か
ら
６
ま
で
の
数
字
の

う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け

ヘ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
２
個
の
さ
い
こ

ろ
の
出
目
が
１
と
２
、
１
と
３
、
１
と
４
、

１
と
５
、
１
と
６
、
２
と
３
、
２
と
４
、
２

と
５
、
２
と
６
、
３
と
４
、
３
と
５
、
３
と

６
、
４
と
５
、
４
と
６
及
び
５
と
６
の
組
合

せ
の
う
ち
選
択
し
た
組
合
せ
で
あ
る
こ
と
に

対
す
る
賭
け

ト
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同
じ
で

あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

チ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
１
か
ら

６
ま
で
の
数
字
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言

す
る
。

４
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
の
起
動

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣

言
し
た
後
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動

し
て
さ
い
こ
ろ
を
転
が
す
。

５
　
勝
敗
の
決
定

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
４
の
規
定
に
よ
り
転
が
し

た
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数

字
及
び
そ
の
合
計
を
発
表
す
る
。

二
　
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
決
定
す
る
。

イ
　
３
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が

４
か
ら
１
０
ま
で
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場
合

（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同
じ
場

合
を
除
く
。
）
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ロ
　
３
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が

１
１
か
ら
１
７
ま
で
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場

合
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同
じ

場
合
を
除
く
。
）
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
３
三
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
１
個
以
上

の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た
数
字
で
あ

る
場
合
に
当
該
選
択
し
た
数
字
に
係
る
当
該

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の

場
合
に
当
該
選
択
し
た
数
字
に
係
る
当
該
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ニ
　
３
三
の
ニ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が

選
択
し
た
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
選
択
し

た
数
字
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
選
択
し
た

数
字
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

ホ
　
３
三
の
ホ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
２
個
以
上

の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
同
じ
で
あ
り
、
か

つ
、
選
択
し
た
数
字
で
あ
る
場
合
に
当
該
選

択
し
た
数
字
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
選
択

し
た
数
字
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け

と
な
る
。

ヘ
　
３
三
の
ヘ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
う
ち
２
個
の
さ

い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た
組
合
せ
で
あ
る

場
合
に
当
該
選
択
し
た
組
合
せ
に
係
る
当
該

賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の

場
合
に
当
該
選
択
し
た
組
合
せ
に
係
る
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ト
　
３
三
の
ト
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同

じ
で
あ
る
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち

と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
賭
け
に

つ
い
て
負
け
と
な
る
。

チ
　
３
三
の
チ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧

客
は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同

じ
で
あ
り
、
か
つ
、
選
択
し
た
数
字
で
あ
る

場
合
に
当
該
選
択
し
た
数
字
に
係
る
当
該
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場

合
に
当
該
選
択
し
た
数
字
に
係
る
当
該
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

６
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
。

二
　
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭

け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
３
三
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
３
三
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ハ
　
３
三
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
　
次
の
（
１
）

か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）

ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
１
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た

数
字
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
２
個
の
さ
い

こ
ろ
の
出
目
が
当
該
選
択
し
た
数
字
以
外

で
あ
る
場
合
　
１
対
１

（２）
　
２
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た

数
字
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
さ
い
こ
ろ
の

出
目
が
当
該
選
択
し
た
数
字
以
外
で
あ
る

場
合
　
２
対
１

（３）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
選
択

し
た
数
字
で
あ
る
場
合
　
１
２
対
１

ニ
　
３
三
の
ニ
に
掲
げ
る
賭
け
　
次
の
（
１
）

か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
７
）

ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ

（１）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
４

又
は
１
７
の
場
合
　
６
２
対
１

（２）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
５

又
は
１
６
の
場
合
　
３
１
対
１

（３）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
６

又
は
１
５
の
場
合
　
１
８
対
１

（４）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
７

又
は
１
４
の
場
合
　
１
２
対
１

（５）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
８

又
は
１
３
の
場
合
　
８
対
１

（６）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
９

又
は
１
２
の
場
合
　
７
対
１

（７）
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
１

０
又
は
１
１
の
場
合
　
６
対
１

ホ
　
３
三
の
ホ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
１
対
１

ヘ
　
３
三
の
ヘ
に
掲
げ
る
賭
け
　
６
対
１

ト
　
３
三
の
ト
に
掲
げ
る
賭
け
　
３
１
対
１

チ
　
３
三
の
チ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
８
０
対
１

７
　
賭
け
の
区
画
の
追
加

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
３
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
３
の
二
の
区
画
に
つ
い
て
、
３
の
三

に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
に
加
え
、
次

の
イ
及
び
ロ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
賭
け
に
対

応
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
け
る
シ
ッ
ク
ボ
ー
の
方
法
は
、
１
か
ら

６
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
二
及
び
三
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
奇
数

で
あ
る
こ
と
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が

全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
対
す
る
賭
け

ロ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
偶
数

で
あ
る
こ
と
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が

全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
対
す
る
賭
け

ハ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
、
１
か
ら
４

ま
で
、
２
か
ら
５
ま
で
、
３
か
ら
６
ま
で
並

び
に
２
、
３
、
５
及
び
６
の
４
と
お
り
の
数

字
の
組
合
せ
の
う
ち
選
択
し
た
組
合
せ
に
含

ま
れ
る
３
個
の
数
字
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け

ニ
　
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
、
全
て
の
組

合
せ
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
全
て
同

じ
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
選
択
し
た
組
合

せ
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け

二
　
一
に
掲
げ
る
賭
け
の
勝
敗
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

イ
　
一
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
奇

数
で
あ
る
場
合
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目

が
全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ロ
　
一
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
の
合
計
が
偶

数
で
あ
る
場
合
（
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目

が
全
て
同
じ
場
合
を
除
く
。
）
に
当
該
賭
け

に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合

に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

ハ
　
一
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た

組
合
せ
に
含
ま
れ
る
４
個
の
数
字
の
う
ち
３

個
の
数
字
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
当
該
選
択

し
た
組
合
せ
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝

ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
選
択

し
た
組
合
せ
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負

け
と
な
る
。

ニ
　
一
の
ニ
に
掲
げ
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の
出
目
が
選
択
し
た

組
合
せ
で
あ
る
場
合
に
当
該
選
択
し
た
組
合
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せ
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
当
該
選
択
し
た
組

合
せ
に
係
る
当
該
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

三
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭

け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
一
の
イ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
一
の
ロ
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
対
１

ハ
　
一
の
ハ
に
掲
げ
る
賭
け
　
７
対
１

ニ
　
一
の
ニ
に
掲
げ
る
賭
け
　
次
の
（
１
）
又

は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め

る
オ
ッ
ズ

（１）
　
３
個
の
数
字
の
う
ち
２
個
が
同
じ
数
字

の
組
合
せ
の
場
合
　
５
０
対
１

（２）
　
（
１
）
以
外
の
場
合
　
３
０
対
１

８
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動
し
た

後
に
次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。

　
さ
い
こ
ろ
が
有
効
に
転
が
ら
な
か
っ
た
旨

を
宣
言
し
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

（１）
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
内
で
１
個

以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
転
が
ら
な
か
っ
た
こ

と
。

（２）
　
さ
い
こ
ろ
が
静
止
し
た
後
に
お
い
て
、

１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
上
面
が
電
子
さ

い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
の
底
と
平
行
と
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
。

（３）
　
さ
い
こ
ろ
が
静
止
し
た
後
に
お
い
て
、

１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
上
面
が
確
認
で

き
な
い
こ
と
。

（４）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
破
損
し
た
こ

と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減

少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭

金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直
さ
せ
る

こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、
第
六

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
シ
ッ
ク
ボ
ー
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動
し
た

後
に
一
イ
の
（
４
）
に
掲
げ
る
こ
と
が
発
生

し
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ

ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収

さ
れ
た
賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相

当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支

払
わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に

相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す

る
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭

金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す

る
こ
と
。

ハ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

ニ
　
６
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回
収

し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を

該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
当

該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

ホ
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と

も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ヘ
　
６
又
は
７
の
三
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の

支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す

る
顧
客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額

よ
り
多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を

支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す

る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
う
こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
シ
ッ
ク
ボ
ー
を
行
う
場
合
の
第
六

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
８
一
の
ロ
及
び
二

の
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
１
０
の
規
定
は
適
用
し

な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
２
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
３
の
一
、
二
及
び
四
、
４
、
５
の
一
並
び
に

８
一
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
四
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）

に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
３
の
四
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す
る
。

三
　
３
の
二
、
６
の
二
及
び
７
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置
を
使

用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四
　
６
の
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
賭
金

の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作

式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
表
示
装
置
に

表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

１
０
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
シ

ッ
ク
ボ
ー
（
さ
い
こ
ろ
に
相
当
す
る
表
示
を
使
用

し
、
か
つ
、
３
三
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
賭

け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
７
一
の
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
掲
げ
る
賭
け
以
外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な

い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
う
場
合
は
、
第
六
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
六
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
、
８
（
当
該
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に
定
め
る
用

具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し

た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
の
イ
及
び
二
の
イ
を

除
く
。
）
及
び
９
（
一
か
ら
四
ま
で
以
外
の
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、

そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
９
の
一
か
ら
四
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
シ
ッ
ク

ボ
ー
を
行
う
場
合
の
第
六
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
９
の

二
中
「
８
一
の
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
８
一
の

イ
（
当
該
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等

が
１
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数

発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝

敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に

定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発
生
装

置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝
敗
を
決
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定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
３
か
ら
７

ま
で
並
び
に
８
一
の
イ
及
び
同
８
二
の
イ
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
械
式
乱
数
発

生
装
置
に
よ
る
値
の
出
力
を
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が

電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動
し
て
さ
い

こ
ろ
を
転
が
す
行
為
と
み
な
し
、
当
該
出
力
し

た
値
を
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動

し
て
転
が
し
た
さ
い
こ
ろ
の
出
目
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
さ
い
こ
ろ
の
出
目
と
み

な
す
出
力
し
た
値
は
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー

カ
ー
を
起
動
し
て
さ
い
こ
ろ
を
転
が
し
た
場
合

に
当
該
出
目
と
な
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現

す
る
も
の
と
し
、
８
の
一
中
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」

と
あ
る
の
は
、
「
カ
ジ
ノ
事
業
者
」
と
す
る
。

三
　
二
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
３

か
ら
７
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
電

子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー
を
起
動
し
て
さ
い
こ

ろ
を
転
が
す
行
為
は
、
そ
の
結
果
が
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に
表
示

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
さ
れ
る
さ
い

こ
ろ
の
出
目
は
、
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー

を
起
動
し
て
さ
い
こ
ろ
を
転
が
し
た
場
合
に
当

該
出
目
と
な
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る

も
の
と
す
る
。

１
１
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
９
又
は
１
０
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
カ

ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル

ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
、
９
又
は
１
０
に
お
い
て
適
用

す
る
第
六
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
シ
ッ
ク
ボ
ー

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
実
が
、
４
の
処
理
が
終
了
し
た

後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
さ
い
こ
ろ

の
出
目
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝
敗
に
従

っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行
う
も

の
と
す
る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
　
ル
ー
レ
ッ
ト

１
　
シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
の
方
法
は
、
次
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

イ
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
及
び
ル
ー
レ
ッ
ト

ボ
ー
ル
を
使
用
す
る
。

ロ
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
数
字
が
表
示
さ

れ
た
区
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

も
の
と
す
る
。

（１）
　
右
回
り
に
、
０
、
３
２
、
１
５
、
１

９
、
４
、
２
１
、
２
、
２
５
、
１
７
、
３

４
、
６
、
２
７
、
１
３
、
３
６
、
１
１
、

３
０
、
８
、
２
３
、
１
０
、
５
、
２
４
、

１
６
、
３
３
、
１
、
２
０
、
１
４
、
３

１
、
９
、
２
２
、
１
８
、
２
９
、
７
、
２

８
、
１
２
、
３
５
、
３
及
び
２
６
の
順
で

数
字
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
３
２
か
ら
２
６
ま
で
の
地
は
赤
色
又
は

黒
色
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３
２
の
地

を
赤
色
と
し
て
、
赤
色
と
黒
色
と
が
隣
り

合
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（３）
　
０
の
地
は
緑
色
で
あ
る
こ
と
。

二
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
０
及
び
１
か
ら
３
６
ま
で
の
各

数
字
に
対
応
す
る
区
画
並
び
に
三
ハ
（
６
）
の

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
及
び
（
７
）
の
（
一
）

か
ら
（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
１
２
個
の
数
字
に

対
応
す
る
区
画
が
第
一
図
又
は
第
二
図
の
配
置

で
表
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
三
ハ
の
（
８
）
か

ら
（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
対
応
す
る

区
画
及
び
こ
れ
ら
の
区
画
を
表
す
名
称
、
意
匠

又
は
オ
ッ
ズ
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た

レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

三
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
ハ
に
規
定
す
る
位
置
に
賭
金

を
置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
位
置
に
対

応
す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
　
賭
金
を
置
く
位
置
は
、
次
の
（
１
）
か
ら

（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
１
３
）

ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
図
又
は
第
二
図
に
お
い
て

０
の
区
画
の
側
を
上
、
第
１
列
、
第
２
列
及

び
第
３
列
に
対
応
す
る
区
画
の
側
を
下
と

し
、
第
１
列
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の
側

を
左
、
第
３
列
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の

側
を
右
と
す
る
。

（１）
　
０
及
び
１
か
ら
３
６
ま
で
の
数
字
の
う

ち
選
択
し
た
数
字
が
当
た
り
数
字
（
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル

が
収
ま
っ
た
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
対
応
す

る
数
字
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
七
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
選
択
し
た
数
字
の
区
画
内

（２）
　
第
一
図
又
は
第
二
図
に
お
い
て
隣
り
合

う
選
択
し
た
２
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
隣
り
合
う
選
択
し
た
２
個
の
数
字

の
区
画
の
間
の
線
（
区
画
の
角
を
除
く

。
）
の
上

（３）
　
選
択
し
た
３
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に

掲
げ
る
選
択
し
た
３
個
の
数
字
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に

定
め
る
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
位
置

（一）
　
一
つ
の
行
（
第
一
図
又
は
第
二
図
に

お
け
る
１
、
２
及
び
３
の
区
画
の
並
び

と
平
行
な
３
個
の
数
字
の
区
画
の
並
び

を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
３
個
の
数
字
　
選
択
し
た
行

と
第
１
ダ
ズ
ン
、
第
２
ダ
ズ
ン
又
は
第

３
ダ
ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画
の
間
の
線

（
区
画
の
角
を
除
く
。
）
の
上

（二）
　
０
、
１
及
び
２
　
２
の
区
画
の
左
上

角
上

（三）
　
０
、
２
及
び
３
　
２
の
区
画
の
右
上

角
上

（４）
　
選
択
し
た
４
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
次
の
（
一
）
又
は
（
二
）
に
掲
げ

る
選
択
し
た
４
個
の
数
字
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
（
一
）
又
は
（
二
）
に
定
め
る

レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
位
置

（一）
　
第
一
図
又
は
第
二
図
に
お
い
て
隣
り

合
う
４
個
の
数
字
　
第
一
図
又
は
第
二

図
に
お
い
て
上
下
に
並
ぶ
２
個
の
数
字

の
区
画
及
び
当
該
区
画
の
左
又
は
右
に

隣
り
合
う
上
下
に
並
ぶ
２
個
の
数
字
の

区
画
の
う
ち

も
小
さ
い
数
字
の
区
画

の
右
下
角
上

（二）
　
０
、
１
、
２
及
び
３
　
１
か
ら
３
ま

で
の
行
と
第
１
ダ
ズ
ン
に
対
応
す
る
区

画
の
間
の
線
と
、
０
の
区
画
を
表
示
す

る
線
の
交
点
上

（５）
　
選
択
し
た
二
つ
の
行
の
６
個
の
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
選
択
し
た
二
つ
の
行

と
第
１
ダ
ズ
ン
、
第
２
ダ
ズ
ン
又
は
第
３

ダ
ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画
の
間
の
線
と
当

該
二
つ
の
行
の
間
の
線
と
の
交
点
上

（６）
　
次
に
掲
げ
る
１
２
個
の
数
字
の
組
の
う

ち
選
択
し
た
数
字
の
組
に
属
す
る
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
次
の
（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
選
択
し
た
数
字
の

組
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
に
定
め
る
区
画
内

（一）
　
１
か
ら
１
２
ま
で
の
組
　
第
１
ダ
ズ

ン
に
対
応
す
る
区
画

（二）
　
１
３
か
ら
２
４
ま
で
の
組
　
第
２
ダ

ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画

（三）
　
２
５
か
ら
３
６
ま
で
の
組
　
第
３
ダ

ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画

（７）
　
次
に
掲
げ
る
１
２
個
の
数
字
の
組
の
う

ち
選
択
し
た
数
字
の
組
に
属
す
る
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
次
の
（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
に
掲
げ
る
選
択
し
た
数
字
の

組
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
一
）
か
ら

（
三
）
ま
で
に
定
め
る
区
画
内

（一）
　
１
、
４
、
７
、
１
０
、
１
３
、
１

６
、
１
９
、
２
２
、
２
５
、
２
８
、
３

１
及
び
３
４
の
組
　
第
１
列
に
対
応
す

る
区
画
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（二）
　
２
、
５
、
８
、
１
１
、
１
４
、
１

７
、
２
０
、
２
３
、
２
６
、
２
９
、
３

２
及
び
３
５
の
組
　
第
２
列
に
対
応
す

る
区
画

（三）
　
３
、
６
、
９
、
１
２
、
１
５
、
１

８
、
２
１
、
２
４
、
２
７
、
３
０
、
３

３
及
び
３
６
の
組
　
第
３
列
に
対
応
す

る
区
画

（８）
　
１
か
ら
１
８
ま
で
の
数
字
の
い
ず
れ
か

が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す

る
賭
け
　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

（９）
　
１
９
か
ら
３
６
ま
で
の
数
字
の
い
ず
れ

か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対

す
る
賭
け
　
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
区

画
内

（１０）
　
１
か
ら
３
６
ま
で
の
数
字
の
う
ち
偶
数

で
あ
る
数
字
の
い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字

と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
当
該

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

（１１）
　
１
か
ら
３
６
ま
で
の
数
字
の
う
ち
奇
数

で
あ
る
数
字
の
い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字

と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
当
該

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
内

（１２）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
数
字
が
表
示

さ
れ
た
区
画
の
地
が
赤
色
で
あ
る
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
内

（１３）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
数
字
が
表
示

さ
れ
た
区
画
の
地
が
黒
色
で
あ
る
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
内

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
開
始
す

る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況

を
勘
案
し
て
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
回
転
と
反
対

方
向
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
回

る
よ
う
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
、

ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー

ル
の
円
周
を
回
っ
て
い
る
間
に
賭
け
の
受
付

を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
。

四
　
勝
敗
の
決
定

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が

ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
ボ
ー

ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
収
ま
っ
た
後
、
当
た
り
数
字

に
対
応
す
る
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
数
字
の
上
に

目
印
と
な
る
も
の
を
置
く
こ
と
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
当
た
り
数
字
を
発
表
す
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
賭
け
の
区
分
に
含
ま
れ
る
数
字

の
い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
賭

け
に
つ
い
て
負
け
と
な
る
。

五
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け

に
参
加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額

の
勝
金
を
支
払
う
。

ロ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ

る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝

金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す
る
位
置
に
置

か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ

ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

（１）
　
三
ハ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
３
５

対
１

（２）
　
三
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
７

対
１

（３）
　
三
ハ
の
（
３
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
１

対
１

（４）
　
三
ハ
の
（
４
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
８

対
１

（５）
　
三
ハ
の
（
５
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
５

対
１

（６）
　
三
ハ
の
（
６
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
２

対
１

（７）
　
三
ハ
の
（
７
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
２

対
１

（８）
　
三
ハ
の
（
８
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（９）
　
三
ハ
の
（
９
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１０）
　
三
ハ
の
（
１
０
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１１）
　
三
ハ
の
（
１
１
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１２）
　
三
ハ
の
（
１
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１３）
　
三
ハ
の
（
１
３
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

六
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ

て
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ

れ
る
前
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に

掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
た
後
に

次
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　

ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
有
効
に
転
が
ら
な

か
っ
た
旨
を
宣
言
し
、
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に

お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
転
が
さ
れ
た

際
に
シ
リ
ン
ダ
ー
が
回
転
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
。

（二）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
シ
リ
ン
ダ
ー

の
回
転
と
同
じ
方
向
に
回
る
よ
う
に
転

が
さ
れ
た
こ
と
。

（三）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ル
ー
レ
ッ
ト

ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
４
周
す
る
前
に
ボ

ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
収
ま
っ
た
こ
と
。

（四）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ボ
ー
ル
ポ
ケ

ッ
ト
に
収
ま
る
前
に
シ
リ
ン
ダ
ー
が
止

ま
っ
た
こ
と
。

（五）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ボ
ー
ル
ポ
ケ

ッ
ト
に
収
ま
る
前
に
異
物
が
ル
ー
レ
ッ

ト
ホ
イ
ー
ル
に
触
れ
た
こ
と
。

（六）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
１
個
の
ボ
ー

ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
収
ま
ら
な
か
っ
た
こ

と
。

（七）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
破
損
し
た
こ

と
。

（八）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
又
は
シ
リ
ン
ダ

ー
の
回
転
が
妨
害
さ
れ
た
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、

又
は
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置

き
、
若
し
く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還

し
、
又
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ

ト
上
の
当
該
賭
金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画

に
置
き
直
さ
せ
る
こ
と
。

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
事
実
の

ほ
か
、
第
七
の
１
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝

金
の
支
払
後
に
次
の
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま

で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速

や
か
に
当
該
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
定

め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
た
後
に

イ
（
１
）
の
（
五
）
、
（
七
）
又
は
（
八
）

に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ
た

賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払

わ
れ
た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に

相
当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収

す
る
こ
と
。

（２）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、

又
は
増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が

当
該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
っ
た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加

さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金

に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収

し
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
新
た
に

置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
こ
と
。

（３）
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し

た
後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ

せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に

係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合

は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を

当
該
顧
客
に
支
払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該

賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
減
少
さ
せ
た
賭
金
に
相
当
す
る

額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。
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（４）
　
五
の
イ
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回

収
し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る

額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も

に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧

客
に
支
払
う
こ
と
。

（５）
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回

収
し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相

当
す
る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す

る
と
と
も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を

支
払
っ
た
と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

（６）
　
五
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧
客

に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り

多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支

払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
し
、
所
定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該

当
す
る
顧
客
に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
を
含
む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該

顧
客
に
支
払
う
こ
と
。

ハ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
ロ
の
（
１
）
か
ら

（
６
）
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る

顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客

が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト

を
行
う
場
合
の
第
七
の
１
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
六
イ
の
（
２
）
及
び
ロ
の
（
２
）
か

ら
（
６
）
ま
で
並
び
に
八
の
規
定
は
適
用
し
な

い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
中

「
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る

の
は
、
「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

ロ
　
三
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
四
の
イ
並
び
に
六

イ
の
（
１
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

の
表
示
装
置
（
ニ
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装

置
」
と
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
三
の
ニ
中
「
顧
客
の
賭
け
の
状
況

を
勘
案
し
て
、
シ
リ
ン
ダ
ー
」
と
あ
る
の

は
、
「
シ
リ
ン
ダ
ー
」
と
す
る
。

ハ
　
三
の
ロ
及
び
ハ
並
び
に
五
の
ロ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置

を
使
用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け

に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

ニ
　
五
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る

賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ

ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は

表
示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

八
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る

シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
（
一
に
規
定
す
る

ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
に
相
当
す
る
表
示
を
使

用
し
、
か
つ
、
三
ハ
の
（
１
）
か
ら
（
１
３
）

ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
以
外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
う
場
合
は
、
第
七
の
１
に
定
め
る
方
法
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

第
七
の
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
、

六
（
当
該
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等

が
一
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数

発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝

敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
イ
の
（
１
）
及
び
ロ
の
（
１
）
を
除
く
。
）

及
び
七
（
イ
か
ら
ニ
ま
で
以
外
の
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ

の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
七
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
シ

ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
を
行
う
場
合
の
第

七
の
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
七
の
ロ
中
「
六

イ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
イ
の

（
１
）
（
当
該
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
が
一
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械

式
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き

賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
一

に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発

生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝

敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

三
、
四
、
六
イ
の
（
１
）
及
び
同
六
ロ
の

（
１
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

機
械
式
乱
数
発
生
装
置
に
よ
る
値
の
出
力

を
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ

ー
ル
の
円
周
を
回
る
よ
う
に
転
が
さ
れ
た
ル

ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
収

ま
る
事
象
と
み
な
し
、
当
該
出
力
し
た
値

を
、
当
該
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
収
ま
っ
た

ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
対
応
す
る
数
字
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ

ト
に
対
応
す
る
数
字
と
み
な
す
出
力
し
た
値

は
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
回
る

よ
う
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
た
場

合
に
当
該
数
字
が
当
た
り
数
字
と
な
る
確
率

と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
し
、
六
の

イ
中
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
カ

ジ
ノ
事
業
者
」
と
す
る
。

ハ
　
ロ
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る

三
及
び
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
ル

ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
回
る
よ
う
に

ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
す
行
為
は
、
そ

の
結
果
が
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
の
表
示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
表
示
さ
れ
る
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル

は
一
の
ロ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
、
表

示
さ
れ
る
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
対
応
す
る
数

字
は
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
回

る
よ
う
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
た

場
合
に
当
該
数
字
が
当
た
り
数
字
と
な
る
確

率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
す
る
。

九
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

イ
　
七
又
は
八
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
カ

ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
七
又
は
八
に
お
い

て
適
用
す
る
第
七
の
１
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
シ
ン
グ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な

か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
実
が
、
三
の
ニ
の
処
理
が
終

了
し
た
後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
た
り
数
字
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝

敗
に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

を
行
う
も
の
と
す
る
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
イ
の
た
だ
し
書
に
定

め
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難

で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成

し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
の
方
法
は
、
次
に
定

め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
使
用
す
る
用
具

イ
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
及
び
ル
ー
レ
ッ
ト

ボ
ー
ル
を
使
用
す
る
。

ロ
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
数
字
が
表
示
さ
れ

た
区
画
は
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
又
は

（
３
）
及
び
（
４
）
並
び
に
（
５
）
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（１）
　
右
回
り
に
、
０
、
２
８
、
９
、
２
６
、

３
０
、
１
１
、
７
、
２
０
、
３
２
、
１

７
、
５
、
２
２
、
３
４
、
１
５
、
３
、
２

４
、
３
６
、
１
３
、
１
、
０
０
、
２
７
、

１
０
、
２
５
、
２
９
、
１
２
、
８
、
１

９
、
３
１
、
１
８
、
６
、
２
１
、
３
３
、

１
６
、
４
、
２
３
、
３
５
、
１
４
及
び
２

の
順
で
数
字
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
２
８
か
ら
１
ま
で
及
び
２
７
か
ら
２
ま

で
の
地
は
赤
色
又
は
黒
色
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
２
８
の
地
を
黒
色
と
し
、
か

つ
、
２
の
地
を
赤
色
と
し
て
、
赤
色
と
黒

色
と
が
隣
り
合
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

（３）
　
右
回
り
に
、
０
、
３
２
、
１
５
、
１

９
、
４
、
２
１
、
２
、
２
５
、
１
７
、
３

４
、
６
、
２
７
、
１
３
、
３
６
、
１
１
、

３
０
、
８
、
２
３
、
１
０
、
５
、
２
４
、
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１
６
、
３
３
、
１
、
２
０
、
１
４
、
３

１
、
９
、
２
２
、
１
８
、
２
９
、
７
、
２

８
、
１
２
、
３
５
、
３
、
及
び
２
６
の
順

で
数
字
が
表
示
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
数
字

の
間
の
い
ず
れ
か
又
は
２
６
と
０
の
間
に

０
０
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
３
２
か
ら
２
６
ま
で
の
地
は
赤
色
又
は

黒
色
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３
２
の
地

を
赤
色
と
し
、
か
つ
、
２
６
の
地
を
黒
色

と
し
て
、
赤
色
と
黒
色
と
が
隣
り
合
う
よ

う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（５）
　
０
及
び
０
０
の
地
は
緑
色
で
あ
る
こ

と
。

二
　
レ
イ
ア
ウ
ト

１
の
二
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
レ
イ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
二
中
「
０
」
と
あ
る
の
は

「
０
、
０
０
」
と
、
「
三
ハ
（
６
）
の
（
一
）
」

と
あ
る
の
は
「
１
三
ハ
（
６
）
の
（
一
）
」
と
、

「
第
一
図
又
は
第
二
図
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

図
又
は
第
四
図
」
と
、
「
三
ハ
の
（
８
）
」
と
あ

る
の
は
「
１
三
ハ
の
（
８
）
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

三
　
賭
け
の
受
付

イ
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の

受
付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

ロ
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を

終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ

イ
ア
ウ
ト
上
の
ハ
に
定
め
る
位
置
に
賭
金
を

置
く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
位
置
に
対
応

す
る
賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
　
賭
金
を
置
く
位
置
は
、
次
の
（
１
）
か
ら

（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
図
又
は
第
四
図
に
お
い
て
０
及
び

０
０
の
区
画
の
側
を
上
、
第
１
列
、
第
２
列

及
び
第
３
列
に
対
応
す
る
区
画
の
側
を
下
と

し
、
第
１
列
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の
側

を
左
、
第
３
列
の
数
字
に
対
応
す
る
区
画
の

側
を
右
と
す
る
。

（１）
　
０
、
０
０
及
び
１
か
ら
３
６
ま
で
の
数

字
の
う
ち
選
択
し
た
数
字
が
当
た
り
数
字

と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
選
択

し
た
数
字
の
区
画
内

（２）
　
第
三
図
又
は
第
四
図
に
お
い
て
隣
り
合

う
選
択
し
た
２
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
隣
り
合
う
選
択
し
た
２
個
の
数
字

の
区
画
の
間
の
線
（
区
画
の
角
を
除
く

。
）
上

（３）
　
選
択
し
た
３
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に

掲
げ
る
選
択
し
た
３
個
の
数
字
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
に

定
め
る
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
位
置

（一）
　
一
つ
の
行
（
第
三
図
又
は
第
四
図
に

お
い
て
１
、
２
及
び
３
の
区
画
の
並
び

と
平
行
な
３
個
の
数
字
の
区
画
の
並
び

を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
３
個
の
数
字
　
選
択
し
た
行

と
第
１
ダ
ズ
ン
、
第
２
ダ
ズ
ン
又
は
第

３
ダ
ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画
の
間
の
線

（
区
画
の
角
を
除
く
。
）
上

（二）
　
０
、
１
及
び
２
　
２
の
区
画
の
左
上

角
上

（三）
　
０
０
、
２
及
び
３
　
２
の
区
画
の
右

上
角
上

（４）
　
第
三
図
又
は
第
四
図
に
お
い
て
隣
り
合

う
選
択
し
た
四
個
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が

当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ
と
に
対
す
る

賭
け
　
第
三
図
又
は
第
四
図
に
お
い
て
上

下
に
並
ぶ
２
個
の
数
字
の
区
画
及
び
当
該

区
画
の
左
又
は
右
に
隣
り
合
う
上
下
に
並

ぶ
２
個
の
数
字
の
区
画
の
う
ち

も
小
さ

い
数
字
の
区
画
の
右
下
角
上

（５）
　
０
、
０
０
、
１
、
２
及
び
３
の
数
字
の

い
ず
れ
か
が
当
た
り
数
字
と
合
致
す
る
こ

と
に
対
す
る
賭
け
　
１
か
ら
３
ま
で
の
行

と
第
１
ダ
ズ
ン
に
対
応
す
る
区
画
の
間
の

線
と
、
０
又
は
０
０
の
区
画
を
表
示
す
る

線
の
交
点
上

（６）
　
１
三
ハ
の
（
５
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で

に
掲
げ
る
賭
け
　
そ
れ
ぞ
れ
同
ハ
の

（
５
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
定
め
る
位

置

ニ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
開
始
す

る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況

を
勘
案
し
て
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
回
転
と
反
対

方
向
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
の
円
周
を
回

る
よ
う
に
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
転
が
し
、

ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー

ル
の
円
周
を
回
っ
て
い
る
間
に
賭
け
の
受
付

を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
。

四
　
勝
敗
の
決
定

１
の
四
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
勝
敗
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

五
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

イ
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に

係
る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け

に
参
加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額

の
勝
金
を
支
払
う
。

ロ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
１
４
）
ま
で
に
掲
げ

る
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
（
１
）
か
ら
（
１

４
）
ま
で
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す

る
。

（１）
　
三
ハ
の
（
１
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
３
５

対
１

（２）
　
三
ハ
の
（
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
７

対
１

（３）
　
三
ハ
の
（
３
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１
１

対
１

（４）
　
三
ハ
の
（
４
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
８

対
１

（５）
　
三
ハ
の
（
５
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
６

対
１

（６）
　
１
三
ハ
の
（
５
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
５

対
１

（７）
　
１
三
ハ
の
（
６
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
２

対
１

（８）
　
１
三
ハ
の
（
７
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
２

対
１

（９）
　
１
三
ハ
の
（
８
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１０）
　
１
三
ハ
の
（
９
）
に
掲
げ
る
賭
け
　
１

対
１

（１１）
　
１
三
ハ
の
（
１
０
）
に
掲
げ
る
賭
け
　

１
対
１

（１２）
　
１
三
ハ
の
（
１
１
）
に
掲
げ
る
賭
け
　

１
対
１

（１３）
　
１
三
ハ
の
（
１
２
）
に
掲
げ
る
賭
け
　

１
対
１

（１４）
　
１
三
ハ
の
（
１
３
）
に
掲
げ
る
賭
け
　

１
対
１

六
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
六
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
六
イ
の

（
３
）
中
「
第
七
の
１
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

の
２
」
と
、
同
六
ロ
の
（
４
）
中
「
五
の
イ
」

と
あ
る
の
は
「
２
五
の
イ
」
と
、
同
ロ
の

（
６
）
中
「
五
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
五
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

１
の
七
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
七
中
「
第
七
の
１
」
と

あ
る
の
は
「
第
七
の
２
」
と
、
「
六
イ
の
（
２
）

」
と
あ
る
の
は
「
２
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る

１
六
イ
の
（
２
）
」
と
、
「
八
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
八
」
と
、
同
七
の
イ
中
「
二
」
と
あ
る

の
は
「
２
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
二
」

と
、
同
七
の
ロ
中
「
三
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
四

の
イ
並
び
に
六
イ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は

「
２
三
の
イ
、
ロ
及
び
ニ
並
び
に
２
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
１
四
の
イ
並
び
に
２
の
六
に
お

い
て
準
用
す
る
１
六
イ
の
（
１
）
」
と
、
「
三
の

ニ
」
と
あ
る
の
は
「
２
三
の
ニ
」
と
、
同
七
の

ハ
中
「
三
の
ロ
及
び
ハ
並
び
に
五
の
ロ
」
と
あ

る
の
は
「
２
三
の
ロ
及
び
ハ
並
び
に
２
五
の

ロ
」
と
、
同
七
の
ニ
中
「
五
の
イ
」
と
あ
る
の

は
「
２
五
の
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

八
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

１
の
八
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使

用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
八
中
「
（
一
」
と
あ
る
の
は
「

（
２
の
一
」
と
、
「
三
ハ
の
（
１
）
か
ら
（
１

３
）
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
２
三
ハ
の
（
１
）

か
ら
（
６
）
ま
で
」
と
、
「
第
七
の
１
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
の
２
」
と
、
「
一
、
六
」
と
あ

る
の
は
「
２
の
一
、
２
の
六
に
お
い
て
準
用
す
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る
１
の
六
」
と
、
「
一
に
定
め
る
用
具
」
と
あ

る
の
は
「
２
の
一
に
定
め
る
用
具
」
と
、
「
イ

の
（
１
）
及
び
ロ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
１
六
イ
の
（
１
）

及
び
同
六
ロ
の
（
１
）
」
と
、
「
七
（
」
と
あ
る

の
は
「
２
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
七

（
」
と
、
同
八
の
イ
中
「
七
の
イ
」
と
あ
る
の

は
「
２
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
１
七
の
イ
」

と
、
「
七
の
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
七
に
お

い
て
準
用
す
る
１
七
の
ロ
」
と
、
「
六
イ
の

（
１
）
（
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
六
に
お
い
て
準

用
す
る
１
六
イ
の
（
１
）
（
」
と
、
同
八
の
ロ

中
「
三
、
四
、
六
イ
の
（
１
）
」
と
あ
る
の
は

「
２
の
三
、
２
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
１
の

四
、
２
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
１
六
イ
の

（
１
）
」
と
、
「
六
の
イ
」
と
あ
る
の
は
「
２
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
１
六
の
イ
」
と
、
同
八

の
ハ
中
「
三
及
び
四
」
と
あ
る
の
は
「
２
の
三

及
び
２
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
四
」

と
、
「
一
の
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
２
一
の
ロ
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

１
の
九
の
規
定
は
、
ダ
ブ
ル
ゼ
ロ
ル
ー
レ
ッ
ト
に

係
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
九
の
イ
中
「
七
又
は
八
」
と
あ
る
の
は
「
２

の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
七
又
は
２
の
八

に
お
い
て
準
用
す
る
１
の
八
」
と
、
「
第
七
の

１
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
の
２
」
と
、
同
イ
の

た
だ
し
書
中
「
三
の
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
２
三

の
ニ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
図

第
二
図

第
三
図

第
四
図

第
八
　
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル

１
　
使
用
す
る
用
具

一
　
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
用
ホ
イ
ー
ル
を
使
用
す

る
。

二
　
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
用
ホ
イ
ー
ル
の
回
転
す
る

円
盤
（
以
下
こ
の
第
八
に
お
い
て
単
に
「
円

盤
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
シ
ン
ボ
ル
が
表
示
さ

れ
た
区
画
（
以
下
こ
の
第
八
に
お
い
て
「
セ
ク

シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
は
、
右
回
り
に
、
各
セ

ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
第
７
シ
ン
ボ
ル
、
第
１
シ

ン
ボ
ル
（
以
下
こ
の
二
に
お
い
て
「
①
」
と
い

う
。
）
、
第
２
シ
ン
ボ
ル
（
以
下
こ
の
二
に
お
い

て
「
②
」
と
い
う
。
）
、
①
、
第
３
シ
ン
ボ
ル

（
以
下
こ
の
二
に
お
い
て
「
③
」
と
い
う
。
）
、

①
、
②
、
①
、
第
４
シ
ン
ボ
ル
（
以
下
こ
の
二

に
お
い
て
「
④
」
と
い
う
。
）
、
③
、
①
、
②
、

①
、
第
５
シ
ン
ボ
ル
（
以
下
こ
の
二
に
お
い
て

「
⑤
」
と
い
う
。
）
、
①
、
②
、
①
、
③
、
①
、

②
、
①
、
③
、
①
、
④
、
②
、
①
、
第
６
シ
ン

ボ
ル
、
①
、
②
、
①
、
③
、
①
、
②
、
①
、

④
、
②
、
①
、
③
、
①
、
⑤
、
①
、
②
、
①
、

②
、
①
、
③
、
①
、
④
、
①
、
②
、
③
及
び
①

の
順
に
シ
ン
ボ
ル
が
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

２
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当
該

区
画
を
表
す
名
称
又
は
意
匠
並
び
に
６
の
二
又
は

三
に
定
め
る
オ
ッ
ズ
が
、
業
務
方
法
書
に
記
載
さ

れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た

も
の
と
す
る
。

３
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置

く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
二
の
区
画
は
、
第
１
シ
ン
ボ
ル
か
ら
第
７
シ

ン
ボ
ル
ま
で
の
シ
ン
ボ
ル
の
う
ち
選
択
し
た
シ

ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
（
当
該
ラ
ウ
ン
ド

に
お
い
て
ク
ラ
ッ
パ
ー
が
示
し
た
セ
ク
シ
ョ
ン

に
表
示
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の

第
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合
致
す
る
こ
と
に

対
す
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言

す
る
。

４
　
円
盤
の
回
転

賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場
合
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣

言
し
た
後
、
円
盤
を
回
転
さ
せ
る
。

５
　
勝
敗
の
決
定

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
１
個
の
シ
ン
ボ
ル
が
表
示

さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
を
ク
ラ
ッ
パ
ー
が
示
し
た

後
、
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
に
対
応
す
る
レ
イ
ア
ウ

ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
目
印
と
な
る

も
の
を
置
く
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該

シ
ン
ボ
ル
を
発
表
す
る
。

二
　
顧
客
は
、
選
択
し
た
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ

ン
ボ
ル
と
合
致
す
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

り
、
そ
れ
以
外
の
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な

る
。

６
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
参

加
し
た
顧
客
に
対
し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金

を
支
払
う
。

二
　
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
賭
け
に
つ
い

て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭

け
に
対
応
す
る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る

オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
　
第
１
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
第
２
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
３
対
１

ハ
　
第
３
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
５
対
１

ニ
　
第
４
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
１
０
対
１
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ホ
　
第
５
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
２
０
対
１

ヘ
　
第
６
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
４
５
対
１

ト
　
第
７
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
４
５
対
１

三
　
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ジ
ノ
事
業
者

は
、
勝
金
額
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で

に
掲
げ
る
勝
ち
と
な
っ
た
賭
け
に
対
応
す
る
区

画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
第
１
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
１
対
１

ロ
　
第
２
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
３
対
１

ハ
　
第
３
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
５
対
１

ニ
　
第
４
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
１
１
対
１

ホ
　
第
５
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
２
３
対
１

ヘ
　
第
６
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
４
７
対
１

ト
　
第
７
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
合

致
す
る
こ
と
に
対
す
る
賭
け
　
４
７
対
１

７
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
円
盤
を
回
転
さ
せ
た
後
に
次
に
掲
げ
る
事

実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
円
盤
が
有
効
に
回

転
し
な
か
っ
た
旨
を
宣
言
し
、
当
該
ラ
ウ
ン

ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
円
盤
が
３
回
転
す
る
前
に
止
ま
っ
た
こ

と
。

（２）
　
ク
ラ
ッ
パ
ー
が
２
個
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の

間
で
止
ま
っ
た
こ
と
。

（３）
　
円
盤
の
回
転
が
妨
害
さ
れ
た
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減

少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭

金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直
さ
せ
る

こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、
第
八

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当

該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
円
盤
を
回
転
さ
せ
た
後
に
一
イ
の
（
３
）

に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ
た
賭
金
が
あ
る

と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当
す

る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
あ

る
と
き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
該
当

す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭

金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す

る
こ
と
。

ハ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

ニ
　
６
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回
収

し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額
を

該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
当

該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

ホ
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と

も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ヘ
　
第
八
の
６
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧

客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り

多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支
払

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
所

定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客

に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
を
行
う
場
合
の

第
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
７
一
の
ロ
及

び
二
の
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
９
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
２
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
３
の
一
、
二
及
び
四
、
４
、
５
の
一
並
び
に

７
一
の
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
る
宣
言
又
は
発
表
は
、
そ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
宣
言
し
、
又
は
発
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
四
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）

に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
３
の
四
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す
る
。

三
　
３
の
二
並
び
に
６
の
二
及
び
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置
を
使

用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四
　
６
の
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ

ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
賭
金

の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作

式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
表
示
装
置
に

表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

９
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す

る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
マ

ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
（
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
用
ホ
イ
ー
ル

に
相
当
す
る
表
示
を
使
用
し
、
か
つ
、
３
の
三
に

規
定
す
る
賭
け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
の
追
加
の
賭
け
を
行
わ
な
い
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
は
、

第
八
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
八
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
１
、
７
（
当
該
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る

機
械
式
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き

賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
一
の
イ
及
び
二
の
イ
を
除
く
。
）
及
び

８
（
一
か
ら
四
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
８
の
一
か
ら
四
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
マ
ネ
ー

ホ
イ
ー
ル
を
行
う
場
合
の
第
八
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

８
の
二
中
「
７
一
の
イ
」
と
あ
る
の
は
、
「
７

一
の
イ
（
当
該
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
が
１
に
定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式

乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け

の
勝
敗
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
１
に

定
め
る
用
具
に
相
当
す
る
機
械
式
乱
数
発
生
装

置
が
出
力
し
た
値
に
基
づ
き
賭
け
の
勝
敗
を
決

定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
３
の
三
、

４
か
ら
６
ま
で
並
び
に
７
一
の
イ
及
び
二
の
イ

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
械
式
乱

数
発
生
装
置
に
よ
る
値
の
出
力
を
、
デ
ィ
ー
ラ
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ー
が
円
盤
を
回
転
さ
せ
て
ク
ラ
ッ
パ
ー
が
セ
ク

シ
ョ
ン
を
示
す
事
象
と
み
な
し
、
当
該
機
械
式

乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
を
、
当
該
セ
ク

シ
ョ
ン
に
表
示
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
セ
ク
シ
ョ
ン
に
表
示
さ

れ
た
シ
ン
ボ
ル
と
み
な
す
出
力
し
た
値
は
、
円

盤
を
回
転
さ
せ
た
場
合
に
当
該
シ
ン
ボ
ル
が
当

た
り
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出

現
す
る
も
の
と
し
、
７
の
一
中
「
デ
ィ
ー
ラ

ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
カ
ジ
ノ
事
業
者
」
と
す

る
。

三
　
二
に
定
め
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
３

の
三
及
び
４
か
ら
６
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
円
盤
の
回
転
及
び
ク
ラ
ッ
パ
ー
に
よ

る
セ
ク
シ
ョ
ン
の
指
示
は
、
そ
の
結
果
が
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置
に

表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
さ
れ
る
円

盤
は
１
の
二
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
、
表

示
さ
れ
る
シ
ン
ボ
ル
は
円
盤
を
回
転
さ
せ
た
場

合
に
当
該
シ
ン
ボ
ル
が
当
た
り
シ
ン
ボ
ル
と
な

る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る
も
の
と
す

る
。

１
０
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
８
又
は
９
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
カ
ジ

ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー

ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
、
８
又
は
９
に
お
い
て
適
用
す
る

第
八
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ

ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
実
が
、
４
の
処
理
が
終
了
し
た

後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
た
り
シ

ン
ボ
ル
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝
敗
に
従

っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行
う
も

の
と
す
る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
　
パ
イ
ゴ
ウ

１
　
使
用
す
る
用
具

一
　
１
組
の
タ
イ
ル
セ
ッ
ト
（
一
の
面
に
二
の
表

（
１
）
の
項
か
ら
（
１
１
）
の
項
ま
で
に
規
定

す
る
意
匠
を
表
示
し
た
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
各

２
枚
、
一
の
面
に
同
表
（
１
２
）
の
項
か
ら

（
２
１
）
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
意
匠
を
表
示

し
た
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
各
１
枚
の
計
３
２
枚

で
構
成
す
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
を
い
う
。

以
下
こ
の
第
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
３
個

の
さ
い
こ
ろ
を
使
用
す
る
。

二
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
各
意
匠
は
、
お
お
む
ね

次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

上

方

及

び

右

側

下

方

に

あ

る

各

３

個

の

◯

点

は

白

色

と

し

、

左

側

下

方

及

び

右

側

上

方

に

あ

る

各

３

個

の

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

（
２
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

（
３
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

（
４
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

１

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

３

個

の

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
５
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
６
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
７
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
８
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
９
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

４

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

６

個

の

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
０
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

１

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

６

個

の

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
１
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

１

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

５

個

の

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
２
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

４

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

５

個

の

◯

点

は

白
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色

と

す

る
。

（
１
３
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
４
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
５
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
６
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

３

個

の

◯

点

は

白

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

４

個

の

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

（
１
７
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
１
８
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

（
１
９
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
２
０
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

１

個

の

●

点

は

赤

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

２

個

の

◯

点

は

白

色

と

す

る
。

（
２
１
）

地
の
色
は

黒

色

と

し

、

左

側

に

あ

る

２

個

の

◯

点

は

白

色

と

し

、

右

側

に

あ

る

４

個

の

●

点

は

赤

色

と

す

る
。

２
　
タ
イ
ル
セ
ッ
ト
の
初
期
化

デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
各
ラ
ウ
ン
ド
前
に
、
各
パ
イ
ゴ

ウ
タ
イ
ル
の
裏
面
を
上
面
と
し
た
タ
イ
ル
セ
ッ

ト
を
無
作
為
に
か
き
混
ぜ
る
。

３
　
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
及
び
当

該
区
画
の
名
称
又
は
意
匠
が
、
業
務
方
法
書
に

記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図
面
に
従
っ
て
表

示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受

付
を
開
始
す
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
ま
る
。

二
　
顧
客
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
賭
け
の
受
付
を
終

了
す
る
旨
を
宣
言
す
る
ま
で
の
間
に
、
レ
イ
ア

ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
に
賭
金
を
置

く
こ
と
で
、
賭
金
を
置
い
た
区
画
に
対
応
す
る

賭
け
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
二
の
区
画
は
、
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
（
配
布

さ
れ
る
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
２
枚
ず
つ

２
組
に
分
割
し
て
形
成
し
た
組
合
せ
の
う
ち
強

い
側
の
組
合
せ
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
九
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
（
配
布
さ
れ

る
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
２
枚
ず
つ
２
組

に
分
割
し
て
形
成
し
た
組
合
せ
の
う
ち
弱
い
側

の
組
合
せ
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
九
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及

び
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
も
強
い
こ
と

に
対
す
る
賭
け
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘

案
し
て
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言

す
る
。

５
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
配
布

一
　
賭
け
に
参
加
す
る
顧
客
が
１
人
以
上
い
る
場

合
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
賭
け
の
受
付
を
終
了
す

る
旨
を
宣
言
し
た
後
、
３
個
の
さ
い
こ
ろ
を
さ

い
こ
ろ
カ
ッ
プ
（
内
部
を
見
通
す
こ
と
が
で
き

な
い
カ
ッ
プ
形
の
容
器
で
あ
っ
て
、
さ
い
こ
ろ

を
内
部
に
入
れ
て
転
が
す
用
に
供
す
る
も
の
を

い
う
。
）
に
入
れ
た
状
態
で
、
こ
れ
を
振
っ
て

さ
い
こ
ろ
を
転
が
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
及
び

賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
賭
金
が
置
か
れ
て
い

な
い
区
画
を
含
む
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
か
ら
順
次
に
反
時

計
回
り
に
数
え
て
、
当
該
３
個
の
さ
い
こ
ろ
の

出
目
の
合
計
の
数
に
至
る
順
位
の
デ
ィ
ー
ラ
ー

自
身
又
は
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
か
ら
順
に
、

そ
れ
ぞ
れ
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
裏
面
を

上
面
と
し
て
配
布
す
る
。

二
　
一
の
規
定
に
よ
り
タ
イ
ル
セ
ッ
ト
の
全
て
の

パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
配
布
さ
れ
た
後
、
デ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
賭
金
が
置
か
れ
て
い
な
い
賭
け
に
対

応
す
る
区
画
に
配
布
さ
れ
た
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

を
裏
向
き
の
ま
ま
回
収
す
る
。

６
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
強
さ
の
順
位

一
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
強
さ
の
順
位
は
、
１
の

二
の
表
に
掲
げ
る
順
序
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

表
の
（
１
２
）
の
項
及
び
（
１
３
）
の
項
、

（
１
４
）
の
項
及
び
（
１
５
）
の
項
、
（
１
６
）

の
項
及
び
（
１
７
）
の
項
、
（
１
８
）
の
項
及

び
（
１
９
）
の
項
並
び
に
（
２
０
）
の
項
及
び

（
２
１
）
の
項
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
順

位
と
す
る
。

二
　
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ
の
強
さ

の
順
位
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
と
す
る
。

イ
　
１
の
二
の
表
（
２
０
）
の
項
及
び
（
２

１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組

合
せ

ロ
　
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ハ
　
１
の
二
の
表
（
２
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ニ
　
１
の
二
の
表
（
３
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ホ
　
１
の
二
の
表
（
４
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ヘ
　
１
の
二
の
表
（
５
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ト
　
１
の
二
の
表
（
６
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

チ
　
１
の
二
の
表
（
７
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

リ
　
１
の
二
の
表
（
８
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ヌ
　
１
の
二
の
表
（
９
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ル
　
１
の
二
の
表
（
１
０
）
の
項
に
掲
げ
る
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ヲ
　
１
の
二
の
表
（
１
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
２
枚
の
組
合
せ

ワ
　
１
の
二
の
表
（
１
２
）
の
項
及
び
（
１

３
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組

合
せ

カ
　
１
の
二
の
表
（
１
４
）
の
項
及
び
（
１

５
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組

合
せ

ヨ
　
１
の
二
の
表
（
１
６
）
の
項
及
び
（
１

７
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組

合
せ

タ
　
１
の
二
の
表
（
１
８
）
の
項
及
び
（
１

９
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組

合
せ

レ
　
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
１
２
）
の
項
又
は

（
１
３
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

の
組
合
せ

ソ
　
１
の
二
の
表
（
２
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
１
２
）
の
項
又
は
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（
１
３
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

の
組
合
せ

ツ
　
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
３
）
の
項
、
（
１

４
）
の
項
又
は
（
１
５
）
の
項
に
掲
げ
る
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ

ネ
　
１
の
二
の
表
（
２
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
３
）
の
項
、
（
１

４
）
の
項
又
は
（
１
５
）
の
項
に
掲
げ
る
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ

ナ
　
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
１
０
）
の
項
、

（
１
６
）
の
項
又
は
（
１
７
）
の
項
に
掲
げ

る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ

ラ
　
１
の
二
の
表
（
２
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
１
０
）
の
項
、

（
１
６
）
の
項
又
は
（
１
７
）
の
項
に
掲
げ

る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ

ム
　
イ
か
ら
ラ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま

ら
な
い
組
合
せ

三
　

７
　
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド

顧
客
は
、
５
の
一
の
規
定
に
よ
り
自
身
に
配
布
さ

れ
た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
確
認
し
、
こ

れ
ら
を
分
割
し
て
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン

ド
を
形
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面

を
上
面
と
し
て
置
く
。
た
だ
し
、
顧
客
か
ら
求

め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
８
の

規
定
に
よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び

ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
し
た
後
に
、
当
該
求
め
を

行
っ
た
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ

タ
イ
ル
を
８
の
規
定
に
従
っ
て
分
割
し
、
ハ
イ

ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
す
る
も
の
と

す
る
。

８
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド

全
て
の
顧
客
（
７
の
た
だ
し
書
の
求
め
を
行
っ
た

顧
客
を
除
く
。
）
が
７
に
規
定
す
る
行
為
を
行

っ
た
後
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
自
身
に
配
布
さ
れ

た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
表
向
き
に
し
、

こ
れ
ら
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
分
割
し

て
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
し
、

そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
ブ
ル
上
に
置
く
。

一
　
６
二
の
イ
か
ら
タ
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
せ
が

形
成
で
き
る
場
合
は
、
こ
れ
を
ハ
イ
ハ
ン
ド
又

は
ロ
ー
ハ
ン
ド
と
す
る
。

二
　
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
二
の
イ
に
掲

げ
る
組
合
せ
を
構
成
す
る
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
２
枚
の
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
点

数
が
６
点
及
び
４
点
か
ら
６
点
ま
で
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
組
合
せ
（
同
二
の
ト
及
び
ヲ
に
掲
げ

る
組
合
せ
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ

ハ
ン
ド
と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の
と
す

る
。

三
　
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
二
の
ロ
又
は

ハ
に
掲
げ
る
組
合
せ
を
構
成
す
る
２
枚
の
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
２

枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ

ル
の
点
数
の
組
合
せ
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
ハ
ン
ド
と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分

割
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
９
点
及
び
４
点
か
ら
８
点
ま
で
の
い
ず
れ

か
又
は
１
１
点
で
あ
る
組
合
せ

ロ
　
８
点
及
び
４
点
か
ら
８
点
ま
で
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
組
合
せ
（
６
二
の
ニ
及
び
カ
に
掲

げ
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

ハ
　
７
点
及
び
４
点
か
ら
７
点
ま
で
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
組
合
せ
（
６
二
の
ル
及
び
ヨ
に
掲

げ
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

ニ
　
６
点
及
び
４
点
か
ら
６
点
ま
で
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
組
合
せ
（
１
の
二
の
表
（
２
０
）

の
項
又
は
（
２
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ

ウ
タ
イ
ル
及
び
同
表
（
４
）
の
項
、
（
６
）

の
項
、
（
７
）
の
項
、
（
１
１
）
の
項
、
（
１

８
）
の
項
又
は
（
１
９
）
の
項
に
掲
げ
る
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ
並
び
に
６
二
の

イ
、
ト
及
び
ヲ
に
掲
げ
る
組
合
せ
を
除
く
。
）

四
　
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
二
の
ワ
に
掲

げ
る
組
合
せ
を
構
成
す
る
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
２
枚
の
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
点

数
が
い
ず
れ
も
２
点
、
１
０
点
又
は
１
２
点
で

あ
る
組
合
せ
（
同
二
の
ロ
、
ハ
、
ヘ
及
び
ヌ
に

掲
げ
る
組
合
せ
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ

イ
ハ
ン
ド
と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の
と

す
る
。

五
　
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
二
の
ニ
又
は

カ
に
掲
げ
る
組
合
せ
を
構
成
す
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
２
枚
の
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
点

数
が
四
に
定
め
る
組
合
せ
又
は
１
１
点
及
び
２

点
、
９
点
、
１
０
点
若
し
く
は
１
２
点
で
あ
る

組
合
せ
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
２
枚
の
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
ハ
ン
ド
と
ロ
ー

ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の
と
す
る
。

六
　
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
二
の
ル
又
は

ヨ
に
掲
げ
る
組
合
せ
を
構
成
す
る
２
枚
の
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
２

枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ

ル
の
点
数
が
２
点
及
び
１
２
点
、
又
は
２
点
若

し
く
は
１
２
点
及
び
１
０
点
若
し
く
は
１
１
点

で
あ
る
組
合
せ
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
２
枚

の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
ハ
ン
ド

と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
６
二
の
イ
か
ら
タ
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
せ
が

形
成
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
同
二
の
レ
か

ら
ラ
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
せ
が
形
成
で
き
る
と

き
は
、
当
該
組
合
せ
を
ハ
イ
ハ
ン
ド
と
す
る
。

た
だ
し
、
２
と
お
り
以
上
の
組
合
せ
が
形
成
で

き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
二
の
レ
か
ら
ラ
ま

で
に
掲
げ
る
組
合
せ
の
う
ち
よ
り
弱
い
も
の
を

ハ
イ
ハ
ン
ド
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
組
合
せ

を
形
成
し
た
場
合
に
お
け
る
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
合

計
点
数
が
３
点
（
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
か

ら
（
６
）
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ

ル
を
含
ま
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
２
点
以

下
で
あ
る
場
合
は
、
同
二
の
レ
か
ら
ラ
ま
で
に

掲
げ
る
組
合
せ
の
う
ち
よ
り
強
い
組
合
せ
を
ハ

イ
ハ
ン
ド
と
す
る
。

八
　
６
二
の
イ
か
ら
ラ
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
せ
が

で
き
な
い
と
き
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ハ
イ
ハ

ン
ド
と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の
と
す

る
。

イ
　
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数
を
３
点
（
１
の

二
の
表
（
１
）
の
項
か
ら
（
６
）
の
項
ま
で

に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
含
む
場
合
に

限
る
。
）
又
は
４
点
以
上
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
組
合
せ
が
あ
る
場
合
　
配
布
さ
れ
た
４

枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
か
ら
形
成
し
得
る
２

枚
ず
つ
の
２
組
の
全
て
の
組
合
せ
に
お
け
る

ロ
ー
ハ
ン
ド
の
う
ち
、
そ
の
合
計
点
数
が

大
と
な
る
も
の
を
ロ
ー
ハ
ン
ド
と
す
る
。

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ

て
、
ハ
イ
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数
を
７
点
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
組
合
せ
が
あ
る
場

合
　
配
布
さ
れ
た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

か
ら
形
成
し
得
る
２
枚
ず
つ
の
２
組
の
全
て

の
組
合
せ
に
お
け
る
ハ
イ
ハ
ン
ド
の
う
ち
、

そ
の
合
計
点
数
が

大
と
な
る
も
の
を
ハ
イ

ハ
ン
ド
と
す
る
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場

合
　
配
布
さ
れ
た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

か
ら
形
成
し
得
る
２
枚
ず
つ
の
２
組
の
組
合

せ
に
お
け
る
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
う
ち
、
そ
の
合

計
点
数
が

大
と
な
る
も
の
を
ロ
ー
ハ
ン
ド

と
す
る
。

九
　
八
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
配
布
さ
れ
た
４

枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
組
合
せ
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ハ
イ
ハ
ン
ド
と
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
分
割
す
る
も
の

と
す
る
。

イ
　
１
の
二
の
表
（
１
０
）
の
項
、
（
１
６
）

の
項
又
は
（
１
７
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ

ウ
タ
イ
ル
並
び
に
同
表
（
３
）
の
項
、
（
５
）

の
項
及
び
（
８
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ

タ
イ
ル
の
組
合
せ
　
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
合
計
点

数
を
７
点
と
し
、
ハ
イ
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数

を
９
点
と
す
る
。

ロ
　
１
の
二
の
表
（
２
０
）
の
項
又
は
（
２

１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
、
同

表
（
１
８
）
の
項
又
は
（
１
９
）
の
項
に
掲

げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
、
同
表
（
６
）
の
項

又
は
（
１
１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
及
び
同
表
（
１
）
の
項
又
は
（
２
）
の

項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ
　

ロ
ー
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数
を
７
点
と
し
、
ハ

イ
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数
を
９
点
と
す
る
。

ハ
　
１
の
二
の
表
（
２
０
）
の
項
又
は
（
２

１
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
、
同

表
（
４
）
の
項
又
は
（
７
）
の
項
に
掲
げ
る

パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
、
同
表
（
１
８
）
の
項
又

は
（
１
９
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ

ル
及
び
当
該
３
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
と
６

二
の
イ
か
ら
ラ
ま
で
に
掲
げ
る
組
合
せ
を
形

成
し
な
い
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
組
合
せ
　
ハ

イ
ハ
ン
ド
の
合
計
点
数
を
９
点
と
す
る
。

十
　
配
布
さ
れ
た
４
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
に
点

数
が
同
じ
で
あ
っ
て
強
さ
が
異
な
る
パ
イ
ゴ
ウ

タ
イ
ル
又
は
１
の
二
の
表
（
１
）
の
項
及
び

（
２
）
の
項
に
掲
げ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
含

ま
れ
、
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
合
計

点
数
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
組
合
せ
を
複
数
形
成
す

93



る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
ハ
イ
ハ

ン
ド
の
合
計
点
数
が
７
点
以
下
で
あ
る
と
き
は

そ
れ
ら
の
組
合
せ
の
う
ち
ロ
ー
ハ
ン
ド
が

も

強
い
組
合
せ
を
形
成
し
、
８
点
以
上
で
あ
る
と

き
は
そ
れ
ら
の
組
合
せ
の
う
ち
ハ
イ
ハ
ン
ド
が

も
強
い
組
合
せ
を
形
成
す
る
。
た
だ
し
、
よ

り
強
さ
の
順
位
の
高
い
２
枚
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ

ル
の
い
ず
れ
も
が
ハ
イ
ハ
ン
ド
又
は
ロ
ー
ハ
ン

ド
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
当
該
ハ

イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
の
点
数
と
そ
れ
ぞ

れ
同
じ
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
で
あ
る

別
の
組
合
せ
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
勝
敗
の
決
定

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び

ロ
ー
ハ
ン
ド
を
表
向
き
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
８
の

規
定
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
の

ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
と
比
較
す
る
。

二
　
４
の
三
に
定
め
る
賭
け
に
参
加
し
た
顧
客

は
、
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド

が
、
そ
れ
ぞ
れ
８
の
規
定
に
よ
り
形
成
さ
れ
た

デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド

よ
り
強
い
場
合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ

ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
よ
り
弱
い
場
合
に
当
該

賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場

合
に
当
該
賭
け
に
つ
い
て
引
分
け
と
な
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン

ド
が
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
と
同
じ
強
さ
の
場
合

又
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
顧
客
の
ロ

ー
ハ
ン
ド
と
同
じ
強
さ
の
場
合
は
、
よ
り
強
い

パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
含
む
ハ
イ
ハ
ン
ド
又
は
ロ

ー
ハ
ン
ド
が
強
い
も
の
と
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
及

び
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
又
は
ロ
ー
ハ
ン
ド
に
含

ま
れ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
強
さ
が
同
じ
と
き

は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
又
は
ロ
ー
ハ

ン
ド
が
強
い
も
の
と
す
る
。

１
０
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係

る
賭
金
を
回
収
し
、
勝
ち
と
な
っ
た
顧
客
に
対

し
、
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払
う
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
算
出
さ
れ
た
勝
金
額
に
１
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。

二
　
４
の
三
に
定
め
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な

っ
た
場
合
の
勝
金
額
は
、
当
該
賭
け
に
対
応
す

る
区
画
に
置
か
れ
た
賭
金
に
対
し
て
、
１
９
対

２
０
の
オ
ッ
ズ
に
よ
り
算
出
す
る
。

１
１
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
ウ
ン
ド
中
で
あ
っ
て
、

賭
金
の
回
収
又
は
勝
金
の
支
払
が
行
わ
れ
る
前

に
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
を
認
識

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か
ら
ヌ
ま
で

に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
さ
い
こ
ろ
を
転
が
し
た
後
に
次
に
掲
げ
る

事
実
が
発
生
し
た
こ
と
。
　
再
度
さ
い
こ
ろ

を
転
が
す
こ
と
。

（１）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
転
が
ら
な
か

っ
た
こ
と
。

（２）
　
さ
い
こ
ろ
が
静
止
し
た
後
に
お
い
て
、

１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
上
面
が
テ
ー
ブ

ル
の
上
面
と
平
行
と
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
。

（３）
　
さ
い
こ
ろ
が
静
止
し
た
後
に
お
い
て
、

１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
の
上
面
が
確
認
で

き
な
い
こ
と
。

（４）
　
１
個
以
上
の
さ
い
こ
ろ
が
破
損
し
た
こ

と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
減
少
さ
せ
た
こ
と
。

　
当
該
顧
客
に
対
し
、
新
た
に
置
き
、
若
し

く
は
増
加
さ
せ
た
賭
金
を
返
還
し
、
又
は
減

少
さ
せ
た
賭
金
を
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
当
該
賭

金
が
置
か
れ
て
い
た
区
画
に
置
き
直
さ
せ
る

こ
と
。

ハ
　
使
用
し
て
い
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
に
次
に

掲
げ
る
も
の
（
二
に
お
い
て
「
不
適
切
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

（１）
　
点
の
組
合
せ
を
示
す
意
匠
が
表
示
さ
れ

て
い
な
い
面
が
傷
付
き
、
又
は
印
が
付
け

ら
れ
た
状
態
そ
の
他
当
該
面
を
見
て
点
の

組
合
せ
を
示
す
意
匠
を
推
測
さ
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

（２）
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
で
使
用
さ
れ
る
タ
イ
ル

セ
ッ
ト
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
以
外
の
パ
イ

ゴ
ウ
タ
イ
ル

ニ
　
５
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
が
配
布
さ
れ
た
こ
と
。
　
９
の
一
の
規

定
に
よ
り
顧
客
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
表
向

き
に
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
５
の
一
の
規
定

に
従
っ
て
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
配
布
し
直

し
、
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
表
向
き
に
さ
れ
て

い
る
と
き
は
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

ホ
　
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
パ
イ
ゴ
ウ
タ

イ
ル
に
触
れ
る
前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
パ

イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
表
向
き
に
さ
れ
た
こ
と
。

　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の

結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
。

ヘ
　
全
て
の
顧
客
（
７
の
た
だ
し
書
の
求
め
を

行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）
が
自
身
の
ハ
イ
ハ

ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
し
、
そ
れ
ぞ

れ
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面
を
上
面
と
し
て
置
く

前
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
配
布
さ
れ
た
パ
イ
ゴ
ウ

タ
イ
ル
の
全
部
又
は
一
部
が
表
向
き
に
さ
れ

た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ

ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
。

ト
　
全
て
の
顧
客
（
７
の
た
だ
し
書
の
求
め
を

行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）
が
自
身
の
ハ
イ
ハ

ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
し
、
そ
れ
ぞ

れ
テ
ー
ブ
ル
上
に
裏
面
を
上
面
と
し
て
置
く

前
に
顧
客
が
自
身
に
配
布
さ
れ
た
パ
イ
ゴ
ウ

タ
イ
ル
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
　

当
該
顧
客
以
外
の
顧
客
（
７
の
た
だ
し
書
の

求
め
を
行
っ
た
顧
客
を
除
く
。
）
で
自
身
の

ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
す
る

前
の
顧
客
に
係
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発

生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

チ
　
第
九
の
８
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
デ

ィ
ー
ラ
ー
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
表
向
き
に

さ
れ
た
こ
と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も

の
と
す
る
こ
と
。

リ
　
８
の
規
定
に
従
わ
ず
に
デ
ィ
ー
ラ
ー
又
は

７
の
た
だ
し
書
の
求
め
を
行
っ
た
顧
客
の
ハ

イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
。
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
又
は
７
の
た
だ
し
書

の
求
め
を
行
っ
た
顧
客
の
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び

ロ
ー
ハ
ン
ド
を
８
の
規
定
に
よ
り
形
成
し
直

す
こ
と
。

ヌ
　
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、

第
九
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
パ
イ
ゴ
ウ
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
。
　
当
該

ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は

発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
賭
金
の
回
収
又
は
勝
金

の
支
払
後
に
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事

実
を
認
識
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
賭
金
を
新
た
に
置
き
、
又
は

増
加
さ
せ
た
こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭

金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場

合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た
賭
金

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額

を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
当
該
顧
客
が
当

該
賭
金
に
係
る
賭
け
に
つ
い
て
負
け
と
な
っ

た
場
合
は
新
た
に
置
き
、
又
は
増
加
さ
せ
た

賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
返
還
す

る
こ
と
。

ロ
　
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る
旨
を
宣
言
し
た

後
に
、
顧
客
が
置
い
た
賭
金
を
減
少
さ
せ
た

こ
と
。
　
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭

け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ

せ
た
賭
金
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支

払
い
、
当
該
顧
客
が
当
該
賭
金
に
係
る
賭
け

に
つ
い
て
負
け
と
な
っ
た
場
合
は
減
少
さ
せ

た
賭
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回

収
す
る
こ
と
。

ハ
　
使
用
し
て
い
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
に
不
適

切
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。
　
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行

為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回
収
さ
れ
た

賭
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
賭
金
に
相
当
す
る

額
を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
し
、
支
払
わ
れ

た
勝
金
が
あ
る
と
き
は
当
該
勝
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ

と
。

ニ
　
１
０
の
一
の
規
定
に
従
わ
ず
に
賭
金
を
回

収
し
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す
る
額

を
該
当
す
る
顧
客
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、

当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
顧
客
に
支
払

う
こ
と
。

ホ
　
負
け
と
な
っ
た
賭
け
に
係
る
賭
金
を
回
収

し
な
か
っ
た
こ
と
。
　
当
該
賭
金
に
相
当
す

る
額
を
該
当
す
る
顧
客
か
ら
回
収
す
る
と
と
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も
に
、
当
該
賭
金
に
係
る
勝
金
を
支
払
っ
た

と
き
は
、
当
該
勝
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該

顧
客
か
ら
回
収
す
る
こ
と
。

ヘ
　
１
０
の
一
の
規
定
に
従
っ
た
勝
金
の
支
払

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
　
該
当
す
る
顧

客
に
支
払
わ
れ
た
勝
金
が
、
所
定
の
額
よ
り

多
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客
に
勝
金
を
支
払

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
か
ら
回
収
し
、
所

定
の
額
よ
り
少
な
い
場
合
（
該
当
す
る
顧
客

に
勝
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
含

む
。
）
は
そ
の
差
額
を
当
該
顧
客
に
支
払
う

こ
と
。

三
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
二
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

規
定
す
る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困

難
で
あ
る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
２
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合

デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
パ
イ
ゴ
ウ
を
行
う
場
合
の
第

九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１
１
一
の
ロ

及
び
二
（
ハ
を
除
く
。
）
並
び
に
１
３
の
規
定

は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
３
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
３
中
「
、

業
務
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
の
図

面
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
表
示
さ
れ
た
」
と
す
る
。

二
　
４
の
一
、
二
及
び
四
並
び
に
５
の
一
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
宣

言
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
宣
言
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
表
示
装
置

（
四
に
お
い
て
単
に
「
表
示
装
置
」
と
い
う
。
）

に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
４
の
四
中

「
顧
客
の
賭
け
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
賭
け
」

と
あ
る
の
は
、
「
賭
け
」
と
す
る
。

三
　
４
の
二
、
５
及
び
１
０
の
二
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
顧
客
が
顧
客
操
作
装
置
を
使
用

し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
上
の
賭
け
に
対
応
す
る

区
画
に
賭
金
が
置
か
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四
　
１
０
の
一
前
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
る
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
は
デ
ィ
ー

ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
表

示
装
置
に
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

１
３
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用

す
る
場
合

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る

パ
イ
ゴ
ウ
（
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
に
相
当
す
る
表

示
を
使
用
し
、
か
つ
、
４
の
三
に
規
定
す
る
賭

け
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
追
加

の
賭
け
を
行
わ
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
場
合

は
、
第
九
に
定
め
る
方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
九
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
１
、
２
、
１
１
及
び
１
２

（
一
か
ら
四
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
１
２
の
一
か
ら
四
ま
で
の
規
定
は
、
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
使
用
す
る
パ
イ

ゴ
ウ
を
行
う
場
合
の
第
九
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

二
　
４
の
三
、
５
、
７
及
び
８
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
配
布
は
、
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置

に
そ
の
結
果
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

表
示
さ
れ
る
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
の
点
の
配
置

は
、
初
期
化
さ
れ
た
タ
イ
ル
セ
ッ
ト
を
使
用
し

た
場
合
に
当
該
点
の
配
置
の
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル

が
配
布
さ
れ
る
確
率
と
同
じ
確
率
で
出
現
す
る

も
の
と
し
、
５
の
一
中
「
３
個
の
さ
い
こ
ろ
を

さ
い
こ
ろ
カ
ッ
プ
（
内
部
を
見
通
す
こ
と
が
で

き
な
い
カ
ッ
プ
形
の
容
器
で
あ
っ
て
、
さ
い
こ

ろ
を
内
部
に
入
れ
て
転
が
す
用
に
供
す
る
も
の

を
い
う
。
）
に
入
れ
た
状
態
で
、
こ
れ
を
振
っ

て
さ
い
こ
ろ
を
転
が
し
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
及

び
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
（
賭
金
が
置
か
れ
て

い
な
い
区
画
を
含
む
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
デ
ィ
ー
ラ
ー
自
身
か
ら
順
次
に
反

時
計
回
り
に
数
え
て
、
当
該
３
個
の
さ
い
こ
ろ

の
出
目
の
合
計
の
数
に
至
る
順
位
の
デ
ィ
ー
ラ

ー
自
身
又
は
賭
け
に
対
応
す
る
区
画
か
ら
順

に
」
と
あ
る
の
は
、
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
及
び
賭
け

に
対
応
す
る
区
画
に
」
と
す
る
。

三
　
５
の
二
及
び
７
か
ら
９
ま
で
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
一
に
お
い
て
準
用
す
る
１
２
の

二
か
ら
四
ま
で
及
び
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
ほ
か
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
る
行
為
は
電
子
テ

ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
り
、
顧
客
に

よ
る
行
為
は
顧
客
操
作
装
置
を
使
用
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
は
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
表
示
装
置

に
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
７
中
「
形
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
ブ
ル

上
に
裏
面
を
上
面
と
し
て
置
く
。
た
だ
し
、
顧

客
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー

は
、
８
の
規
定
に
よ
り
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
ハ
イ
ハ

ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
し
た
後
に
、
当

該
求
め
を
行
っ
た
顧
客
に
配
布
さ
れ
た
４
枚
の

パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
を
８
の
規
定
に
従
っ
て
分
割

し
、
ハ
イ
ハ
ン
ド
及
び
ロ
ー
ハ
ン
ド
を
形
成
す

る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
形
成
す
る
」

と
す
る
。

１
４
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
係
る
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
１
２
又
は
１
３
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子

テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
、
１
２
又
は
１
３
に
お
い
て

適
用
す
る
第
九
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
パ
イ
ゴ

ウ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認

識
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生

し
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
事
実
が
、
８
の
処
理
が
終
了
し

た
後
に
発
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
配
布
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
に
従
っ
て
決
定
し
た
賭
け
の
勝

敗
に
従
っ
た
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を

行
う
も
の
と
す
る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
　
電
子
ゲ
ー
ム

１
　
使
用
す
る
用
具

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ

ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
第
十
に
お
い
て

「
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用

す
る
。

２
　
賭
け
の
受
付

一
　
賭
け
の
受
付
は
、
３
又
は
４
の
処
理
が
行
わ

れ
て
い
な
い
間
に
行
わ
れ
る
。

二
　
顧
客
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
従
い
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー

ス
（
別
表
第
三
第
一
の
１
０
に
規
定
す
る
プ
レ

イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
い
う
。
以
下
こ

の
第
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
勝
敗

の
決
定
を
開
始
す
る
た
め
の
操
作
を
行
い
、
又

は
時
間
が
経
過
し
て
賭
け
の
受
付
を
終
了
す
る

旨
が
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
（
以
下
こ
の
第
十
に
お
い
て
単
に
「
デ
ィ
ス

プ
レ
イ
」
と
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
る
ま
で
の

間
に
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
使

用
し
て
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
を
行
う
こ

と
で
、
当
該
操
作
に
対
応
す
る
賭
け
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
金
銭
を
賭
け
る
た
め
の
操
作
及
び
こ
れ
に
対

応
す
る
賭
け
に
係
る
情
報
は
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
等
の
ヘ
ル
プ
画
面
等
（
以
下
こ
の
第
十

に
お
い
て
単
に
「
ヘ
ル
プ
画
面
等
」
と
い
う
。
）

を
用
い
て
顧
客
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
勝
敗
の
決
定

一
　
勝
敗
の
決
定
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
搭
載
さ
れ
た
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た

値
、
及
び
顧
客
に
よ
り
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す

る
た
め
の
操
作
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
当

該
操
作
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の

結
果
は
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
又
は
機
械
式
表
示
装
置

（
別
表
第
三
第
一
の
１
２
に
規
定
す
る
機
械
式

表
示
装
置
を
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

二
　
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
、
負
け
又
は
引
分
け
と

な
る
条
件
及
び
賭
け
の
勝
敗
を
決
定
す
る
た
め

の
操
作
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
操
作

に
係
る
情
報
は
、
ヘ
ル
プ
画
面
等
を
用
い
て
顧

客
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

三
　
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
る
条
件
の
う
ち
当

該
条
件
を
満
た
す
事
情
の
発
生
率
が

も
低
い

も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
発
生
率
が
１
億
分
の

１
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
賭
金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ
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ラ
ム
に
従
い
、
決
定
し
た
賭
け
の
勝
敗
に
従
っ

て
顧
客
の
賭
金
を
回
収
し
、
及
び
顧
客
に
対
し

て
算
出
さ
れ
た
額
の
勝
金
を
支
払
う
。

二
　
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
っ
た
場
合
の
勝
金

額
の
算
出
方
法
に
係
る
情
報
は
、
ヘ
ル
プ
画
面

等
を
用
い
て
顧
客
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

三
　
理
論
上
の
払
戻
率
（
賭
金
の
総
額
に
対
す
る

勝
金
の
総
額
の
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
１
回
の
賭
け
に
お
け
る
理
論
上
の
払
戻
率

を
１
０
０
分
の
９
０
以
上
１
未
満
と
す
る
機

能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ

ー
チ
ャ
ー
等
又
は
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
が
含
ま

れ
る
場
合
（
外
部
機
器
等
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

含
ま
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
こ
れ
ら
を

理
論
上
の
払
戻
率
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
不
適
切
な
事
象
に
対
す
る
措
置

一
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
顧
客
に
よ
る
金
銭
を
賭

け
る
た
め
の
操
作
が
行
わ
れ
て
か
ら
賭
金
の
回

収
又
は
勝
金
の
支
払
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
が
故
障
し
た
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
を
認
識
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
当
該
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
影
響
を
受
け
た
顧
客
の
当
該
ラ
ウ
ン
ド
に
お

け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
事
実
が
、
賭
け
の
勝
敗
の
決
定
後
に
発
生
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
決
定
に
従
っ
た
賭

金
の
回
収
及
び
勝
金
の
支
払
を
行
う
も
の
と
す

る
。

二
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
一
の
た
だ
し
書
に
定
め

る
措
置
が
該
当
す
る
顧
客
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
又
は
顧
客
が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
完
了
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
一
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
措
置
に
係
る

情
報
は
、
ヘ
ル
プ
画
面
等
を
用
い
て
顧
客
に
提

供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
　
非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
の
技
術
上
の

基
準
（
第
十
一
条
関
係
）

１
　
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
用
チ
ッ
プ
　
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
。

一
　
大
き
さ
及
び
形
状
が
等
し
い
二
つ
の
底
面
並
び

に
側
面
で
構
成
さ
れ
、
か
つ
、
二
つ
の
底
面
と
側

面
が
そ
れ
ぞ
れ
垂
直
で
あ
る
こ
と
。

二
　
底
面
が
円
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
底
面
の
直

径
が
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ
と
容
易
に
判
別
で
き

る
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
。

三
　
底
面
が
だ
円
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
底
面
の

長
径
が
７
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
短
径
が
５

０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
底
面
が
概
ね
正
方
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
底

面
の
各
辺
の
長
さ
が
７
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。

五
　
底
面
が
概
ね
長
方
形
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
底

面
の
長
辺
の
長
さ
が
７
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
及

び
短
辺
の
長
さ
が
５
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

六
　
偽
造
を
防
止
す
る
た
め
の
加
工
が
施
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
底
面
に
、
価
額
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称
又

は
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
示
す
標
章
の
表
示
が
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
チ
ッ
プ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。

一
　
直
径
が
等
し
い
二
つ
の
底
面
及
び
側
面
で
構
成

さ
れ
、
か
つ
、
二
つ
の
底
面
と
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ

垂
直
で
あ
る
こ
と
。

二
　
底
面
の
直
径
は
、
４
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。

三
　
底
面
に
点
数
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称
又
は
カ

ジ
ノ
事
業
者
を
示
す
標
章
及
び
「
Ｔ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ

ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
の
表
示
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

３
　
ト
ラ
ン
プ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
。

一
　
ト
ラ
ン
プ
の
表
面
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
裏
面

か
ら
推
測
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
傷
を
つ
け
に
く
く
す
る
た
め
の
加
工
が
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
が
互
い
に
付
着
し
に
く
い
よ
う
に
加

工
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
ト
ラ
ン
プ
の
裏
面
に
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名

称
又
は
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
示
す
標
章
の
表
示
が
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
ポ
ー
カ
ー
で
使
用
す
る
ト
ラ
ン
プ
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
材
質
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
。

４
　
プ
リ
シ
ャ
ッ
フ
ル
マ
ル
チ
デ
ッ
キ
　
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

一
　
プ
リ
シ
ャ
ッ
フ
ル
マ
ル
チ
デ
ッ
キ
を
構
成
す
る

ト
ラ
ン
プ
は
、
３
の
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
４
組
か
ら
８
組
ま
で
の
デ
ッ
キ
で
構
成
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
と
同
等
の
機
能
を
有

す
る
機
器
を
用
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
シ
ャ
ッ
フ

ル
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
開
封
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
痕
跡
が
残
る
よ
う

に
密
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。

一
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
順
に
引
か
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
ト
ラ
ン
プ
を
傷
つ
け
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

三
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
外
部
か
ら
見
え
な
い

構
造
で
あ
る
こ
と
。

６
　
さ
い
こ
ろ
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
。

一
　
立
方
体
で
あ
り
、
重
心
は
そ
の
中
心
に
あ
る
こ

と
。

二
　
さ
い
こ
ろ
の
内
部
を
外
部
か
ら
見
通
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

三
　
各
面
は
、
平
滑
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
材
質
は
、
セ
ル
ロ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
。

五
　
１
の
目
が
表
示
さ
れ
た
面
と
平
行
な
面
に
６
の

目
、
２
の
目
が
表
示
さ
れ
た
面
と
平
行
な
面
に
５

の
目
、
３
の
目
が
表
示
さ
れ
た
面
と
平
行
な
面
に

４
の
目
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

六
　
さ
い
こ
ろ
の
目
は
、
形
状
が
円
形
で
あ
っ
て
色

が
白
色
で
あ
る
こ
と
。

七
　
さ
い
こ
ろ
の
目
は
、
目
以
外
の
部
分
と
同
じ
密

度
の
材
質
に
よ
り
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八
　
い
ず
れ
か
の
面
に
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称
又
は

カ
ジ
ノ
事
業
者
を
示
す
標
章
の
表
示
が
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
八
の
表
示
は
、
三
に
掲
げ
る
各
面
の
平
滑
さ
を

著
し
く
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
六
に
掲
げ
る

さ
い
こ
ろ
の
目
と
紛
ら
わ
し
い
も
の
で
な
い
こ

と
。

十
　
ク
ラ
ッ
プ
ス
で
使
用
す
る
さ
い
こ
ろ
に
あ
っ
て

は
、
頂
点
の
面
取
り
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
各
辺
の
長
さ
が
１
９
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
２

０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
シ
ッ
ク
ボ
ー
及
び
パ
イ
ゴ
ウ
で
使
用
す
る
さ

い
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
、
各
辺
の
長
さ
が
１
５
．
５

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
６
．
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
こ
と
。

７
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ホ
イ
ー
ル
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。

一
　
直
径
は
、
８
０
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二
　
重
心
は
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
回
転
軸
上
に
あ
る
こ

と
。

三
　
シ
リ
ン
ダ
ー
は
、
円
滑
に
回
転
す
る
こ
と
。

四
　
各
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
は
、
大
き
さ
が
等
し
く
、

か
つ
、
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
収
ま
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

五
　
数
字
を
記
載
し
た
各
区
画
は
、
大
き
さ
が
等
し

く
、
か
つ
、
各
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
ボ
ー
ル
ポ
ケ
ッ
ト
の
数
並
び
に
各
区
画
に
記
載

さ
れ
た
数
字
及
び
色
の
配
置
は
、
別
表
第
一
第
七

１
一
の
ロ
又
は
２
一
の
ロ
の
規
定
に
従
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

七
　
材
質
は
、
非
磁
性
材
料
で
あ
る
こ
と
。

８
　
ル
ー
レ
ッ
ト
ボ
ー
ル
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
。

一
　
直
径
は
、
１
８
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
２
２
．
５

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
材
質
は
、
非
磁
性
材
料
で
あ
る
こ
と
。

９
　
マ
ネ
ー
ホ
イ
ー
ル
用
ホ
イ
ー
ル
　
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

一
　
回
転
す
る
円
盤
の
直
径
は
、
１
，
５
０
０
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
回
転
す
る
円
盤
の
重
心
は
、
回
転
軸
上
に
あ
る

こ
と
。

三
　
回
転
す
る
円
盤
は
、
円
滑
に
回
転
す
る
こ
と
。

四
　
シ
ン
ボ
ル
を
記
載
し
た
各
区
画
は
、
大
き
さ
が

等
し
い
こ
と
。

五
　
区
画
の
数
及
び
シ
ン
ボ
ル
の
配
置
は
、
別
表
第

一
第
八
１
の
二
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

六
　
材
質
は
、
非
磁
性
材
料
で
あ
る
こ
と
。

１
０
　
パ
イ
ゴ
ウ
タ
イ
ル
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
。

一
　
長
辺
及
び
短
辺
の
長
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
６
３
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
２
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
り
、
か
つ
、
高
さ
が
９
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。

二
　
点
が
あ
る
面
以
外
の
面
か
ら
み
て
、
点
の
数
を

推
測
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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三
　
点
の
数
、
色
及
び
配
置
は
、
別
表
第
一
第
九
１

の
二
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
点
の
部
分
を
除
き
、
色
は
黒
色
で
あ
る
こ
と
。

五
　
点
が
あ
る
面
を
除
い
た
各
面
は
、
平
滑
に
仕
上

げ
ら
れ
、
か
つ
、
傷
つ
け
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

六
　
点
が
あ
る
面
と
平
行
な
面
に
カ
ジ
ノ
事
業
者
の

名
称
又
は
カ
ジ
ノ
事
業
者
を
示
す
標
章
が
表
示
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
三
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
係
る
技
術
上

の
規
格
（
第
百
七
十
六
条
関
係
）

第
一
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

１
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
及
び
外
部
扉
等
（
外
部
扉
、
ス

タ
ッ
カ
ー
（
７
に
規
定
す
る
ビ
ル
バ
リ
デ
ー
タ
ー

の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
受
け
入
れ
た
紙
幣

及
び
バ
ウ
チ
ャ
ー
（
以
下
「
紙
幣
等
」
と
い
う
。
）

を
鍵
が
か
か
る
容
器
に
保
管
す
る
も
の
を
い
う
。

７
及
び
２
６
の
二
並
び
に
第
九
の
９
の
一
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
扉
及
び
ロ
ジ
ッ
ク
エ
リ
ア
の
扉
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
堅
固
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
と
外
部
扉
と
の
間
に
物
が
入

り
込
む
隙
間
が
な
い
こ
と
。

三
　
外
部
扉
等
は
、
不
正
な
侵
入
が
試
み
ら
れ
た

場
合
は
、
そ
の
証
拠
が
残
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四
　
外
部
扉
等
は
、
鍵
が
か
か
る
も
の
と
し
、
開

閉
を
扉
ア
ク
セ
ス
検
知
シ
ス
テ
ム
が
感
知
し
て

い
る
こ
と
。

五
　
外
部
扉
等
の
い
ず
れ
か
が
開
い
て
い
る
場
合

は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
（
機
器
等
の
エ
ラ
ー
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
た
め

の
機
能
が
停
止
さ
れ
、
顧
客
に
よ
る
操
作
が
で

き
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
第
六
、
第
七
及
び

第
九
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
な
る
こ
と
。

２
　
次
に
掲
げ
る
電
子
装
置
等
を
設
置
す
る
場
合

は
、
ロ
ジ
ッ
ク
エ
リ
ア
内
に
格
納
す
る
こ
と
。

一
　
中
央
演
算
処
理
装
置
又
は
マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ

ッ
サ
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
）

二
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。

４
及
び
５
の
七
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
重
要
メ
モ
リ
ー
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の

機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
５
、
２

６
及
び
２
８
の
一
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源

四
　
プ
リ
ン
ト
回
路
基
板
（
一
か
ら
三
ま
で
に
掲

げ
る
電
子
装
置
等
の
い
ず
れ
か
を
含
む
も
の
に

限
る
。
）

五
　
１
の
四
の
扉
ア
ク
セ
ス
検
知
シ
ス
テ
ム

六
　
４
の
三
及
び
七
の
イ
に
よ
る
検
証
並
び
に
４

の
五
に
規
定
す
る
外
部
検
証
に
関
す
る
電
子
装

置
等

七
　
５
の
四
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
電
子
装
置
等

八
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
デ
ー

タ
の
暗
号
化
及
び
復
号
の
管
理
に
関
す
る
電
子

装
置
等

九
　
通
信
の
制
御
に
関
す
る
電
子
装
置
等

３
　
ロ
ジ
ッ
ク
エ
リ
ア
内
に
格
納
す
る
プ
リ
ン
ト
回

路
基
板
は
、
各
プ
リ
ン
ト
回
路
基
板
を
特
定
す
る

た
め
の
数
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
か
ら
取
り
外
す
こ
と
な
く
視
認
で
き

る
位
置
に
容
易
に
識
別
で
き
る
方
法
で
表
示
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

い
う
。
以
下
こ
の
４
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保

存
す
る
こ
と
。

二
　
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
製
造
業
者
の
識
別

情
報
及
び
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
識
別
情
報

が
、
容
易
に
識
別
す
る
方
法
で
表
示
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
電
源
投
入
時
に
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完

全
性
を
検
証
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
三
に
よ
る
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た

場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

五
　
外
部
検
証
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
か
ら
プ

ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
を
取
り
外
し
、
又
は
電
子

ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
機
器
等
を
接
続
し
て
外
部

か
ら
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性
を
検
証

す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六
　
未
使
用
部
分
を
０
に
設
定
す
る
こ
と
。

七
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
が
可
能
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
一
か
ら
六
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
換
え
が
可
能
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
記
憶
装
置
の
未
使
用
部
分
を
検
証
す
る

機
能

ロ
　
イ
に
よ
る
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が
発
生
し

た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
機
能

ハ
　
直
近
１
０
件
の
書
換
え
の
記
録
を
日
時
を

付
し
て
保
存
す
る
機
能

５
　
重
要
メ
モ
リ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
の
作
動
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ

と
。

イ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
及
び
電
子
発
生
メ
ー

タ
ー
の
デ
ー
タ

ロ
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
（
顧
客
が
カ
ジ
ノ

行
為
に
利
用
可
能
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
価
額
を

計
測
し
、
記
録
し
、
及
び
表
示
す
る
メ
ー
タ

ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
蓄
積
さ
れ
た

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
デ
ー
タ

ハ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
カ
ジ
ノ
行
為

の
設
定
の
デ
ー
タ

ニ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
履
歴
及
び
再
現
の

デ
ー
タ

ホ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
カ
ジ
ノ
行
為

の
状
態

ヘ
　
七
並
び
に
４
の
七
の
ハ
及
び
７
の
五
の

記
録

二
　
ク
リ
ア
方
法
に
よ
る
リ
セ
ッ
ト
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

三
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
及
び
配
当
表
等
（
配
当

表
そ
の
他
の
勝
金
額
の
算
出
方
法
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
設
定
変
更
は
、
リ
セ
ッ
ト
機
能

を
使
用
し
な
い
限
り
変
更
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
電
源
投
入
時
、
ロ
ジ
ッ
ク
エ
リ
ア
の
扉
を
閉

じ
た
と
き
そ
の
他
の
必
要
な
と
き
に
重
要
メ
モ

リ
ー
の
エ
ラ
ー
を
確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

五
　
四
に
掲
げ
る
機
能
を
用
い
た
確
認
の
結
果
エ

ラ
ー
が
発
生
し
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に

な
る
こ
と
。

六
　
重
要
メ
モ
リ
ー
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
は
、

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
電
源
を
落
と
し
た

後
、
９
０
日
間
は
全
て
の
デ
ー
タ
を
正
確
に
維

持
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
次
に
掲
げ
る
重
要
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
記
録
に

つ
い
て
、
直
近
１
０
０
件
を
日
時
を
付
し
て
保

存
す
る
こ
と
。

イ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
検
証
エ
ラ
ー
及

び
重
要
メ
モ
リ
ー
の
確
認
エ
ラ
ー

ロ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
及
び
配
当
表
等
の
設

定
変
更

ハ
　
電
源
の
リ
セ
ッ
ト

ニ
　
従
業
者
に
よ
る
支
払

ホ
　
外
部
扉
等
の
開
扉

ヘ
　
７
に
規
定
す
る
ビ
ル
バ
リ
デ
ー
タ
ー
の
エ

ラ
ー

ト
　
重
要
メ
モ
リ
ー
用
電
池
の
残
量
低
下
エ

ラ
ー

チ
　
１
０
に
規
定
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ー
ス
の
エ
ラ
ー

リ
　
１
２
に
規
定
す
る
機
械
式
表
示
装
置
の
エ

ラ
ー

ヌ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
発
行
の
エ
ラ
ー

６
　
紙
幣
等
の
受
入
れ
及
び
そ
の
会
計
処
理
に
関
す

る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
金
銭
（
硬
貨
、
ト
ー
ク
ン
及
び
金
融
機
関
か

ら
電
子
的
に
移
転
さ
れ
る
金
銭
を
除
く
。
）
の

受
入
れ
及
び
検
証
を
行
い
、
当
該
検
証
の
結

果
、
適
切
か
つ
有
効
な
場
合
は
、
当
該
金
銭
の

額
に
相
当
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ

ー
タ
ー
に
蓄
積
す
る
こ
と
。

二
　
顧
客
が
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
ま
で
の
間
に
挿

入
し
た
紙
幣
の
金
額
の
累
積
額
が
３
０
万
円
を

超
え
る
場
合
は
、
受
入
れ
を
し
な
い
こ
と
。

７
　
ビ
ル
バ
リ
デ
ー
タ
ー
（
紙
幣
等
の
受
入
れ
及
び

検
証
を
行
い
、
当
該
検
証
の
結
果
、
適
切
か
つ
有

効
な
紙
幣
等
を
保
管
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内
に
取
り
付
け
、
紙
幣
等
の

挿
入
口
を
除
き
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内
に
格
納
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
挿
入
さ
れ
た
紙
幣
等
を
検
証
し
、
次
の
と
お

り
処
理
す
る
こ
と
。

イ
　
挿
入
さ
れ
た
紙
幣
等
が
偽
造
さ
れ
た
も
の

又
は
無
効
そ
の
他
適
切
に
検
証
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
場
合
は
、
受
入
れ
を
し
な
い
こ

と
。

ロ
　
受
け
入
れ
た
紙
幣
等
を
適
切
に
ス
タ
ッ
カ

ー
に
保
管
す
る
こ
と
。

三
　
紙
幣
等
の
受
入
れ
中
に
停
電
し
た
場
合
に
二

の
処
理
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
ス
タ
ッ
カ
ー
に
保
管
す
る
紙
幣
等
の
額
を
ク

レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
に
記
録
す
る
こ
と
。

五
　
直
近
５
件
の
受
け
入
れ
た
紙
幣
等
の
額
に
日

時
を
付
し
た
記
録
を
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

六
　
挿
入
口
へ
の
異
物
の
挿
入
等
の
不
正
行
為
を

検
出
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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七
　
次
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
を
検
出
及
び
表
示
す
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
紙
幣
等
の
詰
ま
り

ロ
　
ス
タ
ッ
カ
ー
の
満
杯

ハ
　
ス
タ
ッ
カ
ー
の
扉
の
開
扉

ニ
　
ス
タ
ッ
カ
ー
の
取
外
し

ホ
　
通
信
障
害

八
　
電
源
投
入
時
に
ビ
ル
バ
リ
デ
ー
タ
ー
が
正
常

に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

九
　
六
の
不
正
行
為
、
七
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
及
び

八
に
よ
る
確
認
の
結
果
エ
ラ
ー
を
検
出
し
た
場

合
は
、
ビ
ル
バ
リ
デ
ー
タ
ー
の
機
能
を
停
止

し
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

８
　
紙
幣
等
の
支
払
及
び
そ
の
会
計
処
理
に
関
す
る

規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
い
て
、
顧
客
か
ら
回
収
す

る
賭
金
額
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
か
ら
差
し

引
き
、
勝
金
額
（
従
業
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る

も
の
に
係
る
額
を
除
く
。
）
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ

ー
タ
ー
に
蓄
積
す
る
こ
と
。

二
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
に
蓄
積
し
た
額
の
バ

ウ
チ
ャ
ー
を
発
行
す
る
よ
う
プ
リ
ン
タ
（
バ
ウ

チ
ャ
ー
を
発
行
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
こ
と
。

三
　
一
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
勝
金
額
又
は
二

に
お
け
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
価
額
が
３
０
万
円
を

超
え
る
場
合
は
、
プ
リ
ン
タ
の
機
能
を
停
止

し
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

９
　
プ
リ
ン
タ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内
に
取
り
付
け
、
バ
ウ
チ
ャ

ー
の
発
行
口
を
除
き
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内
に
格
納

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
を
検
出
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

イ
　
紙
切
れ
又
は
紙
詰
ま
り

ロ
　
故
障

ハ
　
通
信
障
害

三
　
二
に
掲
げ
る
機
能
を
用
い
て
エ
ラ
ー
を
検
出

し
た
場
合
は
、
プ
リ
ン
タ
の
機
能
を
停
止
し
、

テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

四
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
有
効
性
を
検
証
す
る
シ
ス
テ

ム
に
接
続
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
情
報
を
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
時

に
四
の
シ
ス
テ
ム
に
送
信
で
き
る
機
能
を
有
し

て
い
る
こ
と
。

イ
　
日
本
円
で
の
価
額

ロ
　
発
行
日
時

ハ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
識
別
情
報

ニ
　
検
証
番
号

六
　
発
行
す
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
に
は
次
に
掲
げ
る
情

報
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
で
あ
る
旨
の
表
示
（
日
本
語

及
び
英
語
に
よ
る
こ
と
。
）

ロ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称

ハ
　
日
本
円
で
の
価
額
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ

る
こ
と
。
）

ニ
　
発
行
日
時

ホ
　
有
効
期
限
（
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
る
こ

と
。
）

ヘ
　
発
行
番
号

ト
　
検
証
番
号

チ
　
検
証
番
号
を
示
す
バ
ー
コ
ー
ド

リ
　
顧
客
が
バ
ウ
チ
ャ
ー
を
他
人
に
譲
渡
し
、

若
し
く
は
バ
ウ
チ
ャ
ー
を
他
人
か
ら
譲
り
受

け
、
又
は
バ
ウ
チ
ャ
ー
を
カ
ジ
ノ
行
為
区
画

の
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

旨
（
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
る
こ
と
。
）

七
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
の
作
動
中
は
バ
ウ
チ

ャ
ー
の
発
行
が
で
き
な
い
こ
と
。

１
０
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
（
カ
ジ
ノ

行
為
を
実
施
す
る
た
め
に
顧
客
が
操
作
す
る
装
置

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
用
途
又
は
機
能
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
ー
ス
上
に
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
実
施
手
順
（
カ
ジ
ノ
行
為
を
行

う
た
め
の
操
作
方
法
、
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と

な
る
条
件
、
配
当
表
等
、
賭
金
の
条
件
そ
の
他

の
カ
ジ
ノ
行
為
の
具
体
的
な
実
施
手
順
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
作
動
す
る
こ
と
。

三
　
同
時
又
は
連
続
し
て
作
動
す
る
こ
と
に
よ
る

故
障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
タ
ッ
チ

ス
ク
リ
ー
ン
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
タ
ッ

チ
ス
ク
リ
ー
ン
は
、
画
面
の
大
き
さ
の
変
更
及

び
複
数
の
画
面
の
表
示
を
正
確
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

１
１
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
情
報
の
表
示
を
行
う

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
又
は
モ
ニ
タ
ー
に
関
す
る
規
格

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
容
易
に
動
揺
し
な
い
よ
う
に
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

に
固
定
で
き
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
と
の
間
に
物
が

入
り
込
む
隙
間
が
な
い
こ
と
。

二
　
画
面
の
見
通
し
を
妨
げ
る
も
の
が
な
い
こ

と
。

三
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
情
報
の
表
示
を
正
確

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
解
像
度
を
有
す
る
こ

と
。

四
　
タ
ッ
チ
ス
ク
リ
ー
ン
の
機
能
を
有
す
る
場
合

は
、
タ
ッ
チ
ス
ク
リ
ー
ン
の
不
具
合
が
画
面
の

表
示
に
影
響
し
な
い
こ
と
。

１
２
　
機
械
式
表
示
装
置
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
を

表
示
す
る
た
め
に
使
用
す
る
電
子
制
御
リ
ー
ル
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る

規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
正
確
に
作
動
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

二
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
を
正
確
に
表
示
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
回
転
不
足
、
停
止
位
置
の
誤
り
等
の
エ
ラ
ー

を
検
出
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
エ
ラ
ー
を
検
出
し
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状

態
に
な
る
こ
と
。

五
　
中
断
さ
れ
た
カ
ジ
ノ
行
為
が
再
開
さ
れ
る
場

合
は
、
中
断
前
の

後
に
有
効
と
さ
れ
た
位
置

に
自
動
で
戻
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

１
３
　
タ
ワ
ー
ラ
イ
ト
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の

上
部
に
取
り
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
っ
た
場
合
又
は
顧
客
が

カ
ジ
ノ
事
業
者
の
従
業
者
を
呼
ぶ
ボ
タ
ン
を
押

し
た
場
合
に
点
灯
す
る
こ
と
。

１
４
　
電
源
装
置
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内
に
取
り
付
け
、
オ
ン
及
び

オ
フ
が
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
電
圧
変
動
（
電
源
の
リ
セ
ッ
ト
を
除
く
。
）

に
よ
る
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

１
５
　
ケ
ー
ブ
ル
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
顧
客
が
触
れ
な
い
位
置
に
取
り
付
け
る
こ

と
。

二
　
ロ
ジ
ッ
ク
エ
リ
ア
内
で
は
適
切
に
固
定
す
る

こ
と
。

１
６
　
通
信
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
用
途
及
び

機
能
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
規
格

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
有
線
通
信
用
の
接
続
口
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
内

に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
安
全
な
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
の
採
用
そ
の
他
通

信
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
通
信
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

四
　
三
の
機
能
を
用
い
た
結
果
通
信
障
害
を
検
出

し
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

１
７
　
外
部
機
器
等
（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
外

部
か
ら
接
続
す
る
機
器
及
び
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ

て
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
影
響
を
与

え
る
も
の
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
及
び
カ

ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。
）
に
限

る
。
以
下
こ
の
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
用
途
及
び
機
能
の

適
正
な
実
施
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

二
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
設
定
は
顧
客
が
ア
ク
セ
ス

で
き
な
い
安
全
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
行
え
る

こ
と
。

三
　
外
部
機
器
等
を
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等

の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
性

能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
の
作
動
中
は

外
部
機
器
等
の
設
定
変
更
が
で
き
な
い
こ

と
。

ロ
　
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
の
作
動
中
に

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
又
は
外
部
機
器
等
が

テ
ィ
ル
ト
状
態
と
な
り
カ
ジ
ノ
行
為
が
中
断

さ
れ
た
場
合
は
、
中
断
前
の

後
に
有
効
と

さ
れ
た
状
態
か
ら
再
開
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

１
８
　
外
部
機
器
等
と
の
接
続
に
よ
る
悪
影
響
を
防

止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

１
９
　
静
電
気
放
電
干
渉
、
電
磁
気
干
渉
、
電
波
干

渉
及
び
液
体
干
渉
に
よ
る
故
障
を
防
止
す
る
た
め

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２
０
　
乱
数
発
生
装
置
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
無
作
為
性
に
影
響
す

る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
及
び
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
に
は
、

偏
り
を
生
む
要
因
、
エ
ラ
ー
を
発
生
さ
せ
る
要

因
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
変
更
又
は
予
測
を

可
能
と
す
る
隠
さ
れ
た
ス
イ
ッ
チ
又
は
パ
ラ
メ
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ー
タ
そ
の
他
の
無
作
為
性
又
は
公
平
な
カ
ジ
ノ

行
為
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
が
含
ま

れ
な
い
こ
と
。

二
　
乱
数
発
生
装
置
が
出
力
し
た
各
値
は
、
統
計

的
に
均
一
に
分
布
し
、
か
つ
、
互
い
に
独
立
し

て
い
る
こ
と
。

三
　
乱
数
発
生
装
置
が
一
度
の
抽
選
で
複
数
の
値

を
出
力
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
値
は
、
統
計

的
に
均
一
に
分
布
し
、
か
つ
、
互
い
に
独
立
し

て
い
る
こ
と
。

四
　
乱
数
発
生
装
置
が
出
力
し
た
各
値
の
選
択
さ

れ
る
確
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五
　
乱
数
発
生
装
置
が
出
力
し
た
値
か
ら
、
そ
れ

以
降
に
出
力
さ
れ
る
値
に
つ
い
て
の
情
報
を
得

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
乱
数
発
生
装
置
は
、
過
去
の
選
択
に
基
づ

き
、
選
択
可
能
な
値
を
放
棄
し
、
又
は
修
正
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
乱
数
発
生
装
置
が
一
度
の
抽
選
で
複
数
の
値

を
選
択
す
る
場
合
は
、
一
つ
又
は
複
数
の
値
を

知
る
こ
と
で
、
そ
の
抽
選
内
の
他
の
値
の
情
報

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

八
　
乱
数
発
生
装
置
が
出
力
で
き
る
値
の
範
囲

は
、
全
て
の
出
力
す
る
値
が
各
抽
選
に
お
い
て

同
じ
確
率
で
選
択
さ
れ
、
か
つ
、
過
去
に
出
力

し
た
値
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る

た
め
に
十
分
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
乱
数
発
生
装
置
は
、
次
以
降
に
出
力
す
る
値

を
予
測
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
乱
数
発
生
装
置
の
出
力
し
た
値
の
放
棄
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
乱
数
発
生
装
置
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
実
行

す
る
時
だ
け
で
な
く
、
常
に
値
の
出
力
及
び

放
棄
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
放
棄
す
る
値
の
数
を
乱
数
に
よ
り
決
定
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乱
数
は
乱
数
発

生
装
置
の
う
ち
乱
数
を
出
力
す
る
機
能
が
主

た
る
そ
れ
か
ら
独
立
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
同

期
し
て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
出
力
さ
れ
る

こ
と
。

十
一
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
式
乱
数
発
生
装
置
の
規
格

は
、
一
か
ら
十
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
初
期
状
態
又
は
シ
ー
ド
は
、
非
制
御
下
、

か
つ
、
予
測
不
可
能
な
事
象
に
よ
っ
て
無
作

為
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
。

ロ
　
同
時
に
電
源
が
入
っ
た
場
合
又
は
ブ
ー
ト

さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
期
し
な
い
よ

う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
。

ハ
　
利
用
可
能
な
シ
ー
ド
は
、
過
去
に
出
力
し

た
値
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る

た
め
に
十
分
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二
　
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
式
乱
数
発
生
装
置
は
、
統

計
的
な
試
験
に
よ
り
出
力
の
監
視
を
行
い
、
機

能
不
良
又
は
劣
化
が
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
テ

ィ
ル
ト
状
態
に
す
る
こ
と
。

十
三
　
機
械
式
乱
数
発
生
装
置
は
、
ヘ
ル
プ
画
面

等
（
ヘ
ル
プ
画
面
又
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
表
面

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
顧
客
に
表
示
す
る

場
合
を
除
き
、
生
成
さ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
に
関
し
て
顧
客
又
は
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
物
理

的
に
操
作
し
、
又
は
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
。

２
１
　
シ
ス
テ
ム
時
計
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
日
時
を
付
し
て
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
、
金
額
、
バ
ウ
チ
ャ

ー
の
価
額
そ
の
他
の
保
存
に
際
し
、
正
確
な
時

刻
を
反
映
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
外
部
機
器
と
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
外

部
機
器
の
時
計
機
能
と
同
期
し
、
補
正
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

２
２
　
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
別
表
第
一
の
第
一
か
ら
第
九
ま
で
の
規
定
に

よ
り
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る

よ
う
な
名
称
を
表
示
し
な
い
こ
と
。

二
　
賭
け
に
つ
い
て
勝
ち
と
な
る
条
件
の
う
ち
当

該
条
件
を
満
た
す
事
情
の
理
論
上
の
発
生
率
が

も
低
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
論
上
の

発
生
率
を
１
億
分
の
１
以
上
と
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

三
　
理
論
上
の
払
戻
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

こ
と
。

イ
　
１
回
の
賭
け
に
お
け
る
理
論
上
の
払
戻
率

を
１
０
０
分
の
９
０
以
上
１
未
満
と
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ

ー
チ
ャ
ー
等
又
は
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
が
含
ま

れ
る
場
合
（
外
部
機
器
等
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

含
ま
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
こ
れ
ら
を

理
論
上
の
払
戻
率
に
含
め
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
行
為
実
施
手
順
、
理
論
上
の
発
生
率

及
び
理
論
上
の
払
戻
率
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
の
ラ

ウ
ン
ド
（
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る

ラ
ウ
ン
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
２
２
及
び
２
４

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
途
中
で
変
更
で
き
な
い

こ
と
。

五
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
一
の
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
顧

客
が
賭
け
る
こ
と
が
で
き
る
賭
金
額
の
上
限
を

設
定
で
き
る
機
能
を
有
し
、
当
該
設
定
し
た
上

限
を
超
え
る
金
額
の
賭
金
に
よ
る
賭
け
の
受
付

を
し
な
い
こ
と
。

六
　
ラ
ウ
ン
ド
が
連
続
す
る
場
合
は
、
ラ
ウ
ン
ド

の
開
始
か
ら
次
の
ラ
ウ
ン
ド
の
開
始
ま
で
３
秒

以
上
の
間
隔
を
置
く
こ
と
。

七
　
賭
け
の
受
付
は
、
そ
の
都
度
、
顧
客
が
プ
レ

イ
ヤ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
よ
り
操
作
を
行

う
こ
と
と
し
、
オ
ー
ト
プ
レ
イ
が
で
き
な
い
こ

と
。

八
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
決
定
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
乱
数
及
び
顧
客
に
よ
り
賭
け
の
勝
敗
を
決

定
す
る
た
め
の
操
作
が
必
要
な
場
合
は
、
当

該
操
作
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

ロ
　
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
乱
数
が
個
別

に
評
価
さ
れ
る
こ
と
。

（１）
　
複
数
の
乱
数
発
生
装
置
を
用
い
る
場
合

（２）
　
一
の
乱
数
発
生
装
置
が
出
力
し
た
複
数

の
乱
数
を
利
用
す
る
場
合

（３）
　
一
の
ラ
ウ
ン
ド
内
の
複
数
の
事
象
に
乱

数
を
利
用
す
る
場
合

ハ
　
乱
数
は
変
更
又
は
放
棄
せ
ず
、
そ
の
ま
ま

利
用
す
る
こ
と
。

九
　
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
（
外
部
機
器
等

を
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
の
た
め
に
使
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
こ
と
。

イ
　
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
が
複
数
の
フ

リ
ー
ス
ピ
ン
又
は
事
象
で
構
成
さ
れ
る
場
合

は
、
そ
れ
ら
の
獲
得
数
及
び
残
数
を
表
示
さ

せ
る
こ
と
。

ロ
　
ダ
ブ
ル
ア
ッ
プ
等
（
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ

ャ
ー
等
の
う
ち
、
ダ
ブ
ル
ア
ッ
プ
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を

い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
ダ
ブ
ル
ア
ッ
プ
等
に
よ
り
勝
金
額
が
増

加
す
る
確
率
が
、
勝
金
額
が
増
加
す
る
倍

率
の
逆
数
で
あ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
ダ
ブ
ル
ア
ッ
プ
等
に
参
加
す
る
か
否
か

を
顧
客
が
決
定
で
き
る
こ
と
。

（３）
　
ダ
ブ
ル
ア
ッ
プ
等
が
複
数
の
事
象
で
構

成
さ
れ
る
場
合
は
、
事
象
の
終
了
ご
と
に

続
け
て
次
の
事
象
に
参
加
す
る
か
否
か
を

顧
客
が
決
定
で
き
る
こ
と
。

十
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

こ
と
。

イ
　
賭
金
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
管
理

し
、
及
び
日
本
円
で
表
示
す
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
基
づ
き
そ
れ
ま
で

の
蓄
積
を
勝
金
と
し
て
支
払
う
場
合
は
、
当

該
勝
金
（
従
業
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
に
追

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
一
　
マ
ル
チ
ゲ
ー
ム
マ
シ
ン
（
一
の
電
子
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
に
複
数
の
電
子
ゲ
ー
ム
又
は
複
数

の
配
当
表
等
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
２
５
の
一
の
イ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
複
数
の
電
子
ゲ
ー
ム
か
ら
特
定
の
電
子
ゲ

ー
ム
を
顧
客
が
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
電
子
ゲ
ー
ム
の
選
択
方
法
が
表
示
さ

れ
る
こ
と
。

ロ
　
選
択
さ
れ
た
電
子
ゲ
ー
ム
に
係
る
カ
ジ
ノ

行
為
実
施
手
順
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
ラ
ウ
ン
ド
中
に
選
択
さ
れ
た
電
子
ゲ

ー
ム
及
び
配
当
表
等
が
変
更
さ
れ
な
い
こ

と
。

十
二
　
テ
ィ
ル
ト
状
態
そ
の
他
の
事
由
で
中
断
し

て
い
た
カ
ジ
ノ
行
為
を
再
開
す
る
場
合
は
、
中

断
発
生
の
直
前
の
状
態
に
復
旧
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

２
３
　
情
報
の
表
示
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
日
本
語
及
び
英
語
を
含
む
複
数
の
外
国
語
の

中
か
ら
顧
客
が
選
択
し
た
言
語
で
表
示
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
（
カ
ジ
ノ
行
為
そ
の
他
の
名

称
及
び
表
示
内
容
の
意
味
が
ヘ
ル
プ
画
面
等
で

説
明
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
正
確
な
時
刻
を
常
に
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
常
に
表
示
す
る
こ

と
。
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四
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
メ
ー
タ
ー
に
蓄
積
さ
れ
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
値
及
び
当
該
値
を
日
本
円
に
換
算
し

た
金
額
を
常
に
表
示
す
る
こ
と
。

五
　
賭
け
に
関
す
る
表
示
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
こ
と
。

イ
　
日
本
円
に
よ
る
賭
金
額
及
び
当
該
金
額
を

ク
レ
ジ
ッ
ト
に
換
算
し
た
値
を
表
示
す
る
こ

と
。

ロ
　
賭
金
に
対
応
す
る
賭
け
を
表
示
す
る
こ

と
。

ハ
　
複
数
の
賭
け
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
場
合
は
、
各
賭
金
の
価
額
及
び
そ
の
賭
金

に
対
応
す
る
賭
け
を
表
示
す
る
こ
と
。

六
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
関
す
る
表
示
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
日
本
円
に
よ
る
勝
金
額
及
び
当
該
金
額
を

ク
レ
ジ
ッ
ト
に
換
算
し
た
値
を
表
示
す
る
こ

と
。

ロ
　
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
場
合
に
は
、
ウ
イ
ニ
ン

グ
ペ
イ
ラ
イ
ン
を
表
示
す
る
こ
と
。

ハ
　
複
数
の
勝
ち
が
同
時
に
発
生
す
る
場
合

は
、
各
勝
金
の
価
額
及
び
合
計
額
（
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
の
場
合
は
、
各
ウ
イ
ニ
ン
グ
ペ
イ
ラ

イ
ン
を
含
む
。
）
を
表
示
す
る
こ
と
。

七
　
ヘ
ル
プ
画
面
等
に
関
す
る
表
示
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
行
為
実
施
手
順
に
関
す
る
情
報
が

表
示
さ
れ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
実
施
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
カ
ジ
ノ
行
為

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の
措

置
に
関
す
る
説
明
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
。

ニ
　
顧
客
に
提
供
さ
れ
る
選
択
肢
が
顧
客
の
選

択
又
は
技
量
に
よ
っ
て
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果

に
影
響
さ
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
説
明
が
表

示
さ
れ
る
こ
と
。

八
　
顧
客
が
金
銭
を
失
っ
て
い
る
場
合
は
、
事
実

を
正
確
に
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
顧
客
の
賭
け

よ
り
多
く
勝
っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
な
い
こ

と
。

九
　
勝
ち
負
け
の
状
況
を
正
確
に
表
示
し
、
顧
客

に
獲
得
し
た
勝
金
が
実
際
よ
り
多
い
又
は
失
っ

た
賭
金
が
実
際
よ
り
少
な
い
な
ど
の
印
象
を
与

え
な
い
こ
と
。

十
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
演
出
は
、
顧
客
に
カ
ジ
ノ
行

為
の
公
正
性
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
か
せ
る
も
の

で
な
い
こ
と
。

十
一
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
を
正
確
に
表
示
す
る

こ
と
と
し
、
ニ
ア
ミ
ス
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な

表
示
を
し
な
い
こ
と
。

２
４
　
監
査
モ
ー
ド
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
画
面
表
示
そ
の
他
の
方

法
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

イ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
カ
ジ
ノ
行
為

の
識
別
情
報
及
び
設
定
情
報

ロ
　
メ
ー
タ
ー
情
報

ハ
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
情
報

ニ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
履
歴
情
報
及
び
再

現
情
報

二
　
一
の
ニ
に
掲
げ
る
事
項
は
、
直
近
１
０
件
の

カ
ジ
ノ
行
為
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
保

存
、
検
索
及
び
画
面
表
示
で
き
る
こ
と
。

イ
　
ラ
ウ
ン
ド
開
始
時
及
び
終
了
時
の
ク
レ
ジ

ッ
ト
メ
ー
タ
ー
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
価
額

ロ
　
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

ハ
　
賭
金
の
合
計
額

ニ
　
勝
金
の
合
計
額

ホ
　
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
等
に
よ
る
勝
金

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
価
額

ヘ
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
よ
る
勝
金
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
価
額

ト
　
ラ
ウ
ン
ド
の
終
了
日
時

チ
　
画
面
情
報
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
ラ
ウ
ン

ド
の
再
現
情
報

２
５
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
メ
ー
タ
ー
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
Ｃ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
　
Ｉ
Ｎ
（
カ
ジ
ノ
行
為
に
お
け

る
賭
金
の
総
額
を
蓄
積
す
る
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
（
３
）
及

び
第
十
の
８
の
一
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

（１）
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
間
に
蓄
積
さ
れ
た
カ
ジ

ノ
行
為
の
途
中
の
勝
ち
の
賭
額
は
含
ま
な

い
こ
と
。

（２）
　
マ
ル
チ
ゲ
ー
ム
マ
シ
ン
の
場
合
は
、
配

当
表
等
に
つ
い
て
加
重
平
均
に
よ
る
理
論

上
の
払
戻
率
を
計
算
す
る
た
め
に
必
要
な

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

（３）
　
賭
け
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
で
１
０
０
分
の

４
を
超
え
る
理
論
上
の
払
戻
率
の
差
を
持

つ
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
配
当
表
等
が

設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
は
異
な
る
理
論
上
の
払
戻
率
の

各
賭
け
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
、
Ｃ
Ｏ
Ｉ

Ｎ
　
Ｉ
Ｎ
の
値
及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
理

論
上
の
払
戻
率
を
保
持
し
、
表
示
し
、
当

該
配
当
表
等
に
つ
い
て
加
重
平
均
に
よ
る

理
論
上
の
払
戻
率
を
計
算
し
、
表
示
す
る

こ
と
。

ロ
　
Ｃ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
結

果
と
し
て
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
支

払
う
払
戻
の
総
額
（
外
部
機
器
等
を
用
い
た

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
払

戻
額
及
び
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
の
結
果

に
よ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
払
戻
額
を
除
く
。
）

を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）

ハ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｊ

Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
（
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
、

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
払
う
こ

と
が
で
き
ず
従
業
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
払

戻
の
総
額
（
外
部
機
器
等
を
用
い
た
カ
ジ
ノ

行
為
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
払
戻
額
又

は
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
の
結
果
に
よ
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
払
戻
額
を
除
く
。
）
を
蓄
積

す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
第
十
の
８
の
四
の

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ニ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｃ

Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
　
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｔ
Ｓ

（
適
切
な
支
払
の
た
め
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
の
上
限
額
を
超
え
る
支
払
か
ら
生
じ
る

従
業
者
に
よ
る
払
戻
及
び
シ
ス
テ
ム
に
基
づ

く
指
示
に
よ
る
払
戻
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ

ー
タ
ー
を
い
う
。
第
十
の
８
の
四
の
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）

ホ
　
Ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
　
Ｉ
Ｎ
（
受
け
入
れ
た
紙
幣
の

総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
第
十

の
８
の
一
の
ニ
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ
　
Ｖ
Ｏ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
　
Ｉ
Ｎ
（
受
け
入
れ
た

バ
ウ
チ
ャ
ー
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー

を
い
う
。
第
十
の
８
の
一
の
ニ
及
び
三
に
お

い
て
同
じ
。
）

ト
　
Ｖ
Ｏ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
発
行
し
た

バ
ウ
チ
ャ
ー
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー

を
い
う
。
）

チ
　
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
　
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｕ
Ｎ

Ｔ
　
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
　
Ｉ
Ｎ
（
電
子
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
シ
ス

テ
ム
間
の
接
続
に
よ
り
、
ホ
ス
ト
シ
ス
テ
ム

か
ら
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
電
子
的
に
移

動
さ
れ
る
金
銭
と
交
換
可
能
な
ク
レ
ジ
ッ
ト

の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）

リ
　
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
　
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｕ
Ｎ

Ｔ
　
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
電
子

ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
シ

ス
テ
ム
間
の
接
続
に
よ
り
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
か
ら
ホ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
に
電
子
的
に

移
動
さ
れ
る
金
銭
と
交
換
可
能
な
ク
レ
ジ
ッ

ト
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）

ヌ
　
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
　
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

Ｎ
Ｉ
Ｃ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
　
Ｉ
Ｎ

（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
シ
ス
テ
ム
間
の
接
続
に
よ
り
、
ホ
ス
ト

シ
ス
テ
ム
か
ら
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
電

子
的
に
移
動
さ
れ
る
金
銭
と
交
換
可
能
な
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
総
額
を
蓄

積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）

ル
　
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
　
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

Ｎ
Ｉ
Ｃ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ

（
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
シ
ス
テ
ム
間
の
接
続
に
よ
り
、
電
子
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
か
ら
ホ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
に
電

子
的
に
移
動
さ
れ
る
金
銭
と
交
換
可
能
な
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
総
額
を
蓄

積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）

ヲ
　
Ｃ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

Ｎ
　
Ｉ
Ｎ
（
受
け
入
れ
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ナ

ル
ク
ー
ポ
ン
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー

を
い
う
。
）

ワ
　
Ｃ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

Ｎ
　
Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
発
行
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ナ

ル
ク
ー
ポ
ン
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー

を
い
う
。
）

カ
　
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｅ
Ｘ
Ｔ

Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｌ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ

Ｔ
（
外
部
機
器
等
に
よ
る
ボ
ー
ナ
ス
フ
ィ
ー

チ
ャ
ー
等
の
結
果
と
し
て
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の

勝
金
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い

う
。
）

ヨ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｅ

Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｌ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ

Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
外
部
機
器
等
に
よ
る
ボ
ー
ナ
ス
フ

ィ
ー
チ
ャ
ー
等
の
結
果
と
し
て
、
従
業
者
に

よ
り
支
払
わ
れ
る
カ
ジ
ノ
行
為
の
勝
金
の
総
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額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
第
十
の

８
の
四
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

タ
　
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｐ
Ｒ
Ｏ

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
（
電

子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
、

プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
の
結
果
に
よ
る
カ

ジ
ノ
行
為
の
払
戻
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー

タ
ー
を
い
う
。
）

レ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｐ

Ｒ
Ｏ
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ

（
従
業
者
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
、
プ
ロ
グ
レ

ッ
シ
ブ
の
勝
金
の
結
果
に
よ
る
カ
ジ
ノ
行
為

の
払
戻
の
総
額
を
蓄
積
す
る
メ
ー
タ
ー
を
い

う
。
第
十
の
８
の
四
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
日
本
円
で
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
１
０
桁
以
上
の
数
字
を
処
理
で
き
る
こ
と
。

四
　
メ
ー
タ
ー
が
処
理
で
き
る
数
字
の
上
限
に
達

し
た
場
合
は
、
自
動
で
０
に
戻
る
こ
と
。

２
６
　
電
子
発
生
メ
ー
タ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
時
点
か
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
っ

た
回
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

イ
　
電
源
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点

ロ
　
外
部
扉
を
閉
め
た
時
点

ハ
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点

二
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

外
部
扉
及
び
ス
タ
ッ
カ
ー
の
扉
を
開
け
た
そ
れ

ぞ
れ
の
回
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

三
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
が
当
選
し
た
回
数
を
カ
ウ
ン

ト
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

受
け
入
れ
た
紙
幣
等
を
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ご

と
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
１
０
桁
以
上
の
数
字
を
処
理
で
き
る
こ
と
。

２
７
　
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー
マ
シ
ン
（
複
数
の
顧
客

が
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
電
子
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
マ
ス
タ
ー
機
及
び
マ

ス
タ
ー
機
に
接
続
す
る
複
数
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末

に
よ
り
構
成
す
る
も
の
を
い
う
。
２
８
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
１
か
ら
２
６
ま
で

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
マ
ス
タ
ー
機
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
カ

ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
監
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

二
　
マ
ス
タ
ー
機
は
、
接
続
す
る
全
て
の
プ
レ
イ

ヤ
ー
端
末
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
次
の
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

イ
　
ヘ
ル
プ
画
面
等
で
顧
客
に
表
示
す
る
場
合

を
除
き
、
一
の
顧
客
の
カ
ジ
ノ
行
為
が
他
の

顧
客
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
。

ロ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
間
で
互
換
性
の
あ
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
。

ハ
　
顧
客
に
次
の
カ
ジ
ノ
行
為
の
開
始
を
知
ら

せ
る
こ
と
。

四
　
マ
ス
タ
ー
機
に
エ
ラ
ー
が
生
じ
た
場
合
、
プ

レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
エ
ラ
ー
が
生
じ
た
場
合
及
び

マ
ス
タ
ー
機
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
と
の
間
に
通

信
障
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に

な
る
こ
と
。

２
８
　
２
７
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
サ
ー
バ
機

能
を
有
す
る
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー
マ
シ
ン
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
格

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
ア
ク
セ
ス
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
業
務
に
関
係
す
る
情
報
に
限
り
ア
ク
セ

ス
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
ロ
グ
イ
ン
失
敗
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
管

理
者
へ
の
通
知
及
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
又
は

監
査
証
跡
の
入
力
に
関
す
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

（３）
　
各
ア
カ
ウ
ン
ト
に
割
り
当
て
ら
れ
た
権

限
の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
。

（４）
　
パ
ス
ワ
ー
ド
及
び
個
人
識
別
情
報
を
暗

号
化
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

ロ
　
重
要
メ
モ
リ
ー
に
保
存
し
た
電
子
会
計
メ

ー
タ
ー
の
情
報
及
び
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報

の
変
更
は
、
イ
の
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

機
能
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

ハ
　
ロ
に
よ
り
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
及

び
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
を
変
更
し
た
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
自
動
的
に
保
存
す

る
こ
と
。

（１）
　
変
更
し
た
情
報
の
種
類

（２）
　
変
更
前
の
情
報
及
び
そ
の
数
値

（３）
　
変
更
後
の
情
報
及
び
そ
の
数
値

（４）
　
変
更
し
た
日
時

（５）
　
変
更
し
た
者
の
個
人
識
別
情
報

ニ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス

（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
も
の
に

限
る
。
）
は
、
日
時
及
び
ア
ク
セ
ス
し
た
者

の
個
人
識
別
情
報
を
９
０
日
以
上
保
存
で
き

る
も
の
と
す
る
。

二
　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

イ
　
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
各
ロ
グ

を
参
照
す
る
こ
と
等
に
よ
り
エ
ラ
ー
が
発
生

し
た
時
点
の
も
の
に
回
復
し
た
上
で
復
旧
す

る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報

（２）
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報

（３）
　
監
査
情
報

（４）
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
設
定
に
関
す

る
情
報

（５）
　
第
十
の
１
の
一
に
規
定
す
る
バ
ウ
チ
ャ

ー
検
証
の
情
報

第
二
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

１
　
第
一
の
１
か
ら
４
ま
で
、
５
（
七
の
リ
を
除

く
。
）
、
６
か
ら
２
１
ま
で
（
１
２
を
除
く
。
）
、
２

２
（
五
か
ら
八
ま
で
及
び
十
か
ら
十
二
ま
で
に
限

る
。
）
及
び
２
３
か
ら
２
６
ま
で
の
規
定
は
、
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

２
　
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
格
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
（
一
人
の
顧
客
が
カ
ジ
ノ
行

為
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
電

子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。
）
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
ア
ク
セ
ス
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
業
務
に
関
係
す
る
情
報
に
限
り
ア
ク
セ
ス

で
き
る
こ
と
。

ロ
　
ロ
グ
イ
ン
失
敗
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
管
理

者
へ
の
通
知
及
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
又
は
監
査

証
跡
の
入
力
に
関
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

ハ
　
各
ア
カ
ウ
ン
ト
に
割
り
当
て
ら
れ
た
権
限

の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
。

ニ
　
パ
ス
ワ
ー
ド
及
び
個
人
識
別
情
報
を
暗
号

化
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

二
　
重
要
メ
モ
リ
ー
（
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限

る
。
）
に
保
存
し
た
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情

報
及
び
重
要
イ
ベ
ン
ト
（
１
に
お
い
て
準
用
す

る
第
一
の
５
の
七
（
リ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

重
要
イ
ベ
ン
ト
を
い
う
。
三
及
び
３
の
二
の
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
情
報
の
変
更
は
、
一
の

ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
に
基
づ
き
行
う

こ
と
。

三
　
二
に
よ
り
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
及
び

重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
を
変
更
し
た
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
自
動
的
に
保
存
す
る
こ

と
。

イ
　
変
更
し
た
情
報
の
種
類

ロ
　
変
更
前
の
情
報
及
び
そ
の
数
値

ハ
　
変
更
後
の
情
報
及
び
そ
の
数
値

ニ
　
変
更
し
た
日
時

ホ
　
変
更
し
た
者
の
個
人
識
別
情
報

四
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク

セ
ス
（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
も
の

に
限
る
。
）
は
、
日
時
及
び
ア
ク
セ
ス
し
た
者

の
個
人
識
別
情
報
を
９
０
日
以
上
保
存
で
き
る

も
の
と
す
る
。

３
　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
（
一
人
の
顧
客
が
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う

た
め
に
使
用
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。
）
。

一
　
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
各
ロ
グ
を

参
照
す
る
こ
と
等
に
よ
り
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た

時
点
の
も
の
に
回
復
し
た
上
で
復
旧
す
る
機
能

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報

ロ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報

ハ
　
監
査
情
報

ニ
　
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
設
定

に
関
す
る
情
報

ホ
　
第
十
の
１
の
一
に
規
定
す
る
バ
ウ
チ
ャ
ー

検
証
の
情
報

４
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
２
２
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
実
施
手
順
が
別
表
第
一
の
第
一

か
ら
第
九
ま
で
に
規
定
す
る
方
法
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。
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二
　
別
表
第
一
の
第
一
か
ら
第
九
ま
で
の
規
定
に

よ
り
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
で
な
い
と
誤
認
さ
せ
る

よ
う
な
名
称
を
表
示
し
な
い
こ
と
。

５
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
２
３
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
の
情
報
の
表
示
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
賭
け
の
受
付
を
開
始
す
る
又
は
終
了
す
る
旨

の
宣
言
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
賭
け
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
又
は
賭
け
の
一
部

だ
け
が
受
け
付
け
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
旨
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

６
　
第
一
の
２
７
の
規
定
は
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
の
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー
マ
シ
ン
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
２
７

中
「
１
か
ら
２
６
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二

の
１
か
ら
５
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
三
　
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム

１
　
第
一
の
１
か
ら
４
ま
で
、
５
（
七
の
リ
を
除

く
。
）
、
６
か
ら
２
１
ま
で
（
１
２
及
び
２
０
を
除

く
。
）
、
２
２
（
五
か
ら
七
ま
で
及
び
十
か
ら
十
二

ま
で
に
限
る
。
）
及
び
２
３
か
ら
２
６
ま
で
並
び

に
第
二
の
２
か
ら
５
ま
で
の
規
定
は
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
一
の
２
７
の
規
定
は
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式

電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
マ
ル
チ
プ
レ

イ
ヤ
ー
マ
シ
ン
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
２
７
中
「
１
か
ら
２
６
ま
で
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
三
の
１
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
四
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

１
　
第
一
の
１
か
ら
４
ま
で
、
５
（
七
の
リ
を
除

く
。
）
及
び
６
か
ら
２
６
ま
で
（
１
２
、
１
６
及

び
２
２
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
の
２
４
の
二
中
「
こ

と
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
と
（
第
四
の
２
の
五
に

規
定
す
る
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
除

く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
サ
ー
バ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
が

複
数
の
サ
ー
バ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
各
カ
ジ
ノ
行
為
及
び
こ
れ
ら
の
会
計

処
理
に
つ
い
て
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
を
制
御
し

た
サ
ー
バ
を
識
別
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
へ

の
ア
ク
セ
ス
（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行

う
も
の
に
限
る
。
）
の
ロ
グ
は
、
ア
ク
セ
ス
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
サ
ー
バ
又
は
記
憶

装
置
に
保
存
す
る
こ
と
。

三
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の

設
定
に
係
る
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

四
　
サ
ー
バ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
、
修
正
又

は
削
除
の
ロ
グ
は
、
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

機
能
を
有
す
る
サ
ー
バ
又
は
記
憶
装
置
に
保
存

す
る
こ
と
。

五
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
サ

ー
バ
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
決
定
を

行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
第
四
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
重
要
メ
モ
リ
ー
（
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
３
及
び
９
の
一
の
ニ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
保
存
し
た
デ
ー
タ
を
サ

ー
バ
上
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
す
る
と
と
も

に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
６
の
一
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
内
部
検
証
機
能
を
有
し
、
エ
ラ
ー
を
識
別

及
び
記
録
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
エ
ラ
ー
が
生
じ
た
場
合

は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
を
自
動
的
に
停
止
で
き
る
も
の
と
し
、
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
復
旧
す
る
手
段
を
有
す
る
こ

と
。

六
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
サ
ー
バ
は
接
続
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末

が
必
要
と
す
る
デ
ー
タ
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に

出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
サ
ー
バ
は
、
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
直
近

３
５
件
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
つ
い
て
１
に
お
い
て

準
用
す
る
第
一
の
２
４
の
二
の
イ
か
ら
チ
ま
で

に
掲
げ
る
情
報
を
送
信
で
き
る
こ
と
。

八
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

（
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
サ
ー
バ
か
ら
任
意
の
時
期
及
び

定
期
的
に
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
そ
の
他

の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
リ
ソ
ー
ス
を
適
切
に
接
続
さ

れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
こ
と
。

３
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
５
（
七
の
リ
を

除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
重
要
メ
モ
リ

ー
の
ク
リ
ア
は
、
９
の
規
格
に
従
っ
て
自
動
的
に

サ
ー
バ
に
記
録
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

４
　
通
信
（
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
の
用
途
及
び
機
能
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の

各
構
成
要
素
は
、
共
通
の
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
が

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
全
て
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
適
切
な
エ
ラ
ー
検

出
及
び
回
復
機
能
を
有
し
、
改
ざ
ん
を
防
止
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
通
信
手
段
を
用
い
る
こ

と
。

三
　
全
て
の
デ
ー
タ
は
、
適
切
な
暗
号
化
及
び
認

証
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
通
信
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
と

カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
接
続
時
に

お
け
る
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
通

信
プ
ロ
ト
コ
ル
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

六
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
認
証
プ
ロ
セ
ス
は
適
切
な

も
の
と
し
、
サ
ー
バ
と
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
相
互

間
の
接
続
の
認
証
に
使
わ
れ
た
証
明
書
を
失
効

及
び
適
切
に
更
新
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
サ
ー
バ
と
の
通
信

が
切
断
し
た
場
合
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
停
止
す

る
こ
と
と
し
、
通
信
が
切
断
し
た
時
点
ま
で
復

旧
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
通
信
が
切
断
し
た
場
合
に
は
、
９
の
二
に

従
っ
て
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
を
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
こ

と
。

九
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
カ
ジ
ノ
行
為
中
に
通
信
が
切
断
し
た
場
合

に
お
い
て
、
他
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
引
継
ぎ

を
行
お
う
と
す
る
時
は
、
カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る

全
て
の
設
定
（
メ
ー
タ
ー
情
報
を
含
む
。
）
を

正
確
に
移
行
で
き
る
こ
と
。

５
　
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
格
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
安
全
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
介
し
た
場
合

に
限
り
、
外
部
の
シ
ス
テ
ム
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
通
信
で
き
る
こ
と
。

二
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ

ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び

デ
ー
タ
に
直
接
ア
ク
セ
ス
を
許
可
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
し
、
次
の
規
格
に
適
合
す
る
こ

と
。

イ
　
特
定
の
プ
ロ
ト
コ
ル
又
は
コ
マ
ン
ド
に
基

づ
き
、
外
部
リ
ク
エ
ス
ト
の
た
め
の
情
報
を

取
得
す
る
こ
と
。

ロ
　
外
部
リ
ク
エ
ス
ト
又
は
外
部
の
シ
ス
テ
ム

が
利
用
で
き
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら
分
離
さ

れ
た
領
域
に
デ
ー
タ
を
配
置
す
る
こ
と
。

ハ
　
外
部
リ
ク
エ
ス
ト
又
は
外
部
の
シ
ス
テ
ム

を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
デ
ー
タ
か
ら
分
離
し

な
が
ら
リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
た
情
報
を
提
供
で

き
る
こ
と
。

三
　
サ
ー
バ
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
適
切
な

ウ
イ
ル
ス
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
不
正
な
拡
散
及
び
不
正
な
変
更
を
防

止
す
る
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

６
　
シ
ス
テ
ム
障
害
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
監
査
又
は
会
計
処
理
の
情
報
に
係
る
ロ
グ
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
た
デ
ー
タ
そ
の
他

の
デ
ー
タ
の
損
失
又
は
破
損
を
防
止
す
る
た

め
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

は
、
冗
長
化
す
る
こ
と
。

二
　
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
、
障
害
が
発
生

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
デ
ー
タ
の
損
失
又
は

破
損
が
な
い
よ
う
に
実
行
で
き
る
も
の
と
し
、

デ
ー
タ
は
取
外
し
可
能
な
記
憶
媒
体
に
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
。

三
　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
復
元

は
、
障
害
が
発
生
す
る
直
前
ま
で
の
状
態
に
回

復
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７
　
サ
ー
バ
は
、
次
に
掲
げ
る
フ
ァ
イ
ル
の
構
成
要

素
に
つ
い
て
、
当
該
サ
ー
バ
（
サ
ー
バ
に
搭
載
さ

れ
た
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）

の
製
造
業
者
以
外
の
者
が
提
供
す
る
適
切
な
手
順

に
よ
り
検
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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一
　
実
行
可
能
フ
ァ
イ
ル

二
　
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ル

三
　
そ
の
他
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
あ
る
フ
ァ
イ
ル

８
　
サ
ー
バ
の
自
己
検
証
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
サ
ー
バ
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
含
ま
れ
る

全
て
の
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
デ
ー
タ
を
２
４
時
間
に
一
回
の
頻
度
及
び

任
意
の
時
期
に
自
己
検
証
で
き
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

二
　
自
己
検
証
は
、
安
全
な
ハ
ッ
シ
ュ
値
を
使
用

す
る
も
の
と
し
、
エ
ラ
ー
を
検
知
し
た
場
合

は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該

エ
ラ
ー
を
自
動
的
に
通
知
す
る
こ
と
。

三
　
自
己
検
証
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
書
換

え
が
出
来
な
い
よ
う
に
保
護
さ
れ
た
記
憶
媒
体

又
は
記
憶
領
域
か
ら
読
み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

四
　
自
己
検
証
の
結
果
（
エ
ラ
ー
が
検
知
さ
れ
た

場
合
は
、
当
該
エ
ラ
ー
の
識
別
に
係
る
事
項
を

含
む
。
）
を
報
告
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
次
に
掲
げ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
の
検
証
を
自
己
検
証
で
き
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

イ
　
実
行
可
能
フ
ァ
イ
ル

ロ
　
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ル

ハ
　
そ
の
他
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
や
動
作
に
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
フ
ァ
イ
ル

９
　
ロ
グ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
ロ
グ
を
保
存
す
る
こ
と
。

イ
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
追
加
、
削
除
又
は
変
更

ロ
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

へ
の
ア
ク
セ
ス
（
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し

て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
会
計
処
理

ニ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
の
重
要
メ
モ
リ
ー
の
ク

リ
ア

ホ
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

の
設
定
変
更

ヘ
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

の
監
視
の
状
況

ト
　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
変
更

二
　
次
の
情
報
を
ロ
グ
に
付
す
こ
と
。

イ
　
事
象
の
発
生
日
時

ロ
　
対
象
と
な
っ
た
構
成
要
素
の
識
別
情
報

ハ
　
個
人
識
別
情
報
（
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
）

ニ
　
事
象
の
発
生
理
由
及
び
関
連
す
る
検
証
情

報
（
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
デ
ー
タ
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ

の
変
更
に
関
す
る
ロ
グ
の
保
存
は
、
次
の
情
報

を
含
む
こ
と
。

イ
　
事
象
の
発
生
日
時
及
び
個
人
識
別
情
報

ロ
　
使
用
さ
れ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
情
報

ハ
　
追
加
、
変
更
又
は
削
除
さ
れ
た
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の
識
別
情
報

ニ
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
が
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
及
び
置

き
換
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
該
当
す
る
場
合

に
限
る
。
）

ホ
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
の
設
定
変
更

四
　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の

ロ
グ
は
、
サ
ー
バ
又
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
お

い
て
９
０
日
間
、
記
憶
装
置
に
お
い
て
５
年

間
、
そ
れ
ぞ
れ
保
存
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲

げ
る
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
ロ
グ
の
不
正
な
変
更
を
検
知
し
、
防
止
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
指
定
し
た
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
当
該
情

報
を
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

１
０
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
２
０
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
複
数
の
乱
数
発
生
装
置
が
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
行
為

の
結
果
の
決
定
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
乱
数
を
生

成
し
た
乱
数
発
生
装
置
が
識
別
で
き
る
こ
と
。

１
１
　
サ
ー
バ
か
ら
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
重
要
制
御

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
当
該
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
実
行
す
る
場
合
は
、
次
の
規
格
に
適
合
す

る
こ
と
。

一
　
サ
ー
バ
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
重
要
制

御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
又
は
実
行

中
、
外
部
扉
等
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
全
て
監
視

し
、
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
報
告

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
更
新
し
た
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
前

に
当
該
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
自
己
検
証
で

き
る
こ
と
。

三
　
二
の
自
己
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が
検
知
さ
れ

た
場
合
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
は
、
当
該
重
要

制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
し
な
い
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
サ
ー
バ
に
ロ
グ
を
保
存
す
る
こ

と
。

四
　
サ
ー
バ
及
び
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
記
録
さ
れ

た
情
報
を
収
集
し
、
分
析
が
で
き
る
こ
と
。

五
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
中
に
カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
動

作
そ
の
他
の
動
作
に
干
渉
し
な
い
こ
と
。

六
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た

重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン

グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら
隔
離
し
、
プ
レ
イ
ヤ
ー

端
末
の
動
作
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
保
存
す
る

こ
と
。

七
　
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
、
実
行
前
に
認
証
す
る
こ

と
。

八
　
更
新
し
た
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
前

に
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
自
己
検
証

で
き
る
こ
と
。

九
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
実
行
中
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
で
カ
ジ
ノ
行

為
が
実
施
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
に
伴
い
設
定

変
更
を
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
定
変

更
に
つ
い
て
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
の
画
面
上
で
通

知
す
る
こ
と
。

十
一
　
重
要
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
に
伴
い
電

子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
が
失
わ
れ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
実
行
前
に
当
該
電
子
会
計
メ
ー
タ

ー
の
情
報
を
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
転
送
す
る
こ
と
。

１
２
　
第
一
の
２
２
の
規
定
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ

ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
別
表
第
一
の
第
一
か
ら

第
九
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
に
使

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

１
３
　
第
二
の
１
（
第
一
の
２
２
（
五
か
ら
八
ま
で

及
び
十
か
ら
十
二
ま
で
に
限
る
。
）
の
規
定
の
準

用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
４
及
び
５
の
規
定

は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム

（
別
表
第
一
の
第
一
か
ら
第
九
ま
で
の
規
定
に
よ

り
行
う
カ
ジ
ノ
行
為
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

１
４
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
２
５
及
び
２

６
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末

の
全
て
の
メ
ー
タ
ー
情
報
は
、
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
転
送
で
き
る
も
の
と
す
る
。

１
５
　
サ
ー
バ
ベ
ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て

は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
と
サ
ー
バ
間
の
通
信
が
切

断
さ
れ
た
場
合
は
、
ロ
ー
カ
ル
バ
ッ
フ
ァ
内
の
会

計
処
理
の
情
報
及
び
外
部
扉
等
の
開
閉
そ
の
他
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
情
報
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末

に
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

１
６
　
第
一
の
２
７
の
規
定
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ

ー
バ
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー
マ

シ
ン
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
２
７
中
「
１
か
ら
２
６
ま
で
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
四
の
１
か
ら
１
５
ま
で
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

１
７
　
１
６
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
サ
ー
バ
ベ

ー
ス
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー
マ

シ
ン
に
あ
っ
て
は
、
通
信
が
切
断
し
た
場
合
に

は
、
カ
ジ
ノ
行
為
を
停
止
し
、
通
信
が
切
断
し
た

時
点
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
端
末
に
表
示
さ
れ
て
い
た
ク

レ
ジ
ッ
ト
に
戻
す
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
五
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム

１
　
第
一
の
４
（
四
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
５

（
二
、
四
及
び
六
に
限
る
。
）
、
２
０
及
び
２
２
の

八
並
び
に
第
十
の
４
の
規
定
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ

ブ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
５
（
二
、
四
及

び
六
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、

重
要
メ
モ
リ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
を
保
存

し
、
画
面
表
示
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

一
　
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
（
現
在
の

プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
額
を
い
う
。
以
下
こ

の
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｌ
Ｏ
Ｗ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の

勝
金
額
の
上
限
の
超
過
額
を
い
う
。
）

三
　
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
お
い
て
顧

客
が
勝
っ
た
回
数
を
い
う
。
）

四
　
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
払
戻
の
総

額
を
い
う
。
）

五
　
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｅ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
額
の

初
期
設
定
値
を
い
う
。
）

六
　
Ｌ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
額

の
上
限
を
い
う
。
）

七
　
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ

の
蓄
積
す
る
金
銭
の
割
合
を
い
う
。
）

八
　
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ｙ
　
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｅ

Ｎ
Ｔ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
額
が
上
限
に

達
し
た
以
降
に
蓄
積
す
る
金
銭
の
割
合
を
い

う
。
）

九
　
Ｈ
Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
　
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ

（
次
々
回
の
勝
金
の
支
払
に
用
い
る
た
め
金
銭

の
蓄
積
を
二
つ
に
分
け
て
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
蓄
積
す
る
金
銭
の
割
合
を
い
う
。
）
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十
　
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
（
プ
ロ
グ
レ
ッ

シ
ブ
の
勝
金
の
支
払
直
後
の
勝
金
額
を
い
う
。

１
２
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
一
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
接
続
す
る

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
識
別
情
報

３
　
次
に
掲
げ
る
重
要
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
直
近

１
０
０
件
を
日
時
を
付
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

一
　
支
払
わ
れ
た
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
金
額
、

そ
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
係
る
電
子
ゲ
ー
ム
シ

ス
テ
ム
等
の
識
別
情
報
及
び
そ
の
プ
ロ
グ
レ
ッ

シ
ブ
の
識
別
情
報
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
識
別

情
報
に
あ
っ
て
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
が
複
数

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
電
源
の
リ
セ
ッ
ト

三
　
扉
の
開
扉
又
は
外
枠
の
取
外
し

四
　
２
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
の
変
更

五
　
勝
金
額
の
変
更

六
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
４
の
五
に
規

定
す
る
外
部
検
証
の
結
果
の
エ
ラ
ー

４
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
は
、
Ｃ
Ｕ

Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
を
管
理
す
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

５
　
複
数
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
（
同
型
式

の
も
の
に
限
る
。
）
を
接
続
し
て
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ

ブ
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す

も
の
と
す
る
。

一
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
う
ち

の
一
つ
が
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
全
体
に

係
る
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
を
管
理

す
る
機
能
及
び
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
結
果
の
決

定
を
行
う
機
能
（
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム

で
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
決
定
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
一
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
に

エ
ラ
ー
が
発
生
し
た
場
合
は
、
接
続
す
る
全
て

の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
テ
ィ
ル
ト
状
態

と
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
一
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
と

他
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
と
の

間
で
通
信
障
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該
他

の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
に
接
続

す
る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
テ
ィ
ル
ト
状

態
と
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

６
　
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
を
顧
客
に
表

示
す
る
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
設
定
す
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一
　
日
本
円
で
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
を
正
確
に

表
示
す
る
こ
と
。

三
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
お
い
て
顧
客
が
勝
っ
た

場
合
は
、
３
０
秒
以
内
に
勝
金
額
を
表
示
す
る

こ
と
。

四
　
当
該
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
表
示
可
能
な

大
の

金
額
に
達
し
た
場
合
は
、
次
の
勝
ち
が
発
生
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
金
額
を
表
示
す
る
こ
と
。

７
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
の
４
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

ー
は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
の
勝
ち
が
発
生
し
た
場

合
に
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に
勝
金
額
を
送

信
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

８
　
次
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に

は
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
と
接
続
す
る
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
を
テ
ィ
ル
ト
状
態
と
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

一
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
と
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ

ブ
シ
ス
テ
ム
間
又
は
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ

ム
内
で
の
通
信
障
害

二
　
複
数
の
通
信
障
害
の
発
生

三
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
チ
ェ

ッ
ク
サ
ム
又
は
シ
グ
ネ
チ
ャ
確
認
の
失
敗

四
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
４
の
三
に
よ

る
検
証
及
び
１
０
の
一
の
自
己
検
証
の
結
果
の

エ
ラ
ー

五
　
１
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
の
５
の
四
に
よ

る
確
認
及
び
１
０
の
二
に
よ
る
確
認
の
結
果
の

エ
ラ
ー

六
　
２
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
の
不
存
在

七
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
数
、
賭
け
の
数

又
は
賭
金
額
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
の

設
定
限
度
の
超
過

八
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
及
び
電

子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
メ
ー
タ
ー
情
報
の
検

証
の
失
敗

９
　
８
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
の
発
生
後
、
そ
の
直
前
の

状
態
に
復
旧
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

１
０
　
テ
ィ
ル
ト
状
態
か
ら
カ
ジ
ノ
行
為
を
再
開
す

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と

す
る
。

一
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
に
保
存
す
る
重
要
制

御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
自
己
検
証
を
行
う
こ
と
。

二
　
重
要
メ
モ
リ
ー
の
エ
ラ
ー
を
確
認
す
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

三
　
一
の
自
己
検
証
及
び
二
に
よ
る
確
認
の
結
果

エ
ラ
ー
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
外
部
機
器
等

と
の
通
信
を
開
始
し
な
い
こ
と
。

１
１
　
静
電
気
放
電
干
渉
、
電
磁
気
干
渉
、
電
波
干

渉
及
び
液
体
干
渉
に
よ
る
故
障
を
防
止
す
る
た
め

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

１
２
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
お
い
て
顧
客
が
勝
っ
た

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。

一
　
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
勝
金
額
を
表
示
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
複
数
の
プ
ロ
グ
レ

ッ
シ
ブ
を
有
す
る
と
き
は
、
顧
客
が
勝
っ
た
も

の
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

二
　
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
を
Ｒ
Ｅ
Ｓ

Ｅ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
の
値
に
更
新
す
る
こ
と
。

１
３
　
各
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に
お
い
て
、
顧

客
が
勝
つ
確
率
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

１
４
　
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
は
、
Ｃ

Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｖ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
そ
の
他
の
必
要
な

デ
ー
タ
を
他
の
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
移

す
方
法
を
有
す
る
こ
と
。

１
５
　
別
表
第
一
の
第
三
の
４
か
ら
６
ま
で
の
カ
ジ

ノ
行
為
に
使
用
さ
れ
る
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ

ム
に
係
る
１
か
ら
１
４
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
８
中
「
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
と
接
続
す
る

電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
を
テ
ィ
ル
ト
状
態
と
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
エ
ラ

ー
を
通
知
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
」
と
し
、

２
（
十
一
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
３
（
電
子
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
識
別
情
報
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
５
（
二
及
び
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

６
（
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
７
、
１
０
（
三

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
１
２
及
び
１
３
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

第
六
　
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー

１
　
重
要
メ
モ
リ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ

フ
ラ
ー
の
作
動
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
保
存
す
る

こ
と
。

イ
　
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
の
設
定
デ
ー
タ

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
設
定
デ
ー
タ

二
　
電
源
投
入
時
に
重
要
メ
モ
リ
ー
の
エ
ラ
ー
を

確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
二
の
機
能
を
用
い
た
確
認
の
結
果
エ
ラ
ー
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
（
機
器

の
エ
ラ
ー
状
態
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
機
器
は
作
動
を
停
止
し
、
適
切
な
方

法
に
よ
り
当
該
状
態
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
以
下
こ
の
第
六
及
び
第
七
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
な
る
こ
と
。

２
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
外
部
か
ら
容
易
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
の
内
部
に
設

置
す
る
こ
と
。

二
　
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ

ー
の
作
動
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
以

下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
存
す
る
こ

と
。

三
　
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
制

御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
製
造
業
者
の
識
別
情
報
及
び

制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
識
別
情
報
が
表
示
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
電
源
投
入
時
に
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性

を
検
証
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
四
の
機
能
を
用
い
た
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る

こ
と
。

六
　
外
部
検
証
（
機
器
等
を
接
続
し
て
外
部
か
ら

プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
に
保
存
さ
れ
た
制
御
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性
を
検
証
す
る
こ
と
を
い

う
。
第
七
２
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
可
能

な
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
外
部
か
ら
機
器
等
を
接
続
す
る
た
め
の
接

続
口
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ
ラ
ー
か
ら
取
り
外
す

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
他
の
機
器
と
通
信
す
る
場
合
に
は
、
安
全
な
通

信
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
。

４
　
ア
ク
セ
ス
検
知
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
規
格
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
検
知
す
る
こ
と
。

イ
　
外
装
が
取
り
外
さ
れ
た
こ
と
。

ロ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
が
設
置
さ
れ
た
区

画
に
物
理
的
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
こ
と
。

ハ
　
シ
ャ
ッ
フ
ル
（
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
シ
ャ
ッ
フ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の

第
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ

が
収
納
さ
れ
た
場
所
に
物
理
的
に
ア
ク
セ
ス

さ
れ
た
こ
と
。

二
　
一
に
掲
げ
る
事
項
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、

テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

５
　
静
電
気
放
電
干
渉
、
電
磁
気
干
渉
及
び
電
波
干

渉
に
よ
る
故
障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
第
一
の
２
０
の
規
定
は
、
ト
ラ
ン
プ
シ
ャ
ッ
フ

ラ
ー
の
乱
数
発
生
装
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
同
２
０
の
一
中
「
カ
ジ
ノ
行

為
の
結
果
の
無
作
為
性
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ャ
ッ

フ
ル
又
は
ハ
ン
ド
構
成
（
一
度
に
決
め
ら
れ
た
枚

数
の
ト
ラ
ン
プ
を
数
え
て
排
出
す
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
作
為
性
」
と
、
「
カ
ジ
ノ

行
為
の
結
果
の
変
更
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ャ

ッ
フ
ル
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
並
び
順
又
は
ハ
ン
ド

構
成
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
並
び
順
の
」
と
、
同
２

０
の
十
の
イ
中
「
カ
ジ
ノ
行
為
」
と
あ
る
の
は

「
シ
ャ
ッ
フ
ル
又
は
ハ
ン
ド
構
成
」
と
、
同
２
０

の
十
三
中
「
ヘ
ル
プ
画
面
等
（
ヘ
ル
プ
画
面
又
は

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
表
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
顧
客
に
表
示
す
る
場
合
を
除
き
、
生
成
さ
れ
る

カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
に
関
し
て
顧
客
又
は
カ
ジ
ノ

事
業
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ャ
ッ
フ
ル
又
は
ハ

ン
ド
構
成
に
関
し
て
外
部
か
ら
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

７
　
構
造
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
外
部
か
ら
見
え
な

い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ト
ラ
ン
プ
を
傷
つ
け
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

三
　
複
数
枚
の
ト
ラ
ン
プ
を
自
動
で
無
作
為
に
並

び
替
え
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
予
測
に
関
連
す
る
情

報
を
出
力
し
な
い
こ
と
。

五
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
の
枚
数
を
数
え
る
機

能
を
有
す
る
場
合
に
は
、
正
確
に
ト
ラ
ン
プ
の

枚
数
を
数
え
る
こ
と
。

六
　
ハ
ン
ド
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有

す
る
場
合
に
は
、
正
確
に
ト
ラ
ン
プ
の
枚
数
を

数
え
て
排
出
す
る
こ
と
。

七
　
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
及
び
文
字
並
び
に
ス
ー
ト

を
読
み
取
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に
は
、
ト
ラ

ン
プ
の
数
字
及
び
文
字
並
び
に
ス
ー
ト
を
正
確

に
読
み
取
る
こ
と
。

八
　
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
の
機
能
を
有
す
る
場

合
に
は
、
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
順
に
引
か

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七
　
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー

１
　
重
要
メ
モ
リ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン

グ
シ
ュ
ー
の
作
動
に
必
要
な
情
報
を
保
存
す
る

こ
と
。

イ
　
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
の
設
定
デ

ー
タ

ロ
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
設
定
デ
ー
タ

二
　
電
源
投
入
時
に
重
要
メ
モ
リ
ー
の
エ
ラ
ー
を

確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
二
の
機
能
を
用
い
た
確
認
の
結
果
エ
ラ
ー
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る

こ
と
。

２
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
容
易
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
電

子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
の
内
部
に
設
置
す
る

こ
と
。

二
　
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ

ュ
ー
の
作
動
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。

以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
存
す
る

こ
と
。

三
　
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
製
造
業
者
の
識
別
情
報

及
び
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
識
別
情
報
が
、
容
易

に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
表
示
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
電
源
投
入
時
に
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性

を
検
証
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
四
の
機
能
を
用
い
た
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る

こ
と
。

六
　
外
部
検
証
に
対
応
す
る
た
め
の
次
の
い
ず
れ

か
の
機
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
外
部
か
ら
機
器
等
を
接
続
す
る
た
め
の
接

続
口
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
電
子
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
シ
ュ
ー
か
ら
取
り
外

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
他
の
機
器
と
通
信
す
る
場
合
に
は
、
安
全
な
通

信
プ
ロ
ト
コ
ル
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
。

４
　
ア
ク
セ
ス
検
知
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
規
格
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
検
知
す
る
こ
と
。

イ
　
外
装
が
取
り
外
さ
れ
た
こ
と
。

ロ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
が
設
置
さ
れ
た
区

画
に
物
理
的
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
こ
と
。

二
　
一
に
掲
げ
る
事
項
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、

テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ
と
。

５
　
静
電
気
放
電
干
渉
、
電
磁
気
干
渉
及
び
電
波
干

渉
に
よ
る
故
障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
構
造
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
外
部
か
ら
見
え
な

い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ト
ラ
ン
プ
を
傷
つ
け
に
く
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

三
　
収
納
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
が
順
に
引
か
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
カ
ジ
ノ
行
為
の
結
果
の
予
測
に
関
連
す
る
情

報
を
出
力
し
な
い
こ
と
。

五
　
ト
ラ
ン
プ
の
数
字
及
び
文
字
並
び
に
ス
ー
ト

を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
。

第
八
　
電
子
さ
い
こ
ろ
シ
ェ
ー
カ
ー

次
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

１
　
収
納
さ
れ
た
さ
い
こ
ろ
を
自
動
で
振
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

２
　
収
納
さ
れ
た
さ
い
こ
ろ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
透
明
な
カ
バ
ー
で
覆

い
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。

３
　
収
納
さ
れ
た
さ
い
こ
ろ
を
振
る
際
に
さ
い
こ
ろ

が
外
部
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
透
明
な
カ
バ
ー
を

蓋
で
覆
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
蓋
は
不
透
明
で
あ

る
こ
と
。

第
九
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機

１
　
第
一
の
１
か
ら
４
ま
で
、
７
（
四
を
除
く
。
）
、

１
１
の
四
、
１
４
か
ら
１
６
ま
で
、
２
１
及
び
２

５
の
規
定
は
、
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
の
７
中

「
紙
幣
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
バ
ウ
チ
ャ
ー
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
重
要
メ
モ
リ
ー
（
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
の
機
能

に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
２
及

び
９
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
情
報
を
含
む
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻

機
の
作
動
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ

と
。

イ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
及
び
電
子
発
生
メ
ー

タ
ー
の
デ
ー
タ

ロ
　
四
の
通
知
に
係
る
記
録

ハ
　
設
定
の
デ
ー
タ

二
　
電
源
投
入
時
に
重
要
メ
モ
リ
ー
の
エ
ラ
ー
を

確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
二
に
掲
げ
る
機
能
を
用
い
た
確
認
の
結
果
エ

ラ
ー
が
発
生
し
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態

（
機
器
等
の
エ
ラ
ー
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

現
金
の
交
付
及
び
当
該
交
付
に
係
る
会
計
処
理

を
行
う
た
め
の
機
能
が
停
止
さ
れ
、
顧
客
に
よ

る
操
作
が
で
き
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
四
及

び
４
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
な
る
こ
と
。

四
　
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨

を
顧
客
及
び
管
理
者
に
通
知
す
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。

五
　
重
要
メ
モ
リ
ー
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
は
、

バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
の
電
源
を
落
と
し
た
後
、

９
０
日
間
は
全
て
の
デ
ー
タ
を
正
確
に
維
持
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
次
に
掲
げ
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
と
引
換
え
に
行
う

現
金
の
交
付
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
直
近

３
５
件
を
日
時
を
付
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

イ
　
日
本
円
で
の
交
付
金
額

ロ
　
交
付
日
時

ハ
　
３
の
一
の
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
検
証
に
関
す
る

情
報

七
　
次
に
掲
げ
る
重
要
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
直

近
１
０
０
件
を
日
時
を
付
し
て
保
存
す
る
こ

と
。

イ
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
検
証
の
結
果
、

検
知
し
た
エ
ラ
ー
及
び
重
要
メ
モ
リ
ー
の
確

認
の
結
果
、
検
知
し
た
エ
ラ
ー

ロ
　
設
定
変
更

ハ
　
電
源
の
リ
セ
ッ
ト

ニ
　
従
業
者
に
よ
る
支
払

ホ
　
外
部
扉
等
の
開
扉

３
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
受
入
れ
及
び
そ
の
会
計
処
理
に

関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
受
入
れ
及
び
検
証
を
行
い
、

当
該
検
証
の
結
果
、
適
切
か
つ
有
効
な
場
合

は
、
当
該
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
価
額
に
相
当
す
る
現

金
を
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
顧
客
が
挿
入
し
た
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
価
額
の
累

積
額
が
バ
ウ
チ
ャ
ー
と
引
換
え
に
現
金
の
交
付

を
行
う
ま
で
の
間
に
３
０
万
円
を
超
え
る
場
合

は
、
受
け
入
れ
な
い
こ
と
。

４
　
コ
イ
ン
ホ
ッ
パ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
異
物
の
挿
入
等
の
不
正
行
為
を
検
出
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
を
検
出
及
び
表
示
す
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
コ
イ
ン
ホ
ッ
パ
ー
の
硬
貨
切
れ

ロ
　
コ
イ
ン
ホ
ッ
パ
ー
の
詰
ま
り

ハ
　
コ
イ
ン
ホ
ッ
パ
ー
の
故
障
な
ど
に
よ
る
硬

貨
の
過
剰
払
出
し

三
　
一
の
不
正
行
為
及
び
二
に
掲
げ
る
エ
ラ
ー
を

検
出
し
た
場
合
は
、
テ
ィ
ル
ト
状
態
に
な
る
こ

と
。
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５
　
外
部
機
器
等
と
の
接
続
に
よ
る
悪
影
響
を
防
止

す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

６
　
静
電
気
放
電
干
渉
に
よ
る
故
障
を
防
止
す
る
た

め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

７
　
情
報
の
表
示
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
日
本
語
及
び
英
語
を
含
む
複
数
の
外
国
語
の

中
か
ら
顧
客
が
選
択
し
た
言
語
で
表
示
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
（
製
造
業
者
名
そ
の
他
の
名

称
を
除
く
。
）
。

二
　
日
本
円
で
表
示
す
る
こ
と
。

８
　
監
査
モ
ー
ド
に
関
す
る
規
格
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
画
面
表
示
そ
の
他
の
方
法
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
の
識
別
情
報
及
び
設
定

情
報

二
　
メ
ー
タ
ー
情
報

三
　
現
金
交
付
情
報

四
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
情
報

９
　
電
子
発
生
メ
ー
タ
ー
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

外
部
扉
及
び
ス
タ
ッ
カ
ー
の
扉
を
開
け
た
回
数

を
カ
ウ
ン
ト
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

バ
ウ
チ
ャ
ー
を
受
け
入
れ
た
回
数
を
カ
ウ
ン
ト

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
重
要
メ
モ
リ
ー
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
時
点
か
ら

交
付
さ
れ
た
現
金
を
紙
幣
の
種
類
ご
と
に
カ
ウ

ン
ト
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
１
０
桁
以
上
の
数
字
を
処
理
で
き
る
こ
と
。

１
０
　
預
金
若
し
く
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係

る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
及
び
電
子
的
な
金

銭
の
移
転
に
関
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
。

第
十
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

１
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
、
電
子
テ
ー
ブ
ル
ゲ
ー

ム
シ
ス
テ
ム
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
操
作
式
電
子
テ
ー
ブ

ル
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
シ
ス
テ
ム
又

は
バ
ウ
チ
ャ
ー
払
戻
機
（
以
下
こ
の
第
十
に
お
い

て
「
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
と

の
通
信
の
た
め
の
機
能
（
３
の
七
の
ハ
に
お
い
て

「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
能
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
（
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
、

重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
及
び
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発

行
又
は
バ
ウ
チ
ャ
ー
と
引
換
え
に
行
う
現
金
等

の
交
付
若
し
く
は
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
し
て
の
受
付

（
１
４
に
お
い
て
「
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
」

と
い
う
。
）
を
行
う
際
の
検
証
（
以
下
単
に

「
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
」
と
い
う
。
）
の
情
報
を
い

う
。
以
下
こ
の
１
及
び
９
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
サ
ー
バ
又
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
送
信
す
る
ま

で
の
間
保
存
す
る
重
要
メ
モ
リ
ー
を
有
す
る
こ

と
。

二
　
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
に
よ
り
電
子
会
計
メ
ー
タ

ー
の
情
報
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

三
　
エ
ラ
ー
に
よ
り
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等

が
失
わ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

四
　
電
源
を
落
と
し
た
後
、
７
２
時
間
は
全
て
の

電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
を
正
確
に
維
持
で

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
電
源
投
入
時
に
重
要
メ
モ
リ
ー
の
エ
ラ
ー
を

確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
接
続
す

る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ

識
別
情
報
を
設
定
で
き
る
こ
と
。

２
　
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
有
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
が
バ
ッ
フ
ァ
さ
れ
た
情
報
及
び
記
録
さ
れ
た

情
報
を
保
存
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
失

わ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３
　
サ
ー
バ
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
規
格

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
部
の
エ
ラ
ー
に
よ
っ
て
全
体
の
機
能
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
信
頼
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
を
設

け
る
こ
と
。

三
　
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
日
時
を
付
し
て
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
、
設
定
変
更
そ
の
他

の
保
存
に
際
し
、
正
確
な
時
刻
を
反
映
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
接
続
す
る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
時
計

機
能
（
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
複

数
の
時
計
機
能
を
有
す
る
場
合
は
当
該
二
つ
目

以
降
の
時
計
機
能
を
含
む
。
）
と
同
期
し
、
補

正
す
る
時
計
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す

る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
か
ら
の
従
業
者
に

よ
る
支
払
情
報
を
取
得
し
、
処
理
す
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

七
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
情
報
を
付
し
て
３
０
日
間
保
存
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
検
索
す
る
こ
と
が
で

き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
名
称

ロ
　
発
生
し
た
日
時

ハ
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
能
を
有
す
る
機
器

（
八
の
イ
及
び
１
４
の
五
に
お
い
て
「
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
」
と
い
う
。
）
又
は
電

子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
識
別
情
報

ニ
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
を
定
義
す
る
識
別
情
報

八
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す

る
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
（
ロ
に
掲
げ
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
及

び
こ
れ
に
類
す
る
機
器
等
）
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
情
報
を
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
及
び
設
置
場
所

の
識
別
情
報

ロ
　
識
別
情
報

ハ
　
種
別

ニ
　
ホ
ー
ル
ド
率
の
理
論
値

ホ
　
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム

ヘ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
及
び
重
要
イ

ベ
ン
ト
の
情
報

４
　
通
信
（
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
用

途
及
び
機
能
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
安
全
な
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
の
採
用
そ
の
他
通

信
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
通
信
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

５
　
カ
ジ
ノ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
エ
ラ
ー
が

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
警
告
を
発
生

さ
せ
、
表
示
す
る
こ
と
。

６
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報
を
５
年
間
保
存
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

７
　
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
の
う
ち
電
磁
的
カ

ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
係
る
も
の
に
必
要
と
な
る
報

告
書
を
作
成
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

８
　
７
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む

こ
と
。

一
　
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
集
計
の
対
象
と
な
る

機
器
等
（
以
下
こ
の
８
に
お
い
て
「
集
計
対
象

機
器
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事

項イ
　
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
及
び
集
計
対
象
機
器

等
が
マ
ル
チ
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ

と
を
示
す
情
報

ロ
　
集
計
対
象
機
器
等
の
識
別
情
報
及
び
カ
ジ

ノ
行
為
の
種
別

ハ
　
Ｃ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
　
Ｉ
Ｎ

ニ
　
Ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
　
Ｉ
Ｎ
と
Ｖ
Ｏ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
　

Ｉ
Ｎ
の
総
額

ホ
　
ジ
ャ
ッ
ク
ポ
ッ
ト
の
実
績
額

ヘ
　
Ｗ
Ｉ
Ｎ
（
実
績
額
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
カ

ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額
（
内
訳
を
含
む
。
）

を
い
う
。
）

ト
　
ホ
ー
ル
ド
率
の
理
論
値

チ
　
ホ
ー
ル
ド
率
の
実
績
値

リ
　
ホ
ー
ル
ド
率
の
理
論
値
と
実
績
値
の
差

（
日
本
円
で
換
算
し
た
も
の
を
含
む
。
）

二
　
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ご
と
及
び
全
て
の
集
計

対
象
機
器
等
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
加
重
平
均
さ
れ
た
ホ
ー
ル
ド
率
の
理
論
値

ロ
　
ホ
ー
ル
ド
率
の
実
績
値

ハ
　
加
重
平
均
さ
れ
た
ホ
ー
ル
ド
率
の
理
論
値

と
ホ
ー
ル
ド
率
の
実
績
値
の
差
（
日
本
円
で

換
算
し
た
も
の
を
含
む
。
）

三
　
メ
ー
タ
ー
上
の
Ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
　
Ｉ
Ｎ
及
び
Ｖ
Ｏ

Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
　
Ｉ
Ｎ
の
総
額
（
内
訳
を
含
む
。
）

、
受
け
入
れ
た
紙
幣
等
の
実
績
額
（
内
訳
を
含

む
。
）
並
び
に
そ
の
差
額

四
　
次
に
掲
げ
る
各
メ
ー
タ
ー
の
金
額
及
び
こ
れ

ら
の
合
計
額

イ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｊ

Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｐ
Ｏ
Ｔ
Ｓ

ロ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｃ

Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
　
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｔ
Ｓ

ハ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｅ

Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｌ
　
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ

Ｏ
Ｕ
Ｔ

ニ
　
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｔ
　
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｄ
　
Ｐ

Ｒ
Ｏ
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ｐ
Ａ
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ

五
　
四
に
掲
げ
る
各
メ
ー
タ
ー
の
実
績
額
及
び
こ

れ
ら
の
合
計
額

六
　
四
に
掲
げ
る
各
メ
ー
タ
ー
の
金
額
と
実
績
額

の
差
額
及
び
四
の
合
計
額
と
五
の
合
計
額
の

差
額
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七
　
メ
ー
タ
ー
上
の
金
額
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
カ

ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
額
（
内
訳
を
含
む
。
）
及

び
実
績
額
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
カ
ジ
ノ
行
為
粗

収
益
の
額
（
内
訳
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
差

額

９
　
シ
ス
テ
ム
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
格
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
ア
ク
セ
ス
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
業
務
に
関
係
す
る
情
報
に
限
り
ア
ク
セ
ス

で
き
る
こ
と
。

ロ
　
ロ
グ
イ
ン
失
敗
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
管
理

者
へ
の
通
知
及
び
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
又
は
監
査

証
跡
の
入
力
に
関
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

ハ
　
各
ア
カ
ウ
ン
ト
に
割
り
当
て
ら
れ
た
権
限

の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
。

ニ
　
パ
ス
ワ
ー
ド
及
び
個
人
識
別
情
報
を
暗
号

化
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

二
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
を
変
更
し
た
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
自
動
的
に
保
存
す

る
こ
と
。

イ
　
変
更
し
た
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
の

種
類

ロ
　
変
更
前
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
の

デ
ー
タ

ハ
　
変
更
後
の
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
情
報
等
の

デ
ー
タ

ニ
　
変
更
し
た
日
時

ホ
　
変
更
し
た
者
の
個
人
識
別
情
報

１
０
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
重
要
制
御
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
完
全
性
を
検
証
す
る
機
能
を
有
す
る
場

合
は
、
当
該
検
証
の
結
果
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た
と

き
に
通
知
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

１
１
　
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
機
能
を
有
す
る
場
合

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
９
の
一
に
掲
げ
る
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

機
能
（
使
用
者
の
追
加
機
能
、
権
限
の
設
定
機

能
そ
の
他
の
管
理
機
能
を
除
く
。
）
を
有
す
る

こ
と
。

二
　
使
用
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
。

三
　
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
を
行
う
場
合
は
、
当
該

リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
に
係
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー

ス
に
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
。

１
２
　
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性
の
検
証
（
カ
ジ
ノ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
機
器
等
を
接
続
し
て

外
部
か
ら
行
う
検
証
を
含
む
。
）
を
行
う
機
能
を

有
す
る
も
の
と
す
る
。

１
３
　
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
関
す
る
規
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
各
ロ
グ
を

参
照
す
る
こ
と
等
に
よ
り
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た

時
点
の
も
の
に
回
復
し
た
上
で
復
旧
す
る
機
能

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
　
重
要
イ
ベ
ン
ト
の
情
報

ロ
　
電
子
会
計
メ
ー
タ
ー
の
情
報

ハ
　
監
査
情
報

ニ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
の
設
定
に
関
す

る
情
報

ホ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
の
情
報

１
４
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
に
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム

（
以
下
こ
の
１
４
に
お
い
て
「
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証

シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
格
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
。

イ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
を
行
う
前
に
、
使

用
さ
れ
る
機
器
の
情
報
を
検
証
す
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

ロ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
に
必
要
と
な
る
デ

ー
タ
の
種
類
及
び
形
式
を
検
証
す
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

ハ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
に
必
要
と
な
る
デ

ー
タ
の
種
類
及
び
形
式
を
変
更
で
き
な
い
よ

う
に
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
中
に
エ
ラ
ー
が
検
出

さ
れ
た
場
合
は
、
直
ち
に
処
理
を
無
効
に
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
と
引
換
え
に
行
う
現
金
等
の

交
付
又
は
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
し
て
の
受
付
中

に
、
エ
ラ
ー
が
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
直
ち

に
処
理
を
無
効
に
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。
こ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
、
エ
ラ
ー
か

ら
復
旧
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
を
通
信
で
き
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

イ
　
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
名
称

ロ
　
有
効
期
限

ハ
　
発
行
日
時

ニ
　
検
証
番
号

ホ
　
有
効
性

ヘ
　
日
本
円
で
の
価
額

三
　
検
証
番
号
は
予
測
で
き
な
い
方
法
で
生
成
さ

れ
る
こ
と
。

四
　
次
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

イ
　
有
効
期
限

ロ
　
発
行
日
時

ハ
　
検
証
番
号

ニ
　
有
効
性

ホ
　
日
本
円
で
の
価
額

ヘ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
を
行
っ
た
機
器
等

の
識
別
情
報

五
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
を
通
じ
て
電
子
ゲ

ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
と
通
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
が
次
に
掲
げ
る

機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
と
バ
ウ
チ
ャ
ー

検
証
シ
ス
テ
ム
と
の
間
に
通
信
障
害
が
生
じ

た
場
合
に
、
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
と
の

間
で
二
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
の
通
信
を
停
止
す

る
こ
と
。

ロ
　
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
機
器
と
サ
ー
バ
間
に

通
信
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
電
子
ゲ
ー
ム

シ
ス
テ
ム
等
か
ら
送
信
さ
れ
た
四
に
掲
げ
る

デ
ー
タ
の
保
存
を
行
わ
な
い
こ
と
。

六
　
次
に
掲
げ
る
状
況
を
識
別
し
、
通
知
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
四
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
の
不
存
在
又
は
有
効

期
限
の
超
過

ロ
　
現
金
等
の
交
付
又
は
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ

ム
等
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
し
て
の
受
付
に
よ
る

無
効
化

七
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
と
バ
ウ
チ
ャ
ー
検

証
シ
ス
テ
ム
と
の
間
に
通
信
障
害
そ
の
他
の
エ

ラ
ー
が
発
生
し
、
従
業
者
に
よ
る
バ
ウ
チ
ャ
ー

と
引
換
え
に
行
う
現
金
等
の
交
付
を
行
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
エ
ラ
ー
か
ら
の
復
旧
後
に

四
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
を
更
新
す
る
た
め
の
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

八
　
次
に
掲
げ
る
報
告
書
を
作
成
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

イ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
の
報
告
書

ロ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
と
引
換
え
に
行
う
現
金
等
の

交
付
及
び
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス

テ
ム
等
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
し
て
の
受
付
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
う
ち
有
効
期

限
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
の
報
告
書

ハ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
未
払
戻
報
告
書

ニ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
ド
ロ
ッ
プ
比
較
報
告
書

ホ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
シ
ス
テ
ム
が
行
っ
た
デ

ー
タ
の
通
信
、
保
存
そ
の
他
の
処
理
の
報

告
書

ヘ
　
電
子
ゲ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
等
以
外
の
機
器
等

に
よ
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
の
発
行
等
の
報
告
書

九
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
の
情
報
が
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
保
存
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
情
報
は
変

更
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
は
、
暗
号
化
又
は
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護

す
る
と
と
も
に
、
監
査
証
跡
の
入
力
に
関
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
バ
ウ
チ
ャ
ー
情
報
を
保
有
す
る
機
器
等

は
、
バ
ウ
チ
ャ
ー
情
報
の
漏
え
い
を
防
止
す

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ
　
四
に
掲
げ
る
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
機
器
等

は
、
当
該
デ
ー
タ
を
バ
ウ
チ
ャ
ー
検
証
シ
ス

テ
ム
に
送
信
す
る
ま
で
削
除
で
き
な
い
こ

と
。

１
５
　
静
電
気
放
電
干
渉
及
び
電
磁
気
干
渉
に
よ
る

障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

別
表
第
四
　
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
を
製
造
し
、
及

び
検
査
す
る
設
備
等
に
係
る
基
準
（
第
百
七
十
七
条
関

係
）事

項

基
準

１
設

備

の

明

確

化

及

び

そ

の
確
保
、

設

備

の

維
持

一
　
４
の
項
か
ら
８
の
項
ま
で
の
事
項
に
お

け
る
各
工
程
に
必
要
な
設
備
の
仕
様
や
能
力

が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

の
設
備
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
精
度
及
び
性
能
が

適
切
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
設
備
の
保
守
、
点
検
の
方
法
及
び
そ
の

手
順

ロ
　
作
業
に
係
る
記
録
の
方
法

２
人

員

の

確

保

、

体

制

の

明
確
化

４
の
項
か
ら
８
の
項
ま
で
の
事
項
に
お
け
る

各
工
程
に
必
要
な
人
員
等
が
確
保
さ
れ
る
と

と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
明
確
に
な
っ

て
い
る
こ
と
。

一
　
各
工
程
に
お
い
て
配
置
す
る
人
員
の
数

や
班
な
ど
の
体
制
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二
　
確
認
特
定
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
製
造
業

務
等
従
事
者
の
配
置
状
況

３
文

書

の

管
理

次
に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら

れ
、
１
の
項
及
び
４
の
項
か
ら
８
の
項
ま
で

の
事
項
に
お
け
る
各
工
程
に
お
い
て
作
成
又

は
入
手
し
た
文
書
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

一
　
対
象
と
な
る
文
書
の
種
類

二
　
文
書
の
保
管
、
保
護
及
び
廃
棄
の
方
法

三
　
改
ざ
ん
防
止
の
方
法

４
不

適

合

品

の

管

理

次
に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら

れ
、
５
の
項
か
ら
８
の
項
ま
で
の
事
項
に
お

け
る
各
工
程
に
お
い
て
不
適
合
品
の
管
理
が

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

一
　
不
適
合
品
の
処
理
の
方
法

二
　
不
適
合
品
の
保
管
の
方
法
及
び
そ
の

手
順

三
　
不
適
合
品
の
保
管
に
お
け
る
不
正
防
止

対
策
の
方
法

四
　
作
業
に
係
る
記
録
の
方
法

５
外

注

・

購

買

部

品

の

検

品

及

び

保
管

次
に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら

れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
外
注
・
購
買
部
品
の

検
品
及
び
保
管
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。

一
　
部
品
の
検
品
の
方
法
及
び
そ
の
手
順

二
　
部
品
の
保
管
の
方
法
及
び
そ
の
手
順

三
　
作
業
及
び
検
査
結
果
に
係
る
記
録
の

方
法

四
　
そ
の
他
作
業
に
必
要
な
文
書

６
製

造

工

程

の

管

理

製
造
工
程
が
明
確
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、

工
程
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

一
　
製
造
の
方
法
及
び
そ
の
手
順

二
　
製
造
中
の
製
品
の
保
管
の
方
法

三
　
作
業
に
係
る
記
録
の
方
法

四
　
そ
の
他
作
業
に
必
要
な
文
書

７
プ

ロ

グ

ラ

ム

記

憶

装

置

の

複

製

工

程

の

管

理

、

プ

ロ

グ

ラ

ム

記

憶

装

置

の

識
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
複
製
工
程
が
明
確

化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

社
内
規
格
に
定
め
ら
れ
、
工
程
管
理
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
識
別
（
マ
ー
キ
ン
グ
、

ラ
ベ
ル
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別

を
行
う
こ
と
を
い
う
。
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
追
跡
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

一
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
複
製
の
方
法

及
び
そ
の
手
順

別

・

追

跡

二
　
製
造
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
及
び

マ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
保
管
の

方
法

三
　
作
業
に
係
る
記
録
の
方
法

四
　
不
正
防
止
対
策
の
方
法

五
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
識
別
及
び
追

跡
の
方
法

六
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
装
置
の
追
跡
に
係
る

記
録
の
方
法

七
　
そ
の
他
作
業
に
必
要
な
文
書

８
完

成

検

査

工

程

の
管
理

完
成
検
査
工
程
が
明
確
化
さ
れ
る
と
と
も

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
社
内
規
格
に
定
め

ら
れ
、
工
程
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。

一
　
検
査
の
方
法
及
び
そ
の
手
順

二
　
検
査
中
の
製
品
の
保
管
の
方
法

三
　
作
業
及
び
検
査
結
果
に
係
る
記
録
の

方
法

四
　
そ
の
他
作
業
に
必
要
な
文
書

別
記
第
一
号
様
式
（
第
八
条
第
三
項
（
第
十
六
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
関
係
）

 

別
記
第
二
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
一
号
関
係
）

 

別
記
第
三
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
二
号
、
第
十
八
条

第
二
項
第
十
二
号
ロ
、
第
十
九
条
第
二
項
第
十
二
号
ロ
及

び
第
二
十
条
第
二
項
第
七
号
ロ
関
係
）
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別
記
第
四
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
三
号
、
第
十
八
条

第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
十
九
条
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、

第
二
十
条
第
二
項
第
八
号
ハ
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第

三
号
、
第
百
三
十
条
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
百
三
十
一

条
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
八
号

ハ
及
び
第
百
九
十
条
第
二
項
第
八
号
関
係
）

 

別
記
第
五
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
四
号
、
第
十
八
条

第
二
項
第
十
三
号
、
第
十
九
条
第
二
項
第
十
三
号
、
第
二

十
条
第
二
項
第
八
号
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第
四
号
、

第
百
三
十
条
第
二
項
第
十
三
号
、
第
百
三
十
一
条
第
二
項

第
十
三
号
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
百
九

十
条
第
二
項
第
八
号
関
係
）

 

別
記
第
六
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
五
号
、
第
百
二
十

四
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
百
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号

関
係
）

 

別
記
第
七
号
様
式
（
第
八
条
第
五
項
第
六
号
、
第
百
二
十

四
条
第
二
項
第
六
号
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及

び
第
百
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）
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別
記
第
八
号
様
式
（
第
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
第
十

六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

六
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
九

条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
四

項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
九

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四

条
第
二
項
（
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
七
条
第
四
項
、
第

百
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
百
二
十
八
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条

第
三
項
、
第
百
三
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十

一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
第
四
項
、
第
百
五
十
二
条
第
三

項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項

（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
（
第
百
五
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
第

百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

六
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
十
一
条
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
百
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百

七
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
七
十
一
条
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
百
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百

九
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
二
条
第
二

項
関
係
）

別記第八号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含む。)、

第十六条第三項、第十八条第二項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、

第二十条第二項及び第四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十

六条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及

び第百九十六条において準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百

二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項において準用する場合を

含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第二項及び第四項、第百三十一

条第二項及び第四項、第百三十二条第二項及び第四項、第百四十四条第四

項、第百五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百

七十四条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項

において準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する

場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合

を含む。)、第百六十条第二項及び第四項、第百六十一条第二項及び第四項、

第百六十二条第二項及び第四項、第百七十条第二項及び第四項、第百七十

一条第二項及び第四項、第百七十二条第二項及び第四項、第百九十条第二

項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係) 

質 問 票 

年  月  日   

住 所             

名 称             

代表者又は管理人の氏名           

  第1の注意事項等の内容を十分に確認した上で、この質問票に記載をしました。この質

問票の記載内容及びこれを証する資料の内容は、事実に相違ありません。 

 備考 

   書面により提出する場合にあっては、用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする

こと。 

 第1 注意事項等 

  1 注意事項 

   (1) この質問票をカジノ管理委員会に提出するときは、その記載内容を証する資料

(以下この(1)において「証明資料」といいます。)を添付してください。質問票及

び証明資料に記録された情報は、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80

号)に基づく、十分な社会的信用を有する者であるかどうかの審査に使用します。 

      なお、特定の質問事項への回答をもって直ちに十分な社会的信用を有する者

であるかどうかの判断をするものではありません。質問票の記載内容及び証明資

料の内容のみによることなく、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断をする

こととなります。 

   (2) 次のイからハまでのいずれかに該当するときは、申請に係る許認可等を与えな

いことがあります。 

    イ カジノ管理委員会に提出した質問票の記載内容に虚偽の記載があり、又は重

要な事実の記載が欠けているとき。 

    ロ カジノ管理委員会が質問票に関し、説明又は資料の提出を求めた場合におい

て、説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出

をし、又は重要な事実を隠ぺいしたとき。 

    ハ 質問票に記載した事実に重要な変更が生じた場合において、当該変更の内容

を説明する書類をカジノ管理委員会に提出することを怠ったとき。 

  2 記載要領 

   (1) 記載すべき事項がないときは、所定の欄に「談当なし」と記載してください。

記載すべき内容について相当の調査をしても分からないときは、所定の欄に「不

明」と記載してください。 

   (2) 記載すべき事項が複数あるときは、その全てについて、直近のものから順次記

載してください。所定の欄に全てを記載することができないときは、余白部分に

記載してください。余白部分を用いても全てを記載することができないときは、

所定の欄外に「別紙記載のとおり」と記載するとともに、この様式の例により作

成した書面に記載して、該当する質問のページの次に別紙として添付してくださ

い。この場合には、別紙の右上部に該当する質問番号を記載してください。パソ

コン、タブレット等を用いて記載するときは欄を増やしても差し支えありません。 

   (3) 更新の申請に際して質問票を作成する場合において、申請者が既にカジノ管理

委員会に提出した質問票であって最終のものに示した各質問に対する回答から変

更がないときは、各質問に設けた、変更がない旨のチェック欄の□にレ印を入れ

ることで、質問に対する回答に代えることができます。 

  3 定義 

    この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。 

   (1) 「カジノ事業等」とは、次のイ又はロのいずれかに該当するものをいいます。 

    イ カジノ事業、カジノ施設供用事業、カジノ関連機器等製造業等、カジノ関連

機器等外国製造業又は指定試験機関が行う試験事務(外国におけるこれらに相

当するものを含みます。) 

    ロ 競馬、競輪、小型自動車競走、モーターボート競走、スポーツ振興投票、ジャ

ンケット、ドッグレース等のギャンブル関係事業 

   (2) 「遊技場営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭

和23年法律第122号)第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業をいいます。 

   (3) 「関係法人等」とは、貴法人等の支配株主等又は被支配会社をいいます。 

   (4) 「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超え

る議決権を保有している法人等をいい、「被支配会社」とは、支配株主等により

その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている

会社をいいます。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他

の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有してい

るときには、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を

当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなします。 

   (5) 「許認可等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許

認可等(外国におけるこれに相当するものを含みます。)をいいます。 

   (6) 「不利益処分」とは、行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(外国にお

けるこれに相当するものを含みます。)をいいます。 

 第2 質問事項 

  1 基本情報 

   (1) 貴法人等に関する以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

名称  

代表者又は管理人 氏名           役職名 

設立年月日  

国籍等(外国法人等に限ります。)  

設立の準拠法  

法人番号  

資本金  

住所(注1)(外国の場合は国名又は

地域名も記載) 
〒 

主たる営業所の所在地(外国の場

合は国名又は地域名も記載) 
〒 

事務上の連

絡先 

担当者 氏名           役職名 

電話番号  

電子メールアドレス  

事業の概要  

金融商品取引所(注2)への上場の

有無等 

□上場 

 金融商品取引所の名称(外国の場合は国名又は地域

名も記載) 

 (                     ) 

□非上場 

沿革(注3)  

    注1 「住所」とは、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいいます。

1(3)及び(6)において同じです。 

      イ 株式会社並びに合名会社、合資会社及び合同会社(1(5)及び2(1)において

「持分会社」といいます。)にあっては、本店の所在地をいいます。 

      ロ 一般社団法人及び一般財団法人にあっては、主たる事務所の所在地をい

います。 

      ハ イ又はロに規定する法人以外の団体にあっては、主たる事務所の所在地

をいいます。 

     2 「金融商品取引所」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16

項に規定する金融商品取引所(外国におけるこれに相当するものを含みます。)

をいいます。1(6)において同じです。 

     3 法人等の設立日から質問票作成日までの間につき、創立経緯、商号の変更、

カジノ事業等との関係及び企業集団に係る重要な事項(合併、事業内容の変更、

110



主要な関係法人等の設立、買収、上場等)について簡潔に記載してください。1

(6)において同じです。 

   (2) 貴法人等の過去5年以内における役員に関する以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

役 職 名 担 当 業 務 氏 名 生 年 月 日 任 期 

     

   (3) 貴法人等は、過去5年以内に、1(1)で回答した以外の場所に住所又は主たる営

業所を設置したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□住所 

□主たる営業所 

所在地(外国の場合は国名又は地域名も記載) 期 間 

〒  

   (4) 貴法人等は、過去5年以内に、支店その他の事業所を設置していたことがあり

ますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、当該設置状況に関する資料を添付してください。 

   (5) 貴法人等は、過去5年以内に、株主総会、種類株主総会、社員総会、評議員会、

取締役会又は理事会(注)のいずれかを開催したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載し、当該会議の議事録の写しを

添付してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

株主総会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

種類株主総会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

社員総会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

評議員会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

取締役会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

理事会 開催の有無 □有 □無 

開催年月日  

    注 持分会社又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めの

あるものが、これらの会議に相当するものを開催したことがあるときには、当

該会議を含みます。 

   (6) 貴法人等の関係法人等に関する以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

名称(                  ) □支配株主等 □被支配会社 

代表者又は管理人 氏名           役職名 

設立年月日  

国籍等(外国法人等に限ります。)  

設立の準拠法  

法人番号  

資本金  

貴法人等との関係  

住所(外国の場合は国名又は地域

名も記載) 

〒 

主たる営業所の所在地(外国の場

合は国名又は地域名も記載) 

〒 

事業の概要  

金融商品取引所への上場の有無等 □上場 

 金融商品取引所の名称(外国の場合は国名又は地域

名も記載) 

 (                     ) 

□非上場 

沿革  

  2 財産関係 

   (1) 貴法人等は、最近5事業年度において計算書類等(注)を作成したことがありま

すか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、当該計算書類等の写しを添付してください。 

    注 「計算書類等」とは、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(外国にお

けるこれらに相当するものを含みます。)をいいます。 

     イ 株式会社にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に規定す

る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書のほか、同法第444条第1

項に規定する連結計算書類を作成しているときは、当該連結計算書類(これら

の書類について監査を受けているときは、当該監査における監査報告及び会

計監査報告を含みます。) 

     ロ 持分会社にあっては、会社法第617条第2項に規定する計算書類のほか、同

法第435条第2項に規定する事業報告に相当する書類を作成しているときは、

当該書類(これらの書類について監査を受けているときは、当該監査における

監査報告及び会計監査報告を含みます。) 

     ハ 一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平

成18年法律第48号)第123条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこ

れらの附属明細書(これらの書類について監査を受けているときは、当該監査

における監査報告及び会計監査報告を含みます。) 

     ニ 一般財団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1

99条において準用する同法第123条第2項に規定する計算書類及び事業報告並

びにこれらの附属明細書(これらの書類について監査を受けているときは、当

該監査における監査報告及び会計監査報告を含みます。) 

     ホ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであって、

イからニまでに規定する書類に相当する書類を作成しているものにあっては、

当該書類 

   (2) 貴法人等は、過去10年以内に、破産手続開始の決定(注1)、再生手続開始の決

定(注2)、更生手続開始の決定(注3)又は特別清算開始の命令(注4)を受けたことが

ありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

申立人の氏名又は名称  

決定又は命令を受けた年月日  

裁判所名  

原因となった事実の概要  

復権の有無 □有 (年月日及び理由：           ) 

□無 

    注1 「破産手続開始の決定」とは、破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の

規定による破産手続開始の決定(外国におけるこれに相当するものを含みま

す。)をいいます。 

     2 「再生手続開始の決定」とは、民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1

項の規定による再生手続開始の決定(外国におけるこれに相当するものを含み

ます。)をいいます。 

     3 「更生手続開始の決定」とは、会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1

項の規定による更生手続開始の決定(外国におけるこれに相当するものを含み

ます。)をいいます。 

     4 「特別清算開始の命令」とは、会社法第514条の規定による特別清算開始の

命令(外国におけるこれに相当するものを含みます。)をいいます。 

   (3) 貴法人等には、現在、契約期間が1年を超える借入金がありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

債権者 氏名又は名称  

住所(外国の場合は国

名又は地域名も記載) 
〒 

契約の締結年月日  

契約の期間  

借入金額及び残高(注)  

    注 借入れを外国通貨をもって行ったときは、借入れの時における外国為替相場

(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外

国為替相場又は裁定外国為替相場をいいます。2(4)において同じです。)により、

本邦通貨に換算してください。 

   (4) 貴法人等は、過去6か月間に、一の契約に係る額が2,500万円を超える契約(注1)

(注2)を締結したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、当該締結状況に関する資料を添付してください。 

    注1 契約に係る額の支払が外国通貨をもって行われることとされているときは、

契約の時における外国為替相場により、本邦通貨に換算して判断してください。 

     2 金銭消費貸借契約を除きます。 

   (5) 貴法人等は、最近5事業年度において有価証券報告書(注)を作成したことがあ

りますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、当該有価証券報告書の写しを添付してください。 

    注 「有価証券報告書」とは、金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報

告書(外国におけるこれに相当するものを含みます。)をいいます。 

  3 暴力団関係 

    貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、暴力団(注1)又は暴力団

員(注2)に対し、金銭を交付し、又は役務を提供するなど、暴力団又は暴力団員と経

済的関係を有したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

暴力団の名称又は暴力団員の氏名 □暴力団の名称(              ) 

□暴力団員の氏名(             ) 

 (所属する暴力団の名称          ) 

暴力団又は暴力団員と経済的関係

を有した年月日 
 

暴力団又は暴力団員と経済的関係

を有した内容及び経緯 
 

    注1 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年

法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。 

     2 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条

第6号に規定する暴力団員をいいます。 

  4 刑事及び民事手続関係 

   (1) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、有罪の裁判を受けた
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こと(注)がありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

罪名  

有罪の裁判の告知を受けた年月日  

判決等の主文  

裁判所名  

事案の概要  

    注 「有罪の裁判を受けたこと」には、刑法(明治40年法律第45号)第27条若しく

は第34条の2第1項により刑の言渡しの効力が失われたもの、同条第2項により刑

の免除の言渡しの効力が失われたもの又は恩赦法(昭和22年法律第20号)第3条

若しくは第5条により有罪の言渡しの効力が失われたもの(外国におけるこれら

に相当するものを含みます。)を含みます。 

   (2) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、公訴を提起され、又

は起訴猶予とされたことがありますか。ただし、4(1)で回答したものを除きます。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

罪名  

公訴を提起され、又は起訴猶予とさ

れた年月日 
 

検察庁の名称  

事案の概要  

   (3) 貴法人等は、過去10年以内に、民事訴訟の判決等(注)の当事者となったことが

ありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

判決等を受けた年月日  

判決等の内容  

裁判所名  

原因となった事実の概要  

    注 「民事訴訟の判決等」とは、次のイからハまでのいずれかに該当するものを

いいます。 

     イ 民事訴訟における終局判決、請求の放棄若しくは認諾又は和解 

     ロ 非訟事件における終局決定又は和解 

     ハ 労働審判 

  5 カジノ事業等及び遊技場営業に係る行政手続等関係 

   (1) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、カジノ事業等又は遊

技場営業を行うために必要な許認可等を取得したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

取得年月日  

取得した許認可等の内容  

許認可等に条件が付された場合に

は、その内容 
 

   (2) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、カジノ事業等又は遊

技場営業に関して、不利益処分又は申請した許認可等を拒否する処分を受けたこ

とがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

処分年月日  

処分の内容  

原因となった事実の概要  

   (3) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、カジノ事業等又は遊

技場営業に関して、不利益処分の名宛人となるべき者について執られる聴聞又は

弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の当事者となったことが

ありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

当事者となった年月日  

原因となった事実の概要  

   (4) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、カジノ事業者等(注)

との契約が解除となったこと又は取引が停止となったことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

契約又は

取引の相

手方 

氏名又は名称  

住所又は所在地(外国

の場合は国名又は地域

名も記載) 

〒 

契約解除又は取引停止の年月日  

契約又は取引の内容  

契約の解除又は取引の停止の経緯  

    注 「カジノ事業者等」とは、カジノ事業等を行う者をいいます。 

  6 申告納税関係 

   (1) 貴法人等は、最近5事業年度において法人税及び地方法人税に係る申告書等(注

1)(注2)を作成したことがありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、当該申告書等の写しを添付してください。 

    注1 「法人税及び地方法人税に係る申告書等」とは、法人税法(昭和40年法律第3

4号)第2条第31号に規定する確定申告書、同条第32号に規定する連結確定申告

書、国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書若

しくは同法第19条第3項に規定する修正申告書及びこれらの添付書類又は同法

第28条第1項に規定する更生通知書若しくは決定通知書(外国におけるこれら

に相当するものを含みます。)をいいます。 

     2 貴法人等が、法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人であるときは、

同法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類及びその添付書

類の写し(外国におけるこれらに相当するものを含みます。)をいいます。 

   (2) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、過少申告加算税、無

申告加算税若しくは重加算税の賦課決定又は過少申告加算金、不申告加算金若し

くは重加算金の決定を受けたこと(注)がありますか。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

賦課決定又は決定を受けた年月日  

賦課決定又は決定の内容  

原因となった事実の概要  

   注 外国におけるこれらに相当するものを含みます。 

  7 行政手続関係 

   (1) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、事業を行うために必

要な許認可等を取得したことがありますか。ただし、5(1)で回答したものを除き

ます。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

取得年月日  

取得した許認可等の内容  

許認可等に条件を付された場合は、

その内容 
 

   (2) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、事業に関して、不利

益処分又は申請した許認可等を拒否する処分を受けたことがありますか。ただし、

5(2)で回答したものを除きます。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

処分年月日  

処分の内容  

原因となった事実の概要  

   (3) 貴法人等又は貴法人等の関係法人等は、過去10年以内に、事業に関して、不利

益処分の名宛人となるべき者について執られる聴聞又は弁明の機会の付与の手続

その他の意見陳述のための手続の当事者となったことがありますか。ただし、5(3)

で回答したものを除きます。 

       □はい □いいえ 

     「はい」と回答した場合は、以下の項目を記載してください。 

    □ 既に提出した質問票に記載した回答から変更はありません。 

□貴法人等 

□関係法人等(名称                ) 

行政庁の名称  

当事者となった年月日  

原因となった事実の概要  
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十
八
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条

第
三
項
、
第
百
三
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十

一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
第
四
項
、
第
百
五
十
二
条
第
三

項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項

（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
（
第
百
五
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
九
条
第
三
項
（
第

百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

六
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
十
一
条
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
百
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百

七
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
七
十
一
条
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
百
七
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百

九
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
二
条
第
二

項
関
係
）

 

別
記
第
十
号
様
式
（
第
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
第
十

六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十

六
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
四
項
、
第
十
九
条
第
四
項
、

第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
百
四
十
一

条
及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十

七
条
第
四
項
、
第
百
十
五
条
第
三
項
（
第
百
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百

四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
八
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百
九

十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

百
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
百
二
十
八
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条

第
三
項
、
第
百
三
十
条
第
四
項
、
第
百
三
十
一
条
第
四

項
、
第
百
三
十
二
条
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
第
四
項
、

第
百
五
十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
、
第
百

五
十
五
条
第
三
項
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
第
百
五
十
九
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
七

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十

九
条
第
三
項
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
条
第
四
項
、
第
百
六
十
一
条
第
四

項
、
第
百
六
十
二
条
第
四
項
、
第
百
七
十
条
第
四
項
、
第

百
七
十
一
条
第
四
項
、
第
百
七
十
二
条
第
四
項
、
第
百
九

十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
二
条
第
二
項

関
係
）
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別
記
第
十
一
号
様
式
（
第
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
第

十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
六
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
四
項
、
第
十
九
条
第
四

項
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
百
四

十
一
条
及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
百
四
十
一
条
及
び
第

百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九

十
七
条
第
四
項
、
第
百
十
五
条
第
三
項
（
第
百
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
八
十
九
条
第
二
項
及
び
第
百

九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
百
二
十
八
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八

条
第
三
項
、
第
百
三
十
条
第
四
項
、
第
百
三
十
一
条
第
四

項
、
第
百
三
十
二
条
第
四
項
、
第
百
四
十
四
条
第
四
項
、

第
百
五
十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
、
第
百

五
十
五
条
第
三
項
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
第
百
五
十
九
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
七

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十

九
条
第
三
項
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
条
第
四
項
、
第
百
六
十
一
条
第
四

項
、
第
百
六
十
二
条
第
四
項
、
第
百
七
十
条
第
四
項
、
第

百
七
十
一
条
第
四
項
、
第
百
七
十
二
条
第
四
項
、
第
百
九

十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
九
十
二
条
第
二
項

関
係
）別記第十一号様式(第八条第六項及び第七項(第十六条第六項において準用する場合を含

む。)、第十六条第三項、第十八条第四項、第十九条第四項、第二十条第

四項、第三十三条第二項(第百四十一条及び第百九十六条において準用す

る場合を含む。)、第三十四条第二項(第百四十一条及び第百九十六条に

おいて準用する場合を含む。)、第九十七条第四項、第百十五条第三項(第

百十八条第二項において準用する場合及びこれらの規定を第百四十八条

第二項、第百八十九条第二項及び第百九十七条第二項において準用する

場合を含む。)、第百二十四条第三項及び第四項(第百二十八条第六項に

おいて準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項、第百三十条第四項、

第百三十一条第四項、第百三十二条第四項、第百四十四条第四項、第百

五十二条第三項、第百五十三条第二項、第百五十五条第三項(第百七十四

条において準用する場合を含む。)及び第四項(第百五十九条第六項にお

いて準用する場合及びこれらの規定を第百七十四条において準用する場

合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条において準用する場合

を含む。)、第百六十条第四項、第百六十一条第四項、第百六十二条第四

項、第百七十条第四項、第百七十一条第四項、第百七十二条第四項、第

百九十条第二項及び第四項並びに第百九十二条第二項関係) 

同 意 書 

  私は、カジノ管理委員会による特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)

第229条第1項各号に掲げる調査に関し、下記の事項について同意します。 

  なお、この同意には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第1項

及び第69条第2項第1号に規定する「本人の同意」を含みます。 

記 

 1 当該調査に必要なあらゆる情報を提供するなど、全面的に協力すること。 

 2 カジノ管理委員会が当該調査に必要であると認める場合には、私の個人情報をカジノ

管理委員会が必要と認める者に提供すること。 

 3 カジノ管理委員会が当該調査を実施するために必要があると認める場合には、私の個

人情報を保有する者が私の個人情報をカジノ管理委員会に提供すること。 

年  月  日   

住 所                

氏 名                

 備考 

   書面により提出する場合にあっては、用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする

こと。 

別
記
第
十
二
号
様
式
（
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）
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別
記
第
十
三
号
様
式
（
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）

 

別
記
第
十
四
号
様
式
（
第
十
八
条
第
二
項
第
十
一
号
ハ
関

係
）

 

別
記
第
十
五
号
様
式
（
第
十
九
条
第
二
項
第
十
一
号
ハ
関

係
）

 

別
記
第
十
六
号
様
式
（
第
二
十
条
第
二
項
第
六
号
ハ
関

係
）
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別
記
第
十
七
号
様
式
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
（
第

百
四
十
一
条
及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
関
係
）

 

別
記
第
十
八
号
様
式
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
（
い
ず
れ
も
第
百
四
十
一
条

及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

関
係
）別記第十八号様式(第三十三条第一項第二号及び第三十四条第二項第二号(いずれも第百四

十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)関係) 

誓 約 書 

   カジノ管理委員会 殿 

 □ 私は、特定複合観光施設区域整備法第60条第2項第1号ハ(1)に掲げる者に該当しない

ことを誓約します。 

 □ 当法人は、特定複合観光施設区域整備法第60条第2項第1号ハ(2)に掲げる者に該当し

ないことを誓約します。 

 □ 私は、特定複合観光施設区域整備法第131条において準用する同法第60条第2項第1号

ハ(1)に掲げる者に該当しないことを誓約します。 

 □ 当法人は、特定複合観光施設区域整備法第131条において準用する同法第60条第2項

第1号ハ(2)に掲げる者に該当しないことを誓約します。 

 □ 私は、特定複合観光施設区域整備法第164条において準用する同法第60条第2項第1号

ハ(1)に掲げる者に該当しないことを誓約します。 

 □ 当法人は、特定複合観光施設区域整備法第164条において準用する同法第60条第2項

第1号ハ(2)に掲げる者に該当しないことを誓約します。 

年  月  日   

住 所               

氏名又は名称               

(代表者の氏名)              

 備考 

  1 該当する□にレ印を付けること。 

  2 書面により提出する場合にあっては、用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする

こと。 

別
記
第
十
九
号
様
式
（
第
三
十
六
条
第
二
項
（
第
百
四
十

一
条
及
び
第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
関
係
）
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別
記
第
二
十
号
様
式
（
第
六
十
一
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
一
号
様
式
（
第
六
十
一
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
二
号
様
式
（
第
六
十
五
条
第
二
項
関
係
）
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別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
第
七
十
一
条
（
第
七
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
関
係
）
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別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
第
九
十
一
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
五
号
様
式
（
第
九
十
二
条
第
三
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
六
号
様
式
（
第
九
十
二
条
第
五
項
関
係
）
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別
記
第
二
十
七
号
様
式
（
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十

九
条
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
六

条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
八
号
様
式
（
第
九
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百

四
十
四
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
二
十
九
号
様
式
（
第
九
十
八
条
第
二
項
（
第
百
四

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
関

係
）

 

別
記
第
三
十
号
様
式
（
第
九
十
九
条
第
二
項
関
係
）
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別
記
第
三
十
一
号
様
式
（
第
百
十
一
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
三
十
二
号
様
式
（
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
三
十
三
号
様
式
（
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）
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別
記
第
三
十
四
号
様
式
（
第
百
十
五
条
第
三
項
第
五
号

（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に

こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
八
十
九

条
第
二
項
及
び
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
関
係
）
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別
記
第
三
十
五
号
様
式
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
三
十
六
号
様
式
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）
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別
記
第
三
十
七
号
様
式
（
第
百
十
九
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
三
十
八
号
様
式
（
第
百
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
三
十
九
号
様
式
（
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号

関
係
）

 

別
記
第
四
十
号
様
式
（
第
百
二
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、

第
百
三
十
条
第
二
項
第
十
二
号
ロ
、
第
百
三
十
一
条
第
二
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項
第
十
二
号
ロ
及
び
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
七
号
ロ
関

係
）

 

別
記
第
四
十
一
号
様
式
（
第
百
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号

関
係
）

 

別
記
第
四
十
二
号
様
式
（
第
百
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号

関
係
）

 

別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
第
百
三
十
条
第
二
項
第
十
一
号

ハ
関
係
）
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別
記
第
四
十
四
号
様
式
（
第
百
三
十
一
条
第
二
項
第
十
一

号
ハ
関
係
）

別記第四十四号様式(第百三十一条第二項第十一号ハ関係) 

誓 約 書 

   カジノ管理委員会 殿 

  分割によりカジノ施設供用事業を承継する会社は、特定複合観光施設区域整備法第13

0条において特定複合観光施設区域整備法施行令第18条の規定により読み替えて準用す

る同法第46条第2項において準用する同法第126条第2項第1号イ及びロに掲げる者のいず

れにも該当しないことを誓約します。 

年  月  日   

住 所               

名 称               

代表者の氏名               

 備考 

  書面により提出する場合にあっては、用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とするこ

と。 

別
記
第
四
十
五
号
様
式
（
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
六
号

ハ
関
係
）

 

別
記
第
四
十
六
号
様
式
（
第
百
四
十
六
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
四
十
七
号
様
式
（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）
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別
記
第
四
十
八
号
様
式
（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
四
十
九
号
様
式
（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
五
十
号
様
式
（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
五
十
一
号
様
式
（
第
百
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
九
条
第
一
項
関
係
）
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別
記
第
五
十
二
号
様
式
（
第
百
四
十
九
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
五
十
三
号
様
式
（
第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
一
号

関
係
）

 

別
記
第
五
十
四
号
様
式
（
第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
二

号
、
第
百
六
十
条
第
二
項
第
十
二
号
ロ
、
第
百
六
十
一
条

第
二
項
第
十
二
号
ロ
及
び
第
百
六
十
二
条
第
二
項
第
七
号

ロ
関
係
）

 

別
記
第
五
十
五
号
様
式
（
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号

関
係
）

 

132



別
記
第
五
十
六
号
様
式
（
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号

関
係
）

 

別
記
第
五
十
七
号
様
式
（
第
百
六
十
条
第
二
項
第
十
一
号

ハ
関
係
）

 

別
記
第
五
十
八
号
様
式
（
第
百
六
十
一
条
第
二
項
第
十
一

号
ハ
関
係
）

 

別
記
第
五
十
九
号
様
式
（
第
百
六
十
二
条
第
二
項
第
六
号

ハ
関
係
）

 

133



別
記
第
六
十
号
様
式
（
第
百
七
十
条
第
二
項
第
十
二
号
ハ

関
係
）

 

別
記
第
六
十
一
号
様
式
（
第
百
七
十
条
第
二
項
第
十
三
号

ロ
、
第
百
七
十
一
条
第
二
項
第
十
三
号
ロ
、
第
百
七
十
二

条
第
二
項
第
七
号
ロ
及
び
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）

 

別
記
第
六
十
二
号
様
式
（
第
百
七
十
一
条
第
二
項
第
十
二

号
ハ
関
係
）

 

別
記
第
六
十
三
号
様
式
（
第
百
七
十
二
条
第
二
項
第
六
号

ハ
関
係
）
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別
記
第
六
十
四
号
様
式
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

 

別
記
第
六
十
五
号
様
式
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

 

別
記
第
六
十
六
号
様
式
（
第
百
七
十
四
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）

 

別
記
第
六
十
七
号
様
式
（
第
百
七
十
五
条
第
一
項
関
係
）
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別
記
第
六
十
八
号
様
式
　
検
定
に
合
格
し
た
型
式
の
電
磁

的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
付
す
表
示
（
第
百
七
十
八
条
関

係
）

 

別
記
第
六
十
九
号
様
式
（
第
百
八
十
二
条
第
一
項
（
第
百

八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
関
係
）

 

別
記
第
七
十
号
様
式
　
届
出
設
計
に
基
づ
き
製
造
さ
れ
た

非
電
磁
的
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
に
付
す
表
示
（
第
百
八
十

七
条
関
係
）

 

別
記
第
七
十
一
号
様
式
（
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）
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別
記
第
七
十
二
号
様
式
（
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
七
十
三
号
様
式
（
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
七
十
四
号
様
式
（
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
七
十
五
号
様
式
（
第
百
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
九
条
第
一
項
関
係
）
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別
記
第
七
十
六
号
様
式
（
第
百
九
十
条
第
二
項
第
三
号
関

係
）

 

別
記
第
七
十
七
号
様
式
（
第
百
九
十
条
第
二
項
第
七
号
ロ

及
び
第
百
九
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
関
係
）

 

別
記
第
七
十
八
号
様
式
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
七
十
九
号
様
式
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）
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別
記
第
八
十
号
様
式
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
八
十
一
号
様
式
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
十
五
条
第
二
項
関
係
）

 

別
記
第
八
十
二
号
様
式
（
第
百
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
十
九
条
第
一
項
関
係
）

 

別
記
第
八
十
三
号
様
式
（
第
二
百
三
条
第
一
項
関
係
）

 

139



別
記
第
八
十
四
号
様
式
（
第
二
百
三
条
第
一
項
関
係
）
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